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多様な市民が、地域で共に心地よく暮らしてい
くためには、市民一人ひとりが異なる状況や状
態にあることへの認識を基盤とした相互の理解
と尊重が重要である。高齢者や障害者への理
解を深めるとともに、接し方を知ることができる
場等を提供していく。

心のバリアフリーの推進

平成23年度から心のバリアフリー啓発事業を市民社
会福祉協議会に委託して開始した。出前講座受講者
は以下の通り。
平成24年度　11団体　延べ797人
平成25年度　９団体　延べ944人
平成26年度  13団体 延べ1,391人

いかなる状況や状態にあっても、一人ひとりがその
多様性を認められ、個人として尊重されるべきであ
る。本市ではこれまでも各種講習会や啓発事業等の
心のバリアフリー事業を行ってきたが、平成28年に
障害者差別解消法が施行されることに伴い、より一
層教育機関や企業等とも連携し、心のバリアフリー
事業を推進する。

いかなる状況や状態にあっても、一人ひとりがその
多様性を認められ、個人として尊重されるべきであ
る。本市ではこれまでも各種講習会や啓発事業等の
心のバリアフリー事業を行ってきたが、平成28年に
障害者差別解消法が施行されることに伴い、より一
層教育機関や企業等とも連携し、心のバリアフリー
事業を推進する。

また、ボランティア活動や福祉活動への関心や
理解を促し、地域社協（福祉の会）やボランティ
ア団体等の地域福祉活動への参加のきっかけ
づくりに取り組む。

ボランティア学習・福祉学
習の推進

市民社会福祉協議会において「ふれあい福祉学習
検討委員会」を設置し、平成25年度には小学校、中
学校を対象とした福祉学習に取り組んだほか、施設
介護サポーター養成講座を実施した。

市民一人ひとりに、自分にできることへの取組
みを促すとともに、市と社会福祉法人武蔵野市
民社会福祉協議会（以下「市民社協」という）が
中心となって、関係する市民、地域社協（福祉
の会）、ＮＰＯ、市民団体、事業所をコーディ
ネートしながら、福祉の推進に取り組んでいく。

市民が主体となる地域福
祉活動の推進

定期的に市民社会福祉協議会と情報交換を行い、
連携強化を図ったほか、民生児童委員・赤十字奉仕
団については、ＰＲイベントの実施や市報等によりそ
れぞれの活動の積極的な広報を行った。

またテンミリオンハウス事業については、誰も
が集える場所として機能を発展させる。

テンミリオンハウス事業
の推進

公募の結果、平成24年度に1施設の運営団体を変更
し、新たな地域住民団体が運営している。各運営団
体が、在宅介護支援センターとの情報交換会や地域
住民向け講習会等を実施し、地域と連携を取ること
により、支え合いの場としての機能を充実している。

地域住民の主体的な参加を軸としたテンミリオンハ
ウス事業やレモンキャブ事業等、地域における共助
の仕組みである既存事業を充実するとともに、市民
が主体となる活動に対する支援を推進する。テンミリ
オンハウスについては、空白地域における設置を検
討する。

地域住民の主体的な参加を軸としたテンミリオンハ
ウス事業やレモンキャブ事業等、地域における共助
の仕組みである既存事業を充実するとともに、市民
が主体となる活動に対する支援を推進する。テンミリ
オンハウスについては、空白地域における設置を検
討する。

さらに市民の自発的な活動の状況を踏まえ、
地域福祉活動を推進する仕組みを検討する。
これらの活動が発展するよう市は市民社協と
一層の連携を図る。

地域福祉活動推進のた
めの仕組みの検討

市民社会福祉協議会において、居場所づくりの実践
に対して行う具体的な支援について検討を行った。
なお、平成26年度は、ボランティア・地域福祉活動助
成制度に居場所づくり事業が特別助成の区分として
設けられた。

年齢や障害の有無にかかわらず、ボランティア学習
や福祉教育、また、地域のイベントへの参加等を通
じたボランティア活動への参加のきっかけづくりや、
誰もが地域を支える担い手となる仕組みづくりを推
進する。（再掲）

年齢や障害の有無にかかわらず、ボランティア学習
や福祉教育、また、地域のイベントへの参加等を通
じたボランティア活動への参加のきっかけづくりや、
誰もが地域を支える担い手となる仕組みづくりを推
進する。（再掲）

平成24年度に市及び住宅系事業所、ライフライン事
業所等と「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会議」
を設置し、定期的に会議を開催することにより、連携
体制の構築を図り、孤立状態の解消を目指す。住宅
系事業所とライフライン事業所等については高齢
者・障害者等の見守りに関する協定を順次を結んで
おり、平成27年７月現在、10団体と協定締結済。

上述の孤立防止ネットワーク連絡会議は、新たに宅
配運送業者や生活協同組合等参加機関を拡大し、
継続した取組みとしていく。
また、孤立状態は消費者被害等にもつながるため、
消費者被害防止の情報提供等も行う。
他に、独居高齢者実態調査未回答者への訪問や、
介護予防講座への案内等により、支援が必要な方
の把握については、今後も継続して行う。

平成24年度より、高齢者支援課が設置した孤立防
止ネットワーク連絡会議に定期的に参加し、関係機
関との連携を図っている。引き続き参加し、新たな課
題の発見と解決に向けて、協力関係を強化する。

団塊の世代が後期高齢者となる平成37（2025）年に
向け様々な問題が顕在化する中、地域包括ケアシス
テムの構築が法律に明記され、また、介護保険制度
の大幅な改正がなされるなど、社会情勢の変化とと
もに、福祉施策を巡る状況も目まぐるしい変革の時
期を迎えている。これらの変化に対応するために
は、誰もが地域を支える担い手となり得るという意識
を持ち、また、それを実現可能とするための仕組み
づくりが必要である。

年齢や障害の有無にかかわらず、ボランティア学習
や福祉教育、また、地域のイベントへの参加等を通
じたボランティア活動への参加のきっかけづくりや、
誰もが地域を支える担い手となる仕組みづくりを推
進する。

また、ひとり暮らし高齢者の増加に対し、孤立による
生活空間の縮小や、消費者被害、認知症の進行等
の異変を早期に察知し、防止に向けて必要な支援を
行えるよう、地域の住民や関係機関による見守りの
ネットワークを強化する。

団塊の世代が後期高齢者となる平成37（2025）年に
向け様々な問題が顕在化する中、地域包括ケアシス
テムの構築が法律に明記され、また、介護保険制度
の大幅な改正がなされるなど、社会情勢の変化とと
もに、福祉施策を巡る状況も目まぐるしい変革の時
期を迎えている。これらの変化に対応するために
は、誰もが地域を支える担い手となり得るという意識
を持ち、また、それを実現可能とするための仕組み
づくりが必要である。

(1)地域包括ケアシステム（まちぐるみの支え合いの
仕組みづくり）の推進
重度の要介護状態になっても地域で暮らし続けられ
ることなどを目標として、「地域包括ケアシステム」が
医療介護総合確保促進法に新たに明記された。本
市では、この「地域包括ケアシステム」を第五期長期
計画の重点施策である「地域リハビリテーション」の
理念に基づく「まちぐるみの支え合いの仕組みづく
り」として、市民を含めたすべての関係者が一体と
なって推進していく。

(2) 市民が主体となる地域福祉活動の推進
介護保険制度の大幅な改正により、要支援の方へ
のサービスのうち訪問介護・通所介護は市町村事業
に移管されることから、地域での支え合いの重要性
はますます高まることが見込まれる。年齢や障害の
有無にかかわらず、誰もが地域を支える担い手とな
る仕組みづくりを推進する。さらに、地域住民の主体
的な参加を軸としたテンミリオンハウス事業やレモン
キャブ事業等、地域における共助の仕組みである既
存事業を推進・充実するとともに、市民が主体となる
活動に対する支援を充実する。

(3)心のバリアフリー事業の推進
地域社会において、いかなる状況にあっても、一人
ひとりがその多様性を認められ、個人として尊重され
るべきである。本市ではこれまでも各種講習会や啓
発事業等の心のバリアフリー事業を行っているが、
平成28 年に「障害者差別解消法」が施行されること
に伴い、より一層教育機関や企業等とも連携し、心
のバリアフリー事業を推進する。

年齢や障害の有無にかかわらず、ボランティア学習
や福祉教育、また、地域のイベントへの参加等を通
じたボランティア活動への参加のきっかけづくりや、
誰もが地域を支える担い手となる仕組みづくりを推
進する。

また、ひとり暮らし高齢者の増加に対し、孤立による
生活空間の縮小や、消費者被害、認知症の進行等
の異変を早期に察知し、防止に向けて必要な支援を
行えるよう、地域の住民や関係機関による見守りの
ネットワークを強化する。

平素から自らの住む地域の人とつながりを持
つことは、生活に潤いをもたらすとともに、困っ
たときの助け合いや防犯対策にもつながる。そ
のため早めに変化に気づける日頃の顔見知り
や見守りのネットワークづくりを進める。

第五期長期計画の記載内容

孤立予防への取組みの
推進
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人口構成の変化（少子化・高齢化）、核家族化や単身世帯の増加など家族の小規模化や、家族や近隣関係が希薄化し、地域での支え合
いも弱まるなど、市民を取り巻く環境・状況が変化している。
行政や専門機関により、様々な福祉制度や介護保険制度に基づくサービスで対応してきたが、既にこれらの制度だけで対応できる範囲は
超えている。
一方、地域を支えてきたコミュニティ協議会、地域福祉活動推進協議会（以下「地域社協（福祉の会）」という）等では、担い手不足が問題に
なっている。地域福祉活動の主役は市民であり、市民が自発的、主体的に地域の健康・福祉課題を発見し、その解決や予防に取り組んで
いくことが重要である。そのため、市は地域社協（福祉の会）やＮＰＯなどと連携して市民同士の良好なコミュニケーション構築への支援や
地域福祉力の向上に取り組んでいく。また、お互いを認め合い、誰もが地域でいっしょに暮らしていくために、心のバリアフリーを推進して
いく。
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基本施策１　支え合いの気持ちをつむぐ
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安全対策課や消費生活センターとの定期的な情報
交換を行い、75歳以上の高齢者に悪質商法や振り
込め詐欺の予防啓発チラシを配布した。
また、安全対策課で振り込め詐欺対策として迷惑電
話チェッカーを貸し出すにあたり、高齢者への説明や
ケアマネジャー等を通じての紹介を行った。

消費者被害の現状や問題点を把握し、正しい知識を
得ることにより被害に巻き込まれないよう市消費生
活相談員を講師とする啓発講座の受講を障害関連
施設職員、施設利用者に促した。引き続き受講を勧
奨する。また、27年度は広報誌「つながり」等を活用
し、消費者問題等の普及・啓発を図る。

地域社協を単位として要援護者情報の更新及び支
援者探しを実施するとともに、安否確認訓練や支援
者説明会を実施した。また、災害時要援護者に関し
て、住民情報系のシステムを導入したことにより、リ
アルタイムで情報収集ができるようになった。
平成25年に災害対策基本法が改正されたことによ
り、平成26年度に災害時避難行動支援体制検討委
員会を設置し、安否確認から避難行動支援、その後
の生活継続支援の流れの中で関係する団体が連携
して対応していくことを確認した。

平成25年3月に福祉避難所の開設・運営マニュアル
を作成した。
災害時に備え備蓄品を各福祉避難所に分散備蓄し
た。
総合防災訓練にて福祉避難所の開設・運営訓練を
実施し、マニュアルの検証を行った。今後は地域と福
祉避難所との連携を支援する。

市報及び広報誌「つながり」等において、要援護者
支援事業の周知を行うとともに、市内障害関連団体
に対して制度説明会を実施した。引き続き同事業へ
の登録を勧奨する。（平成24年度新規登録者数19
名、平成25年度新規登録者数16名。平成26年度新
規登録者数９名）
福祉避難所に対する災害時備蓄品の分散配置（障
害者総合センター、障害者福祉センター、ＮＰＯ法人
ミュー）を行うとともに、福祉避難所の開設・運営マ
ニュアルを作成した。
平成25年度は、災害時、緊急時に障害者が必要と
する支援が周りの人々に伝わるよう、ヘルプカードを
作成・配布をし、平成26年度は、ポスター、チラシを
作成・配布をすることによって、地域住民への普及・
啓発に取組んだ。
難病患者等人工呼吸器使用者のための災害時個別
支援計画を、多摩府中保健所と協力し作成した。９７
名中６５名について作成済み。
残り３２名についても、第一安否確認者を確定してい
る。

在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

災害対策基本法の改正に基づき、各関係機関等と
地域福祉活動団体との連携のもと、災害時における
高齢者や障害者の安否確認や避難支援体制を強化
していくとともに、発災後の生活継続支援体制を確
立していく。また、災害対策を契機に、地域福祉活動
の活性化を図る。

(1)地域包括ケアシステム（まちぐるみの支え合いの
仕組みづくり）の推進
重度の要介護状態になっても地域で暮らし続けられ
ることなどを目標として、「地域包括ケアシステム」が
医療介護総合確保促進法に新たに明記された。本
市では、この「地域包括ケアシステム」を第五期長期
計画の重点施策である「地域リハビリテーション」の
理念に基づく「まちぐるみの支え合いの仕組みづく
り」として、市民を含めたすべての関係者が一体と
なって推進していく。

(2) 市民が主体となる地域福祉活動の推進
介護保険制度の大幅な改正により、要支援の方へ
のサービスのうち訪問介護・通所介護は市町村事業
に移管されることから、地域での支え合いの重要性
はますます高まることが見込まれる。年齢や障害の
有無にかかわらず、誰もが地域を支える担い手とな
る仕組みづくりを推進する。さらに、地域住民の主体
的な参加を軸としたテンミリオンハウス事業やレモン
キャブ事業等、地域における共助の仕組みである既
存事業を推進・充実するとともに、市民が主体となる
活動に対する支援を充実する。

(3)心のバリアフリー事業の推進
地域社会において、いかなる状況にあっても、一人
ひとりがその多様性を認められ、個人として尊重され
るべきである。本市ではこれまでも各種講習会や啓
発事業等の心のバリアフリー事業を行っているが、
平成28 年に「障害者差別解消法」が施行されること
に伴い、より一層教育機関や企業等とも連携し、心
のバリアフリー事業を推進する。
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防犯対策の充実

災害時要援護者対策事
業の推進

災害時に支援が必要な高齢者や障害者につ
いては、安否確認から避難支援へつなげられ
るよう、引き続き災害時要援護者対策事業を進
める。

在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

災害対策基本法の改正に基づき、各関係機関等と
地域福祉活動団体との連携のもと、災害時における
高齢者や障害者の安否確認や避難支援体制を強化
していくとともに、発災後の生活継続支援体制を確
立していく。また、災害対策を契機に、地域福祉活動
の活性化を図る。
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在宅介護支援センターでは担当地区の地域社協や
自治会等の地域住民の会議に参加したり、サポー
ター養成講座等を行い、地域の高齢者の実態把握と
同時に地域住民とのネットワークづくりを行ってい
る。
地域包括支援センターは在宅介護支援センターの
ネットワークから把握された虐待事例等の困難事例
について在宅介護支援センターと連携し後方支援や
処遇を行っている。また、26年度から地域の課題を
抽出し、解決するための施策へとつなげる地域ケア
会議を市内６か所の在宅介護支援センターエリアで
開催している。

基幹相談支援センターと地域活動支援センターで
は、月１回の定例会議を開催している。対象者を機
能的に分担している２か所の地域活動支援センター
間の協力体制の確立と、基幹相談支援センターとの
連携体制強化を図っている。
また、６か所の指定特定相談支援事業所に所属する
相談支援専門員で構成される、相談支援専門員連
絡会には、構成メンバーとして両センターも含まれて
いる。今後もネットワークの強化を図っていく。基幹
相談支援センターは、サービス提供事業者、相談支
援事業者、地域活動支援センター等の相談機能を
効率的効果的に推進し、さらに在宅支援ネットワーク
の強化を図る。

移送サービス（レモンキャ
ブ事業）の推進

走行距離、使用年数を考慮し今後も計画的に車両を
更新し、安全な運行に努め、市民の互助の力による
移動困難者の外出支援を推進する。

地域住民の主体的な参加を軸としたテンミリオンハ
ウス事業やレモンキャブ事業等、地域における共助
の仕組みである既存事業を充実するとともに、市民
が主体となる活動に対する支援を推進する。テンミリ
オンハウスについては、空白地域における設置を検
討する。（再掲）

地域住民の主体的な参加を軸としたテンミリオンハ
ウス事業やレモンキャブ事業等、地域における共助
の仕組みである既存事業を充実するとともに、市民
が主体となる活動に対する支援を推進する。テンミリ
オンハウスについては、空白地域における設置を検
討する。（再掲）

家族介護支援事業の充
実

認知症相談事業、認知症高齢者見守り支援事業に
よる介護負担軽減、家族介護用品支給事業等によ
る経済的支援など体系的な家族介護支援を実施し
ている。
在宅介護支援センターやデイサービスセンターで実
施している家族介護者の交流の場や家族介護教室
に定期的に通う家族介護者も見受けられるようにな
り、介護を終えた家族も継続して交流の場に加わり
相談相手になるなど、少しずつではあるが自主的な
活動への基盤が培われている。家族会は準備会を
立ち上げている。
ガスの利用状況を知らせることにより離れた家族に
高齢者の安否を知らせるサービスを24年度、25年度
実施したが、双方向性に欠けることから事業を見直
し、新たに26年度に高齢者安心コール事業を開始
し、24時間365日の相談体制を整える。

家族の介護負担を軽減するため、支援の体制を充
実させるとともに、体系化を図る。

また、自宅での要介護者の生活の維持・向上のため
には、家族介護者が安心して介護できる環境づくり
を行うことが大切であり、就労中の家族介護者も多
いことから、仕事と、介護など家庭生活との両立の実
現に向けた介護負担の軽減及び就労環境の改善が
必要である。そこで、介護者への体系的な支援体制
の一層の充実を図る。

すべての市民が生涯を通じて住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう、保健・医療・介護・福祉
等様々な分野における人や組織が連携し、体系的、
継続的な支援を行うための仕組みづくりを推進す
る。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。

在宅生活を継続できるよう、その人の状態にか
かわらず必要かつ的確な情報と支援を受けら
れるよう、継続的かつ体系的な支援体制づくり
を進める。

すべての市民が生涯を通じて住み慣れた地域で安
心して暮らし続けられるよう、保健・医療・介護・福祉
等様々な分野における人や組織が連携し、体系的、
継続的な支援を行うための仕組みづくりを推進す
る。
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基本施策２　誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進

核家族化や高齢化、ライフスタイルの多様化などが進んでおり、地域社会の姿が変化してきている。老老介護や虐待など生活課題も多様
化・複雑化しており、市民一人ひとりが住み慣れた地域で暮らし続けるためには、特定の団体や行政内の特定の担当部署、あるいは市民
個人で課題を抱え込むのではなく、ＮＰＯやボランティアなど多様な主体との連携や、分野を越えた連携を推進する必要がある。すべての
市民が、その年齢や状態にかかわらず、本人の意思に基づいて住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、保健・医療・福祉・教
育など地域生活に関わるあらゆる組織・人が連携しながら体系的、継続的に支援をしていくという地域リハビリテーションの理念の実現に
向けた取組みを進める。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。

(1)在宅生活を継続するための目標の共有化
住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、行政職員や地域の
専門職のみならず、市民を含めたすべての関係者
が、在宅生活の継続に向けた症状の重度化の予防
と介護者が安心して介護できる環境づくりという2 つ
の目標を共有することが必要である。そのため、
ケースごとに様々な関係者が参加する重層的な地
域ケア会議を活用するなどして、多職種連携強化な
どの取り組みを推進する。

(2)生活支援サービスの充実
在宅生活の継続に向け、訪問系サービスの整備を
進めるとともに、24 時間365 日の相談等、相談支援
体制の強化、見守り体制の充実や、地域による支援
体制づくりを進めていく。

(3)保健・医療・介護・福祉の連携の推進
在宅で療養生活を継続するためには、保健・医療・
介護・福祉に関係する多職種が連携した発症から終
末期までの切れ目ない支援が必要である。そのた
め、「脳卒中地域連携パス」や「もの忘れ相談シート」
の活用により連携をさらに推進する。また、ＩＣＴを活
用するなど情報共有化の仕組みづくりを行う。

(4)医療の機能分化への対応
高齢化の進展等に伴い、今後の医療ニーズが増加
していくことが予想される。限りある医療資源を医療
ニーズに合わせ、的確かつ効率的に提供できる体制
を確保するため、初期・二次・三次救急等医療機関
の機能分化を推進する必要がある。他の自治体との
連携等の検討を行いつつ、医療体制の機能分化に
ついて、かかりつけ医の重要性とともに、市民への
効果的な周知を行う。

(5)生活困窮者への支援
生活困窮者自立支援法の施行に伴い実施する生活
困窮者への支援については、支援が必要な人を早
期に発見する仕組みづくりと多様な支援方法の確立
が課題となる。庁内の関係部署のみならず、庁外の
関係機関との連携による多様かつ個別性に配慮をし
た伴走型支援を行っていく必要がある。

(6)認知症高齢者施策の推進
認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支援
推進員）を配置し、認知症の早期発見やアウトリーチ
型の対応に努める。また、今後ますます独居の認知
症高齢者が増えていくことも勘案しながら、見守り施
策の充実や、市民への認知症理解の普及啓発を進
め、認知症高齢者の地域での生活を支援していく。

在宅支援ネットワークの
構築
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在宅支援連絡会において、事業所間の関係づくりを
の強化を図った。なお、介護保険制度の改正により、
在宅医療・介護連携推進事業が市町村事業として位
置づけられたことにより、在宅支援連絡会は「在宅医
療・介護連携推進協議会」としてリニューアルを行っ
た。

平成24年度
在宅支援連絡会において、高齢分野を含めた事業
所間の関係づくりを強化した。
平成24年10月１日付で、基幹相談支援センターを市
直営で設置し、地域活動支援センターとともに、相談
支援体制の強化を図った。
平成25年度
市直営基幹相談支援センターの設置により、地域活
動支援センターと連携が取りやすくなり、両センター
が協力することにより、各相談支援事業所のサポー
ト及び、ネットワークの強化が図れた。
平成26年２月、相談支援専門員連絡会を発足。相談
支援専門員間の連携と、計画相談に関するスキルを
高めることを目指す活動を展開した。
今後も、基幹相談支援センターが中心となって、市
内のサービス提供事業所、指定特定相談支援事業
所、地域活動支援センターとより重層的な相談体制
を確立していく。また、これらの体制については、作
成予定の『相談支援専門員ガイドライン』に明確に位
置付ける。

平成24年４月に在宅支援連絡会、同年６月に地域リ
ハビリテーション推進協議会を設置し、在宅生活支
援に関する地域課題について解決の方向性を検討
し、「緊急医療情報キット」などのツール、パンフレット
をは在宅支援連絡会のメンバーが中心となり、作成
した。
なお、介護保険制度の改正により、在宅医療・介護
連携推進事業が市町村事業として位置づけられたこ
とに伴い、在宅支援連絡会は「在宅医療・介護連携
推進協議会」としてリニューアルを行い、地域リハビ
リテーション推進協議会は、健康福祉総合計画推進
会議と統合し、「健康福祉総合計画・地域リハビリ
テーション推進会議」として引き続き分野を超えた連
携を図っていく。

平成24年6月に設置された地域リハビリテーション推
進協議会に、自立支援協議会会長がメンバーとして
出席した。その分野別会議と位置づけられている在
宅支援連絡会には、２つの地域活動支援センターが
参加し、地域を構成する一員である障害者のニーズ
を代弁してきた。
平成27年度から、既述協議会を『在宅医療・介護連
携推進協議会』に発展させるが、引き続き基幹相談
支援センター及び地域活動支援センターが参画す
る。

医療ネットワークの構築

武蔵野赤十字病院の三次救急機能を維持し、インフ
ルエンザの流行による患者の増加に対応するため、
平成27年1月18日～3月1日の日曜・祝日に休日診
療所と調剤薬局をそれぞれ2か所増設した。
平成26年度に設置したは、「武蔵野市地域医療の在
り方検討委員会」では、本市の喫緊の課題である
「初期救急医療体制の充実」と「在宅療養生活を選
択できる医療と介護の連携強化」の２点の議論が行
われ、前者については27年度から、これまでの病院
の輪番制による実施方法を見直し、新たに診療所２
か所・薬局２か所を開設することとなった。

(7)権利を守る取り組みの推進
権利を守る取り組みを推進するため、権利擁護事
業・成年後見制度の周知を図るとともに、関係機関、
団体との連携を一層深めていく。また、地域が一体と
なってあらゆる虐待の防止に努める必要があるた
め、虐待防止連絡会等を活用し、積極的に市民への
普及啓発を図る。

(8)災害時における緊急対応
災害対策基本法の改正に基づき、庁内外の各関係
機関等と地域福祉活動団体との連携の下、災害時
における高齢者や障害者の安否確認や避難支援体
制を強化していくとともに、発災後の生活継続支援
体制を確立していく。
また、災害対策を契機に、地域福祉活動の活性化を
図る。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。

在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

障害者の地域生活を支援する基幹相談支援セン
ター、地域活動支援センター、指定特定相談支援事
業所の連携を強化し、地域の中核となる地域活動支
援センターの機能を充実させ、障害ケアマネジメント
の質の向上と利用の促進を図る。

在宅で療養生活を継続するためには、保健・医療・
介護・福祉に関係する多職種が連携した、発症から
終末期までの切れ目ない支援が必要である。そのた
め、武蔵野市医師会と市が共同設置する武蔵野市
在宅医療介護連携支援室を核として、市が従来から
取り組んできた脳卒中地域連携パスやもの忘れ相
談シート等を活用した連携をさらに推進する。また、Ｉ
ＣＴの活用によるリアルタイムな情報とケア方針の共
有化による医療介護連携の仕組みづくりを行う。
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多様な機関や職種が連携し、保健・医療・福
祉・教育など多面的な支援が得られるよう、協
議の場の設置をはじめとする仕組みづくりを推
進する。

相談機能のネットワーク
の強化

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。

在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

障害者の地域生活を支援する基幹相談支援セン
ター、地域活動支援センター、指定特定相談支援事
業所の連携を強化し、地域の中核となる地域活動支
援センターの機能を充実させ、障害ケアマネジメント
の質の向上と利用の促進を図る。

在宅で療養生活を継続するためには、保健・医療・
介護・福祉に関係する多職種が連携した、発症から
終末期までの切れ目ない支援が必要である。そのた
め、武蔵野市医師会と市が共同設置する武蔵野市
在宅医療介護連携支援室を核として、市が従来から
取り組んできた脳卒中地域連携パスやもの忘れ相
談シート等を活用した連携をさらに推進する。また、Ｉ
ＣＴの活用によるリアルタイムな情報とケア方針の共
有化による医療介護連携の仕組みづくりを行う。

地域連携協議会（仮称）
によるネットワークの充
実
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また、このような仕組みを有効に活用できるよ
う、市民への浸透を図る。

市民に対する啓発

平成25年度に「『わたしらしく暮らす』ための医療と介
護」をテーマとした在宅療養に関するシンポジウムを
開催した。また、平成25年度には「緊急医療情報
キット」、平成26年度には「リビングウィル」のパンフ
レットを在宅支援連絡会で検討・作成を行い、日頃か
ら緊急時に対する備え等について考えていただく
きっかけづくりを行った。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。
（再掲）

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。
（再掲）

障害児とその親にとって地域での生活に困難
が生じることがないように、生活全般について
継続的に見守り、ライフステージの節目で支援
が途切れることのないような仕組みを構築す
る。

心身に何らかの障害のある子どもに対する早
期からの療育を推進するとともに、障害児を育
てる親の不安を軽減するための相談支援等を
充実させていく。

相談事業の充実

市役所と各在宅介護支援センターにて月３回、専門
相談員による面談相談を実施し、認知症に不安を抱
いている方や家族介護者の不安や悩みに応え、在
宅介護の支援を行っている。この相談をきっかけに、
サービス利用につながる事例もあるため、引き続き
事業を行っていく。

認知症疾患医療センター
との連携

北多摩南部二次医療圏においては、杏林大学医学
部付属病院が認知症疾患医療センターとして指定さ
れた。今後、武蔵野市・三鷹市地域で築いてきた連
携体制をベースに、認知症コーディネーター制度（東
京都補助事業）を導入し、疾患医療センターに配置
されるアウトリーチチームとの連携体制を構築してい
く。

普及啓発の推進

小中学生や金融機関などの民間事業者に対し認知
症サポーター養成講座を実施し、認知症に対する正
しい理解と知識の普及を図っている。また、ステップ
アップ講座として、在宅介護支援センターと地域社協
の共催により認知症高齢者役に実際に声かけを体
験する講座を開催し、本人の気持ちに寄り添った声
かけや見守りを学び、地域の認知症への対応力の
向上を図っている。
普及啓発の結果、認知症の方への声かけ講座につ
いては、引き続き地域住民が自主的に開催している
地区もあり、今後は地域住民の自主的な活動を支援
していく。

在宅生活の支援

認知症ケアの隙間を埋めるサービスである認知症高
齢者見守り支援事業について、サービス提供時に発
生する排せつ介助などの一時的な身体介護を認め、
対象者の幅を広げることで一層の家族介護者の負
担軽減を図っている。
武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計
画では、要介護者の在宅生活に有益である定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の新規参入を促し、
サービスの充実を図ることとしている。

心身に何らかの障害のある子どもやその親が、地域
で安心して生活し続けられるように、障害や発達の
状況に応じた適切かつ、ライフステージの節目で途
切れることのない支援が必要である。母子保健事業
や療育機関、子ども関連施設、教育機関の連携を強
化する仕組みを検討する。障害児保育、学齢期にお
ける特別支援教育、学童クラブや放課後等デイサー
ビス事業等の放課後活動の支援について整備・充
実を図る。（子ども・教育分野において記載）

認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支援
推進員）を地域包括支援センターに配置し、認知症
疾患医療センターなどの医療機関との連携により、
認知症の早期発見やアウトリーチ型の対応に努め
る。また、認知症が疑われた場合の相談や支援の流
れを市民にわかりやすく示すとともに、今後ますます
独居の認知症高齢者が増えていくことも勘案しなが
ら、見守り施策の充実や、市民への認知症理解の普
及啓発を進め、若年、高齢にかかわらず、認知症の
人の地域での生活を支援していく。

心身に何らかの障害のある子どもやその親が、地域
で安心して生活し続けられるように、障害や発達の
状況に応じた適切かつ、ライフステージの節目で途
切れることのない支援が必要である。母子保健事業
や療育機関、子ども関連施設、教育機関の連携を強
化する仕組みを検討する。障害児保育、学齢期にお
ける特別支援教育、学童クラブや放課後等デイサー
ビス事業等の放課後活動の支援について整備・充
実を図る。（子ども・教育分野において記載）

認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支援
推進員）を地域包括支援センターに配置し、認知症
疾患医療センターなどの医療機関との連携により、
認知症の早期発見やアウトリーチ型の対応に努め
る。また、認知症が疑われた場合の相談や支援の流
れを市民にわかりやすく示すとともに、今後ますます
独居の認知症高齢者が増えていくことも勘案しなが
ら、見守り施策の充実や、市民への認知症理解のさ
らなる普及啓発を進め、若年、高齢にかかわらず、
認知症の人の地域での生活を支援していく。

児童発達支援センターを
中心とした地域療育シス
テムの構築

高齢社会の到来とともに、認知症高齢者も増
加している。市民の理解を進めるとともに、家
族の精神的・身体的負担を軽減するため、相
談事業をはじめとする支援などを充実させる。
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地域療育相談室ハビットを中心に母子保健・子育て・
教育部門と連携体制を構築し、心身に何らかの発達
の遅れがある子どもに対して、早期からの発達を支
援するための療育を推進する。
ハビットでの相談等の実績：
平成24年度
新規相談169件、受理面接121件、継続相談1126
件、医療相談38件。親子通園12グループ、71組。施
設訪問360件。
平成25年度
新規相談143件、受理面接111件、継続相談1339
件、医療相談47件。親子通園13グループ、77組。施
設訪問302件。
25年度より計画相談も開始した。
平成26年度
新規相談202件、受理面接158件、継続相談1597
件、医療相談41件。親子通園15グループ、92組、施
設訪問232件、計画相談　計画作成120件。

（
2
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障
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援
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成年後見推進機関である公益財団法人武蔵野市福
祉公社により金銭管理、財産保全等の権利擁護事
業を実施するとともに、法人として成年後見人を受任
し、認知症高齢者など判断能力が十分でない方の権
利を擁護し、安心して自立した地域生活が送れるよ
う支援している。
市民後見人については平成19年から東京都の養成
事業に参加し、育成し、現在15名が修了、うち4名が
市民後見人としての活動を行っている。平成25年度
で東京都が養成事業を終了したため、今後は近隣
市と共同して養成する方向で検討している。

地域自立支援協議会権利擁護部会と連携し、市民
対象の啓発講演会、支援者対象の研修会を実施し
た。成年後見制度利用支援として、申立て費用、鑑
定費用、後見人報酬を予算計上しているが、利用実
績はない。平成28年度施行予定の「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解
消法）」について、市民や支援関係者への理解を深
めるための広報、啓発を行う。

平成25年度に高齢者虐待防止連絡会議から高齢者
及び障害者虐待防止連絡会議にリニューアルし、高
齢化する障害者世帯での複雑化している虐待対応
について、関係機関で連携して対応するための情報
交換や研修を行っている。平成26年度からは居宅介
護支援事業者や介護サービス提供事業者等の虐待
対応を行う関係者を対象とした研修や事例検討など
を開始した。今後もさらに関係者のスキルアップや連
携強化と同時に、市民への啓発活動も行っていく。
緊急ショートステイ事業では老人施設に２床ベッドを
確保し、虐待事例等での緊急一時保護を行ってい
る。利用者数も増加しており、引き続き継続していく。

平成24年度
高齢者・障害者虐待防止連絡会議を開催した。
平成24年10月1日付で、虐待防止センタ－を障害者
福祉課内に設置した。地域自立支援協議会と連携
し、市民啓発、支援者研修等虐待防止に取り組んで
きた。
平成25年度以降、
高齢者及び障害者虐待防止連絡会議を合同で開催
することとし、年間２回程度の定例会とした。（６/５、
12/19）虐待防止センターでは、開設以来21件の相
談を受け、うち3件を虐待と認定。1件は、高齢者であ
るために、地域包括支援センターで対応。２件につい
て、養護者とともに支援のためのケースワークを行
い、家族との話し合いの結果、分離保護とした
平成26年度からには、夜間休日の閉庁時間帯含
め、同一電話番号で専門職が対応する、24時間体
制を確立した。平成26年度、受電件数364件。うち、２
件は、虐待以外の緊急相談で支援関係機関と協力
対応し、362件は、転送や簡易な相談であった。

また時代の変化や制度の変更等に伴い現状に
適さなくなっている事業については、有識者を
交えて見直しを進める。

福祉資金貸付制度の見
直し

24年度に有識者による福祉資金貸付制度見直し検
討委員会を設置し、制度の在り方を検討した。
25年度と26年度で、武蔵野市福祉公社で有償在宅
福祉サービス事業の見直しを行っている。それを受
けて市の見直しの方針を決定していく。

権利擁護事業・成年後見
制度の利用の促進

虐待防止への取組みの
推進

判断能力が不十分な市民の生活や財産等を守るた
め、権利擁護事業・成年後見制度の周知を図るとと
もに、関係機関、団体との連携を一層深めていくこと
により、まちぐるみで支える体制を整備していく。ま
た、地域が一体となってあらゆる虐待の防止に努め
る必要があるため、虐待防止連絡会等を活用し、関
係機関の連携強化や虐待問題に関する知識の普及
啓発を図る。
障害者差別解消法の施行に伴い、市民一人ひとり
が「必要かつ合理的な配慮」について考え、実践して
いくために、地域自立支援協議会などと協働して、積
極的な普及啓発活動を推進する。

判断能力が不十分な市民の生活や財産等を守るた
め、権利擁護事業・成年後見制度の周知を図るとと
もに、関係機関、団体との連携を一層深めていくこと
により、まちぐるみで支える体制を整備していく。ま
た、地域が一体となってあらゆる虐待の防止に努め
る必要があるため、虐待防止連絡会等を活用し、関
係機関の連携強化や虐待問題に関する知識の普及
啓発を図る。
障害者差別解消法の施行に伴い、市民一人ひとり
が「必要かつ合理的な配慮」について考え、実践して
いくために、地域自立支援協議会などと協働して、積
極的な普及啓発活動を推進する。
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高齢者や障害者などが日常生活における判断
能力が低下した場合でも、犯罪や虐待などの
被害にあうことがないよう権利擁護事業・成年
後見制度の利用促進に取り組む。
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がん予防の推進

平成27年度より子宮がん検診の細胞診検査の精度
向上を目的に、液状化検体での検査に変更した。さ
らに、先駆的取組として細胞診検査で明確な判断が
できない方に対し、HPV-DNA検査を導入した。ま
た、胃がん対策として、特定の年齢の市民に対し、
将来の胃がんに係るリスクを判定する胃がんハイリ
スク検査を開始した。

生活習慣病予防の推進
特定保健指導について再勧奨を行うなどして、受診
率の向上を図った。

平成24年からは介護予防事業を介護保険事業であ
る地域支援事業から一般会計事業へ移行し、一次
予防、二次予防の区分けなく、すべての高齢者を対
象とした予防事業を実施している。
高齢者支援課のほか、高齢者総合センター、健康
課、健康づくり支援センターでも予防事業を行ってお
り、同様の事業もあることから、事業の効果測定を行
い、これらの予防事業の整理体系化を関係機関で
行っている。今後も継続的に実施し、予防事業の整
理体系化の根拠とする。

健康づくり事業団、歯科医師会、柔道接骨師会等の
関係団体の協力のもと事業を行っている
類似の介護予防事業の整理体系化に向けて、部内
ワーキングを設置し検討を行っている。

（介護予防事業の見直しと高齢者の健康づくりの推
進に同じ）

20歳以上の方が参加できる健康づくりサークルや、
市内の健康づくり事業を掲載した健康づくり活動情
報誌を事業実施時や健康づくり推進員活動の中で
配布した。
健康づくり活動情報誌を健康づくりはつらつメンバー
全員と市関連施設等にて配布。
健康づくりのポイント制の導入により、市民の健康づ
くり活動の活性化を図っている。

(1)健康寿命の延伸に向けた施策
健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
らがんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果的
な事業を実施する。

(2)こころの健康づくり
生活課題の複雑化などにより、メンタル面に関わる
疾患の発症が増加している。早期発見と早期対応が
こころの健康の回復、ひいては、自殺の予防にもつ
ながる。こころの健康に対する市民の意識向上や知
識普及に取り組む。
また、メンタル面に関わる疾患が複合的要因による
ものであることを踏まえ、関係機関との連携強化等
を図り、相談体制を充実する。

(3)感染症発生への対策
新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、発生
に備え関係部署と連携して必要なマニュアル等の整
備を進めるほか、その他の危険性の高い感染症発
生時においても市民の生命及び健康を守るための
対策強化に努める。

メンタル面に関わる疾患の増加や、新たな感染症の
流行など様々な心身の健康をめぐる課題が発生す
る中、それらを未然に防ぐための対策を行う。誰もが
いつまでも心身ともに健康な生活を送れるよう、生涯
を通じた健康づくりを進める。

メンタル面に関わる疾患の増加や、新たな感染症の
流行など様々な心身の健康をめぐる課題が発生す
る中、それらを未然に防ぐための対策を行う。誰もが
いつまでも心身ともに健康な生活を送れるよう、生涯
を通じた健康づくりを進める。

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。

特に、高齢者が主体的に健康づくりや介護予防に参
加できる仕組みについては、既存事業の整理体系
化も含めて「新しい総合事業」の中で地域の力を活
かしつつ、推進していく。

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。
特に、高齢者が主体的に健康づくりや介護予防に参
加できる仕組みについては、既存事業の整理体系
化も含めて「新しい総合事業」の中で地域の力を活
かしつつ、推進していく。
（再掲）

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。
特に、高齢者が主体的に健康づくりや介護予防に参
加できる仕組みについては、既存事業の整理体系
化も含めて「新しい総合事業」の中で地域の力を活
かしつつ、推進していく。
（再掲）

特に、高齢者が主体的に健康づくりや介護予防に参
加できる仕組みについては、既存事業の整理体系
化も含めて「新しい総合事業」の中で地域の力を活
かしつつ、推進していく。

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。

（
2

）
健
康
を
維
持
・
増
進
す
る
た

め
の
施
策

生活環境の変化や人間関係の摩擦が生じやすい社会環境から、誰もが多くの悩みやストレスを抱えている。また高齢化の進展に伴い、地
域で活動する人材が増えると同時に、要介護高齢者、認知症高齢者など、生活のために支援を必要とする人も増加している。穏やかで健
やかに暮らし続けられるように、市民一人ひとりが、こころの健康維持や増進を図るとともに、疾病予防、介護予防、食育など、生涯を通じ
た健康づくりに取り組むことができるよう環境を整備する。

（
1

）
予
防
を
重
視
し
た
健
康
施
策
の
推
進

支援や介護が必要になっても、地域で暮らし続
けられることは重要であるが、健康であり続け
られることも大切である。そのため、メンタルヘ
ルスや食育なども含めて、生涯を通じた健康づ
くりに取り組んでいく。

基本施策３　誰もがいつまでも健康な生活を3 送るための健康づくりの推進

介護予防事業の見直しと
高齢者の健康づくりの推
進

健康づくり事業の充実

市民がいつまでも健康で暮らし続けるために
は、病気になってからの治療も重要だが、疾病
を予防することも重要である。死亡原因の一位
であるがんに対する対策や生活習慣病の予防
など、健康で暮らし続けるための施策を推進し
ていく。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【健康・福祉分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

市内の栄養士から構成される食事学研究会に委託
し、男性のための料理教室や生活習慣病予防料理
講習会等を実施している。最近では在宅介護支援セ
ンターと共催し、介護者のための料理講習会を行う
など、地域と密着した取組も行われている。

妊娠期の食育講座（健康教育、調理デモ、試食）、離
乳食講座（初期、中期、後期）を年間を通して実施し
ている。
高齢者の食生活を向上するためのプログラムを委託
で３期に分けて実施し、管理栄養士による個別相
談、試食、体操を行っている。
全ての世代を対象に、健康何でも相談を随時受付
け、食事や栄養についての相談を受けている。
食育担当課連絡会議を年２回開催し、庁内連携を推
進している。また、各課での食育の取り組みをまとめ
た「食育のしおり」を発行、配布し、食育の普及に努
めている。
毎月19日（食育の日）には、食育標語ののぼり旗を
掲げるほか、６月の食育月間には、市報むさしの特
集号で市の食育の取り組みについて掲載、食育ポス
ターを市関連施設に掲示するなど広く市民に周知、
啓発を行っている。

テーマ講座、出前講座などの市民啓発及び、電話・
来所による相談支援を実施した。
平成24年度
市民こころの健康支援事業において、テーマ講座を
２回、出前講座を５回開催した。（計471名参加）民生
児童委員を対象にゲートキーパー研修を実施し、意
識の向上に努めた。（３回99名参加）
平成25年度
市民こころの健康支援事業において、テーマ講座を
２回、出前講座を４回開催した。（計452名参加） 市
民に対する広報に努めるとともに、委託している事
業実施者に対する定期ヒアリングを継続し、事業内
容のチェックを行った。平成25年度電話相談数66件
(24年度比較10減）、面接相談数14件(24年度比較５
増）と全体利用実績が低下している。平成26年度か
ら、関係機関との連携をより強化し重層的な支援を
行うため、これまでの外部専門職相談員から地域活
動支援センター職員に変更した。

平成26年度、庁内ゲートキーパー研修を１回実施し
た（55名参加）ほか、健康づくり推進員に対しても
ゲートキーパー研修を実施した（24名参加）。
庁内の連携強化を目的に、こころの健康づくり庁内
連携会議（年２回）を継続実施した。

生活課題の複雑化などにより、メンタル面に関わる
疾患の発症が増加している。早期発見と早期対応が
こころの健康の回復、ひいては、自殺の予防にもつ
ながる。こころの健康に対する市民の意識向上や知
識の普及に取り組む。また、メンタル面に関わる疾患
が複合的要因によるものであることを踏まえ、関係
機関との連携強化を図るとともに、発症を予防する
ための効果的な取り組みの情報共有を進め、相談
体制を充実する。

生活課題の複雑化などにより、メンタル面に関わる
疾患の発症が増加している。早期発見と早期対応が
こころの健康の回復、ひいては、自殺の予防にもつ
ながる。こころの健康に対する市民の意識向上や知
識の普及に取り組む。また、メンタル面に関わる疾患
が複合的要因によるものであることを踏まえ、関係
機関との連携強化を図るとともに、発症を予防する
ための効果的な取り組みの情報共有を進め、相談
体制を充実する。

(1)健康寿命の延伸に向けた施策
健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
らがんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果的
な事業を実施する。

(2)こころの健康づくり
生活課題の複雑化などにより、メンタル面に関わる
疾患の発症が増加している。早期発見と早期対応が
こころの健康の回復、ひいては、自殺の予防にもつ
ながる。こころの健康に対する市民の意識向上や知
識普及に取り組む。
また、メンタル面に関わる疾患が複合的要因による
ものであることを踏まえ、関係機関との連携強化等
を図り、相談体制を充実する。

(3)感染症発生への対策
新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、発生
に備え関係部署と連携して必要なマニュアル等の整
備を進めるほか、その他の危険性の高い感染症発
生時においても市民の生命及び健康を守るための
対策強化に努める。

食育の推進

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。（再掲）

健康寿命の延伸のため、年代に応じ、生涯を通じた
健康づくりと、疾病の早期発見・早期治療の観点か
ら、がんの予防や生活習慣病の重症化予防に効果
的な事業を実施するとともに、心身ともに健康な生活
が送れるよう、食を通じた事業を推進する。（再掲）

（
2

）
健
康
を
維
持
・
増
進
す
る
た
め
の
施
策

こころの健康づくり

支援や介護が必要になっても、地域で暮らし続
けられることは重要であるが、健康であり続け
られることも大切である。そのため、メンタルヘ
ルスや食育なども含めて、生涯を通じた健康づ
くりに取り組んでいく。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【健康・福祉分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

（第四期基本構想長期計画をうけ、平成18年度か
ら）平成25年度までは「団塊世代地域発見推進事
業」として団塊世代を、また平成26年度からは「地域
貢献活動推進事業」として団塊世代を含む50歳代以
上を主な対象者として事業を実施している。地域に
おける社会貢献活動のきっかけづくりを目的とした、
地域とのつながりを生み出し、地域のことをよりよく
知るための事業である（キャリアを生かして活動をし
ている同世代を講師に迎えた講演会、同じ悩みを抱
える方々を集めた交流会等）。おおむね定員の6割
以上の参加者はあるが、その後の地域における社
会貢献活動に結びついているか成果は明確ではな
い。
「キャリア活用による社会貢献活動」は、市民による
「市民活動」に包摂されているものであり、これまで
実施してきた「団塊世代地域発見推進事業」及び「地
域貢献活動推進事業」といった「きっかけづくり」を目
的とした事業は、武蔵野市民社会福祉協議会ボラン
ティアセンター武蔵野で実施している「お父さんお帰
りなさいパーティ」「おとぱサロン」事業のほか、市の
市民活動支援の拠点である武蔵野プレイス・市民活
動支援担当で実施している各種事業等と重複してい
るうえ、「地域のことをよりよく知る」「各々の関心のあ
る事項への理解を深める」ことは、生涯学習事業ほ
か環境・福祉・教育等様々な分野で個別に実施され
ている。また、キャリア形成・キャリア活用の視点か
ら社会貢献・地域貢献活動を考え、ボランティアを養
成するような事業も、同様に分野ごとに実施されてい
る。興味関心の方向性を同じくする人同士のつなが
りが生まれやすい状況はすでにあるため、平成28来
年度以降の事業実施については事業効果や内容に
ついてより一層の検討が必要である。

企業等を定年退職される方を主な対象として、市民
社会福祉協議会において毎年６月には「お父さんお
帰りなさいパーティ」を、毎月第２土曜に「おとぱサロ
ン」を開催し、地域活動を始めるきっかけづくりを行っ
ている。

余暇活動の充実
在宅の障害者を対象とした教養講座、運動プログラ
ムなどを地域活動支援事業として市民社会福祉協
議会に委託して実施した。

さらに、高齢者だけでなく障害者も、社会参加や文
化・芸術、スポーツを通じて自己実現を図れる仕組
みづくりを推進する。

さらに、高齢者だけでなく障害者も、社会参加や文
化・芸術、スポーツを通じて自己実現を図れる仕組
みづくりを推進する。

引きこもりサポート事業
の充実

特定非営利活動法人文化学習協同ネットワークに事
業委託し、平成24年度、25年度ともに家族セミナーを
7回、市民向けフォーラムを2回企画した。平成24年
度は、｢若者による活動報告プログラム｣を新規に実
施した。平成25年度は、吉祥寺ハモニカ横丁に期間
限定で店を開くなど新しい企画を実施した。平成26
年度は新たに始まった若者サポート事業との合同報
告会を開催し、事業の連携を進めている。引き続き、
家族フォーラムを開催するとともに、国の若者サポー
トステーション事業も活用し、支援を進める。

障害者や引きこもりの人が、社会の一員であること
を自覚でき、孤立したり疎外感を感じたりすることなく
暮らしていける環境づくりが重要である。

障害者や引きこもりの人が、社会の一員であること
を自覚でき、孤立したり疎外感を感じたりすることなく
暮らしていける環境づくりが重要である。

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが社会の中
での自己の役割に自信と誇りを持ち、生きがいを
持って充実した日々を送れるよう、地域における活
動の場を確保するための取り組みを行っていく。

高齢者にとっては、社会参加が最大の介護予防や
健康寿命の延伸につながるという考えのもと、高齢
者が社会における役割を見いだし、仲間づくりや地
域活動などに参加しやすい仕組みをつくっていく。そ
のため、高齢者の社会参加・社会貢献活動への参
加の意欲を高めるとともに、地域による支え合いの
仕組みを推進するため、地域支え合いポイント制度
（仮称）の創設と先進的な活用方法を検討する等、
多様な取り組みを支援する。

高齢者にとっては、社会参加が最大の介護予防や
健康寿命の延伸につながるという考えのもと、高齢
者が社会における役割を見いだし、仲間づくりや地
域活動などに参加しやすい仕組みをつくっていく。そ
のため、高齢者の社会参加・社会貢献活動への参
加の意欲を高めるとともに、地域による支え合いの
仕組みを推進するため、地域支え合いポイント制度
（仮称）の創設と先進的な活用方法を検討する等、
多様な取り組みを支援する。

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが社会の中
での自己の役割に自信と誇りを持ち、生きがいを
持って充実した日々を送れるよう、地域における活
動の場を確保するための取り組みを行っていく。

(1)高齢者・障害者の活動支援の促進
高齢者にとっては、社会参加こそが最大の介護予防
や健康寿命の延伸につながるという考えのもと、高
齢者が社会活動に参加しやすい仕組みを作ってい
く。また、障害者や引きこもりの人にとっても、社会の
一員であることを自覚し、疎外感を感じることなく暮ら
していける環境づくりが重要である。高齢者だけでな
く障害者も、社会参加や文化・芸術、スポーツを通じ
て自己実現を図れる仕組みづくりを推進する。

(2)高齢者・障害者の雇用・就労支援
高齢者・障害者にとっても、就労は経済的に自立す
る手段であるとともに、生きがいとなりうる活動でも
ある。就労にあたって、一人ひとりの実情に配慮した
支援を行うとともに、企業や事業者に対する支援も
必要である。また、障害者優先調達推進法に係る調
達方針に基づき、障害者施設などからの物品、サー
ビスの調達を一層推進する。

(3)介護・看護人材の確保
団塊の世代が後期高齢者となる平成37（2025）年に
向け、介護・看護の人材不足が深刻化してきてい
る。介護・看護職員が自らの仕事にさらなる意欲を
持って働き続けられる仕組みづくりを推進し、資格と
経験を有する潜在的な有資格者の再就労支援につ
いても検討する。
また、先進的な知識や技術を共有化することにより、
介護・看護現場の活性化や質の向上を図る。

(4)地域資源とニーズのマッチング
介護保険サービスを補完する生活支援サービスの
充実のためには、地域の高齢者等が担い手として活
躍できることがより重要となってくる。地域のニーズ
を掘り起こし、既存の地域資源や人材とマッチングさ
せる役割を担う「生活支援コーディネーター（仮称）」
を地域包括支援センターに配置する。

キャリア活用による社会
貢献活動の推進

自分の活動に生き甲斐を感じ、またその活動と自身の存在を認められると人は輝きを増す。地域における様々な活動において、誰もが自
分に役割、出番があると感じることができるステージづくりを推進する。高齢者や障害者も、必要に応じた支えの中で「地域を活性化する存
在」として輝きを放ち、地域の中でいきいきと暮らせるよう、余暇活動及び社会活動・社会貢献活動を支援していく。
また、働く意志や希望をもつ障害者の雇用の機会拡大と、障害者にとって働きがいのある就労の支援をしていく。

（
1

）
高
齢
者
・
障
害
者
の
活
動
支
援
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進

また、障害者や社会的引きこもり状態にある人
も、地域にとって大切な人材である。誰もが地
域での役割を持ち、また社会参加できるよう支
援をしていく。

高齢者の増加は、地域人材の増加でもある。
元気な高齢者が、積極的に社会参加するとと
もに、社会貢献するための場づくりなどについ
ても検討していく。

基本施策４　誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり
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高齢者や障害者が、地域でいきいきと自立した
暮らしを送るためには、就労も大切な要素であ
る。
そのため、高齢者については、公益社団法人
武蔵野市シルバー人材センターの就労機会拡
充や地域での活動を支援していく。

シルバー人材センターへ
の支援

シルバー人材センターは、適正就業（長期就業の是
正、雇用に類似した就業形態の見直し）が前提であ
るため、会員の希望する仕事群と実際の仕事群が
合致しない場合があるが、運営費補助などを通じ
て、引き続き就労機会の拡充を支援していく。また、
介護保険制度改正に伴う新総合事業への対応や労
働者派遣事業への参画等就労開拓を進めていく。

障害者については、就労支援センターを中心
に学校、福祉施設、企業との連携を深め、個別
の障害特性に配慮した支援を充実させていく。

就労支援体制の強化

障害の種別、障害者手帳の有無を問わず職業相
談、就職準備支援、職場定着支援、余暇支援など総
合的な就労支援を「武蔵野市障害者就労支援セン
ターあいる」で実施。
平成24年度
登録者272名、新規就職者32名、相談件数5271件、
職場実習94名、職場定着支援286件。
平成25年度
登録者289名、新規就職者37名、相談件数5846件、
職場実習73名、職場定着支援404件。
平成26年度
登録者265名、新規就職者42名、相談件数4411件、
職場実習105名、職場定着支援345件。

ケアマネジャーを中心とした在宅生活支援に関わる
事業者に対し、研修を行うとともに、事業者ごとに連
絡会を組織し、情報提供・情報共有の機会を設ける
など、福祉に関わる人材の支援を行っている。

認知症見守り支援事業の市独自の「認知症ケアヘ
ルパー認定研修」には民間事業者からの参加も受け
入れている。この研修により、認定ヘルパーの認知
症の方へのより専門的な対応が可能となり、認知症
の方の生活の質を維持することができているため、
今後も事業を継続していく。

高次脳機能障害者関係機関連絡会等を開催し医療
と福祉の連携を図り、支援技術の向上に努めてい
る。
支援関係者向けに各種研修会・講習会を実施した。
基幹相談支援センター職員の相談支援技術向上を
目的に、平成25年度から年間６回の勉強会を開催。
自身の知識の習得のみならず、事業者支援の力量
を高めることを目標とする。平成26年度も継続し、ス
キルアップを図る。

高齢者・障害者にとっても、就労は経済的に自立す
る手段であるとともに、生きがいとなりうる活動でも
ある。就労にあたって、一人ひとりの実情に配慮した
支援を行うとともに、企業や事業者に対する働きか
けや支援も必要である。（公社）シルバー人材セン
ターに対し、介護保険制度改正による生活支援サー
ビスのニーズの増大や、これまでも行ってきた生活
の中でのちょっとした困りごとへの対応など、事業拡
充に向けた支援を行っていく。また、高齢者のさらな
る雇用促進に向け、（公社）シルバー人材センターの
一般労働者派遣事業への参入についても検討を促
す。
さらに、平成30年の改正障害者雇用促進法施行に
向けて、障害者就労支援センターを中心とするネット
ワークを活用し、事業者に対する周知と雇用・就労
支援を実施していく。

地域での生活継続を可能にするサービスを持続的
に提供するために、既存のサービスのあり方を検証
し、財源の確保に努めるとともに、当事者や介護者
のニーズを把握したうえで、民間の活用も含め、計
画的な基盤整備を行っていく。

深刻化する介護・看護の人材不足に対応するため、
関係団体と連携し、介護職や看護職等を対象とした
研修の充実を図るとともに、介護・看護職員が自ら
の仕事にさらなる意欲を持って働き続けられる仕組
みづくりを推進する。経験を有する潜在的な有資格
者の再就労支援や、広域連携を視野に入れた人材
の確保についても検討する。また、先進的な知識や
技術を共有化することにより、介護・看護現場の活性
化や質の向上を図る。

必要な人へ必要なサービスをつなげる人材を
育成するため、研修や情報交換の場を設ける
ことで、日頃蓄えた経験や知識の共有化を進
めるとともに、事業者同士の連携を深めること
でサービスの質の向上を図る。

高齢者・障害者にとっても、就労は経済的に自立す
る手段であるとともに、生きがいとなりうる活動でも
ある。就労にあたって、一人ひとりの実情に配慮した
支援を行うとともに、企業や事業者に対する働きか
けや支援も必要である。（公社）シルバー人材セン
ターに対し、介護保険制度改正による生活支援サー
ビスのニーズの増大や、これまでも行ってきた生活
の中でのちょっとした困りごとへの対応など、事業拡
充に向けた支援を行っていく。また、高齢者のさらな
る雇用促進に向け、（公社）シルバー人材センターの
一般労働者派遣事業への参入についても検討を促
す。
さらに、平成30年の改正障害者雇用促進法施行に
向けて、障害者就労支援センターを中心とするネット
ワークを活用し、事業者に対する周知と雇用・就労
支援を実施していく。

深刻化する介護・看護の人材不足に対応するため、
関係団体と連携し、介護職や看護職等を対象とした
研修の充実を図るとともに、介護・看護職員が自ら
の仕事にさらなる意欲を持って働き続けられる仕組
みづくりを推進する。経験を有する潜在的な有資格
者の再就労支援や、広域連携を視野に入れた人材
の確保についても検討する。また、先進的な知識や
技術を共有化することにより、介護・看護現場の活性
化や質の向上を図る。

地域での生活継続を可能にする住まいなども含めた
サービスを持続的に提供するために、既存のサービ
スのあり方を検証し、財源の確保に努めるとともに、
当事者や介護者のニーズを把握したうえで、民間の
活用も含め、計画的な基盤整備を行っていく。

(1)高齢者・障害者の活動支援の促進
高齢者にとっては、社会参加こそが最大の介護予防
や健康寿命の延伸につながるという考えのもと、高
齢者が社会活動に参加しやすい仕組みを作ってい
く。また、障害者や引きこもりの人にとっても、社会の
一員であることを自覚し、疎外感を感じることなく暮ら
していける環境づくりが重要である。高齢者だけでな
く障害者も、社会参加や文化・芸術、スポーツを通じ
て自己実現を図れる仕組みづくりを推進する。

(2)高齢者・障害者の雇用・就労支援
高齢者・障害者にとっても、就労は経済的に自立す
る手段であるとともに、生きがいとなりうる活動でも
ある。就労にあたって、一人ひとりの実情に配慮した
支援を行うとともに、企業や事業者に対する支援も
必要である。また、障害者優先調達推進法に係る調
達方針に基づき、障害者施設などからの物品、サー
ビスの調達を一層推進する。

(3)介護・看護人材の確保
団塊の世代が後期高齢者となる平成37（2025）年に
向け、介護・看護の人材不足が深刻化してきてい
る。介護・看護職員が自らの仕事にさらなる意欲を
持って働き続けられる仕組みづくりを推進し、資格と
経験を有する潜在的な有資格者の再就労支援につ
いても検討する。
また、先進的な知識や技術を共有化することにより、
介護・看護現場の活性化や質の向上を図る。

(4)地域資源とニーズのマッチング
介護保険サービスを補完する生活支援サービスの
充実のためには、地域の高齢者等が担い手として活
躍できることがより重要となってくる。地域のニーズ
を掘り起こし、既存の地域資源や人材とマッチングさ
せる役割を担う「生活支援コーディネーター（仮称）」
を地域包括支援センターに配置する。

(1)福祉サービスの再編
障害者の高齢化、重度化・重複化やその介護者の
高齢化により、居住系サービス基盤（グループホー
ム等）などのさらなる整備が必要となる。また、障害
者総合支援法の法内サービスの充実などにより、扶
助費の増加が見込まれる。そのため、既存のサービ
スを検証し、再編を行うことによって、財源の配置を
基盤整備にシフトさせていく。また、福祉サービス事
業所の第三者評価受審の勧奨等を行うことで、引き
続き施設サービスの質の向上を図っていく。
（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会
福祉協議会は、共助による福祉を推進していくため、
それぞれの役割の明確化を行った上で統合を目指
す。

(2)くぬぎ園の跡地利用
医療ニーズの高い障害者に対応可能な施設の整備
等が課題である。くぬぎ園の跡地の活用について
は、医療系サービスを核とした高齢者と障害者を一
体的にケアできるような多機能複合型施設の設置等
を視野に入れ、土地の所有者である東京都と継続的
に協議を進めていく。

高齢者だけの世帯、高齢単身世帯の増加や障害者の高齢化が進み、生活していくうえで発生する様々な課題への対応が、本人や家族だ
けでは困難な状況が生まれてきている。そのため、相談受付や在宅生活支援サービスなどを24 時間利用できるような体制づくりを推進し
ていくとともに、福祉サービスをコーディネートする人材の育成や、福祉に関わる専門職の資質の向上及び人・団体のネットワーク強化に
よるサービスの質の向上に努め、生涯を通して地域で暮らすことができる仕組みづくりを推進していく。
公共施設の建替えなど基盤整備にあたっては、民間事業者や民間の各種施設との連携や役割分担などを前提として、特定の目的に限ら
ない多機能型・複合型の施設整備を推進する。また、ユニバーサルデザインを一層推進するとともに、自分らしくいられ、自分が必要とされ
ていることが感じられるスペースや機会がごく普通にある地域社会の創出を行っていく。

福祉人材の育成

（
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基本施策５　住み慣れた地域での生活を5 継続するための基盤整備
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介護保険を補完するサービスとして、日常生活支援
事業で14種類の在宅サービスを実施している。要支
援・要介護状態にならなくとも、何らかの支援が必要
な方には生活支援ヘルパーで生活支援を行ったり、
要支援・要介護認定に関わらず、必要な方には食事
サービスによる栄養確保と安否確認を行う等、幅広く
在宅生活を支えています。平成26年からはさらに高
齢者安心コール事業を開始し、独居高齢者の安否
確認や高齢者に関する電話相談事業を行う。
24時間対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
は、平成23年度のモデル事業を経て新サービスが
創設された24年４月に１事業所を整備し、25年度中
に第５期介護保険事業計画で見込んだ利用予定数
20名に達した。26年度は、事業者の組織変更なども
あり利用者が減少したが、27年度は、利用増を見込
んでいる。
武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計
画では、新規事業者の参入を促し、サービスの質の
向上を図るとしている。

平成24年度
市内３事業所を指定特定相談支援事業所として指定
した。
東京都の相談支援専門員研修を積極的に事業者に
案内した。
平成25年度
市内の指定特定相談支援事業所を６か所に増やし
た。市外の事業所にも、積極的に計画相談について
参入を促した。
また、初めて精神障害者を対象とした、日中一時支
援事業を展開する事業者と事業協定を締結した。
特にサービスにつながりにくい精神障害のある方へ
の訪問を行い、平成25年度はサービス等利用計画
を作成し、有効なサービス利用の支援を行った。平
成25年度；訪問実人数：549人(79人増）
訪問延べ人数：695人（13人増）　（　）内は平成24年
度との比較。

福祉サービスの質の向上を図るため、第三者評価
の審査の受審を促している。なお、受審する事業者
に対しては受審費の助成を行っている。

日中活動系サービス事業者及び放課後等デイサー
ビス・児童発達支援事業者の受審費用を助成するこ
とにより、受審を促進している。
平成24年度；11事業者受審（日中活動系サービス事
業者及び放課後等デイサービス・児童発達支援事
業者）
平成25年度；３事業者受審（日中活動系サービス事
業者）
平成26年度；２事業者受審（日中活動系サービス事
業者）

サービス向上と利用者への情報提供の為、市立保
育園では、事業者に市が委託し第三者評価を受け、
管内の東京都認証保育所では、第三者評価を受審
した場合にその経費を補助する。
平成24年度（市立１件、認証５件）、平成25年度（市
立１件、認証２件）、平成26年度（市立１件、認証３
件）実施。平成27年度以降も定期的な受審を促して
いく。

介護保険制度の適切な
運営

ケアマネジメントのさらなる質的向上をはかるため、
新ケアマネジャーガイドラインを作成し、毎年ケアマ
ネジャー向けの新任研修を実施している。介護保険
事業者の研修会や集団指導、居宅介護支援事業所
への実地指導を行うほか、地区別ケース検討会、事
業者の連絡会議・幹事会等での制度改正への対応
も含めた情報提供を行っている。
また、介護保険の苦情・相談については、市条例に
基づくサービス相談調整専門員を活用して今後とも
対応していく。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。
在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

福祉サービス事業所の第三者評価受審の勧奨等を
行うことで、引き続き施設サービスの質の向上を図っ
ていく。

また、福祉サービス事業者の第三者評価受審
を推進することにより、サービスの質の向上に
つなげるとともに、サービス利用の際の選択の
判断材料を提供していく。

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるような
仕組みづくりを進めるためには、在宅生活の継続に
向けて、症状の重度化予防や介護者が安心して介
護できる環境づくりなど、行政職員や地域の専門職
のみならず、市民を含めたすべての関係者が目標と
情報を共有することが必要である。そのため、ケース
ごとに地域住民を含め様々な関係者が参加し、日常
生活圏域レベル、市全域レベル等段階ごとに重層的
に設置する地域ケア会議を活用するなどして、多職
種連携強化や情報共有などの取り組みを推進する。
在宅生活の継続に向け、定期巡回・随時対応型訪
問介護看護等の訪問系サービスを充実させるととも
に、24時間365日の相談等、相談支援体制の強化、
見守り体制の充実や、地域による支援体制づくりを
進めていく。また、ひとり暮らし高齢者の増加に対
し、孤立による生活空間の縮小や、消費者被害、認
知症の進行等の異変を早期に察知し、防止に向け
て必要な支援を行えるよう、地域の住民や関係機関
による見守りのネットワークを強化する。

福祉サービス事業所の第三者評価受審の勧奨等を
行うことで、引き続き施設サービスの質の向上を図っ
ていく。

(1)福祉サービスの再編
障害者の高齢化、重度化・重複化やその介護者の
高齢化により、居住系サービス基盤（グループホー
ム等）などのさらなる整備が必要となる。また、障害
者総合支援法の法内サービスの充実などにより、扶
助費の増加が見込まれる。そのため、既存のサービ
スを検証し、再編を行うことによって、財源の配置を
基盤整備にシフトさせていく。また、福祉サービス事
業所の第三者評価受審の勧奨等を行うことで、引き
続き施設サービスの質の向上を図っていく。
（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会
福祉協議会は、共助による福祉を推進していくため、
それぞれの役割の明確化を行った上で統合を目指
す。

(2)くぬぎ園の跡地利用
医療ニーズの高い障害者に対応可能な施設の整備
等が課題である。くぬぎ園の跡地の活用について
は、医療系サービスを核とした高齢者と障害者を一
体的にケアできるような多機能複合型施設の設置等
を視野に入れ、土地の所有者である東京都と継続的
に協議を進めていく。

第三者評価受審の促進

（
1

）
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上

在宅生活を支えるサービ
スの充実
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【健康・福祉分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

後期高齢者医療制度廃
止後の新制度への対応

当初、政府は後期高齢者医療制度を平成24年度末
で廃止し、平成25年から新たな高齢者医療制度を開
始するとしていたが、その後制定された社会保障制
度改革推進法（平成24年法律第64号）第６条第４号
の規定により、「今後の高齢者医療制度について
は、状況等を踏まえ、必要に応じて社会保障制度改
革国民会議において検討し、結論を得ること」とさ
れ、これを受けて検討された平成25年８月６日付け
社会保障制度改革国民会議報告書において、「後期
高齢者医療制度については、現在では十分定着し
ており、現行制度を基本としながら、実施状況等を踏
まえ、必要な改善を行うことが適当」と答申しており、
後期高齢者医療制度が継続する見通しとなった。

グループホーム・ケア
ホーム等の整備推進

平成24年度
10月2名(知的障害）増床。25年2月新規開設10名分
（知的障害者）
平成25年度
12月新規開設14名分(知的障害）。同施設はショート
ステイ枠２名を用意し、グループホームの体験事業
にも活用していく。
平成26年度
３月新規開設13名分（知的障害）。今後もグループ
ホームの整備を推進するため、開設を計画する民間
法人に対して必要な情報の提供や助言を行ってい
く。

バリアフリー基本構想に
基づくバリアフリー化・ユ
ニバーサルデザイン化の
推進

バリアフリー基本構想・建築物特定事業計画に基づ
いた市立施設の工事進捗状況の調査を行った。
平成24年4月に公共サインガイドラインを策定し、ガ
イドラインに基づき、市立施設に係る公共サインの維
持管理のためにサインの点検を各課にて行った。
バリアフリーマップについては、市民社会福祉協議
会と協働して改定を行っていく予定である。

くぬぎ園は平成26年度末で廃止した。跡地について
は、平成26年度に有識者会議を設置し、介護老人保
健施設の整備を中心に障害者のグループホームな
どを併設すべきという答申を受けた。今後は答申の
内容を踏まえ、東京都と跡地利用について継続して
協議を行っていく。

障害者福祉センターについては平成25年度に「障害
者福祉センターのあり方検討委員会」を開催し、報
告書を作成した。武蔵野市障害者計画・第4期障害
者福祉計画において、指定管理制度化を含めた障
害者福祉センターの見直しについて記載をした。

医療ニーズの高い障害者に対応可能な施設の整備
等が課題である。くぬぎ園の跡地の活用について
は、高齢者と障害者を一体的にケアすることができ、
かつ、地域での生活継続にも十分に配慮した医療系
サービスを核とする多機能複合型施設の設置等を
視野に入れ、土地の所有者である東京都と継続的
に協議を進めていく。

障害者の高齢化・重度化・重複化や介護者の高齢
化により、居住系サービス基盤（グループホーム等）
などのさらなる整備に対するニーズは介護者を中心
に高まっている。重度の障害があっても住み慣れた
地域での生活を継続していくことが可能な、相談支
援機能や緊急時の在宅生活のバックアップ機能など
を備えた地域生活支援の拠点となる入所施設の市
内整備も必要である。障害者福祉センターについて
も、今後の障害者福祉施策の中での位置付けを検
討したうえで運営体制等の見直しを図る。
障害者総合支援法の法内サービスの充実などによ
り、引き続き扶助費の増加が見込まれる。そのた
め、既存のサービスを検証し、再編を行うことによっ
て、財源の配分を基盤整備にシフトさせていく。ま
た、福祉サービス事業所の第三者評価受審の勧奨
等を行うことで、引き続きサービスの質の向上を図っ
ていく。（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市
民社会福祉協議会は、自助・共助・公助による“まち
ぐるみの支え合い”を推進していくため、それぞれの
役割の明確化を行ったうえで統合の準備を進める。

後期高齢者の増加に伴い、今後も中・重度の要介護
高齢者の増大が見込まれるため、介護予防拠点も
含めた地域包括ケア推進機能を併設した特別養護
老人ホームを市内に誘致する。

福祉サービスの基盤整備を計画的に行っていくた
め、東京都の福祉インフラ整備事業やＰＰＰの手法
等を参考に、未利用の市有地を活用するなど、中長
期的な展望に立った本市独自の福祉インフラ整備事
業を検討する。

医療ニーズの高い障害者に対応可能な施設の整備
等が課題である。くぬぎ園の跡地の活用について
は、高齢者と障害者を一体的にケアすることができ、
かつ、地域での生活継続にも十分に配慮した医療系
サービスを核とする多機能複合型施設の設置等を
視野に入れ、土地の所有者である東京都と継続的
に協議を進めていく。

障害者の高齢化・重度化・重複化や介護者の高齢
化により、居住系サービス基盤（グループホーム等）
などのさらなる整備に対するニーズは介護者を中心
に高まっている。重度の障害があっても住み慣れた
地域での生活を継続していくことが可能な、相談支
援機能や緊急時の在宅生活のバックアップ機能など
を備えた地域生活支援の拠点となる入所施設の市
内整備も必要である。障害者福祉センターについて
も、今後の障害者福祉施策の中での位置付けを検
討したうえで運営体制等の見直しを図る。
障害者総合支援法の法内サービスの充実などによ
り、引き続き扶助費の増加が見込まれる。そのた
め、既存のサービスを検証し、再編を行うことによっ
て、財源の配分を基盤整備にシフトさせていく。ま
た、福祉サービス事業所の第三者評価受審の勧奨
等を行うことで、引き続きサービスの質の向上を図っ
ていく。（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市
民社会福祉協議会は、自助・共助・公助による“まち
ぐるみの支え合い”を推進していくため、それぞれの
役割の明確化を行ったうえで統合の準備を進める。

後期高齢者の増加に伴い、今後も中・重度の要介護
高齢者の増大が見込まれるため、介護予防拠点も
含めた地域包括ケア推進機能を併設した特別養護
老人ホームを市内に誘致する。

福祉サービスの基盤整備を計画的に行っていくた
め、東京都の福祉インフラ整備事業やＰＰＰの手法
等を参考に、未利用の市有地を活用するなど、中長
期的な展望に立った本市独自の福祉インフラ整備事
業を検討する。

(1)福祉サービスの再編
障害者の高齢化、重度化・重複化やその介護者の
高齢化により、居住系サービス基盤（グループホー
ム等）などのさらなる整備が必要となる。また、障害
者総合支援法の法内サービスの充実などにより、扶
助費の増加が見込まれる。そのため、既存のサービ
スを検証し、再編を行うことによって、財源の配置を
基盤整備にシフトさせていく。また、福祉サービス事
業所の第三者評価受審の勧奨等を行うことで、引き
続き施設サービスの質の向上を図っていく。
（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会
福祉協議会は、共助による福祉を推進していくため、
それぞれの役割の明確化を行った上で統合を目指
す。

(2)くぬぎ園の跡地利用
医療ニーズの高い障害者に対応可能な施設の整備
等が課題である。くぬぎ園の跡地の活用について
は、医療系サービスを核とした高齢者と障害者を一
体的にケアできるような多機能複合型施設の設置等
を視野に入れ、土地の所有者である東京都と継続的
に協議を進めていく。

また、民間事業者等を誘導しながらグループ
ホーム等の基盤整備を推進する。軽費老人
ホームくぬぎ園は、高齢者、障害者サービスな
ど特定の目的に限らない、地域の拠点機能も
含めた多機能型・複合型の施設としての整備
を検討する。

くぬぎ園など「公共施設
配置の基本的な方針」に
基づく施設の整備の検討

（
2

）
サ
ー

ビ
ス
基
盤
の
整
備

既存施設の老朽化や施設へのニーズ動向を
見極めながら、「公共施設配置の基本的な方
針」（第４章－３　本計画期間における基本課
題「課題C」参照）に基づき、施設を計画的に整
備していく。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【子ども・教育分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容

子ども家庭支援センター
の地域子育て支援機能
の充実

平成23年度の子ども家庭支援センター発足に併せ
て地域子育て支援担当が新たに設置され、官民問
わず展開されている子育て支援事業についての情
報発信の充実や地域の支援者育成や支援組織同
士の連携促進などを行ってきた。子ども・子育て支援
新制度への対応等を目的とした機構改革に伴い、26
年度以降は子ども政策課において進めている。

子育ちと子育てを支援するため、家庭の教育力や子
どもの育ちに着目した各種講座等の事業や、親子が
ふれあい絆を深めるための事業を実施していく。

子育ちと子育てを支援するため、家庭の教育力や子
どもの育ちに着目した各種講座等の事業や、親子が
ふれあい絆を深めるための事業を実施していく。

すべての子どもが、その家庭の経済状況にかかわら
ず健やかに育つことができるよう、児童手当、医療費
助成等の経済的支援を引き続き実施する。市が独
自に行っている助成については、適正な受益者負担
及び必要な人へ的確に支援を届けていく観点から必
要な見直しを行っていく。

すべての子どもが、その家庭の経済状況にかかわら
ず健やかに育つことができるよう、児童手当、医療費
助成等の経済的支援を引き続き実施する。市が独
自に行っている助成については、必要な人に的確な
支援を届けていく観点から、適正な負担等を含め必
要な見直しを行っていく。

家庭の教育力を高める
学習機会の提供

父親の子育て参画を推進し、家庭の教育力を高める
ことを目的に、「遊びを学ぼうパパと子講座」を平成
24年度から実施。平成25年度からは、家庭の教育力
向上と意識啓発を図る目的で、「家庭教育支援講演
会」も実施している。また、食の重要性の啓発を目的
とした保護者向けの「食育プチ講座」を平成24・25年
度に実施し、平成26年度からは「小学校給食体験ツ
アー」の実施を通じて、啓発に努めている。今後も各
種講座・講演会等を実施し、引き続き啓発していく。

子育てに対する意識改
革に向けた啓発の推進

男性の育児参加や働き方の見直し等をテーマとし
て、父親向け・保護者向けの講演会・講座を実施し
たほか、企業の経営者・人事担当者・管理職向け
に、ワーク・ライフ・バランスや企業戦略についての
講座を実施した。今後も、保護者に向けては動機づ
けや意識改革を促すような啓発に取り組み、企業向
けには子育てしやすい職場環境の整備、企業戦略と
しての働き方の見直し等について、引き続き啓発し
ていく。

障害児等支援を必要とす
る子どもへの支援

障害児ケース研究会を毎年11月に開催し、障害児な
ど支援児に対する保育について検討を行ったほか、
認可保育園各園に対し、保育相談員による保育の
助言や、ハビット専門スタッフによる巡回相談などに
より、保育士の現場での対応スキルアップの向上に
努めた。また、全体研修において発達障害に関する
研修を実施した。

(3)障害のある子どもへの支援
子どもの健全な成長には、住み慣れた地域で、障害
の有無で分け隔てることなく共にはぐくんでいくことが
必要であり、そのためには、子育て・教育機関等が
連携して、その環境づくりを推進していかなくてはな
らない。障害のある子どもとその家庭が地域で安心
して生活していくための切れ目ない支援体制の構築
を進めるとともに、障害児保育や学齢期における特
別支援教育、学童クラブ、放課後等デイサービス事
業等の放課後活動の支援についても整備・充実を図
る。

心身に何らかの障害のある子どもやその親が、地域
で安心して生活し続けられるように、障害や発達の
状況に応じた適切かつ、ライフステージの節目で途
切れることのない支援が必要である。母子保健事業
や療育機関、子ども関連施設、教育機関の連携を強
化する仕組みを検討する。障害児保育、学齢期にお
ける特別支援教育、学童クラブや放課後等デイサー
ビス事業等の放課後活動の支援について整備・充
実を図る。

心身に何らかの障害のある子どもやその親が、地域
で安心して生活し続けられるように、障害や発達の
状況に応じた適切かつ、ライフステージの節目で途
切れることのない支援が必要である。母子保健事業
や療育機関、子ども関連施設、教育機関の連携を強
化する仕組みを検討する。障害児保育、学齢期にお
ける特別支援教育、学童クラブや放課後等デイサー
ビス事業等の放課後活動の支援について整備・充
実を図る。

第五期長期計画の記載内容

基本施策１　子ども自身の育ちと子育て家庭への総合支援
今日、核家族化が進んでおり、また、近隣・地域との
関係が希薄になっていることで、保護者の子育てに
対する負担や不安感が増している。子どもの将来が
その生まれ育った環境によって左右されることなく、
健やかに育ち、自らの将来に向け力強く成長できる
よう、すべての子どもと子育て家庭に対して総合的
な支援を行っていく。

また、就業環境やライフスタイルの変化等により子
育てを取り巻く環境が大きく変化してきており、地域
社会全体で支援する施策が求められている。ワー
ク・ライフ・バランスを推進するため、市内事業者を対
象とした講演会やセミナーを開催し、関係団体等と
の連携を図りながら、職場の意識や働き方の改革を
支援する。

子ども・子育て支援策は、世帯構成や親の就業形態、経済状況、親子関係のあり方など様々に異なる状況への対応が求められている。
加えて、家庭の教育力・子育て力を高めていくことも重要である。子どもたち一人ひとりが健やかに育ち、親が安心して子どもを育てられる
社会を実現するために、すべての子どもと子育て家庭に基礎的サービスが行きわたるようにするとともに、支援を必要としている子どもや
子育て家庭に対しては、個別性を踏まえたうえで適切な対応を行っていく。
また、保育サービスを充実させて子育てと仕事が両立できる環境を整えるなど、子ども自身の育ちと子育て家庭への支援を総合的に展開
していく。
なお、現在国において検討が進められている「子ども・子育て新システム」は、今後の子ども・子育て支援施策の根幹を大きく変える可能性
があることから、その動向を注視し、適切に対応していく。

学習機会の提供等による家庭の教育力向上
や、ワーク・ライフ・バランスの推進等による子
育てへの意識改革に向けた啓発を進めるとと
もに、子ども家庭支援センターにおける地域子
育て支援機能を充実させていく。
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子どもたちが健やかに育ち、子育て家庭が安
心して子どもを育てられるよう、すべての子育
て家庭を対象とした支援を充実していく。

今日、核家族化が進んでおり、また、近隣・地域との
関係が希薄になっていることで、保護者の子育てに
対する負担や不安感が増している。子どもの将来が
その生まれ育った環境によって左右されることなく、
健やかに育ち、自らの将来に向け力強く成長できる
よう、すべての子どもと子育て家庭に対して総合的
な支援を行っていく。

また、就業環境やライフスタイルの変化等により子
育てを取り巻く環境が大きく変化してきており、地域
社会全体で支援する施策が求められている。ワー
ク・ライフ・バランスを推進するため、市内事業者を対
象とした講演会やセミナーを開催し、関係団体等と
の連携を図りながら、職場の意識や働き方の改革を
支援する。

(1)子ども・子育て支援新制度への対応
平成27 年４月に「子ども・子育て支援新制度」がス
タートする。保育園入所待機児童対策は急がなけれ
ばならない課題である。早期の待機児童解消に向け
た計画的な施設の整備や、幼児期の教育・保育の
質の向上のため、新制度に対応した取り組みを推進
する。新たに認可事業となる地域型保育事業と既存
認可保育所等との円滑な接続を図るため、相互の連
携を進める。また、育児休業取得後に安心して復職
できる制度について検討を行う。
新武蔵野方式による市立保育園５園移管後の評価・
検証を実施するとともに、新制度下における市立保
育園の役割・あり方について検討を行う。
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児童虐待等を含む養育
困難家庭への支援の強
化

平成26年4月、子ども家庭支援センターは、子育て世
帯に対する経済的支援機能を持たせ、困難ケース
の対応や相談機能を強化し、係から課に変更した。
子育て支援ネットワークにおいて所在不明児に関す
る調査を行い継続的に発見・把握に努めたほか、養
育困難家庭への支援について連携を推進して対応
した。子どもとその家庭に関するあらゆる相談に応じ
ており、平成26年度の実績では、保護者の相談等は
延べ5,506件、関係機関との連携は延べ9,698件の対
応を行った。
今後、教育部門や医療機関、地域の子育て支援施
設等との連携をさらに強化、充実させながら、引き続
き養育困難家庭への支援を図っていく。

専門性と対応力の向上

東京都等の実施する研修を積極的に受講し、相談
員の専門性を高める取組みを行った。
また、児童虐待に的確に対応するために、平成25年
4月より虐待対策コーディネーターの配置を行い相談
体制の充実を図った。
平成26年4月より、相談業務システムの運用を開始
した。他課との情報連携やセンター内での情報共有
のほか、より効率的な進行管理を行うことにより、迅
速な対応や支援を図っていく。

ひとり親家庭の自立に向
けた支援の充実

相談業務、手当、各種ひとり親対象事業等により、
ひとり親家庭の自立を支援した。また、第四次子ども
プラン武蔵野の策定にあたり、平成25年度に実施し
た「ひとり親家庭アンケート調査」を分析し、「ひとり
親家庭自立支援施策の充実」を施策の体系に盛り
込み、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に定めら
れる「自立促進計画」と位置付けた。
平成27年度は「ひとり親家庭自立支援プログラム策
定事業」を実施し、就労支援の強化に取り組んでい
く。

経済的に困難な状況に置かれているひとり親が、安
定した就業によって経済的に自立し、仕事と子育て
とを両立できるよう、相談体制の充実を図り、就業支
援のほか手当等の経済的支援や日常生活支援を実
施していく。

経済的に困難な状況に置かれているひとり親が、安
定した就業によって経済的に自立し、仕事と子育て
とを両立できるよう、相談体制の充実を図り、就業支
援のほか手当等の経済的支援や日常生活支援を実
施していく。

配偶者等暴力被害者支
援の強化

平成23年２月に武蔵野市配偶者等暴力被害者支援
庁内連絡会議を設置した。
随時連絡会を開催し、庁内連携対応マニュアルの作
成や研修会の実施など、庁内連携体制の構築によ
り被害者への効果的な支援を行った。
武蔵野市第三次男女共同参画計画（平成26～30年
度）の中に、配偶者暴力防止法に基づく市町村計画
として「武蔵野市配偶者暴力対策基本計画」を策定
した。
今後も、庁内の関係各課のほか、東京都や警察等と
連携し、被害者の安全確保のための支援を行ってい
く。

子育てを取り巻く環境の変化により、児童虐待への
対応件数が全国的に増え続け、重大事案も発生して
いるほか、ＤＶ被害についても認知件数が増えてい
ることから、早期発見に向けた市民等への啓発、周
知のほか、相談しやすい窓口づくりについても一層
進めていく。子育て不安や児童虐待のおそれ等によ
り支援を要する家庭へのサポートを行うとともに、子
育て支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）
等関係機関の連携強化及び相談員の専門性・対応
力の向上を引き続き図る。（再掲）

子育てを取り巻く環境の変化により、児童虐待への
対応件数が全国的に増え続け、重大事案も発生して
いるほか、ＤＶ被害についても認知件数が増えてい
ることから、早期発見に向けた市民等への啓発、周
知のほか、相談しやすい窓口づくりについても一層
進めていく。子育て不安や児童虐待のおそれ等によ
り支援を要する家庭へのサポートを行うとともに、子
育て支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）
等関係機関の連携強化及び相談員の専門性・対応
力の向上を引き続き図る。（再掲）

子育てを取り巻く環境の変化により、児童虐待への
対応件数が全国的に増え続け、重大事案も発生して
いるほか、ＤＶ被害についても認知件数が増えてい
ることから、早期発見に向けた市民等への啓発、周
知のほか、相談しやすい窓口づくりについても一層
進めていく。子育て不安や児童虐待のおそれ等によ
り支援を要する家庭へのサポートを行うとともに、子
育て支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）
等関係機関の連携強化及び相談員の専門性・対応
力の向上を引き続き図る。

近年、親の就業形態や経済状況等による子どもの
貧困問題が顕在化しており、その連鎖を防ぐ取り組
みが課題である。子どもの貧困の連鎖を防止するた
め、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業
等を実施するとともに、生活困窮家庭の子どもへの
支援のあり方について、子ども、教育、福祉分野の
庁内関係各課で構成する子ども支援連携会議で検
討を進める。また、学校における総合的な子どもの
貧困対策として、スクールソーシャルワーカーによる
相談支援や学習支援などの対策を進めていく。

(2)子ども・子育て家庭へのセーフティネットの充実
子育て支援ネットワークの連携を引き続き強化し、児
童虐待等の発生予防や、様々な課題を抱えた家庭
の早期発見・早期対応を進める。
さらに、子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、学習
支援など生活困窮家庭の子どもへの支援のあり方
について検討し、子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実を図っていく。
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子育て中の親が、過度の不安感や負担感を持
たず、日々の子どもの成長に喜びと生きがいを
感じられるよう、支援を必要としている子育て
家庭の個々の事情に応じた支援機能を強化す
る。

子ども・子育て家庭に対するセーフティネット機
能を充実させるために、子ども家庭支援セン
ターの相談機能、ひとり親支援機能等の強化
を図るとともに、職員の専門性と対応力も向上
させる。

子育てを取り巻く環境の変化により、児童虐待への
対応件数が全国的に増え続け、重大事案も発生して
いるほか、ＤＶ被害についても認知件数が増えてい
ることから、早期発見に向けた市民等への啓発、周
知のほか、相談しやすい窓口づくりについても一層
進めていく。子育て不安や児童虐待のおそれ等によ
り支援を要する家庭へのサポートを行うとともに、子
育て支援ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）
等関係機関の連携強化及び相談員の専門性・対応
力の向上を引き続き図る。

近年、親の就業形態や経済状況等による子どもの
貧困問題が顕在化しており、その連鎖を防ぐ取り組
みが課題である。子どもの貧困の連鎖を防止するた
め、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業
等を実施するとともに、生活困窮家庭の子どもへの
支援のあり方について、子ども、教育、福祉分野の
庁内関係各課で構成する子ども支援連携会議で検
討を進める。また、学校における総合的な子どもの
貧困対策として、スクールソーシャルワーカーによる
相談支援や学習支援などの対策を進めていく。
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保育園入園希望者は引き続き増加することが
予想され、待機児童解消に向けた施策を推進
するとともに、多様な保育ニーズへの対応を進
める。

待機児童解消施策の推
進

平成24年度は、認証保育所１施設を新設（定員40
名）、グループ保育室１施設を新設（10名）。平成25
年度は、境こども園の工事遅延（施工事業者の倒
産）に伴う代替施設として、市民会館内にさかい分
園、児童館内にさくら分園を開設。12月に工事竣工
に伴い境こども園を開設（定員61名）。その他、グ
ループ保育室３施設（９名、10名、15名）の新設、グ
ループ保育室の移転による定員拡大（10名⇒32
名）、家庭福祉員の１名増員、ありんこ保育園の定員
増（22名⇒34名）等を行った。
平成26年度は、４月にありんこ保育園の増改築の完
了に伴い定員を34名から66名に拡充し、10月にはま
ちの保育園吉祥寺（定員60名）を新設した。また27年
４月に向けてニチイキッズ武蔵野やはた保育園（定
員80名）の開設準備を進めた。さらにグループ保育
室を３施設（定員10名、15名、18名）を新設するととも
に、家庭福祉員から小規模保育事業への移行（5名
⇒10名）支援を行った。
一方、認証保育所についても、３施設（定員38名、40
名、60名）を新設したほか、１施設の移転を行い定員
を拡充（29名⇒60名）した。

乳幼児数の増加と多様な就労機会の拡大などによ
り、保育所待機児童対策は喫緊の課題となってい
る。市では、平成24年度からの３年間で624名の定
員枠を増加し、2,370名分の枠を確保したところであ
る。今後は、計画的に０・１歳児及び３歳児への対策
を行い、引き続き保育ニーズを把握し、早期の待機
児童解消を目指す。また、地域型保育事業と保育所
等との連携体制の確立を進める。

乳幼児数の増加と多様な就労機会の拡大などによ
り、保育所待機児童対策は喫緊の課題となってい
る。市では、平成24年度からの３年間で624名の定
員枠を増加し、2,370名分の枠を確保したところであ
るが、待機児童の解消には至っていない。引き続き
多様な保育ニーズを的確に把握し、認可保育所をは
じめとする保育施設の整備をさらに進めつつ、早期
の待機児童解消を目指す。また、小規模保育事業等
と保育所等との円滑な接続を図るため、連携体制の
確立を進める。

保育の質向上のための
取組み

平成24年度は、保育のガイドラインの具体的な活用
と保育の質の維持向上を図るため、認可保育園保
育士による保育部会を設置し、ガイドラインを今後ど
のように活用していくか検討を進めた。
平成25年度は、保育部会において互いの保育の実
践を持ち寄り、乳児の生活について園で作成のデイ
リープログラムを基に検討をすすめた。
また、認可保育所における保育の質の維持・向上の
ため保育園運営や保護者対応の助言を行う保育園
カウンセラーによる公立・協会立保育園の巡回カウ
ンセリングを新規保育所も含め実施した。
平成26年度もガイドライン保育部会を年４回開催し、
民間園も含めて、幼児期の生活づくりや遊びなどを
テーマに保育の理解を深めた。また、福祉避難所に
ついても公立・協会立保育園を中心に検討を進めて
マニュアルを整備した。

一方、保育所等に対する認可手続きの審査や指導
検査体制を確立していくとともに、武蔵野市保育のガ
イドラインを指標として、武蔵野市全域の保育の質
の維持・向上を図っていく。

一方、保育所等に対する認可手続きの審査や指導
検査体制を確立していくとともに、武蔵野市保育のガ
イドラインを指標として、武蔵野市全域の保育の質
の維持・向上を図っていく。

多様な就労形態に対応し
た保育事業の展開

平成24年度は、旧私立幼稚園泉幼稚園跡地に、グ
ループ保育室や宿泊を含む一時保育事業などを行
う子育て支援施設を開設するための事業者プロポー
ザルを実施した。平成25年度は、26年の開設に向
け、実施設計及び工事を着手したほか、運営に対す
る検討を行った。
26年度は、７月「すくすく泉」として開設を行う。
その他、市独自のグループ保育の設置については、
平成23年５月に２か所開設を行って以降、平成24年
４月に１か所、平成25年７月に１か所、平成26年３月
に１か所、４月に１か所、また、平成26年度は11月に
１か所、12月に１か所の新たなグループ保育室の新
設を行った。
なお、平成27年４月には、すくすく泉以外のグループ
保育室が、子ども・子育て支援新制度の小規模保育
事業に移行し、家庭福祉員も１か所小規模保育事業
に移行した。

子ども・子育て支援新制度に位置付けられた事業所
内保育事業や居宅訪問型保育事業、一時預かり事
業等の多様な保育ニーズへの対応について検討を
進めるなど、安心して働き続けられるための支援を
行っていく。

子ども・子育て支援新制度に位置付けられた事業所
内保育事業や居宅訪問型保育事業、一時預かり事
業等の多様な保育ニーズへの対応について検討を
進めるなど、安心して働き続けられるための支援を
行っていく。

障害児等支援を必要とす
る子どもへの支援

障害児ケース研究会を毎年11月に開催し、障害児な
ど支援児に対する保育について検討を行ったほか、
認可保育園各園に対し、保育相談員による保育の
助言や、ハビット専門スタッフによる巡回相談などに
より、保育士の現場での対応スキルアップの向上に
努めた。また、全体研修において発達障害に関する
研修を実施した。

障害児保育、学齢期における特別支援教育、学童ク
ラブや放課後等デイサービス事業等の放課後活動
の支援について整備・充実を図る。（再掲）

障害児保育、学齢期における特別支援教育、学童ク
ラブや放課後等デイサービス事業等の放課後活動
の支援について整備・充実を図る。（再掲）
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公立保育園は、「新武蔵野方式による公立保
育園の設置・運営主体変更に関する基本方
針」に基づき段階的に公益財団法人武蔵野市
子ども協会（以下「子ども協会」という）へ設置・
運営主体の変更を進めている。
移管に伴って生じた課題を検証するとともに、
５園移管後に残る公立保育園の担う役割、あり
方についても検討を行う。

新武蔵野方式による公
立保育園の設置・運営主
体変更の検証等

平成24年度は、23年度に引き続き子ども協会への２
園（千川、北町）移管の状況を評価検証し、その結
果、円滑な移管が行われたこと、保育の質も維持で
きていることを確認した。
平成25年４月に、桜堤、東、境南第２の公立保育園３
園を子ども協会に移管した。
新武蔵野方式については、現在、当初想定したとお
り、国や都の補助金を受けながら保育の質を維持す
る効果が得られている状況である。

新武蔵野方式による市立保育園５園移管後の評価・
検証を実施するとともに、新制度下における市立保
育園の役割について検討を行う。

新武蔵野方式による市立保育園５園移管後の評価・
検証を実施するとともに、新制度下における市立保
育園の果たす役割について検討を進める。

また、保育に関するサービス利用と負担とのあ
り方についての検討を行う。

保育に関する費用負担と
サービス利用のあり方の
検討

平成24年度に、待機児童対策や新たな保育ニーズ、
保育の質の向上のための財源確保や認可と認可外
の保育料の格差是正等を目的に、16年ぶりに保育
料審議会を実施し、低所得者層へ配慮しつつ中間階
層以上の保育料改定や第２子、第３子減免等を導入
するなどの答申を受けて、保育料に関して条例化し
た。平成25年4月より新たな保育料表の導入を行うと
ともに認可外保育施設利用者保護者助成金の充実
を行った。
26年度は、27年度からの子ども・子育て支援新制度
への移行を控え、新たに市町村認可事業として地域
型保育事業などの制度化や施設型給付の幼稚園に
対する費用負担などを検討するため、保育料審議会
を設置し、保育・幼児施設全般の保育に関する利用
者負担について検討した。

保育に関するサービス利用と利用者の適正な負担
については、定期的な検討と見直しを行っていく。

保育に関するサービス利用と利用者の適正な負担
については、定期的な検討と見直しを行っていく。

子育て家庭が地域の子育て支援団体や関係
施設とつながり、継続的なサポートを受けられ
る仕組みを構築するとともに、子育てに関する
情報提供の仕組みも充実させる。

子育てステーション制度
（仮称)の導入と子育て支
援情報発信の充実

子育てステーション制度については、24年度は公募
モニターを対象にしたモデル事業、25年度は「すくす
くスタート事業」と名称を変更して、認可保育園９園で
登録者対象の試行事業、26年度に試行事業の検証
を行った。検証結果としては、勧奨通知の送付（直接
情報を届けること）が新規利用者の掘り起こしに有
効である反面、対象者を限定することによる子育て
家庭のニーズとのかい離、各保育園からの事業周
知など登録者への継続的なサポート体制（情報管
理・発信体制）の未整備、参加園の選択幅を狭める
印象、人員体制、施設の状況、個人情報の取扱いな
ど、様々な課題があり、現状での導入は困難との結
論に至った。
27年度以降、各保育園であかちゃんひろば等を引き
続き行うとともに、有効性が証明された通知等の個
別送付や既存の庁内関係部署（保育園含む）の連
携による個別アプローチが必要な家庭への支援等を
実施していく。
情報発信については、子育て情報誌「すくすく」の内
容充実や季刊広報誌発行などを行ってきた。平成27
年３月に策定された「第四次子どもプラン武蔵野」に
おいて、基本目標２の施策②に位置付けられ、地域
団体やＮＰＯ等の力を生かした運営方法等による
ウェブサイトの導入に向け検討していくこととなった。

第五期長期計画の重点施策として「子育てネット
ワークの多層化」が挙げられている。子どもと家族、
地域の絆や関係性の希薄化を補い、地域・団体・事
業者・行政などの多様な主体による子育てネット
ワークづくりに引き続き取り組み、地域社会全体で子
ども・子育てを支えていく。

ＮＰＯや地域団体など多様な主体による子育て支援
の推進を図るために、子育て支援団体、関連施設同
士をつなげる新たな仕組みが必要である。子育てひ
ろばを運営、実施している施設や団体関係者による
ネットワークを構築する。
また、誰もがいつでも子育てに関する最新の情報を
入手し、共有することのできるよう、行政情報をはじ
め、民間情報・地域情報を一元化したウェブサイトの
開設などを検討する。

これまでの子ども・子育て支援は「家族の絆」と「地域の絆」の観点を重視しながら、施策を展開してきた。しかし、今日家庭と地域とのつな
がりが緩むとともに、家族内の個人化の進行という二重の孤立傾向が顕著となっている。そのため、既存のネットワークに加えて、個を
ベースとする比較的穏やかな絆を何層にも重ね合わせて子どもや子育て家庭の孤立を防ぐ新たなネットワークを構築していく必要があ
る。
また、子どもや子育て家庭が、信頼できる情報に容易にアクセスできる環境を整備するとともに、子ども自身や子育て家庭が発した声を確
実に聞き取り、支援者へと伝えていく仕組みを構築する。
さらに、支援を必要としているにもかかわらず自ら声をあげない、あげられないでいる子ども・子育て家庭に働きかけ、支援者とつないでい
く体制も一層整備していく。

基本施策２　地域社会全体の連携による子ども・子育て支援の充実
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ＮＰＯや地域団体など多様な主体による子育て支援
の推進を図るために、子育て支援団体、関連施設同
士をつなげる新たな仕組みが必要である。子育てひ
ろばを運営、実施している施設や団体関係者による
ネットワークを構築する。
また、誰もがいつでも子育てに関する最新の情報を
入手し、共有することのできるよう、行政情報をはじ
め、民間情報・地域情報を一元化したウェブサイトの
開設などを検討する。

第五期長期計画の重点施策として「子育てネット
ワークの多層化」が挙げられている。子どもと家族、
地域の絆や関係性の希薄化を補い、地域住民・団
体・事業者・行政などの多様な主体による子育てネッ
トワークづくりに引き続き取り組み、地域社会全体で
子ども・子育てを支えていく。

(1)子育て支援団体や関連施設とつながる仕組みと
情報発信の充実
子どもや子育て家庭が身近な施設や地域とつなが
り、孤立せずに安心して生活するため、子育てひろ
ばを運営、実施している施設や団体等とネットワーク
を構築する。
子ども・子育てに関する多様な情報を盛り込んだ
リーフレットの発行やウェブサイトの立ち上げなど、
市民や事業者の力を活かした運営方法等を検討し、
子育て支援情報の集約・発信の充実を図る。
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子ども家庭支援センターを核として、①子育て
家庭同士や子ども・子育て家庭と支援組織を
つなげる仕組みづくり、②行政や事業者の相
談・サポート体制の充実、③民間・行政を問わ
ず子ども・子育て支援に関する情報が包括的
に集約され発信される環境の整備を重点的に
進めていく。

子育て支援ネットワーク
の連携の推進

子育て支援組織同士の連携を強めるため、交流会
や研修会を開催した。27年度現在、子育てフェスティ
バルへの参加を通じた連携、子育て支援（ひろば）事
業を行っている組織・市民の情報交換や連携を目的
とした子育てひろばネットワークの構築を進めてい
る。

ファミリーサポート事業の
推進

子ども・子育て支援新制度の法定事業であり、都内
区市で実施していないのは、本市を含め２自治体の
みであることも踏まえつつ、新制度の方向性や他自
治体の実施形態、実施状況を研究した上で、本市に
ふさわしい制度の導入に向けて検討する。

ひろば事業の推進（ＮＰＯ
や地域団体との連携）

25年度から、コミセンスタッフ、子育て支援団体と協
働した形で八幡町コミセンでの「親子ひろば」を開設
している。また、親子ひろばやボランティアの育成講
座などを通じて、参加者に自主的活動を促し、結果、
コミセンとボランティアが連携した形での自主的なひ
ろばが新たに開催されている。27年度からは「共助
による子育てひろば事業補助金」を新設し、コミュニ
ティセンターでひろば事業を行う団体に対して当該事
業に係る経費を補助し、地域団体やＮＰＯなど多様
な主体によるひろば事業の展開を推進している。

23年度から実施している支援者・ボランティア養成講
座について、25年度からは２回開催するとともに、当
事者を主な対象として実施している。結果、親子ひろ
ば事業で継続的に活動するボランティアが大幅に増
加した。また、受講者間での自主的なグループ活動
につながった。引き続き、育成したボランティアの活
用及び自主的活動を後押しするとともに、子育て支
援者としてのスキル向上、支援者間のネットワークづ
くりを支援する。

若年親世代等が実施する青少年の健全育成の活動
等に関する支援を検討する。

関係各課で情報提供の体制を確認し合い、不審者
情報や犯罪、気象警報等の様々な情報を適切かつ
速やかに提供するよう努めている。また、０１２３施設
等の子育て支援施設においては、定期的に不審者
対応訓練を実施するなど、防犯への意識を高めてい
る。

市内保育施設への学校110番の設置。公立保育園
については、防犯訓練の実施やお散歩マニュアルの
確認など、安全対策に努めている。
また、平成25年９月より緊急メール配信システムを
構築し、認可及び認証保育所等で運用を開始した。

青少協地区委員会等関係機関と連携し、児童・生徒
の健全育成及び安全のための見守り活動を推進す
る。

ＮＰＯや地域団体など多様な主体による子育て支援
の推進を図るために、子育て支援団体、関連施設同
士をつなげる新たな仕組みが必要である。子育てひ
ろばを運営、実施している施設や団体関係者による
ネットワークを構築する。
また、誰もがいつでも子育てに関する最新の情報を
入手し、共有することのできるよう、行政情報をはじ
め、民間情報・地域情報を一元化したウェブサイトの
開設などを検討する。

子育てや子どもの安全を地域全体で支え合う機運
を、より一層醸成する必要がある。来所型事業では
対応できない子育て家庭への支援として、共助の仕
組みを活かした新たな訪問支援型事業の導入を検
討する。また、地域の子育て力向上が求められてい
ることから、子育て中の親自身も含めた地域におけ
る子育てボランティアなど、教育・保育サービスの担
い手の育成及び拡充を図るための講座や交流会、
研修会等を実施する。
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子育てや子どもの安全を地域社会全体で支え合う機
運を、より一層醸成する必要がある。来所型事業で
は対応できない子育て家庭への支援として、共助の
仕組みを活かした新たな訪問支援型事業の導入を
検討する。また、地域の子育て力向上が求められて
いることから、子育て中の親自身も含めた地域にお
ける子育てボランティアなど、教育・保育サービスの
担い手の育成及び拡充を図るための講座や交流
会、研修会等を実施する。

ＮＰＯや地域団体など多様な主体による子育て支援
の推進を図るために、子育て支援団体、関連施設同
士をつなげる新たな仕組みが必要である。子育てひ
ろばを運営、実施している施設や団体関係者による
ネットワークを構築する。
また、誰もがいつでも子育てに関する最新の情報を
入手し、共有することのできるよう、行政情報をはじ
め、民間情報・地域情報を一元化したウェブサイトの
開設などを検討する。

子どもが巻き込まれる犯罪を未然に防ぎ子どもの安
全を確保するため、引き続き学校や子育て支援施
設、地域において相互の連携を深め、市内の防犯機
能を強化する。

(2)共助の仕組みづくり
子育て支援団体・グループや子育て中の家庭自身
が、地域の子育て支援の担い手となるよう、その活
動を支援するとともに、多様な主体によるひろば事
業や子育て支援事業の展開を推進するなど、共助に
よる子育て支援の充実を図る。また、来所型施策で
は対応できない子育て家庭への支援として共助を含
めた新たな訪問支援施策について検討し、地域で子
どもを守る体制を強化する。

(1)子育て支援団体や関連施設とつながる仕組みと
情報発信の充実
子どもや子育て家庭が身近な施設や地域とつなが
り、孤立せずに安心して生活するため、子育てひろ
ばを運営、実施している施設や団体等とネットワーク
を構築する。
子ども・子育てに関する多様な情報を盛り込んだ
リーフレットの発行やウェブサイトの立ち上げなど、
市民や事業者の力を活かした運営方法等を検討し、
子育て支援情報の集約・発信の充実を図る。

子どもが巻き込まれる犯罪を未然に防ぎ子どもの安
全を確保するため、引き続き学校や子育て支援施
設、地域において相互の連携を深め、市内の防犯機
能を強化する。

防犯体制の強化
子どもが犯罪に巻き込まれることを未然に防
ぎ、子どもの安全を確保するため、引き続き地
域で子どもを守る体制の強化を進める。

（
2

）
共
助
の
仕
組
み
づ
く
り

子育て自主グループや
支援者の育成

地域で子育て支援を必要とする家庭を援助す
るファミリーサポート事業の推進や、ＮＰＯや地
域団体など多様な主体によるひろば事業・子
育て支援事業の展開を検討するとともに、子育
て自主グループの育成・支援、地域の子育て
力向上を目的とした講座の実施など、新たな共
助の仕組みづくりを進める。

5



第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【子ども・教育分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

地域子ども館あそべえは、異学年・異年齢交流
の促進を目指し、スタッフのスキル向上や、専
門性の高いスタッフの配置を行っていく。

地域子ども館あそべえの
充実

地域子ども館あそべえでの異学年・異年齢交流の促
進を図る。
研修の実施によりスタッフのスキル向上を目指す。
また、各施設を巡回する児童厚生員により、配慮が
必要な児童への対応や児童や親への相談機能の強
化を目指す。

学童クラブの一時育成事
業の実施

保護者の就労状況が学童の入会要件を満たさない
が、長期休業時など一時的に学童クラブでの育成を
希望する児童の入会について検討する。

学童クラブにおける要配
慮児童への対応力の強
化

学童クラブに在籍する児童で、障害児枠での入会で
はないものの、育成にあたって配慮が必要な児童に
対して補助指導員を配置し対応力の強化を図る。

子どもたちが地域で過ごし、地域で育っていけ
るよう、地域住民による自主的な活動に対し
て、境冒険遊び場公園（プレーパーク）で実践
している遊びに関するノウハウの提供や公園
の利活用などの支援を行っていく。

地域実施型プレーパーク
機能の展開に対する支
援

地域におけるプレーパークの運営の機運が高まって
いる地域の公園において、NPO法人プレーパークむ
さしのが、地域に対してノウハウの提供など協力を
行い、地域実施型によるプレーパーク事業を実施す
ることにより、プレーパーク事業の全市的な展開を目
指す。市は公園の使用等支援を行う。

子どもたちが、体験等を通じて、豊かな人間性
を身に付けられるよう、自然体験事業を実施し
ていく。

地域振興の観点から営
まれているグリーンツー
リズム等を活用した自然
体験事業への参加促進

豊かな自然に恵まれた農山漁村に滞在しながら、さ
まざまな自然体験を通じて、家族の絆を深めるととも
に食育を進めることを目的とする。
現在、全国で取組が進んでいるグリーンツーリズム
について、積極的に市民に紹介し、参加費用の一部
を助成することにより参加を奨励する。（友好都市等
での取組を中心に紹介していく。）

むさしのジャンボリー事業は、これまでの実績
を踏まえたうえで実施方法等を検証し、担い手
の確保などの課題の解決を図っていく。

むさしのジャンボリー事
業の今後のあり方に関す
る検討

むさしのジャンボリー事業について、青少協地区委
員会との調整等市が引き続き担うべき企画運営業
務とキャンプのサポートや開設準備にかかる作業業
務等民間への委託が可能な業務についての検討を
進め、委託が可能な一部業務については、市の財政
援助出資団体に委託すること等を検討する。
また、今後青少協地区委員会の担い手の固定化・高
齢化が進展するであろうことを踏まえ、若年親世代
が指導者としてジャンボリーに参加しやすい仕組み
等についても検討を行う。

ジャンボリー事業は、地域の市民や団体がより積極
的に関わることができる仕組みを研究するとともに、
これまでの実績を踏まえたうえで、実施方法を含め
たあり方について検討する。

ジャンボリー事業は、地域の市民や団体がより積極
的に関わることができる仕組みを研究するとともに、
これまでの実績を踏まえたうえで、実施方法を含め
たあり方について検討する。

地域子ども館あそべえと学童クラブでは、相互の交
流時間を拡大し、連携を進めているが、さらなる連携
強化と質の向上により、育ちの環境を充実させること
が必要となっている。今後は、（公財）武蔵野市子ど
も協会（以下「子ども協会」という）への委託による運
営主体の一体化を進め、両事業の連携と体制をさら
に強化する。また、子ども協会の有する専門性を活
用するとともに、児童館で培ってきた相談機能や多
様な遊びを通して子どもの成長を支援するスキルを
付加していくことで、小学生の放課後をより豊かにで
きるよう機能の充実を図る。
学童クラブ事業については、より必要度の高い低学
年において待機児童を出さないよう取り組みを進め
る。これまで受け入れていない高学年児童について
は、学童クラブの在籍児童の状況を踏まえて、あそ
べえと連携した受け入れのための整備を図る。

（
2

）
豊
か
な
人
間
性
と
社
会
に
踏
み
出
す
意
欲
の

育
成

青少年期は、自然体験やスポーツ、芸術・文化など
様々な実体験を積み重ねることで、自ら考え、責任を
持って行動できる人間として成長していく時期であ
る。そのような大切な時期を健全に過ごせるよう、次
代の担い手である青少年の成長を社会全体で支え
ていく取り組みが重要である。

青少年期は、自然体験やスポーツ、芸術・文化など
様々な実体験を積み重ねることで、自ら考え、責任を
持って行動できる人間として成長していく時期であ
る。そのような大切な時期を健全に過ごせるよう、次
代の担い手である青少年の成長を社会全体で支え
ていく取り組みが重要である。

地域子ども館あそべえと学童クラブでは、相互の交
流時間を拡充し、連携を進めているが、さらなる連携
強化と質の向上により、育ちの環境を充実させること
が必要となっている。今後は、（公財）武蔵野市子ど
も協会（以下「子ども協会」という）への委託による運
営主体の一体化を進め、両事業の連携と体制をさら
に強化する。また、子ども協会の有する専門性を活
用するとともに、児童館で培ってきた相談機能や多
様な遊びを通して子どもの成長を支援するスキルを
付加していくことで、小学生の放課後をより豊かにで
きるよう機能の充実を図る。
学童クラブ事業については、より必要度の高い低学
年において待機児童を出さないよう取り組みを進め
る。高学年児童（障害のある５～６年生を含む）につ
いては、学童クラブの在籍児童の状況を踏まえて、
あそべえと連携した受け入れのための整備を図る。

(2)豊かな人間性と社会に踏み出す意欲の育成
青少年の成長を支援するため、様々な学習や体験
の機会を提供し、豊かな人間性と社会に踏み出す意
欲を育成していく。また、自分自身では解決できない
課題や悩みを抱え、社会から孤立した青少年に対
し、居場所の提供や学習支援を含む生活支援を行
い、将来に希望が持てるよう取り組みを進める。

自然の中での様々な体験は、子どもたちの健やかな
心身をはぐくみ、仲間意識、道徳観、正義感等が養
われることが期待されることから、より充実していく必
要がある。地域住民の自主的な活動に対し、プレー
パークで実践しているノウハウの提供や公園の利活
用等の支援を行うとともに、子どもたちが地域で遊
び、育っていけるようプレーパーク事業を充実してい
く。

自然の中での様々な体験は、子どもたちの健やかな
心身をはぐくみ、仲間意識、道徳観、正義感等が養
われることが期待されることから、より充実していく必
要がある。地域住民の自主的な活動に対し、プレー
パークで実践しているノウハウの提供や公園の利活
用等の支援を行うとともに、子どもたちが地域で遊
び、育っていけるよう出張プレーパークを拡充してい
く。

基本施策３　青少年の成長・自立への支援

学童クラブでは、一時育成事業を実施するほ
か、特に支援を必要とする子どもへの対応力を
強化していく。

(1)小学生の放課後施策の充実
学童クラブ事業については、子ども・子育て支援新
制度において小学校６年生までを事業の対象範囲と
することとなったが、当面は１～３年生（障害のある
子どもは４年生まで）の受入れを優先し、より必要度
の高い低学年において待機児童を出さないよう取り
組みを進める。
高学年児童（障害のある５～６年生を含む）について
は、在籍児童の状況を踏まえて、受け入れるための
人的・物的環境の整備を図る。

（
1

）
小
学
生
の
放
課
後
施
策
の
充
実

子どもたちは家族や地域の人びとに守られ、多くの人の支援を受けながら日々成長していく。やがて自分が家族や地域の一員であること
を自覚し、家庭や地域を支える存在となっていく。このようにして家庭も地域も、未来へと受け継がれていくものであるが、子どもたちにとっ
ては地域とのつながりを実感しにくい面があるため、「自らも地域の一員であり将来の担い手である」という自覚をそれぞれの子どもたちが
持てるよう、地域活動への積極的な参画を促していく。
地域住民が主な担い手となっている地域子ども館あそべえ等を充実していくほか、子どもたちが発達段階に応じた判断力や行動力を身に
付けられるよう、体験活動や武蔵野プレイスを活用した取組みを充実させていく。
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子どもたちの社会性や創造力を高めるため、
子ども協会や公益財団法人武蔵野生涯学習
振興事業団と連携し、武蔵野プレイスを活用し
た青少年支援事業を実施する。

社会性や創造力を育成
するための学習講座の
提供

青少年がこれから飛び込む社会の中で自らの役割
や社会における自己のあり方を考えるきっかけをつ
くるため、社会の様々な分野・職業で活躍する「先
輩」の仕事や社会に対する考え方を聞く機会を講座
という形で設ける。それにより、社会への関わり方の
具体的なイメージを広げ、ひいては、青少年の自立
を促す。生涯学習振興事業団との共同事業として検
討し、実施する。

青少年活動等への若年
世代の参画を促す地域
活動への支援

地域青少年を対象に若年世代が実施するプログラ
ムへの支援や、地域リーダーを育成する地域ワーク
ショップの開催など、青少年問題協議会とも連携した
地域活動の支援をしていく。

青少年の社会参画の推
進

中学生・高校生を対象にリーダーとして必要な資質
や技能の獲得を目的にした中高生リーダー講習会を
実施している。この講習会を修了し、なお地域活動
等に意欲的な青少年に対し、地域青少年リーダー制
度（フロンティアリーダー制度）を整備し、より地域活
動へ貢献できる人材の育成を行ったが、登録者が少
ないため、既存の中高生リーダー制度の充実に取り
組んでいる。

児童・青少年活動支援者
の育成

若年親世代等が実施する青少年の健全育成の活動
等に関する支援を検討する。

（
3

）
地
域
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
画
支
援

豊かな人間性を醸成し、青少年の成長を支援するた
め、様々な学習や体験の機会を提供していく。
高校中退などで学校や地域と離れてしまった青少年
に対しては、将来の展望につながる支援を継続的に
実施する必要がある。広域的な連携も視野に、自分
自身では解決できない課題や悩みを抱え、将来に展
望が持てない青少年に対し、居場所の提供や仲間
づくり支援、世代間交流、学習支援を含む日常生活
支援を行う中で、再チャレンジを応援する。一方、そ
のような状況を未然に防ぐため、学校教育において
も、教育支援センターを中心にして学校生活や社会
への適応に向けた支援を推進していく。

青少年自身が地域の一員であるという自覚や愛着を
持てるよう、また地域の活動に積極的に参加できる
よう取り組みを進める必要がある。地域のリーダーを
育成するための講座を実施し、活躍の場を提供する
とともに、地域の中心として活動が継続できるような
方策を検討する。また、若い親世代が、学校のＰＴＡ
活動はもとより、地域の事業や青少年の健全育成事
業に参画できるような手法も検討する。

豊かな人間性を醸成し、青少年の成長を支援するた
め、様々な学習や体験の機会を提供していく。
高校中退などで学校や地域と離れてしまった青少年
に対しては、将来の展望につながる支援を継続的に
実施する必要がある。広域的な連携も視野に、自分
自身では解決できない課題や悩みを抱え、将来に展
望が持てない青少年に対し、居場所の提供や仲間
づくり支援、世代間交流、学習支援を含む日常生活
支援を行う中で、再チャレンジを応援する。一方、そ
のような状況を未然に防ぐため、学校教育において
も、教育支援センターを中心にして学校生活や社会
への適応に向けた支援を推進していく。

青少年自身が地域の一員であるという自覚や愛着を
持てるよう、また地域の活動に積極的に参加できる
よう取り組みを進める必要がある。地域のリーダーを
育成するための講座を実施し、活躍の場を提供する
とともに、地域の中心として活動が継続できるような
方策を検討する。また、若い親世代が、学校のＰＴＡ
活動はもとより、地域の事業や青少年の健全育成事
業に参画できるような手法も検討する。

子どもたちが地域の一員であるという自覚をも
てるよう、地域活動に参画できる仕組みや参画
しようと思える環境を整え、地域に支えられる
側から地域を支える側への成熟を促す。

(3)地域活動への積極的な参画支援
青少年を対象に地域のリーダーを育成する講習会
等を実施し、活躍できる場を提供するとともに、将来
の地域活動の担い手として育っていく方策を検討す
るなど、次世代を担う人材の育成や制度の拡充を図
る。
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市内初の認定こども園境こども園が平成25年12月に
開設し、翌26年２月には子育て支援ルーム「いこっ
と」がオープン、地域の子育て家庭への支援をスター
トさせている。今後は、平成27年４月より開始した「子
ども・子育て支援新制度」における利用者支援・地域
支援事業を０１２３施設等の地域子育て支援拠点で
実施していくほか、子育て・家庭教育支援事業の実
施等についても、武蔵野市子ども協会への移管を検
討していく。

武蔵野市子ども協会は、全市域の子ども育成活動
全般について、横断的・効率的・包括的に支える機
関として位置づけられている。公立保育園４園が担う
役割やあり方と照らし、さらに移管した５園の運営状
況の検証も踏まえて、引き続き双方の役割分担につ
いて検討していく。

武蔵野市子ども協会は、公益財団法人化の目的を
達成するために、市と密接な関係を持ちながら、全
市域の子ども育成活動全般について専門性をもって
横断的・効率的・包括的に支える機関として、０１２３
施設や認定こども園、認可保育所の運営から、地域
子ども館事業や学童クラブ事業など青少年までの子
ども育成活動に関わる事業の運営まで、多様な事業
展開を目指す。

地域子ども館あそべえ事業と学童クラブ事業
は運営主体の一体化による連携の強化と機能
の充実を図るため、「小学生の放課後施策推
進協議会」と協議しながら子ども協会への委託
化を図る。

地域子ども館あそべえ事
業と学童クラブ事業の運
営主体の一体化による
連携の促進

平成26年度から施行している両施設の職員の定期
的打合せやあそべえ館長と学童クラブ主任指導員
の合同会議などを27年度も継続実施し、連携を深め
ている。第２期小学生の放課後施策推進協議会報
告書で示された提言に基づき、子ども協会も含めた
委託化の協議を進めている。

また両事業の特色を踏まえながら、子どもの視
点に立った放課後の居場所としてのより効果
的な運営のあり方についても引き続き検討して
いく。

地域子ども館あそべえ事
業と学童クラブ事業の効
果的な運営のあり方の検
討

第２期小学生の放課後施策推進協議会報告書で示
された提言に基づき、あそべえと学童クラブの特色
を生かしながら、子どもの視点に立った放課後の居
場所としてのよりよい効果的な運営のあり方につい
て検討を進める。

子どもに関する施策の推進にあたっては、当事者で
ある子ども自身の声を受け止め、反映する場を設け
ていく必要がある。次代の親を育成する観点と子ど
も目線に立った事業展開を図る観点から、子どもプ
ランの点検・評価、次期プラン策定に意見を反映す
る場として「中高生世代会議（仮称）」を開催する。

子どもに関する施策の推進にあたっては、当事者で
ある子ども自身の声を受け止め、反映する場を設け
ていく必要がある。自らも地域の一員であり次代の
担い手であるという自覚を促すとともに、子どもの目
線に立った事業展開を図るため、子どもプランの点
検・評価、次期プラン策定に意見を反映する場として
「中高生世代会議（仮称）」を開催する。

幼児教育への市の関与
のあり方の検討と総合的
な推進

平成24年度に武蔵野市幼児教育振興研究委員会を
設置し、総合的な幼児期の教育の振興に向けた道
筋を検討・整理した。それを受けて平成25年度は武
蔵野市幼児教育振興プログラム策定委員会を設置
し、幼児期の教育の振興に向けた取組をプログラム
としてまとめ、それらを第四次子どもプラン武蔵野に
掲載した。

私立幼稚園への支援

就園奨励費や保護者補助金、入園料補助金を交付
し、幼稚園の園児の保護者の負担を軽減した。
３～５歳児の幼児教育を担い、地域における子育て
支援にも大きな役割を果たしている私立幼稚園の各
種事業（特別支援教育事業、預かり保育事業、健康
管理事業　他）に対して補助を行っている。
平成24年度は各園への個別ヒアリングを実施し、補
助事業の実施状況や事業効果・課題などの把握に
努めた。耐震設備等補助については一定の成果が
得られたため、平成25年度限りで廃止とした。

多様化する子育て支援ニーズに対応するため、様々
な子育て支援サービスを提供してきた。一方で、対
象者や目的が重複している事業もあり、利用者が適
切に選択できるよう体系的に整理する必要がある。
各施設の機能・役割や子育て支援施策を整理・検証
したうえで、全市的な子育て施設や施策のあり方、
今後の整備方針を定めていく。

多様化する子育て支援ニーズに対応するため、様々
な子育て支援サービスを提供してきた。一方で、対
象者や目的が重複している事業もあり、利用者が適
切に選択できるよう体系的に整理する必要がある。
各施設の機能・役割や子育て施策を整理・検証した
うえで、全市的な子育て施設や施策のあり方、今後
の整備方針を定めていく。

(1)子育て支援実施体制の整備
第四次子どもプラン武蔵野（平成27～31 年度）を着
実に実施し、子ども施策を計画的・総合的に推進す
る。実施状況については、子どもプラン推進地域協
議会において点検・評価を行い、速やかに改善等の
必要な措置を講じる。併せて、子ども自身の意見を
反映する機会として、「子ども協議会（仮称）」を設置
する。
地域子ども館あそべえ事業と学童クラブ事業につい
ては、（公財）武蔵野市子ども協会への委託による運
営主体の一体化を進め、地域の小学生の放課後施
策の中核を担う「新しい子ども施設」として、両事業
の連携・協力を一層推進するなど、機能・質の充実
を図る。

幼児期は、生涯にわたる人格の土台をつくる重要な
時期であり、将来に向け、たくましく生きていく力を身
に付けるため、幼児期の教育をより充実したものと
する必要がある。子どもの望ましい発達を支えるた
め、環境の整備、保育者の資質や専門性の向上、関
係機関の連携など様々な取り組みを進める。
また、待機児童対策への対応も含めて、幼稚園を活
用した預かり保育の充実に対する補助の見直し、拡
充を図る。

地域子ども館あそべえと学童クラブでは、相互の交
流時間を拡大し、連携を進めているが、さらなる連携
強化と質の向上により、育ちの環境を充実させること
が必要となっている。今後は、（公財）武蔵野市子ど
も協会（以下「子ども協会」という）への委託による運
営主体の一体化を進め、両事業の連携と体制をさら
に強化する。また、子ども協会の有する専門性を活
用するとともに、児童館で培ってきた相談機能や多
様な遊びを通して子どもの成長を支援するスキルを
付加していくことで、小学生の放課後をより豊かにで
きるよう機能の充実を図る。（再掲）
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地域子ども館あそべえと学童クラブでは、相互の交
流時間を拡充し、連携を進めているが、さらなる連携
強化と質の向上により、育ちの環境を充実させること
が必要となっている。今後は、（公財）武蔵野市子ど
も協会（以下「子ども協会」という）への委託による運
営主体の一体化を進め、両事業の連携と体制をさら
に強化する。また、子ども協会の有する専門性を活
用するとともに、児童館で培ってきた相談機能や多
様な遊びを通して子どもの成長を支援するスキルを
付加していくことで、小学生の放課後をより豊かにで
きるよう機能の充実を図る。（再掲）

幼児期は、生涯にわたる人格の土台をつくる重要な
時期であり、将来に向け、たくましく生きていく力を身
に付けるため、幼児期の教育をより充実したものと
する必要がある。子どもの望ましい発達を支えるた
め、環境の整備、保育者の資質や専門性の向上、関
係機関の連携など様々な取り組みを進める。
また、待機児童対策への対応も含めて、幼稚園を活
用した預かり保育の充実に対する補助の見直し、拡
充を図る。

基本施策４　子ども・子育て家庭を支援する体制・施設の整備

子どもや子育て家庭への支援は、様々な団体や機関等によって担われている。これらの団体や機関と市は、適切な役割分担に基づき、互
いに連携し合いながら質の高い公共サービスを提供していくことが重要である。
武蔵野市全域の子ども育成活動全般について横断的、効率的、包括的に支えることを目的として設立された子ども協会と密接に連携しな
がら、乳幼児から小学生までを対象とする子どもの育成に取り組んでいく。また、子育て支援施設については、今後の人口動態や家族構
成の変化などによるニーズの変化を的確に捉えたうえで、長期的・全市的視点により再編・整備を進めていく。

市と公益財団法人武蔵
野市子ども協会との役割
分担の明確化

市と子ども協会との役割分担を明確にするとと
もに、互いに連携しながら子育て支援施策を充
実していく。

幼児教育への関与のあり方については、有識
者を交えて検討を行い、その振興を図る。
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桜堤児童館は、その機能・役割を全市的に発
展させ、将来的に0123 施設化を図る。

武蔵野市西部地域の子育て支援施設検討委員会の
検討結果（平成26年度）を踏まえつつ、転用後の施
設に求められる機能や運営手法について具体的な
検討を行う。

桜堤児童館については、平成24年度、児童館２階を
利用したプレこども園事業を実施し、短時間保育児
の保育事業の準備を進めた。また、境こども園が、
建設事業者の自己破産により当初予定通り開園に
至らなかったため、短時間保育の代替施設として、
平成25年4月に、さくら分園を開設した。
平成25年12月認定こども園境こども園の開設後は、
将来的なひろば化など新たな施設も検討される中、
緊急待機児対策の一環として、グループ保育室の開
設を検討し、必要な調理施設やトイレ、手洗いの設
置・改修工事を実施した。平成26年４月よりＵＲで実
施していた「まぁーる」を移転・拡充し、児童館事業と
してのグループ保育事業を実施しており、平成27年
度は子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、小規
模保育事業に移行している。

桜堤児童館については、認可保育園待機児童の増
加を受けて、２階を改修し、平成26年４月からグルー
プ保育室を開設することとした。家庭で保育している
子育て家庭のニーズにも対応した子育て支援施設
への転用については、第五期長期計画・調整計画策
定の議論を踏まえて今後の方針を検討していく。

泉幼稚園跡地については、子育てひろば、一時保
育、グループ保育の３つのサービスを地域の力で提
供する複合型の子育て支援施設として、平成26年７
月29日に開設した。

旧泉幼稚園跡地利用については、24年度から、グ
ループ保育室や宿泊を含む一時保育事業などを行
う子育て支援施設を開設するため準備を進めて、平
成26年７月にグループ保育室「すくすく泉いずみのお
うち」を開設した。

市立保育園について、運営のあり方の検討状
況及び待機児童の状況を勘案しながら改築・
改修計画を策定する。

市立保育園の改築・改修
計画の策定

公立保育園のあり方・役割の検討状況及び今後の
待機児童の状況を視野に入れながら、保育施設（認
可保育所、認証保育所など）の新設整備とともに、総
合管理計画を踏まえ、老朽化が進んでいる公立保育
園の改築、改修計画の策定を検討していく。

市立保育園について、待機児童の状況を勘案しなが
ら改築・改修計画を策定する。

市立保育園について、待機児童の状況を勘案しなが
ら改築・改修計画を策定する。

子ども協会に移管した認可保育園についても、
改築・改修に対する支援を行っていく。

子ども協会立保育園の
改築・改修に対する支援

平成24年度は、子ども協会立北町保育園の建替え
を実施し、平成25年度に32名増員し、定員128名の
園として新園舎での保育を開始した。また、旧園舎
部分を解体し、跡地で貯留施設設置工事を開始し
た。市はこれらに対する支援を行った。

子ども協会に移管した保育所等について改築・改修
に対する協力支援を行っていくとともに、その他民間
認可保育所についても必要な支援を行う。

子ども協会に移管した保育所等について改築・改修
に対する協力支援を行っていくとともに、その他民間
認可保育所についても必要な支援を行う。

(2)子育て支援施設の整備
多様化するニーズに対応するため、各施設の機能・
役割を整理・検証した上で、全市的な子育て支援施
設のあり方や今後の整備方針について検討してい
く。
市立保育園について、現在策定中の「公共施設等総
合管理計画」との整合を図りつつ、改築・改修計画を
策定するとともに、子ども協会に移管した認可保育
所及びその他の民間認可保育所についても、改築・
改修に対する
支援を行う。

旧泉幼稚園跡地は、コミュニティセンターとの
役割分担を踏まえ、子育てひろば機能と保育
サービス機能を有する、ＮＰＯや市民活動団体
の運営による地域参加型の子育て支援施設及
び公園として活用する。

「公共施設配置の基本的
な方針」に基づく桜堤児
童館施設の再整備及び
旧泉幼稚園跡地利用

桜堤地区における乳幼児・児童の増加に伴う子育て
家庭への支援事業の必要性、保育所待機児童の増
加、小学生の放課後の居場所など多様なニーズに
的確に対応するため、桜堤児童館は、地域が求める
課題解決に向け、市民の意見を聞きながら子育て支
援機能の拡充を図り、地域の子育て支援団体をはじ
めとする民間の活力や市民の力を活かした運営を
行っていく。

桜堤地区では、乳幼児・児童の増加に伴う子育て家
庭への支援事業の必要性、保育所待機児童の増
加、小学生の放課後の居場所などの課題が生じて
おり、多様なニーズに的確に対応していくことが求め
られる。桜堤児童館は、地域が求める課題解決に向
け、市民の意見を聞きながら子育て支援機能の充実
を図り、子育て支援団体など市民の力を活かした運
営を行っていく。

（
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ただし、施設の一部については、平成24 年度
に「プレこども園」として使用した後、周辺地域
における保育需要を勘案しながら、桜堤保育
園分館としての利用を検討する。
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自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力等の
育成を重視した指導を一層充実させていくとと
もに、子どもたちの興味・関心を高める授業を
実践していく。

学習意欲の向上と学習
習慣の確立

平成23年度には、市独自の望ましい学習習慣・生活
習慣の確立に向けリーフレットを作成し、全家庭に配
布した。それらの内容を受けて、各学校では保護者
会や学校だよりを通じて、家庭と連携した学習習慣
や生活習慣の確立に努めている。また、ＰＴＡ活動で
子育てに関する講座等を開催した学校もあった。
今後も、積極的に情報発信し、家庭と連携した学習
習慣や生活習慣の確立に努めていく。

少人数指導による個に応
じた指導の充実

都の加配教員を活用し、算数・数学・英語を中心に、
個に応じた少人数指導を行った。また、全校に学習
指導員を配置し、習熟度別・少人数指導の授業を通
して、きめ細かな指導の充実を図った。平成23～24
年度は、第三小学校を少人数指導の研究校に指定
（都及び市）し、その成果を全小・中学校で共有した。
今後も、学習指導員の配置を通して、個に応じた指
導の充実を図っていくとともに、発展的な学習場面に
も学習指導員を配置して、児童・生徒の思考力等の
さらなる向上を図っていく。さらに、外国語によるコ
ミュニケーション能力を一層高めるため、小学校への
ＡＬＴ配置を計画的に進めていくとともに、外国語検
定試験への受験を奨励する。

学習支援教室の充実

放課後や土曜日、長期休業中を活用し、教員や学習
指導員による補充的な学習や学習相談などの学習
支援教室を実施した。アンケート調査では、「授業の
つまずきに有効な手立てが取られている（保護者）」
「内容が分かりやすい（子ども）」等肯定的な意見が
約80％を占めた。
参加は原則希望制だが、今後とも教員が声をかけ参
加を促すとともに、実施内容や方法の充実を図って
いく。

また、ＩＣＴを効果的に活用した授業を進めると
ともに、情報モラルを含めた情報活用力の育
成についても取り組んでいく。

ＩＣＴを活用した授業の充
実

ICT教育の教育課題研究開発校として、平成22・23
年度に第四小学校、平成24・25年度に千川小学校を
指定し、ICT機器を用いた実践的な授業研究につい
ての研究発表会を実施した。ICTを活用した授業の
充実を目指し、ICT活用研修を実施するとともに、ICT
サポーターによる授業支援を行った。ICTに関わる環
境整備のために、平成25年度にICT機器活用モデル
校（3校）、平成25・26年度に無線LANモデル校（2校）
を指定した。ICT教育推進委員会においてICTを活用
した授業実践報告を行い、情報モラル教育も含め
リーフレットを作成した。
　今後は、平成27・28年度で小学校の全普通学級にＩ
ＣＴ機器を配置するとともに、中学校の普通学級や
小中学校の特別支援教室及び特別支援学級への配
置を計画的に進めていく。また、中学校2校にモデル
校として配置したタブレットＰＣの効果検証も踏まえ
て、ICT機器を活用した授業の充実を図っていく。

さらに、子どもたち一人ひとりの基礎的・基本的な知
識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等を育成
するため、効果を見極めたうえでＩＣＴ機器等を計画
的に整備し、効果的な学習を推進していく。併せて、
情報化の負の側面に対応し、情報社会で適正な活
動を行うことができる考え方や態度をはぐくむための
情報モラル教育を行う。

さらに、子どもたち一人ひとりの基礎的・基本的な知
識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等を育成
するため、効果を見極めたうえでＩＣＴ機器等を計画
的に整備し、効果的な学習を推進していく。併せて、
子どもたちの発達段階に応じて情報を選択したり活
用したりする能力等を育成するとともに、情報化の負
の側面に対応し、情報社会で適正な活動を行うこと
ができる考え方や態度をはぐくむための情報モラル
教育を行う。

確かな学力の向上のため、引き続き児童・生
徒の習熟度に合わせた指導を充実させるとと
もに、学習支援教室を活用した学力補充の充
実や、家庭と連携した学習習慣の確立に取り
組んでいく。

基本施策５　次代を担う力をはぐくむ学校教育

子どもたちは学校教育を通じ、基礎学力はもちろんのこと、社会に主体的に関わっていく力や、自分の考えや意志を表現しながらも他者を
理解し受け入れる力を身に付けていく必要がある。そのため、学校、家庭と地域が連携しながら子どもたちを見守り、励まし、支援していく
ことが求められている。このように、地域に支えられた学校で子どもたちが育つことの意義を家庭や地域が再認識し、広く共有することが
重要である。
確かな学力の向上に加えて、豊かな自然に触れる体験活動や知的好奇心を高める活動を今後も重視し、知性・感性を磨き、未来を切り拓
く力を培う教育を実践していくとともに、学校、家庭、大学や企業なども含めた地域との連携や学校教育と生涯学習事業との連携を一層促
進し、地域に深く根ざした教育を実践していく。また長期宿泊体験などを、子どもたちの自立に向けた重要な機会と位置づけ、これらを通じ
て次代を担う力を育成していく。さらに、子どもたち一人ひとりが置かれている状況に配慮し、特別支援教育や教育相談を一層充実させる
とともに、学校や教員への支援体制の整備を推進していく。

国の第２期教育振興基本計画の策定をはじめ、教育
委員会制度や障害者基本法の改正、障害者差別解
消法やいじめ防止対策推進法の制定など、学校教
育に関わる制度が大きく変化している。第二期武蔵
野市学校教育計画に記載した施策・取組を着実に実
施し、今後、子どもたちが、知性・感性を磨き、自ら未
来を切り拓いていく力を身に付けることができるよ
う、学校教育の充実を図っていく。
また、子どもたち一人ひとりの興味や関心を大切に
し、主体的な学びを重視する教育を進めるとともに、
すべての教育活動を通して、人権尊重の精神を基盤
に互いに尊重し合う態度や他者とともに生きる力を
はぐくんでいく。

習熟度別・少人数指導など個に応じた指導を発展的
な学習についても充実させるとともに、各教科のねら
いを実現させる手立てとして、知的活動（論理や思
考）やコミュニケーションの基礎となる言語活動の充
実を図る。また、外国語によるコミュニケーション能力
を高めるため、英語教育の充実を図る。

国の第２期教育振興基本計画の策定をはじめ、教育
委員会制度や障害者基本法の改正、障害者差別解
消法やいじめ防止対策推進法の制定など、学校教
育に関わる制度が大きく変化している。第二期武蔵
野市学校教育計画に記載した施策・取組を着実に実
施し、今後、子どもたちが、知性・感性を磨き、自ら未
来を切り拓いていく力を身に付けることができるよ
う、学校教育の充実を図っていく。
また、子どもたち一人ひとりの興味や関心を大切に
し、主体的な学びを重視する教育を進めるとともに、
すべての教育活動を通して、人権尊重の精神を基盤
に互いに尊重し合う態度や他者とともに生きる力を
はぐくんでいく。

習熟度別・少人数指導など個に応じた指導を発展的
な学習についても充実させるとともに、各教科のねら
いを実現させる手立てとして、知的活動（論理や思
考）やコミュニケーションの基礎となる言語活動の充
実を図る。また、外国語によるコミュニケーション能力
を高めるため、英語教育の充実を図る。

(1)教育制度の変化に対応した学校教育の充実
国の第２期教育振興基本計画の策定をはじめ、障害
者権利条約の批准、障害者基本法や教育委員会制
度の改正、いじめ防止対策推進法の制定など、学校
教育に関わる制度が大きく変化している。第二期学
校教育計画（平成27～31 年度）に記載した施策・取
組を着実に実施し、今後、子どもたちが、知性・感性
を磨き、自ら未来を切り拓いていく力を身に付けるこ
とができるよう、学校教育の充実を図っていく。

(2)確かな学力と個性の伸長
習熟度別・少人数指導など個に応じた指導を充実さ
せるとともに、各教科のねらいを実現させる手立てと
して、知的活動（論理や思考）やコミュニケーションの
基礎となる言語活動の充実を図る。また、外国語に
よるコミュニケーション能力を高めるため、英語教育
の充実を図る。
さらにＩＣＴ機器等16を計画的に整備し、教育活動に
積極的に活用することで、効果的な学習を推進して
いく。

（
1

）
確
か
な
学
力
と
個
性
の
伸
長
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子どもたちの知的好奇心や豊かな人間性をは
ぐ
くむため、セカンドスクールなどの自然体験活
動
の質の向上を図る。

セカンドスクール等、自然
体験活動の質の向上

実施報告書をもとにしたセカンドスクール実践報告
会を実施するとともに、平成24年度には各学校の実
践事例をまとめた「セカンドスクール実践事例集」を
作成して各学校に提供した。平成25年度には、学習
院大学と連携し、「体験活動を生かした共同的な学
びの創造」というテーマで教育フォーラムにおいて、
セカンドスクールの実践報告を行った。
平成27年度に全小中学校実施から20年目を迎える
ため、児童・生徒による小中合同報告会の実施や効
果検証等を通して、ファーストスクールとのつながり
や小中連携の視点を明確にすることにより、セカンド
スクールのさらなる質の向上を図る。

子どもたちの知的好奇心や豊かな人間性をはぐくみ
主体的かつ協働的に学ぶ姿勢を育てるため、セカン
ドスクールなど農山漁村でのふるさと生活体験や自
然体験活動の質の向上を図る。

子どもたちの知的好奇心や豊かな人間性をはぐくみ
主体的かつ協働的に学ぶ姿勢を育てるため、セカン
ドスクールなど農山漁村でのふるさと生活体験や自
然体験活動の質の向上を図る。

文化・芸術活動の充実

連合音楽会、演劇鑑賞教室、書初展、美術展、青少
年コーラス・ジョイントコンサート、ジュニアバンド・ジョ
イントコンサートなど文化・芸術に触れる機会の充実
を図った。また、課外活動として取り組んでいる吹奏
楽や合唱への支援を実施してきた。
今後も、これらの取組を継続し、支援の拡充を図って
いく。

また、子どもたちの豊かな感性や創造力を高めてい
くため、音楽や美術、演劇の鑑賞など文化的・芸術
的活動を充実していくとともに、環境教育などの取り
組みも引き続き推進していく。

また、子どもたちの豊かな感性や創造力を高めてい
くため、音楽や美術、演劇の鑑賞など文化的・芸術
的活動を充実していくとともに、環境教育などの取り
組みも引き続き推進していく。

各学校で食育リーダーの選任、食育推進チームの
設置を行い、食育の全体計画や年間指導計画を教
育課程へ位置付け、食育の充実を図ってきた。ま
た、食育リーダー研修会を実施し、食に関する正しい
知識や望ましい食習慣を身に付ける食育の目標を
達成するために給食・食育振興財団と連携しなが
ら、研修内容を深めてきた。また小学校３校を食育モ
デル校に指定し、食に対する体験的な理解を深める
学習を進めてきた。
今後も、これらの取組を継続し、充実を図っていく。

栄養士・調理員の学級訪問や授業への参加、行事
食の提供、児童生徒・保護者向けの給食だより等に
よる情報発信、給食試食会や調理場見学会の実施
等により、給食を通じた食育を推進した。
講演会や体験型イベントを開催し、食の大切さや本
市の給食の特色の市民への周知に努めた。
今後は、これまでの事業を継続するとともに、未就学
児童の保護者や中学生に対する食育を推進する。

環境教育の推進

環境教育の教育課題研究開発校として、平成23・24
年度に第一小学校を指定し、環境教育をテーマに研
究発表会を実施した。
各学校では、理科や生活科、総合的な学習の時間を
中心に、地域の公園や学校農園、学校ビオトープ、
またセカンドスクール等での体験活動の場なども活
用して、体験的・問題解決的な学習を取り入れ、環
境学習の充実を図ってきた。また、ISO14001を踏ま
え環境への配慮に努めるとともに、地域の環境を守
り育てようとする態度の育成にも努めている。
今後も、各学校の環境教育の充実を図るとともに、
また、ＥＳＤの視点も含め環境保全に向けて子どもた
ちが主体的に行動する態度を育成していく。

（
2

）
豊
か
な
人
間
性
や
社
会
性
を
は
ぐ
く
む
教
育
の
推
進

学校教育における食育推進のため、全小学校への
自校調理施設の配置を学校の改築の時期を踏まえ
て計画的に進めるとともに、地域人材の活用を含め
て効率的な施設運営を行っていく。また、全世代を対
象とした食に関する啓発を推進するセンター的機能
を兼ね備えた、中学校の新たな共同調理場の設置
を検討する。

学校教育における食育推進のため、全小学校への
自校調理施設の配置を学校の改築の時期を踏まえ
て計画的に進めるとともに、地域人材の活用を含め
て効率的な施設運営を行っていく。また、全世代を対
象とした食に関する啓発を推進するセンター的機能
を兼ね備えた、中学校の新たな共同調理場の設置
を検討する。

食育の推進

また、子どもたちの豊かな感性や創造力を養っ
ていくため、音楽や美術、演劇の鑑賞など文
化・芸術活動を充実していくとともに、食育や環
境教育などの取組みも引き続き推進していく。
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シチズンシップ教育の推
進

各学校の学習や行事について市民性の視点で見直
し、教育課程に位置付けて推進してきた。また、学校
外のむさしのジャンボリーや地域行事、ボランティア
活動等への参加も推奨してきた。平成24年度には
「むさしの教育フォーラム」において市民性を高める
教育の充実をテーマとして、学校からの実践報告と
パネルディスカッションを行った。平成25年度には武
蔵野市を知るための学習副読本「武蔵野市のいま・
むかし」を作成した。
今後も武蔵野市の特色ある教育活動を市民性の視
点で捉え、地域と連携・協力して取り組んでいく。ま
た、平成26年度に開館した武蔵野ふるさと歴史館と
の連携を充実させていく。

キャリア教育の推進

中学校においては、キャリア教育の全体計画を教育
課程に位置付け、職場体験等を計画的に実施してき
た。進路担当者会の機会を活用して、小中合同の
キャリア教育研修を実施した。
今後も、子どもたちの発達段階に応じて集団におけ
る自らが果たす役割や責任を自覚するとともに、自
分らしい生き方について考えることができるような取
組を推進していく。

いじめ問題については、「武蔵野市いじめ防止基本
方針」に基づいて、未然防止・早期発見・迅速で確実
な対応の充実を図る教育活動を展開する。

いじめ問題については、「武蔵野市いじめ防止基本
方針」に基づいて、未然防止・早期発見・迅速で確実
な対応の充実を図る教育活動を展開する。

子どもたちが心身ともに健康で、明るく活力ある生活
を営むために、体育を専門とする学習指導員の充実
や部活動への支援を行い、学校の教育活動全体を
通した体力づくりの取り組みに努める。

子どもたちが心身ともに健康で、明るく活力ある生活
を営むために、体育を専門とする学習指導員の充実
や部活動への支援を行い、学校の教育活動全体を
通した体力づくりの取り組みに努める。

子どもが育っていくためには学校、家庭、地域
の緊密な連携が大切である。学校から家庭や
地域への積極的な情報発信を行うとともに、開
かれた学校づくり協議会など地域住民の学校
運営への参画を推進する。

開かれた学校づくりの推
進と学校経営の充実

各校では、年４回の「開かれた学校づくり協議会」の
中で各校の教育活動について周知するとともに、委
員が学校関係者評価の役割を担い、学校経営への
参画を図った。学校だよりやホームページなど積極
的に情報発信するとともに、平成24年度から「むさし
の学校緊急メール」を開始し、緊急時の連絡手段の
強化を図ってきた。
今後とも、これらの取組を継続し、充実を図っていく。

学校・保護者・地域住民が協働しながら、子どもたち
の豊かな成長を支え、地域とともにある学校づくりを
進めるため、学校から家庭や地域への積極的な情
報発信を行うとともに、各小中学校に設置されている
開かれた学校づくり協議会について、小学校と中学
校の連携をより深めて、地域と協働した学校経営を
一層推進する。

学校・保護者・地域住民が協働しながら、子どもたち
の豊かな成長を支え、地域とともにある学校づくりを
進めるため、学校から家庭や地域への積極的な情
報発信を行うとともに、各小中学校に設置されている
開かれた学校づくり協議会について、小学校と中学
校の連携をより深めて、地域と協働した学校経営を
一層推進する。

学校と地域の協働体制
の研究・検討

学校と地域の協働体制を充実させるために、「開か
れた学校づくり協議会」の役割を明確にするととも
に、「開かれた学校づくり協議会」代表者会におい
て、教育委員会との情報共有を図るための協議内容
について研究・検討してきた。
今後も、よりよい協働体制がとれるように、学校支援
の仕組作りや各委員から学校改善の意見を集約す
る方法などについて研究・検討を行っていく。

学校と地域の協働体制
の構築

各校で行われている年4回の「開かれた学校づくり協
議会」を充実させるとともに、年２回「開かれた学校
づくり協議会」代表者会を実施し、各校の状況を共有
してきた。具体的には「防災教育」「安全教育」「携帯
電話やソーシャルメディアへの対応」「いじめの未然
防止」「市民性を高める教育」など、各校の課題につ
いて協議をした。
今後も、これらの取組を継続し、充実を図っていく。

（
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さらに、子どもたちの目を社会にも向けさせ、自己と
社会との関係を考えるための市民性を高める教育
や小中９年間を見通したキャリア教育を一層推進す
る。

また、保護者や地域住民の学校運営への参画を図
るための仕組みづくりを検討する。

（
3

）
学
校
と
地
域
と
の
協
働
体
制
の
充
実

また、子どもたちの目を社会にも向けさせ、自
己と社会との関係を考えさせるためのシチズン
シップ教育やキャリア教育を推進する。

さらに、子どもたちの目を社会にも向けさせ、自己と
社会との関係を考えるための市民性を高める教育
や小中９年間を見通したキャリア教育を一層推進す
る。

また、保護者や地域住民の学校運営への参画を図
るための仕組みづくりを検討する。

また、地域の拠点として学校が果たす役割に
ついても検討し、学校と家庭を含む地域との双
方向の関係を強めていく。
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企業、大学等と連携した
教育活動の推進

各学校で行われている企業、大学等と連携した教育
活動を推進してきた。また、経済産業省の「社会人講
師活用型教育支援プロジェクト」を活用し、企業との
連携による授業を行ってきた。
経済産業省のプロジェクトは、平成25年度をもって終
了したが、今後も、企業、大学等と連携した教育活動
を推進していく。

学校支援ネットワーク体
制の構築

今まで作成した地域人材リストを活用するとともに、
開かれた学校づくり協議会等とも連携し、地域の教
育力の活用を進めてきた。また、中学校第２学年の
職場体験においては地域の協力のもと、商店等で体
験を行っている。
今後は、平成27年4月に開設した教育推進室の機能
を生かして、地域・企業・大学等と連携して、学校支
援のさらなる充実を図っていく。

特別支援教室の整備

平成20年度より3校でモデル事業として開始した本
事業は、平成22年度に5校に拡充し、平成25年度に
本格実施となり、平成26年度は3校に新設し、合計８
校（小学校）に拡充した。
平成27年度は、個別支援教室又は情緒障害等通級
指導学級が設置されていない小学校２校（三小、本
宿小）に設置した。今後、さらなる拡充を進めていくと
ともに、個別支援教室指導員の質の向上を図ってい
く。

情緒等通級指導学級の
整備

平成26年度に、井之頭小学校に新設し、合計小学
校３校・中学校１校の設置となった。また、平成26年
度から通級指導学級の教員による通常の学級への
巡回指導をモデル実施するしている。
今後も、情緒等通級指導学級利用児童・生徒は増加
傾向にある。平成29年４月から、小学校の情緒障害
等通級指導学級の指導形態を変更した特別支援教
室を全小学校に導入するための準備を進めていく。

自閉症・情緒障害学級
（固定）の整備

国・東京都の動向を注視しながら、その教育的ニー
ズや指導体制について研究を行う。

特別支援教育体制の整
備（支援人材の拡充）

専門家スタッフ、ティーチングアシスタント、サポート
スタッフ、スクールカウンセラー、派遣相談員、スクー
ルソーシャルワーカー学校医（精神科医）等の多彩
な支援人材を各学校に派遣した。また、特別支援学
校コーディネーターから指導・支援の助言を得るため
の授業観察を実施している。

また、不登校やいじめなどに関わる児童・生徒
への適切な支援を実施するため、校内の相談
体制を充実させるとともに、教育支援センター
による取組みを推進していく。

教育支援センターの充実

学校、子ども家庭支援センター等関係機関との連携
のもと、いじめ・不登校・発達障害などへの相談対
応、支援を行っている。平成22年度から開始した「ス
クールソーシャルワーカー活用事業」（都補助事業）
は、平成26年度から学校派遣の試行（２校）を行い、
活用の推進を図った。また、「学校と家庭の連携推
進事業」（都補助事業）を平成23年度から実施し、不
登校や生活指導上の課題のある児童・生徒への支
援を図ってきた。
今後は、教育支援センター相談員、スクールソー
シャルワーカー、都スクールカウンセラーをはじめ、
関係機関を含めた相談体制の連携強化を図るととも
に教育支援センターの役割を整理し、支援の充実に
つなげていく。

学級をサポートするための支援人材や派遣相談員
などの役割の整理と適切な配置を進めるとともに、
必要に応じて拡充を図る。また、スクールソーシャル
ワーカーの配置と支援体制を充実させ、学校だけで
なく、関係機関等との多様なネットワークを早期に構
築することにより、不登校、虐待などの問題を抱える
子どもや家庭への支援を行っていく。

学級をサポートするための支援人材や派遣相談員
などの役割の整理と適切な配置を進めるとともに、
必要に応じて拡充を図る。また、スクールソーシャル
ワーカーの配置と支援体制を充実させ、学校だけで
なく、関係機関等との多様なネットワークを早期に構
築することにより、不登校、虐待などの問題を抱える
子どもや家庭への支援を行っていく。
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地域の企業や大学などの教育資源の連携による、
特色ある教育活動を実践するため、地域のネット
ワークづくりを教育推進室が核となって確立してい
く。

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに対応したき
め細かい指導・支援を受けられる体制づくりを、本市
独自の個別支援教室の全小学校での整備や都の特
別支援教室の導入により推進する。また、児童生徒
数の推移を見極めながら、特別支援学級の検討・設
置を計画的に進めていく。インクルーシブ教育システ
ムの構築も見据え、交流及び共同学習、合理的配
慮、基礎的環境整備等を視野に入れて、多様な学び
の場の確保に向けた取り組みを進める。併せて、理
解を促進するための広報や啓発、教育などを行って
いく。

子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに対応したき
め細かい指導・支援を受けられる体制づくりを、本市
独自の個別支援教室の全小学校での整備や都の特
別支援教室の導入により推進する。また、児童生徒
数の推移を見極めながら、特別支援学級の検討・設
置を計画的に進めていく。インクルーシブ教育システ
ムの構築も見据え、交流及び共同学習、合理的配
慮、基礎的環境整備等を視野に入れて、多様な学び
の場の確保に向けた取り組みを進める。併せて、理
解を促進するための広報や啓発、教育などを行って
いく。

地域の企業や大学などの教育資源の連携による、
特色ある教育活動を実践するため、地域のネット
ワークづくりを教育推進室が核となって確立してい
く。

支援が必要な児童・生徒の個別の教育ニーズ
に応じて、より専門性の高い指導を行う必要が
あることから、児童・生徒の多様性に応じられ
る学びの場を整備していく。

（
4

）
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(3)特別支援教育の推進
本市独自の「特別支援教室」の整備や一人ひとりの
教育的ニーズに応える特別支援学級の検討・設置を
計画的に進めていく。インクルーシブ教育システム18
の構築も見据え、学習指導要領や障害者基本法の
趣旨に基づく「交流及び共同学習」、「合理的配慮」、
「基礎的環境整備」等を視野に入れて、多様な学び
の場の確保に向けた取り組みを進める。併せて、学
級をサポートするための支援人材や派遣相談員など
の拡充を図る。
また、理解を促進するための広報や啓発、教育など
を行っていく。

地域の企業や大学などの優れた教育資源の
連携による特色ある授業を実践するため、これ
らの主体も含めた学校教育のネットワークを構
築していく。
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教員に求められる能力や役割は多岐にわたっ
ており、個々の教員をきめ細かく支援する教育
アドバイザーの活用を進めるとともに、職層別
研修を充実し教員のスキルアップを支援する。

教員研修・相談体制の充
実による若手教員の育
成

１～３年目の若手教員研修、指導主事や教育アドバ
イザーによる授業観察や相談を実施し、若手教員の
計画的な育成を図った。また、平成24年度からは、4
年目以降の教員を対象とした授業力向上研修を実
施し、授業研究を中心とした実践的な研修を行った。
今後も、学校での若手教員の現状を十分把握し、計
画的に育成を図っていくとともに、市に配置されてい
る臨時的任用教員の支援体制を確立していく。

教員の資質の向上や新たな教育課題への対応力を
高めるため、個々の教員をきめ細かく支援する教育
アドバイザーの活用を進めるとともに、職層別研修を
充実し教員のスキルアップを支援する。

教員の資質の向上や新たな教育課題への対応力を
高めるため、個々の教員をきめ細かく支援する教育
アドバイザーの活用を進めるとともに、職層別研修を
充実し教員のスキルアップを支援する。

これまで各校が個別に蓄積してきた研究成果
等の利活用や教員支援の拠点として、教育セ
ンター機能の設置を検討する。設置の検討に
あたっては、大学や企業、個人等の地域人材
と学校とを結び付けるコーディネート機能や既
存の教育支援センターとの機能連携などの研
究も行う。

教育センター機能設置の
検討

平成24年度、教育部課長、教育アドバイザー、学校
長などからなる検討委員会で武蔵野市が目指す教
育センターについての報告書を作成し、平成25年度
には教育部係長、指導主事、副校長などからなる
ワーキングにより、設置場所、事業内容の検討を
行った。
平成26年度はさらに事業内容や組織の検討を行い
ながら、１月頃に、現在第四中学校にある教育開発
室を市役所５階教育委員会事務局内に移転して組
織強化を図り、27年４月に教育推進室として開設し
た。
今後の学校改築にあたり、教育センター機能のあり
方について検討を進める。

学校の教育活動に対する支援や教職員への業務負
担の軽減を図るため、教育推進室については教育セ
ンター的機能を発展・充実させていく。将来的には、
学校施設の改築等に合わせて、その他必要な機能
を備えた教育センターとして早期に実現を図る。

学校の教育活動に対する支援や教職員への業務負
担の軽減を図るため、教育推進室については教育セ
ンター的機能を発展・充実させていく。将来的には、
学校施設の改築等に合わせて、その他必要な機能
を備えた教育センターとして早期に実現を図る。

更新時期が近づいている学校施設を再整備していく
にあたり、学校施設として担っていくべき機能や、備
えるべき施設、新たな教育課題に対応できる今後の
学校のあり方、適正な学校規模等について、平成26
年度に学校施設整備基本方針を策定した。これを踏
まえ、平成27年度に学校施設整備基本計画を策定
する。

単学級化が進んでいる学校においても、教育の質が
低下しないよう学習指導員や理科指導員等を他校と
同等に配置することによって、児童・生徒1人当たり
の支援が増えるように配慮した。
今度も、どの学校においても充実した教育が実現で
きるように学習指導員等による支援を一層充実させ
ていく。

東京都においては平成22年度から小学校１年、平成
23年度以降は小学校２年及び中学校１年について、
教員の加配による学級規模の縮小（35人学級）又
は、ティーム・ティーチング、習熟度別少人数指導を
都独自の制度として導入している。

児童・生徒が一層質の高い教育を受けられる
よう、各学校の特色を活かした教育の展開や
地域からの支援の活用などによる教育環境の
整備を進める。

（
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少子化に対応した学校教
育のあり方についての検
討
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すでに単学級の学年が生じている状況を踏ま
え、
小規模校の特性を活かした学校運営や学校教
育のあり方を検討していく。

(4)教育センター構想の推進
教育推進室については、教育センター的機能を
発展・充実させていくとともに、今後は、学校施設
の改築等に合わせて、その他必要な機能を備え
た教育センターとして早期に実現を図る。
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年３回の小中合同研修会の実施、教務担当者会や
生活指導担当者会における小中連携の研究の推
進、中学校教員による小学校への出前授業など
様々な取組の充実を図ってきた。幼・保・小連携につ
いても、各学校において情報交換する会を設定した
り、生活科等の学習で幼児を学校に招待して一緒に
遊んだりするなど、具体的な取組を進めてきた。
今後も、これらの取組を継続し、充実を図るととも
に、教育委員会内部に小中連携教育推進委員会を
設置して、小中一貫教育導入の是非も含めて、今後
の小中連携教育の在り方について検討する。

小学校新入学児童を対象に、家庭や幼稚園・保育園
などでの様子や、保護者の思いなどを入学前に引き
継ぐための就学支援シートを配布している。
提出されたシートは、各小学校に送付し、学級編制
や指導・支援に活用された。なお、就学支援シートの
提出状況は、平成24年度 204件・平成25年度 233
件・平成26年度249件となっている。
また、市内及び近隣市の幼稚園・保育園を通じて、
次年度新入学となる幼児がいる家庭に「市立小学校
の学校公開のお知らせ」を配布している。

児童・生徒が安心して安全に学校生活が送れるよ
う、各施設の老朽化等の状況により優先順位をつ
け、躯体、設備等の保全工事及びレベルアップ工事
を行った。今後も施設の定期的な点検に努めるとと
もに、計画的に改修・整備を実施する。施設・設備の
整備にあたっては、太陽光発電等の環境教育の視
点を取入れて進める。

子どもたちの登下校の安全・安心が確保されるよう、
保護者や地域と連携したパトロールや通学路の安全
点検などの取組を推進するとともに、全校でセーフ
ティ教室を実施し、子どもたちの犯罪被害防止等の
取組を行ってきた。また、平成24年度から「むさしの
学校緊急メール」を開始し、緊急時の連絡手段の強
化を図ってきた。
今後も、これらの取組を継続し、充実を図っていくと
もに、教育支援課と連携して、通学路の防犯カメラ設
置を推進していく。

校務情報や個人情報に対するセキュリティ対
策を万全にしながらＩＣＴ環境の計画的な整備
を進める。

ＩＣＴ環境の整備及びセ
キュリティ対策の徹底

教員一人一台の校務用パソコンのネットワーク機能
を活用することによって、教材作成や通知表等帳票
類の作成がより容易になるとともに、個人情報等の
セキュリティも確立した。平成25年度に指定したICT
機器活用モデル校（3校）、平成25・26年度に指定し
た無線LANモデル校（2校）の効果検証を行い、無線
LAN環境やICT機器の整備を計画的に行っていくとと
もに、平成27年度に中学校２校にモデル校として配
置したタブレットＰＣの効果検証の結果を踏まえて、
タブレットＰＣの導入を進めていく。

子どもたち一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能
の習得や思考力・判断力・表現力等を育成するた
め、効果を見極めたうえでＩＣＴ機器等を計画的に整
備し、効果的な学習を推進していく。併せて、情報化
の負の側面に対応し、情報社会で適正な活動を行う
ことができる考え方や態度をはぐくむための情報モラ
ル教育を行う。（再掲）

子どもたち一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能
の習得や思考力・判断力・表現力等を育成するた
め、効果を見極めたうえでＩＣＴ機器等を計画的に整
備し、効果的な学習を推進していく。併せて、子ども
たちの発達段階に応じて情報を選択したり活用した
りする能力等を育成するとともに、情報化の負の側
面に対応し、情報社会で適正な活動を行うことがで
きる考え方や態度をはぐくむための情報モラル教育
を行う。（再掲）

学校施設や調理場などの施設は老朽化が進
んでいる。その整備・改築には大きな財政負担
を伴うことから、長期的な方針を定めて計画的
に行っていく。

学校施設や調理場の計
画的な整備・改築方針の
策定

老朽化が課題となっている学校施設を再整備してい
くにあたり、学校施設として担っていくべき機能や、
複合的機能、備えるべき施設、新たな教育課題に対
応できる今後の学校のあり方について、平成26年度
に委員会を設置して学校施設整備基本方針を策定
した。平成27年度には学校施設整備基本計画を策
定し、改築方針、標準仕様などを定めていく。学校で
の食育を推進するため、小学校への自校調理施設
の設置を検討する。

学校施設は、計画的な予防保全を実施するととも
に、新たな教育課題への対応や適正規模のほか、
小中一貫教育、防災機能、多機能化・複合化等のあ
り方を踏まえて、学校施設整備基本方針及び学校施
設整備基本計画（仮称）に基づいた整備・改築を着
実に実施していく。

学校施設は、計画的な予防保全を実施するととも
に、新たな教育課題への対応や適正規模のほか、
小学校と中学校の連携及び小中一貫した教育、防
災機能、多機能化・複合化等のあり方を踏まえて、
学校施設整備基本方針及び学校施設整備基本計画
（仮称）に基づいた整備・改築を着実に実施していく。

また、桜堤地区については、児童数の推移を
勘案しながら、必要な対応を行っていく。

桜野小学校の児童数増加については、今後約10年
間にわたって影響が出ることが見込まれているた
め、平成26年度に桜野小学校増築工事を行った。今
後桜野こどもクラブ、あそべえも含めて、必要な対応
を行っていく。

小学校と中学校の連携を一層強めるとともに、
幼稚園・保育園から小学校への接続をスムー
ズに行うための連携も推進していく。

（
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子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、安全
な学校づくりを進める必要がある。防犯教育・交通安
全教育・防災教育を進め、地域ぐるみで子どもの安
全を守る体制づくりを推進する。

国の動向も踏まえ、小学校と中学校の連携及び小
中一貫した教育のあり方について検討する。子ども
一人ひとりに対する継続した指導や支援を一層充実
させるため、９年間を見通した小中連携の取り組み
を強めるとともに、幼稚園、保育所から小学校への
接続をスムーズに行うための連携も推進していく。

子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、安全
な学校づくりを進める必要がある。防犯教育・交通安
全教育・防災教育を進め、地域ぐるみで子どもの安
全を守る体制づくりを推進する。

（
7
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国の動向も踏まえ、小学校と中学校の連携及び一
貫した教育のあり方について検討する。子ども一人
ひとりに対する継続した指導や支援を一層充実させ
るため、９年間を見通した小中連携の取り組みを強
めるとともに、幼稚園、保育所から小学校への接続
をスムーズに行うための連携も推進していく。

(5)計画的な学校整備・改築の推進
平成26 年度に策定する学校施設整備基本方針を踏
まえ、平成27 年度に今後20 年程度を見据えた「学
校施設整備基本計画（仮称）」を策定する。新たな教
育課題への対応や適正規模のほか、小中一貫教
育、学校給食施設、防災機能、多機能化・複合化等
のあり方を踏まえた計画とし、着実に実施していく。
なお、築後60 年を見据え、調整計画期間中に改築
等の準備が必要となる学校については、「学校施設
整備基本計画（仮称）」に沿った整備を実施するとと
もに、全小学校への自校給食施設の設置を検討す
る。

子どもたちの安全な学校生活や、地域の防災
拠点としての観点から、学校施設・設備の定期
的な点検・整備を引き続き実施していくととも
に、子どもが犯罪に巻き込まれないよう、地域
ぐるみで子どもの安全を守る体制づくりを推進
する。

児童・生徒に対する安
全・安心の取組の推進
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コミュニティの在り方も含めた本市が目指す自治の
在り方を市民・市議会・行政で共有するため、「これ
からの地域コミュニティと市民自治の在り方を考える
市民ワークショップ」を開催し、また、市議会と市長部
局の協議の場を設け、意見交換を実施した。
今後も引続き議論を深め、必要な制度や手続き等に
ついてルール化（条例化）を検討する。

平成24年度にアンケート調査・ワークショップ等によ
る基礎調査を実施し、今後の地域コミュニティや市民
自治のあり方についての基礎情報を収集・把握し
た。その後「これからの地域コミュニティ検討委員会」
（設置期間平成25年９月から平成26年12月）を設置
し、地域コミュニティ及びコミュニティセンターのあり
方について諮問している。その答申を調整計画策定
の議論にさらに委ねながら、各関係機関との調整を
図っていく。

コミュニティセンターは、市民の活動拠点とし
て、また多世代が集う居場所として、より広く利
用されるようにしていくとともに、運営上の負担
感等の解消を図るため、コミュニティセンターの
機能や役割、管理・運営等のあり方について検
討していく。

コミュニティセンターの機
能の検討と設備の計画
的な更新

コミュニティ条例第８条に掲げるとおり、「コミュニティ
センターは市民によるコミュニティづくりの拠点」とし
て設置されたものであるが、コミュニティ協議会によ
るコミュニティづくりが、市民にあまり認知されてこな
かった現状がある。そのことをふまえ、「これからの
地域コミュニティ検討委員会」に対し、コミュニティセ
ンターの機能や役割について諮問しており、その答
申を受けて、必要な調整を図る予定である。
設備の更新については、「公共施設再編に関する基
本的な考え方」との調整が必要であることから、具体
的な動きには至っていない状況である。

市民活動団体相互のネッ
トワーク形成と活動支援

武蔵野プレイス・市民活動支援担当が市の市民活動
支援の拠点として団体支援、団体のネットワーク形
成、一般市民への啓発等の各種事業を行っている。
また、市民活動推進課においても、同様の趣旨の事
業を実施している。
武蔵野プレイス・市民活動支援担当の事業として、
NPO・市民活動マネジメント事業（相談・講座）、相互
交流・理解促進事業（フロア懇談会・運営協議会・団
体の提案による講座・講演会等）、啓発事業（ニュー
ス発行・活動者紹介展示）等を実施しているほか、市
民活動促進事業（24年度は市民協働推進事業）とし
て、団体の組織運営と事業実践の能力向上を支援
する事業、団体の相互交流と情報交換の場となる事
業、啓発事業（ニュース発行・講演・ワークショップ）
を実施している。また、特定非営利活動法人に対し
て事業費補助金を交付（1団体年1回、上限20万円、
予算総額220万円）することで、財政面から団体活動
の活性化を支援している。
今後は、武蔵野プレイスを中心に団体支援、団体の
ネットワーク形成、一般市民への啓発等の各種事業
を継続して定期的に実施し、団体同士・市民（個人）
同士の連携を促すようにする。
また、特定非営利活動法人への補助金交付の効果
的な実施方法を検討する。

第五期長期計画の記載内容

基本施策１　地域社会と市民活動の活性化 人と人とのつながりによってもたらされる地域のコ
ミュニティは、特に都市部において希薄化が進展して
いるが、安全・安心な社会を構築していくためにも、
その役割が再認識されている。地域の支え合いを
キーワードに地域コミュニティのつながりを深めるこ
とが必要である。また、地域活動の担い手の多くは
固定化・高齢化しつつある。より地域活動に参加し
やすい雰囲気と仕組みをつくり、将来の担い手となる
人材の掘り起こしと、活躍できるような場をつくってい
くことが求められる。

本市では、コミュニティ構想に基づき、市民による自主的なコミュニティづくりが進められるとともに、防災・防犯、福祉、子育て支
援、青少年の健全育成、まちづくり等の幅広い分野で、市民と市が協力しながら行う活動や市民が自主的に行う活動により、多
くの成果が積み上げられてきた。
一方、核家族化、単身世帯の増加、少子高齢化、地域に暮らす人と人との関わりの希薄化や多くの人が地域社会への関わり方
を見出せずにいることが問題となっている中、東日本大震災により近隣関係の大切さがあらためて認識された。孤立せず、周囲
とつながりながら安心して暮らしていけるように、市民の中で議論を重ねることで、これからの武蔵野市にふさわしいコミュニティ
を再構築していく。

（
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コミュニティづくりにおける「自主」の根幹は、地
域社会による自己決定と、その決定を他の地
域や市が受け入れ、尊重することにある。市民
が対話を通して地域のつながりを醸成・再確認
し、市はそのつながりを共有するためのサポー
トを行う。

コミュニティのあり方の検
討

(1)地域のつながりの共有
人と人とのつながりによってもたらされるコミュニティ
は、都市部において弱体化しつつある。
一方、昨今では、安全・安心な社会を構築していくた
めに、その役割が再認識されている。地域の支え合
いをキーワードに地域コミュニティのつながりを深め
ることが必要である。また、地域活動の担い手は固
定化・高齢化している。
より地域活動に参加しやすい雰囲気をつくり、将来
の担い手となる人材の掘り起こしと育成を進めること
が求められる。
「これからの地域コミュニティ検討委員会」の提言を
受けて、誰もが自由に参加でき、地域で解決すべき
課題について話し合うことができる場である地域
フォーラム（仮称）20を具現化するとともに、活動拠
点としてのコミュニティセンターにふさわしい機能を充
実させる。なお、誰もが利用しやすい施設とするた
め、エレベーターのないコミュニティセンターについて
は、バリアフリー化への取り組みとして設置を検討す
る。
昭和46年に策定したコミュニティ構想の理念を継承
しつつ、将来的には、コミュニティや福祉などの様々
な区域を統合することも含め、本市らしい新たなコ
ミュニティ構想を検討する。

(1) 地域のつながりの共有
「これからの地域コミュニティ検討委員会」の提言を
受けて、誰もが自由に参加でき、地域で解決すべき
課題について共有し、話し合うことができる場である
地域フォーラムの取り組みを支援するとともに、市民
の活動拠点であり、また、多世代が集う居場所とし
て、コミュニティセンターにふさわしい機能を充実させ
る。なお、誰もが利用しやすい施設とするため、エレ
ベーターのないコミュニティセンターについては、バリ
アフリー化への取り組みとして設置等を検討する。ま
た、これらを踏まえて、「公共施設等総合管理計画」
に基づいたコミュニティセンター全体の整備計画を策
定する。
昭和46年に策定したコミュニティ構想の理念を継承
しつつ、将来的にはコミュニティや福祉などの活動区
域を統合することも含めて整理し、本市らしい新たな
コミュニティ構想を検討する。

人と人とのつながりによってもたらされる地域のコ
ミュニティは、特に都市部において希薄化が進展して
いるが、安全・安心な社会を構築していくためにも、
その役割が再認識されている。地域の支え合いを
キーワードに地域コミュニティのつながりを深めるこ
とが必要である。また、地域活動の担い手の多くは
固定化・高齢化しつつある。より地域活動に参加し
やすい雰囲気と仕組みをつくり、将来の担い手となる
人材の掘り起こしと、活躍できるような場をつくってい
くことが求められる。

(1) 地域のつながりの共有
「これからの地域コミュニティ検討委員会」の提言を
受けて、誰もが自由に参加でき、地域で解決すべき
課題について共有し、話し合うことができる場である
地域フォーラムの取り組みを支援するとともに、市民
の活動拠点であり、また、多世代が集う居場所とし
て、コミュニティセンターにふさわしい機能を充実させ
る。なお、誰もが利用しやすい施設とするため、エレ
ベーターのないコミュニティセンターについては、バリ
アフリー化への取り組みとして設置等を検討する。ま
た、これらを踏まえて、「公共施設等総合管理計画」
に基づいたコミュニティセンター全体の整備計画を策
定する。
昭和46年に策定したコミュニティ構想の理念を継承
しつつ、将来的にはコミュニティや福祉などの活動区
域を統合することも含めて整理し、本市らしい新たな
コミュニティ構想を検討する。

（
2
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動が一層活性化するためには、それらが①参
加しやすく、お互いを縛りすぎないネットワーク
として多数かつ重層的に存在し、②中心となる
人物に過度な負担がかかりすぎない緩やかな
つながりであり、③支える・支えられるという役
割が固定したものではなく、それぞれが出番の
あるような関係であること、また、④自らの活動
をマネジメントできる力を持つことが必要であ
る。市はその実現のため、武蔵野プレイスの市
民活動支援機能の活用などを通じて支援や環
境の整備を推進する。

(2)市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が中
心となり、地域活動に取り組むための意識啓発と、
行動に移すための支援をし、コミュニティ活動との連
携を進める。

(2) 市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。
あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が市民活
動や地域活動に取り組むための意識啓発と行動に
移すための支援を行う。

(2) 市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。
あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が市民活
動や地域活動に取り組むための意識啓発と行動に
移すための支援を行う。
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市民活動促進基本計画
の推進

平成24年3月に策定した同計画（平成24～33年度）
の進捗管理を実施する。実施状況として、平成24・
25年度分の進捗状況について集計を行った。
今後は、同計画記載のとおり、計画期間の中間で見
直しを行う。平成27・28年度の2か年で見直しを行
い、29年度から改定計画とする予定である。

成年後見推進機関である公益財団法人武蔵野市福
祉公社により金銭管理、財産保全等の権利擁護事
業を実施するとともに、法人として成年後見人を受任
し、認知症高齢者など判断能力が十分でない方の権
利を擁護し、安心して自立した地域生活が送れるよ
う支援している。
市民後見人については平成19年から東京都の養成
事業に参加し、育成し、現在15名が修了、うち4名が
市民後見人としての活動を行っている。平成25年度
で東京都が養成事業を終了したため、今後は近隣
市と共同して養成する方向で検討している。

地域自立支援協議会権利擁護部会と連携し、市民
対象の啓発講演会、支援者対象の研修会を実施し
た。成年後見制度利用支援として、申立て費用、鑑
定費用、後見人報酬を予算計上しているが、利用実
績はない。平成28年度施行予定の『障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解
消法）』について、市民や支援関係者への理解を深
めるための広報、啓発を行う。
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動が一層活性化するためには、それらが①参
加しやすく、お互いを縛りすぎないネットワーク
として多数かつ重層的に存在し、②中心となる
人物に過度な負担がかかりすぎない緩やかな
つながりであり、③支える・支えられるという役
割が固定したものではなく、それぞれが出番の
あるような関係であること、また、④自らの活動
をマネジメントできる力を持つことが必要であ
る。市はその実現のため、武蔵野プレイスの市
民活動支援機能の活用などを通じて支援や環
境の整備を推進する。

(2)市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が中
心となり、地域活動に取り組むための意識啓発と、
行動に移すための支援をし、コミュニティ活動との連
携を進める。

(2) 市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。
あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が市民活
動や地域活動に取り組むための意識啓発と行動に
移すための支援を行う。

基本施策２　互いに尊重し認め合う平和な社会の構築 現代においては、一人ひとりが求める価値観や生活
観が多種多様になっている。性別、年齢、国籍等に
よって異なる多様な価値観や生活観を知り、認め合
いながら生き、個性やキャリアが活かされていくこと
は、豊かな地域社会を形成していくための基礎として
必要である。また、一人ひとりが尊重される社会の構
築を進めるため、引き続き人権について理解を深め
る活動を推進していく。
本市は、第二次世界大戦中に本土空襲の最初の目
標地となった歴史を持つことから、戦争の悲惨さ、平
和の尊さを訴えることを大切にしてきた。今後も戦争
体験を伝承し、平和の意義を発信し続ける。

年齢、性別、人種等にかかわらず互いを尊重し認め合うとともに、それぞれの能力を発揮できる環境をつくることは、すべての人
が心豊かな生活を送るうえで重要な要素である。引き続き、あらゆる生活の場において、誰もが共に活動に参画するとともに、
その利益を享受し、責任を担う社会を目指した取組みを推進する。また、暴力（ＤＶ）等が社会問題として顕在化していることか
ら、一人ひとりが尊重される社会の構築を進める。
第二次世界大戦中に本土空襲の最初の目標地となった歴史を持つことから、本市は平和に対する強い願いを持ち続け現在の
豊かな文化の基礎を築いてきた。引き続き一人ひとりの命と人権が守られる真に平和な状態を保ち、国際交流・協力等を通じて
相互理解を大切にする社会を構築していく。
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誰もが地域で自分らしく暮らすためには、互い
に認め合い尊重し合える風土の醸成が重要で
ある。
偏見、差別がなく、虐待の起こらない社会の構
築
を目指す。

権利擁護事業の促進

(1) 一人ひとりが尊重される社会の構築
現代においては、一人ひとりが求める価値観や生活
観が多種多様になっている。性別、年齢、国籍によっ
て異なる多様な価値観や生活観を知り、認め合いな
がら生き、個性やキャリアが活かされていることは、
豊かな地域社会を形成していくための基礎として必
要である。偏見や差別、虐待などが起こらない社会
を構築するため、人権について一人ひとりが関心を
持ち理解を深めていく活動を推進する。

(1) 一人ひとりが尊重される社会の構築
誰もが安心して暮らしていくためには、偏見や差別
がなく、虐待などが起こらない社会を構築する必要
がある。人権について一人ひとりが関心を持ち理解
を深めていく活動を推進する。

(2) 市民活動の活性化
豊かで活力のある地域社会を発展させるため、ＮＰ
Ｏ・市民活動団体、企業や大学、さらにコミュニティ活
動団体等、多様な主体間での連携と協働を実現して
いく。
あらゆる世代の多様なキャリアを持つ市民が市民活
動や地域活動に取り組むための意識啓発と行動に
移すための支援を行う。

現代においては、一人ひとりが求める価値観や生活
観が多種多様になっている。性別、年齢、国籍等に
よって異なる多様な価値観や生活観を知り、認め合
いながら生き、個性やキャリアが活かされていくこと
は、豊かな地域社会を形成していくための基礎として
必要である。また、一人ひとりが尊重される社会の構
築を進めるため、引き続き人権について理解を深め
る活動を推進していく。
本市は、第二次世界大戦中に本土空襲の最初の目
標地となった歴史を持つことから、戦争の悲惨さ、平
和の尊さを訴えることを大切にしてきた。今後も戦争
体験を伝承し、平和の意義を発信し続ける。

(1) 一人ひとりが尊重される社会の構築
誰もが安心して暮らしていくためには、偏見や差別
がなく、虐待などが起こらない社会を構築する必要
がある。人権について一人ひとりが関心を持ち理解
を深めていく活動を推進する。
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男女が対等な立場で、あらゆる分野に参画す
る機会が確保され、性別によって不利益を被る
ことがない社会を実現する。

男女共同参画計画の推
進

第二次男女共同参画計画（平成21年度～25年度）
に基づき、男女平等意識の向上やDV防止啓発、
ワークライフバランスの促進等を実施し、庁内推進
会議及び市民会議において進捗状況の点検を行っ
た。
平成24年度に、男女共同参画推進委員会を設置し、
市民意識調査を参考に第三次男女共同参画計画
（平成26年度～30年度）を策定した。本計画内に「配
偶者暴力対策基本計画」を策定している。
男女共同参画推進体制を整備するため、むさしの
ヒューマン・ネットワークセンターの移転や男女共同
参画基本条例（仮称）制定を検討する。

そのために男女が共に個人としての生活を大
切にし、社会に対しての責任を果たし、個性と
能力を十分発揮できる環境をつくるとともに、
互いが子育てや介護、地域活動へ参加できる
よう、むさしのヒューマン・ネットワークセンター
と連携しながら啓発活動なども推進する。

ワーク・ライフ・バランス
の啓発促進

第二次男女共同参画計画に基づき、ヒューマン・ネッ
トワークセンターや情報誌『まなこ』等で、ワークライ
フバランス啓発促進を図っている。
ヒューマン・ネットワークセンター講座で「女性のため
の再就職応援講座」「働くママ＆職場復帰を考えるマ
マのための交流会」「子育て主夫に学ぶ家事・育児
の極意」等を開催した。また子ども家庭課、生活経済
課と共管で「企業向けワークライフバランスセミナー」
を実施した。さらに平成25年度に男女共同参画
フォーラムの一環として記念講演会「私らしく暮らす・
働く」、シンポジウム「育児休業を取ってみたら」を実
施した。
『まなこ』を年３号発行し、多様な働き方や起業実践
例などを紹介した「私にとっての社会と暮らし」を特
集した。
今後の予定は、子育てや労政分野と連携してワーク
ライフバランス啓発を行う。

戦争や争いが無いだけではなく、互いに人とし
て尊重される社会が実現されることで真の平
和がもたらされる。過去から現在、未来へと平
和への思いをつなげていくため、市民の平和に
関する学習を進めるとともに、戦争体験の伝承
を継続していく。

平和啓発事業の推進

市民に戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、平
和に関する学習・交流の推進及び戦争体験の伝承
について、実行委員会とともに取り組みを行ってき
た。
平成24年度は、青少年平和交流派遣事業の実施や
戦争体験記録集の発行、また平成25年度は、戦争
体験を収録した平和啓発DVDを作成した。
平成26年度から平成27年度については、平和・憲法
手帳の作成や世界連邦宣言55周年記念事業の実
施を予定している。
今後も、次代を担う若い世代に対し、平和や命の大
切さ、戦争の悲惨さを発信していくため、実行委員会
と協力しながら、様々な平和啓発事業を推進してい
く。

また、多様な文化、生活、習慣への理解が深ま
るよう、市民レベルの国際交流を通して平和の
土台となる相互理解を深めながら、国内だけに
とどまらず国際社会へも平和の意義を発信し
ていく。
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(2)男女共同参画計画の推進
男女が、社会の対等な構成員として、互いの人権と
能力を尊重し合い、自分らしい生き方ができる環境
を実現するため、第三次男女共同参画計画を着実
に推進する。
そのため、各種審議会等における委員の男女比率
の改善など、あらゆる施策に男女共同参画の視点
が反映できるよう取り組むとともに、男女平等意識を
はぐくむ啓発活動や、家庭・地域・事業者などと連携
し、生活と仕事が両立でき、一人ひとりの個性と能力
が発揮できる環境整備に努める。また、配偶者等か
らの暴力など、様々な人権侵害を許さない社会づくり
に向けて、啓発活動や相談事業の充実、関係機関と
の連携等を推進する。
こうした施策の実効性を確保するため、推進拠点と
なる「むさしのヒューマン・ネットワークセンター」の機
能充実や男女共同参画基本条例（仮称）の制定など
推進体制の整備を図る。

(2) 男女共同参画計画の推進
男女が、社会の対等な構成員として、互いに尊重し
合い、自分らしい生き方ができる環境を実現するた
め、第三次男女共同参画計画を着実に推進する。
　そのため、あらゆる施策に男女共同参画の視点が
反映できるよう取り組むとともに、男女平等意識をは
ぐくむ啓発活動や、家庭・地域・事業者などと連携
し、生活と仕事が両立でき、一人ひとりの個性と能力
が発揮できる環境整備に努める。こうした施策の実
効性を確保するため、推進拠点となる「むさしの
ヒューマン・ネットワークセンター」の機能充実や男女
共同参画基本条例（仮称）の制定など推進体制の整
備を図る。
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(3)平和施策の推進
戦争から70 年を超える歳月が流れ、戦争体験者の
証言記録や戦争資料を残すことが、困難になってい
ることから、これらの記録や資料の収集作業を早急
に実施し、資料の整備を推進する。本市の歴史の記
憶を、転入者や次代を担う若い世代に継承していくと
ともに、国内外へ平和の意義を発信し続ける。

(3) 平和施策の推進
戦後70年を超える歳月が流れ、戦争体験者の証言
記録や戦争資料を残すことが困難になってきている
ことから、これらの記録や資料の収集作業を引き続
き実施し、資料の整備を推進する。本市の歴史の記
憶を、次代を担う若い世代に継承していくとともに、
今後も、戦争のない世界を実現するために武蔵野市
から国内外へ平和の意義を発信する。

(2) 男女共同参画計画の推進
男女が、社会の対等な構成員として、互いに尊重し
合い、自分らしい生き方ができる環境を実現するた
め、第三次男女共同参画計画を着実に推進する。
　そのため、あらゆる施策に男女共同参画の視点が
反映できるよう取り組むとともに、男女平等意識をは
ぐくむ啓発活動や、家庭・地域・事業者などと連携
し、生活と仕事が両立でき、一人ひとりの個性と能力
が発揮できる環境整備に努める。こうした施策の実
効性を確保するため、推進拠点となる「むさしの
ヒューマン・ネットワークセンター」の機能充実や男女
共同参画基本条例（仮称）の制定など推進体制の整
備を図る。

(3) 平和施策の推進
戦後70年を超える歳月が流れ、戦争体験者の証言
記録や戦争資料を残すことが困難になってきている
ことから、これらの記録や資料の収集作業を引き続
き実施し、資料の整備を推進する。本市の歴史の記
憶を、次代を担う若い世代に継承していくとともに、
今後も、戦争のない世界を実現するために武蔵野市
から国内外へ平和の意義を発信する。
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武蔵野市民文化会館をはじめとする市内８カ所の文
化施設では、指定管理者である武蔵野文化事業団
が、音楽を中心とした年間100本以上の興行を主催
し、安価で市民に提供している。
また、SNSを活用し、広い客層への周知やタイムリー
な情報提供に努めている。今後は、若い世代を対象
とした事業の検討を進める。

武蔵野市民芸術文化協会及び武蔵野市民交響楽団
を支援し、連携しながら市民文化の向上に努めてい
る。（市民文化祭平成24年度延45日間28行事、平成
25年度延45日間28行事、平成26年度延44日間29行
事。武蔵野市民交響楽団演奏会年８回）。市民会館
では様々な団体が美術等の活動に取り組んでいる

平成23年11月から、文化施設、生涯学習施設、体育
施設等の予約システムを統合した「武蔵野市文化・
スポーツ・生涯学習ネット」システムを武蔵野生涯学
習振興事業団及び武蔵野文化事業団が共同運営し
ている。しかし、窓口予約の相互乗入れはできてい
ない。また、主催事業について、同じような内容のも
のが実施されている状況があるため、主催者（各事
業団）やそれらを所管する部署間の連携・調整を一
層進めていく。
平成23年11月から、文化施設、生涯学習施設、体育
施設等の予約システムを統合した「武蔵野市文化・
スポーツ・生涯学習ネット」システムを武蔵野生涯学
習振興事業団及び武蔵野文化事業団が共同運営し
ている。現在は、同じ画面により施設予約や講座の
申込、イベントの照会などのインターネット予約が可
能となった。窓口予約の相互乗入れはできていな
い。今後の展開やあり方について、検討・研究してい
く。

地域や市民の抱える課題を把握し、各部署と連携し
て、課題解決に関連する図書、行政資料等の情報
提供を行っている。また、図書館資料の利用促進と
して、文化施設等と連携し、図書の展示等を行って
いる。

基本施策３　市民文化の醸成 本市では、市民による様々なコミュニティ活動等が行
われており、多様な市民文化が発展を遂げてきた。
また、商業地の形成、緑を大切にする意識の継承、
文化施設の整備、質の高い芸術文化の創造・発信、
市内及び近接する５つの大学の存在、創造的なクリ
エーターや研究者の居住・集積、それらを支える事
業者の展開など、本市では、様々な要素により都市
文化を形成してきた。
今まで、築き上げられてきた市民文化や都市文化を
大切に守り育て、発展させるとともに、東京オリン
ピック・パラリンピックや都市観光の推進などを通じ
て、今後も、市民文化・都市文化の醸成に努めてい
く。

市民文化とは、音楽や絵画といった文化・芸術のほか、コミュニティ、食、生活様式、まちづくりや景観にいたるまで、市民生活全
般に関わる有形無形の活動の集積の結果として生まれる成果である。本市は早くから都市基盤や市民文化の拠点となる各種
施設の整備、緑を基調としたまちづくりを積極的に進めており、様々なコミュニティ活動等が行われてきたことにより、質の高い
住宅環境や緑の景観が構築されるとともに、多様な市民文化が発展を遂げてきた。「訪れたいまち・住みたいまち」として高く評
価されていることは、長い年月をかけて醸成してきた市民文化が評価されたことに他ならない。今まで築き上げられてきた市民
文化を、これからも大切に守り育て、発展させていくとともに、住む人のみならず訪れる人や事業者等にとっても魅力的なまちで
あり続けるよう、今後も市民文化の醸成に努めていく。
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市民文化は市民生活全般における活動の集
積であり、長年積み重ねられた市民文化が現
在の本市の豊かな魅力を支えている。地域に
おける様々な文化活動を一層活性化し、多様
な市民文化を醸成し続けていくため、文化活動
への支援を推進していく。

地域における様々な文化
活動への支援の推進

(1)文化振興に関する方針の策定
文化は一人ひとりの心の豊かさや創造性をはぐくむ
と同時に、地域のつながりを強めるときに力を発揮
する。また、文化は都市の魅力を高め、これからの
産業の振興を図るうえで重要な要素であり、生涯学
習、福祉、教育、産業、まちづくり等様々な分野と関
連する。文化を振興し、文化で地域の持続的な発展
を目指すことを目標とし、文化振興に関する方針を
策定する。
文化・生涯学習・スポーツは関連性が高いことから、
一体的に推進することにより、効率的・効果的なサー
ビス提供が可能となる。そのため、（公財）武蔵野文
化事業団と（公財）武蔵野生涯学習振興事業団の統
合を目指す。

(1) 文化振興に関する方針の策定
文化は一人ひとりの心の豊かさや創造性をはぐくむ
と同時に、地域のつながりを強めるときに力を発揮
する。また、文化は都市の魅力を高め、これからの
産業の振興を図るうえで重要な要素であり、市民活
動、生涯学習、福祉、教育、産業、まちづくり等様々
な分野と関連する。文化を振興し、文化で地域の持
続的な発展を目指すことを目標とし、文化振興に関
する方針を策定する。
（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯学習
振興事業団の活動はともに、市民にとっての市民文
化の享受と発信に資するものである。これらを一体
的に推進し、さらなる市民文化の発展を目指していく
ため、両法人の統合の準備を進める。

本市では、市民による様々なコミュニティ活動等が行
われており、多様な市民文化が発展を遂げてきた。
また、商業地の形成、緑を大切にする意識の継承、
文化施設の整備、質の高い芸術文化の創造・発信、
市内及び近接する５つの大学の存在、創造的なクリ
エーターや研究者の居住・集積、それらを支える事
業者の展開など、本市では、様々な要素により都市
文化を形成してきた。
今まで、築き上げられてきた市民文化や都市文化を
大切に守り育て、発展させるとともに、東京オリン
ピック・パラリンピックや都市観光の推進などを通じ
て、今後も、市民文化・都市文化の醸成に努めてい
く。
(1) 文化振興に関する方針の策定
文化は一人ひとりの心の豊かさや創造性をはぐくむ
と同時に、地域のつながりを強めるときに力を発揮
する。また、文化は都市の魅力を高め、これからの
産業の振興を図るうえで重要な要素であり、市民活
動、生涯学習、福祉、教育、産業、まちづくり等様々
な分野と関連する。文化を振興し、文化で地域の持
続的な発展を目指すことを目標とし、文化振興に関
する方針を策定する。
（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯学習
振興事業団の活動はともに、市民にとっての市民文
化の享受と発信に資するものである。これらを一体
的に推進し、さらなる市民文化の発展を目指していく
ため、両法人の統合の準備を進める。
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幅広い分野にわたって市の各部署が生涯学習
事業、文化事業を行っている。各施設で実施さ
れる文化活動や生涯学習活動、スポーツ活動
等を支援するとともに、文化施設、生涯学習施
設、体育施設間の事業や運営における連携を
強化し、利便性を向上させる。

文化施設、生涯学習施
設、体育施設等のネット
ワークの形成
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市民文化の拠点である公共施設の中には、老
朽化やバリアフリー等の課題を抱える施設や、
他の施設と機能が重複している施設もあり、既
存の役割、機能を勘案しつつ、総合的、計画的
な観点から整備を推進していく。

市民文化会館の改修

武蔵野市民文化会館は、舞台特殊設備を中心に老
朽化が進んでいるため、平成28年度に大規模改修
を行い、引き続き市民文化創造の拠点として、市民
に親しまれる施設を目指していく。そのため、平成26
年度、平成27年度に基本・実施設計を行う。

旧西部図書館は、市民が利用可能なスペース
を備えた歴史資料館として再整備することと
し、その活用方法については今後、検討を進め
る。

歴史資料館の開設

平成25年3月、市長部局で策定した「武蔵野市歴史
資料館（仮称）整備計画（平成25年3月）」に基づき、
平成25年4月、教育委員会を所管とし、開設準備の
検討を進め、平成25年11月「武蔵野市歴史資料館
（仮称）管理運営基本方針」を策定した。この基本方
針に基づいた展示基本設計を平成26年3月作成し
た。平成26年４月、歴史資料館開設準備担当を３名
から７名とし、職員体制を強化し以降、前記、基本方
針および展示基本設計に基づく展示実施設計を行
い、施設改修、展示製作、資料移管などに取り組ん
だ。また、歴史公文書の管理および施設設置に関す
る条例の整備を行った。９月「武蔵野市立武蔵野ふ
るさと歴史館条例」が可決成立し、武蔵野市立武蔵
野ふるさと歴史館は平成26年12月14日に開館した。

吉祥寺美術館の拡充の要否の検討を行う。
吉祥寺美術館の拡充の
要否の検討

吉祥寺美術館をさらに充実した展示スペースとする
ためには、併設されている音楽室の移設等が考えら
れる。音楽室は、静寂が重視される美術館とは共存
しづらい施設ではあるものの、立地条件の良さから
利用率も高いため、移設することが市民ニーズに合
うか、また、移設してまで存続させる必要があるのか
総合的な判断が必要であるため、三駅周辺の文化
施設配置のなかで検討していく。

平成25年３月に作成・公表した「武蔵野市公共施設
再編に関する基本的な考え方」に基づき、平成26年
度実施の人口推計や財政予測の更新を踏まえると
ともに、本市における文化施策のあり方や課題整理
と整合を図り、第五期長期計画・調整計画策定過程
において議論し、再編案の策定を進めていく。

「公共施設再編に関する基本的な考え方」（平成25
年３月）に基づき、文化施設配置の検討に着手す
る。

公会堂は、南口の商業地域に位置するとともに、憩
いと安らぎの空間である井の頭公園へのアクセス道
路にも面しているため、パーク吉祥寺エリアのみなら
ず、吉祥寺全体のまちづくりの上で貴重な資源（土
地）と捉え、研究を進めてきた。
今後も「公共施設等総合管理計画策定本部」で、公
共施設全体の将来の在り方や土地の有効活用につ
いて、様々な角度から検討を進めつつ、南口駅前広
場整備などの周辺街区を含めた建替えプランの企
画・提案を行う。

武蔵境駅周辺地区の都市基盤整備については、平
成27年度末をもって区画道路整備事業を除き完了
する予定である。
市民会館については、「公共施設再編に関する基本
的な考え方」に基づき検討中である。

(3)東京オリンピック・パラリンピックを見据えた文化
交流の振興
オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典であ
るとともに、文化の祭典としての意味合いももってい
る。オリンピックに向けて、多様な文化の交流の場で
ある文化プログラムの実施を検討する。

(3) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた文化
交流の促進
オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典であ
るとともに、文化の祭典としての意味合いも持ってい
る。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、多様
な文化の交流の場である文化プログラムの実施を検
討する。

(3) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた文化
交流の促進
オリンピック・パラリンピックは、スポーツの祭典であ
るとともに、文化の祭典としての意味合いも持ってい
る。東京オリンピック・パラリンピックに向けて、多様
な文化の交流の場である文化プログラムの実施を検
討する。
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(2)文化施設の再整備
文化施設は、市民の生涯学習の場として重要である
とともに、現代においては地域の魅力を市外や国外
に発信する拠点としてその位置づけが再認識されて
いる。公共施設の配置のあり方は市全体の課題で
あるが、施設の更新を好機と捉え、現代及び将来の
ニーズに合わせて役割や位置づけを見直し、周辺あ
るいは関連施設も含めて新たな価値を創造する施
設へと再編していく。
築後50 年を超える武蔵野公会堂の建替えは、民間
事業者とともに周辺街区を含めた吉祥寺駅南口の
再開発と併せて、検討を進める。
吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣接する音楽室の
あり方を含め、引き続き検討する。三駅周辺には集
会機能やホール機能を有する施設が重複しており、
役割の整理が必要である。
集会機能を有する市民会館やホール機能を有する
芸能劇場は、それぞれの圏域における面的な施設
配置から役割や位置付けを検討する。既に築後70
年を越える松露庵は、市民文化会館の茶室と併せ
て、今後の有効的な活用等のあり方を検討する。

(2) 文化施設の再整備
文化施設は、市民の生涯学習の場として重要である
とともに、現代においては地域の魅力を市外や国外
に発信する拠点としてその位置付けが再認識されて
いる。公共施設の配置のあり方を踏まえ、老朽化す
る施設の整備や更新を好機と捉え、現代及び将来
のニーズに合わせて、役割や位置付けを見直し、周
辺あるいは関連施設も含めて新たな価値を創造する
施設へと再編していく。
築後50年を超える武蔵野公会堂の建替えは、周辺
街区を含めた吉祥寺駅南口の再開発に留意し、民
間事業者との協力の可能性も含めた検討を進める。
吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣接する音楽室の
あり方を含め、引き続き検討する。三駅周辺には集
会機能やホール機能を有する施設が重複しており、
役割の整理が必要である。集会機能を有する市民
会館やホール機能を有する芸能劇場は、それぞれ
の圏域における面的な施設配置から役割や位置付
けを検討する。既に築後70年を超える松露庵は、市
民文化会館の茶室と併せて、今後の有効的な活用
等を検討する。

三駅周辺の文化施設配
置の検討

武蔵野公会堂と市民会館については、圏域ご
との面的な施設配置の中で求められる役割や
位置づけを検討する。

(2) 文化施設の再整備
文化施設は、市民の生涯学習の場として重要である
とともに、現代においては地域の魅力を市外や国外
に発信する拠点としてその位置付けが再認識されて
いる。公共施設の配置のあり方を踏まえ、老朽化す
る施設の整備や更新を好機と捉え、現代及び将来
のニーズに合わせて、役割や位置付けを見直し、周
辺あるいは関連施設も含めて新たな価値を創造する
施設へと再編していく。
築後50年を超える武蔵野公会堂の建替えは、周辺
街区を含めた吉祥寺駅南口の再開発に留意し、民
間事業者との協力の可能性も含めた検討を進める。
吉祥寺美術館の拡充の要否は、隣接する音楽室の
あり方を含め、引き続き検討する。三駅周辺には集
会機能やホール機能を有する施設が重複しており、
役割の整理が必要である。集会機能を有する市民
会館やホール機能を有する芸能劇場は、それぞれ
の圏域における面的な施設配置から役割や位置付
けを検討する。既に築後70年を超える松露庵は、市
民文化会館の茶室と併せて、今後の有効的な活用
等を検討する。
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平成24年度に市勢要覧を発行、平成25年度に季刊
むさしののリニューアルを行い、武蔵野市の魅力を
伝える媒体としてより充実した情報発信を行った。今
後もソーシャルメディアを活用して情報発信を行い、
まちの魅力や郷土の歴史などについて市民および
来街者へPRを引き続き行っていく。

武蔵野市観光機構が中心となり、観光関連団体との
連携を強化し、より多くの情報を集約・共有し、より広
域かつ綿密な情報発信に努める。特に、近年急増し
ている外国人観光客への対応も含め、受入環境の
整備を図る。

観光推進機構の機能の
充実

平成22年7月に武蔵野市観光推進機構が株式会社
エフエムむさしのの観光事業部門として設置され、平
成25年7月に組織を独立化し一般社団法人武蔵野
市観光機構に改編した。このことによって、更なる都
市観光促進に取り組むとともに組織の財務基盤も整
え、より機動的な組織として観光事業を増進してい
く。そのために、既存のイベント等の整理・見直しを
行い、より効果的な事業運営を図る。

文化財の保護と活用

文化財の保存と活用を目的とし、文化財保護委員の
会議の開催、民俗資料の調査収集・展示、埋蔵文化
財の発掘調査などを行った。平成25年度には、歴史
資料館(仮称）の開設準備を踏まえ、民俗資料の整
理作業を進めデータベースを構築した。平成26年
度、武蔵野ふるさと歴史館の開館に伴い、文化財関
連事務を同館が所管し文化財保護普及活用のセン
ターとして事業を進めていく。
平成27年度は、関前文化財調査室を廃止するととも
に、新収蔵庫の整備を進め、平成28年度以降の運
用開始を目指している。
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現在のまちの姿は、まちづくりの理念を振り返
り、歴史に学びながら、長年にわたり築きあげ
てきたものである。こうした温故知新の姿勢も
大事にしながら着実にまちづくりを進めていくこ
とが、郷土意識の高まりや地域への愛着が深
まることにつながるとともに、新しいまちの魅力
を生み出すことにもなる。今後も、このようなま
ちづくりを推進しながら、まちの魅力や情報の
発信による都市観光の推進につなげていく。

まちの魅力や情報の発
信と共有

(4) 魅力ある都市文化の発信と都市観光の推進
成熟した都市文化は本市の大きな魅力の１つであ
る。今後も文化的な資源を発掘するとともに、市の内
外を問わず、より多くの人に、よりわかりやすく本市
の魅力を発信する。また、近年増加している外国人
旅行者も含めた観光客を受け入れるための環境整
備を進め、来街者の誘致につなげていく。

(4) 魅力ある都市文化の発信と都市観光の推進
成熟した都市文化は本市の大きな魅力の１つであ
る。今後も文化的な資源を発掘するとともに、市の内
外を問わず、より多くの人に、よりわかりやすく本市
の魅力を発信する。また、近年増加している外国人
旅行者も含めた観光客を受け入れるための環境整
備を進め、来街者の誘致につなげていく。
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学ぶ機会を求める市民の知的な欲求に応える
ため、各主体間の連携、ネットワーク化の推進
とともに多様に学び、参加できる機会の拡充を
図っていく。

生涯学習関係団体活動
支援と多様な事業主体と
の連携の推進

社会教育関係団体に対する共催・後援事業(平成24
年度72件、平成25年度58件、平成26年度64件)、社
会教育事業講師謝礼援助(平成24年度22件、平成
25年度22件、平成26年度18件)、社会教育学習のた
めの借上げバス事業(平成24年度88件、平成25年度
67件、平成26年度61件)を実施している。生涯学習
事業プロポーザルで企画提案事業団体との事業実
施を図っている（申請団体数平成24年度9件、平成
25年度0件、平成26年度3件）。大学、企業、市民団
体等と連携した事業として、サイエンスフェスタを実
施したほか、武蔵野プレイスにおいても連携事業を
進めている（平成24年度むさしさかいこども未来の詩
ワークショップ、平成25年度武蔵野プレイス鉄道探
検隊、ミニブルーム交流カフェ、平成26年度遠野文
化研究センター連携事業、むさしさかい　まちの詩
ワークショップ）。

また、市の各部署の所管事業を通じた学習機
会の積極的な提供などによる、参加と学びへ
のきっかけづくりも推進する。

時代に対応した大人の学
習支援の研究

キャリア養成講座、生涯学習事業プロポーザル制度
の実施、大人向け講座ガイドの発行などを行い、当
該事業実施で得られた課題や情報をもとに、個人や
団体のニーズのほかに社会的なニーズについても
研究していく。

生涯学習に関する情報を分かりやすく提供す
るために、市の各部署、生涯学習団体、企業、
地域の大学といった様々な主体の生涯学習情
報の一元化・共有化を進める。

生涯学習情報の一元化・
共有化

市や関係団体が実施している小中学生を対象とした
生涯学習事業（77講座14のジャンル）をまとめた『小
中学生の講座まるごとナビ」を発行し、成人向けには
『大人のための生涯学習ガイド』（掲載事業数437
件、発行部数1,200）を発行した。
今後はツイッター、フェイスブックなど電子による手
法も検討していく。

基本施策４　市民の多様な学びやスポーツ活動への支援
市民の学びは主体的な活動へとつながり、ネット
ワークが形成されることで、新たな学びの場が生ま
れる。この創造と循環は、魅力あるまちづくりにもつ
ながっている。武蔵野プレイスでの活動支援や、多
様な主体とのネットワークによる学びの提供を通じ
て、市民の参加と活動を支援していく。
東京オリンピック・パラリンピックを契機として、ス
ポーツを通じて、市民一人ひとりが豊かな生活を続
けていけるよう、今後もスポーツ活動を支える地域の
担い手の育成とともに、スポーツ活動に取り組める
環境整備を進める。

市民の生涯学習に対するイメージを、従来の講座等による学習のみならず自主的に行う様々な学びの活動にまで拡げるととも
に、市民の多様なニーズに応える「参加と学び」の循環を作り出すことで、成熟した生涯学習社会の実現を目指す。
地域における様々な学習と学校教育、市民団体や企業等の活動が有機的に結び付いていくような仕組みをさらに発展させてい
く。武蔵野プレイスは「図書館」を中心に多様な機能を併せ持つ知的活動、市民活動、また交流の拠点としての機能の中核を
担っている。今後も、武蔵野地域自由大学や武蔵野地域五大学との連携を行いながら市民に学びの場を提供していく。
また、趣味、健康維持・保健指導や地域コミュニティ形成など、スポーツがもつ役割に柔軟に対応しながら、市民が地域で気軽
にスポーツや運動を楽しむための環境を整備していく。

市民の学びは主体的な活動へとつながり、ネット
ワークが形成されることで、新たな学びの場が生ま
れる。この創造と循環は、魅力あるまちづくりにもつ
ながっている。武蔵野プレイスでの活動支援や、多
様な主体とのネットワークによる学びの提供を通じ
て、市民の参加と活動を支援していく。
東京オリンピック・パラリンピックを契機として、ス
ポーツを通じて、市民一人ひとりが豊かな生活を続
けていけるよう、今後もスポーツ活動に取り組める環
境整備を進める。

（
1

）
生
涯
学
習
機
会
の
拡
充

(1)生涯学習機会の充実
誰もがいつでもどこでも、学びたいときに学び始める
ことができるという生涯学習の理念を実現するため、
多様な事業主体と連携することにより、事業の充実
と生涯学習情報の共有化を推進する。
武蔵野プレイスや武蔵野ふるさと歴史館など、新た
に整備した生涯学習の拠点がその目的・役割を達成
するために、運営状況や事業内容を効果検証しつ
つ、市の各部署・関連施設をはじめ、生涯学習団
体、大学、研究機関・企業との連携を進め、多様な
事業展開を図る。

(1) 生涯学習機会の拡充
誰もがいつでもどこでも、学びたいときに学び始める
ことができるという生涯学習の理念を実現するため、
多様な事業主体と連携することにより、事業の充実
と生涯学習情報の共有化を推進する。
日中に仕事等がある市民へも学びの環境が提供で
きるよう、生涯学習プログラムの受講機会の拡大を
図る。
武蔵野プレイス、武蔵野ふるさと歴史館や市民会館
など、生涯学習の拠点がその目的・役割を達成する
ために、運営状況や事業内容を効果検証する。市の
各部署・関連施設をはじめ、生涯学習団体、大学、
研究機関・企業との連携を進め、施設の特性に応じ
た事業展開を図る。

(1) 生涯学習機会の拡充
誰もがいつでもどこでも、学びたいときに学び始める
ことができるという生涯学習の理念を実現するため、
多様な事業主体と連携することにより、事業の充実
と生涯学習情報の共有化を推進する。
日中に仕事等がある市民へも学びの環境が提供で
きるよう、生涯学習プログラムの受講機会の拡大を
図る。
武蔵野プレイスや武蔵野ふるさと歴史館など、生涯
学習の拠点がその目的・役割を達成するために、運
営状況や事業内容を効果検証しつつ、市の各部署・
関連施設をはじめ、生涯学習団体、大学、研究機
関・企業との連携を進め、多様な事業展開を図る。
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スポーツに親しめる機会
の充実

総合体育館では気軽に参加できるワンデーレッスン
など各種教室等を開催し、体育協会加盟の３７競技
団体では、市民向けの大会や教室を毎年開催してス
ポーツに親しむ機会を提供している。またスポーツ
推進委員の活動のひとつとしてＰＴＡやあそべえとの
協力により、子どもとその保護者に対してスポーツを
楽しむ機会を提供している。毎月第３日曜日に市内
小学校６校の校庭と体育館を開放した自由参加型
事業市民スポーツデーでは、地域の子どもやその保
護者、高齢者にスポーツに親しむ場を提供してい
る。
今後は、2019年日本で開催のラグビーワールドカッ
プや2020年開催の東京オリンピックによりスポーツ
への関心が高まっていく環境変化をとらえ、スポーツ
に親しめる機会の充実を図っていく。

総合体育館の改修及び
プール棟改築工事

総合体育館の改修は緊急性のあるものや、利用者
の安全確保の面から必要なものなどを順次実施し
た。スポーツ祭東京2013開催のため、総合体育館の
床、音響設備、電光掲示板の改修、メインアリーナに
空調を導入した。
今後は、メイン・サブアリーナ天井の非構造部の改
修工事については法改正の内容が決定次第、直ち
に実施していく。総合体育館の大規模改修及びプー
ル棟改築については公共施設等総合管理計画本部
会議の検討結果を踏まえながら、2020年開催の東
京オリンピックによりスポーツへの関心が高まってい
く環境変化に対応できるように改修計画を策定して
いく。

武蔵境駅圏への運動広
場の設置（旧桜堤小学校
運動広場（仮称））

旧桜堤小学校跡地を利用した運動広場（仮称）の設
置は、旧桜堤小学校の校庭及び校舎利用計画と調
整を図りながら、検討をしていく。

また、運動やスポーツ活動を支える地域の担
い手を育成していく。

地域におけるスポーツの
担い手づくりの充実

総合体育館ではスポーツ教室の修了者による自主
活動を支援し、体育協会加盟の各競技団体では指
導者育成事業により担い手の裾野を広げている。

（
2

）
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

スポーツの目的は競技、気分転換、仲間づく
り、レクリエーション、健康の維持、疾病予防な
ど様々であるが、誰もが自分に合った運動を生
活の中に取り入れ、楽しむ機会を得られるよう
にするため、既存施設の整備・更新を行うとと
もに、旧桜堤小学校跡地を利用し武蔵境駅圏
に運動広場を設置する。

(2)スポーツ施設の再整備
市民の文化・スポーツ活動を支援するため、総合体
育館、温水プールなど既存施設の整備・更新を計画
的に行う。また、旧桜堤小学校跡地へのスポーツ広
場の設置については、桜野小学校の児童数の推移
などを勘案した上で整備を進める。

(2) スポーツの振興と施設の再整備
　平成31年にはラグビーワールドカップ、平成32年に
は東京オリンピック・パラリンピックが開催される。両
大会に向けてスポーツの機運を醸成するとともに、
障害者スポーツの振興を図る。
市民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、総
合体育館、温水プールなど既存施設は、バリアフ
リーをはじめとする整備・更新を計画的に行う。ま
た、旧桜堤小学校跡地へのスポーツ広場の設置に
ついては、桜野小学校の児童数の推移などを勘案し
たうえで整備を検討する。

(2) スポーツの振興と施設の再整備
　平成31年にはラグビーワールドカップ、平成32年に
は東京オリンピック・パラリンピックが開催される。両
大会に向けてスポーツの機運を醸成するとともに、
障害者スポーツの振興を図る。
市民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、総
合体育館、温水プールなど既存施設は、バリアフ
リーをはじめとする整備・更新を計画的に行う。ま
た、旧桜堤小学校跡地へのスポーツ広場の設置に
ついては、桜野小学校の児童数の推移などを勘案し
たうえで整備を進める。
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資料の収集やレファレンス・サービスの向上等
によって、市民の学びと課題解決を支援する機
能の強化を図る。

定期的な職員研修の実施によるレファレンス・サービ
スの向上を図るとともに、中央図書館では地域や市
民の課題解決に役立つ「課題解決テーマ展示」を年
11回実施し、図書館HPに掲載しているレファレンス
事例データベースの充実を図った。また市立図書館
の蔵書だけでなく他の公立図書館、国立国会図書
館、大学図書館との相互利用により多岐にわたる利
用者の要望に応えている。

また、ＩＣＴの活用により図書館が直接保有して
いない情報へのアクセス環境を整備するととも
に、外部データベースや地域アーカイブシステ
ムを利用した学習活動の支援、電子図書の活
用等についても検討を進める。

各館にインターネット検索用パソコンを設置し、新聞・
雑誌記事のオンラインデータベースや、利用者の学
習や研究に必要なウェブサイト等の閲覧環境を提供
するとともに、26年度は新たにオンラインデータベー
ス２タイトルを導入し充実を図った。電子書籍につい
ては、引き続き研究を進める。
また、武蔵野ふるさと歴史館と連携し、それぞれが所
蔵する郷土・行政資料の選別等を実施し、その電子
アーカイブ化や活用方法を検討する。

また、多様な市民の要望に柔軟に応え、サー
ビスを充実させるための運営のあり方について
も検討していく。

図書館の運営形態の検
討

平成25年度は図書館運営委員会において武蔵野プ
レイスの運営に対する意見聴取を行った。この意見
を基に課内のワーキングチームにおいて、今後の市
立図書館の在り方について検討を進めていく。

来館・利用困難者に対す
るサービスの向上

視覚障害者への音訳資料の作成・提供、身体障害
者への書籍の郵送による貸出等、従来からの利用
困難者へのサービスを継続していく。また、平成24年
度から導入した音訳資料のデータ化、電算化によ
り、利用者の利便を図るとともに、業務の効率化も
図ってきた。
今後は、高齢者施設への資料の貸出等、来館困難
者へのサービスについて検討する。
平成26年度に武蔵野プレイス北側にブックポストを
設置した。
今後、三鷹駅前にもブックポストを設置することによ
り、吉祥寺図書館と併せ３駅での図書返却の利便性
の向上を図る。

(4) 歴史文化の継承と創造
武蔵野ふるさと歴史館は、市の歴史文化を次世代に
伝える活動の拠点として、広く教育、学術及び文化
の発展に寄与することを目的としている。また、まち
の歴史を知ることは、まちの愛着へとつながり、市民
活動を担う大きな動機付けとなる。歴史文化に親し
む機会の提供を通じて、市民の学びを支援するとと
もに、歴史的価値の継承と創造に取り組む。

(4) 歴史文化の継承と創造
武蔵野ふるさと歴史館は、市の歴史文化を次世代に
伝える活動の拠点として、広く教育、学術及び文化
の発展に寄与することを目的としている。また、まち
の歴史を知ることは、まちの愛着へとつながり、市民
活動を担う大きな動機付けとなる。歴史文化に親し
む機会の提供を通じて、市民の学びを支援するとと
もに、歴史的価値の継承と創造に取り組む。

（
3

）
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(3)図書館サービスの充実
地域における様々な資料・情報の収集・整備やレ
ファレンス・サービスの向上等によって、市民の学び
や課題解決を支援する取り組みを強化する。多様化
する市民ニーズに対し効果的・効率的に対応してい
くため、中央図書館を中核とした図書館のあり方を
確立し、吉祥寺図書館についても、指定管理者制度
の導入を図る。

(3) 図書館サービスの充実
子どもが読書に親しみ、本を通じて得た豊かな知識
を社会生活へと活かしていけるよう、乳幼児期から
の切れ目のない読書活動支援や学校図書館との連
携等を推進していく。また、地域における様々な資
料・情報の収集・整備やレファレンス・サービスの向
上等によって、市民の学びや課題解決を支援する。
図書館に期待されるサービスが多様化しており、効
率的・効果的に対応するために、中央図書館を中核
とした図書館のあり方を確立する。吉祥寺図書館
は、武蔵野プレイスでの実績を踏まえ、指定管理者
制度の導入を検討し、地域や施設の特性に応じた特
徴ある図書館を目指す。

(3) 図書館サービスの充実
子どもが読書に親しみ、本を通じて得た豊かな知識
を社会生活へと活かしていけるよう、乳幼児期から
の切れ目のない読書活動支援や学校図書館との連
携等を推進していく。また、地域における様々な資
料・情報の収集・整備やレファレンス・サービスの向
上等によって、市民の学びや課題解決を支援する。
図書館に期待されるサービスが多様化しており、効
率的・効果的に対応するために、中央図書館を中核
とした図書館のあり方を確立する。吉祥寺図書館
は、武蔵野プレイスでの実績を踏まえ、指定管理者
制度の導入を検討し、地域や施設の特性に応じた特
徴ある図書館を目指す。

9
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商工業のみならず農業、さらには都市観光を
含めた産業振興に関する方針を有識者を交え
て策定し、各産業において共通する他都市と
の競合、後継者不足等の問題に対する体系的
な取組みを進める。

産業振興に関する方針
の策定

平成24年度に計画策定のための基礎調査を実施
し、平成25年度に商工業のみならず、農業、都市観
光を含めた産業全般にわたる産業振興計画を策定
した。農業及び観光については個別計画が別に策
定されているため、具体的な事業には踏み込まず連
携の構図を明示した。
また、新・元気を出せ商店街事業の根拠計画である
商店街振興プラン（平成14年度）の後継計画という
性格をもあわせもつ。計画は10年間を展望したもの
であるが、平成26年度を初年度とする５か年の実行
計画として策定した。引き続き、関係機関と連携し体
系的な産業振興施策を進める。

また、本市の商工業振興の中核を担っている
武蔵野商工会議所をはじめとする関係団体と
の連携を強めていく。

武蔵野商工会議所等と
の連携の強化

平成23年度より武蔵野商工会議所役員と市の理事
者との意見交換会を年末に開催している。
平成25年度に策定した武蔵野市産業振興計画は、
武蔵野商工会議所会頭及び武蔵野市商店会連合会
会長が策定委員として参画したほか、各団体の職員
が事務局となり、市と連携して計画を策定した。
今後の具体的な施策実施にあたっても、相互の連携
を基本としながら進めていく。

活力あるまちを維持・発展させていくためには、
地元商業の振興が不可欠であり、経営者の高
齢化に伴う商店会活動の担い手不足などの課
題への対応に関する支援を行っていく。

また、都市基盤整備とリンクした活性化策の実
施や、来街者に対するまちの情報提供を充実
させることで駅周辺のにぎわいを促進していく。

三駅圏周辺商業の活性
化生

吉祥寺地区では、春・秋の吉祥寺ウェルカムキャン
ペーンへの補助を実施した。
中央地区では、地区の商店会連合会を核とした商店
会相互の連携を促進するための補助を実施した。
武蔵境地区では、商店会と地域の大学、事業者等
の連携による活性化事業等を着実に実施している。
三駅圏共通の事業として、駅前イルミネーション、及
び関連イベントへの補助を継続している。
定期的に実施するイベント等については、今後より
効果的な実施に向け見直しを行っていく。

路線商店については、身近な生活用品等の買
い回りができ、また住民同士が交流できる場と
して活性化するように支援を進める。

路線商店街活性化への
支援

市が補助を行う中央地区商店会連合会、武蔵境商
店会連合会のスタンプ事業は地域に定着し、固定客
の維持・獲得に必要なツールとなっている。さらに、
平成25年度より中央地区商店会連合会で開始した
「緑町一番街プロジェクト」に対し、平成26年度より市
の補助を行っているほか、平成23年度に開始した市
独自の補助である企画提案型補助事業は商業者に
浸透している。

コミュニティスタジオ事業
の推進

現在実施している富士見通り商店会のハートらんど
富士見については、これまでの実績を検証し、今後
のあり方を検討する。

基本施策５　地域の特性を活かした産業の振興 都内有数の商業集積地である吉祥寺をはじめとする
駅周辺の商業は、市全体のにぎわいや活力を生み
出す原動力である。一方、路線商業は地域のコミュ
ニティにおいて市民の日常生活を支えている。このよ
うな本市の主要産業である商業に関し、引き続き支
援していく。
また、今後も事業者・消費者双方から選ばれるまち
であり続けるため、既存の産業に加え、本市の実態
に合った新たな産業への支援を通じて、市の経済の
活性化を図る。

都内有数の商業集積である吉祥寺をはじめとする駅周辺の商業は、市全体のにぎわいや活力を生み出す原動力である。今後
も、都市間競争を勝ち抜くために、まちづくりと連動した商業振興策を実施する。一方、路線商業は地域のコミュニティにとって重
要な存在であり、市民の日常生活を支える機能を担っているため、引き続き活性化を支援していく。また、新しい活力を生み出
すとともに地域の課題解決となるようなコミュニティビジネスを育てることも視野に入れた起業支援、企業誘致のあり方を検討す
る。
農地は安全・安心な食料を提供しているばかりでなく、貴重な緑の空間であり、景観の醸成、生物多様性の保全、災害時の避
難場所確保、農業体験機会の提供など、市民生活に潤いを与える重要な役割を担っていることから、引き続き保全を図ってい
く。

都内有数の商業集積地である吉祥寺をはじめとする
駅周辺の商業は、市全体のにぎわいや活力を生み
出す原動力である。一方、路線商業は地域のコミュ
ニティにおいて市民の日常生活を支えている。このよ
うな本市の主要産業である商業に関し、引き続き支
援していく。
また、今後も事業者・消費者双方から選ばれるまち
であり続けるため、既存の産業に加え、本市の実態
に合った新たな産業への支援を通じて、市の経済の
活性化を図る。

（
1

）
産
業
振
興
に
関
す
る
方
針
の
策
定

(1)産業振興計画の推進
武蔵野市産業振興計画（平成26～30年度）に基づ
き、市、商工会議所、商店会連合会等関係機関、地
域の大学やＮＰＯ等とも連携し、コンテンツ産業など
文化産業の育成・支援も含めた産業振興策を推進
する。

(1) 産業振興計画の推進
武蔵野市産業振興計画により明確化された市、商工
会議所、商店会連合会等関係機関の役割に則り、さ
らに地域の大学やＮＰＯ等との連携を深めながら、
産業振興策を計画的に推進する。

（
2

）
商
業
の
活
性
化

(2)商業の活性化
商店会の実態を把握し、必要に応じた商店会同士の
連携や統合、法人化等を促すとともに、商店会の構
成員である個店の新規参入及び維持できるよう、そ
の商店会の特性に応じた支援を行う。また、新たな
人材やＮＰＯ・大学などが、商業活性化のための活
動に参加できるよう、支援を行う。

(2) 商業の活性化
商店会については、実態を把握し、必要に応じた商
店会同士の連携や統合、法人化等を促すとともに、
個店の新規加入及び商店会の維持・発展ができるよ
う、特性に応じた支援を行う。また、全商店会に共通
する担い手不足を解決するため、新たな人材やＮＰ
Ｏ・大学などに対し、商業活性化の活動への参加を
促し、まちの活性化につなげていく。

(1) 産業振興計画の推進
武蔵野市産業振興計画により明確化された市、商工
会議所、商店会連合会等関係機関の役割に則り、さ
らに地域の大学やＮＰＯ等との連携を深めながら、
産業振興策を計画的に推進する。

(2) 商業の活性化
商店会については、実態を把握し、必要に応じた商
店会同士の連携や統合、法人化等を促すとともに、
個店の新規加入及び商店会の維持・発展ができるよ
う、特性に応じた支援を行う。また、全商店会に共通
する担い手不足を解決するため、新たな人材やＮＰ
Ｏ・大学などに対し、商業活性化の活動への参加を
促し、まちの活性化につなげていく。
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武蔵野市は、全市的に大学や研究機関などの
知的産業の基盤が揃っている。これらに集うヒ
ト、モノ、情報を活かした情報関連・コンテンツ
産業などを成長させるとともに、知識集約型・
知的価値創造型の産業の育成、支援を図る。

起業支援

26年度には、産業競争力強化法の創業支援事業計
画の参加事業者によるむさしの創業サポートネットを
立ち上げ、本市の創業支援のワンストップ窓口を開
設した。
今後は創業支援事業計画に沿って、関係機関と連
携し、創業後の事業者の経営が安定するよう、着実
に創業支援事業を実施する。

また、コミュニティビジネスの創出を誘導すると
ともに、産業として育成するための支援策の検
討を行う。

社会的企業育成モデル
の検討

産業振興計画に基づき、創業支援施策を推進する
過程で、市民活動促進担当と連携を図りながら、中
間支援団体の育成及びコミュニティビジネスの可能
性について検討していく。

中小企業者への資金融
資あっせん等支援策の
充実

従来より実施していた中小規模事業者を対象とした
融資あっせん制度について、平成27年４月より、対
象企業の資本金額を拡大した。今後も経済状況を鑑
みながら、必要に応じ見直しを行っていく。
また、武蔵野商工会議所が実施する小規模事業者
経営改善資金融資（マル経融資）への利子補給につ
いては、着実に利用件数が増加している。

就労支援

ハローワーク、東京しごとセンター等と連携し、就労
支援セミナー、就職面接会等を実施している。
近年、女性を対象とした事業の参加率が高いため、
平成26年度は女性を対象とした再就職支援セミナー
と個別相談会を新たに実施するほか、女性対象の事
業における託児を充実させるとともに、最新の最新
のニーズに対応できるよう、常に事業の見直しを
図っていく。

安全・安心な農産物に対する市民のニーズに
応えるため、人と環境にやさしい農業への取組
みを推進し、生産者の顔が見える、地産地消な
らではの農産物の供給を促進する。

農業振興基本計画の策
定

平成22年度に農業振興基本計画の改定が行われ、
それに基づき、事業を実施している。
平成27年度までが、現在の農業振興基本計画の計
画期間であるため、現在、農業振興基本計画策定委
員会を設置し、アンケート等により農業者と市民をめ
ぐる状況を把握するとともに、都市農業振興基本法
の施行及び都の進める都市農業特区等により国や
都の動きを見据え、計画の策定を行っている。

また、農地の保全とともに、市民が農地に触れ
る機会を維持していく。

都市農業の振興

農業振興基本計画に基づき、市民生活を豊かにし、
市民と触れ合う農業を推進している。
地産地消推進のための直売会の開催、食育事業へ
の協力、環境保全型農業資器材の利用への補助、
市民農園の運営、農業フォトコンテスト、農産物品評
会などを行っている。

（
3

）
都
市
型
産
業
の
育
成

(3) 都市型産業の育成
市内の経済活動を維持し、発展させるためには、新
たな事業者の参入による活性化が必要である。この
ため、本市での事業を希望する者が、市内で活動で
きるよう、創業支援を実施するとともに、本市の特性
に合った産業として、コンテンツ産業などの文化産業
の育成及び知識集約型産業などの支援を図る。ま
た、地域で活動する団体等が、安定的・持続的に地
域課題のための事業に取り組めるよう、コミュニティ
ビジネスへの支援を行う。

（
4

）
事
業
者
支
援
・
セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ

ト
の
充
実

持続可能な社会を形成するためには、地域の
経済を活性化させることも重要である。長引く
不況に加え、東日本大震災の影響により停滞
している企業活動が活性化するための支援
や、安定して働けるためのセーフティネットの一
層の充実を図る。

(4) 中小企業への支援・セーフティネットの充実
市内の経済を支える中小企業の健全な経営活動を
促進するため、引き続き融資あっせん等の支援を行
う。また、働くことを希望する市民が安定して働くこと
ができるよう、関係機関と連携し、セミナー等の情報
提供や就労機会の拡大及び雇用・労働環境の充実
を図る。

(3) 都市型産業の育成
市内の経済活動を維持し、発展させるためには、新
たな事業者の参入による活性化が必要である。この
ため、本市での事業を希望する者が、市内で活動で
きるよう、創業支援を実施するとともに、本市の特性
に合った産業として、コンテンツ産業などの文化産業
の育成及び知識集約型産業などの支援を図る。ま
た、地域で活動する団体等が、安定的・持続的に地
域課題のための事業に取り組めるよう、コミュニティ
ビジネスへの支援を行う。

(4) 中小企業への支援・セーフティネットの充実
市内の経済を支える中小企業の健全な経営活動を
促進するため、引き続き融資あっせん等の支援を行
う。また、働くことを希望する市民が安定して働くこと
ができるよう、関係機関と連携し、セミナー等の情報
提供や就労機会の拡大及び雇用・労働環境の充実
を図る。

（
5

）
都
市
農
業
の
振
興
と
農
地
の
保

全 (3)都市農業の振興と農地の保全
都市における農業は、新鮮な農産物の供給、農業体
験の場の提供、災害時の一時避難場所や、食育の
ほか、自然環境保全に欠かせない機能を有してい
る。農業従事者、ＮＰＯ及びＪＡとも連携を進め、市民
が農地に触れ合う機会を設け続けながら農業の振
興及び農地の保全を図る。

(5) 都市農業の振興と農地の保全
都市における農業は、新鮮な農産物の供給、農業体
験の場の提供、災害時の一時避難場所や、食育の
ほか、自然環境保全に欠かせない機能を有してい
る。今後も農業従事者、ＮＰＯ及びＪＡとも連携しなが
ら、市民が農業にふれ合う機会を設け続けるととも
に、農業振興基本計画に沿って農業の振興及び農
地の保全を図っていく。

(5) 都市農業の振興と農地の保全
都市における農業は、新鮮な農産物の供給、農業体
験の場の提供、災害時の一時避難場所や、食育の
ほか、自然環境保全に欠かせない機能を有してい
る。今後も農業従事者、ＮＰＯ及びＪＡとも連携しなが
ら、市民が農業にふれ合う機会を設け続けるととも
に、農業振興基本計画に沿って農業の振興及び農
地の保全を図っていく。
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友好都市等との都市間交流は、都市と地方の
関係についての市民の理解を深めることに寄
与してきた。このような交流の意義を踏まえな
がら、市民相互の自主交流の発展につながる
よう市民交流ツアーのあり方について検討す
る。

市民相互の自主的交流
の促進

友好都市等との都市間交流は、昭和47年利賀村か
ら始まり現在9市町村と交流している。42年間の交流
のうち市主催の市民交流では、相互の市民交流ツ
アーや児童スポーツ交流、児童交流事業、家族ふれ
あい自然体験など、対象者やテーマを変えて実施し
ながら自主的交流に繋がるよう促している。
なかなか自主的交流まで発展しない中、安曇野市と
の市民交流では観光バスで行く玉ねぎツアーや落語
をテーマに交流しているグループ、ソフトボールチー
ムの交流など、数は少ないが交流の輪は広がってい
る。
今後も、テーマやプログラムを工夫し自主的交流を
促進させていく。

アンテナショップ事業の
充実

アンテナショップの経営は、景気の動向、天候等に
左右されやすい。新たに消費増税、コスト上昇など
課題もあるが、今後も、相互の交流を深めるため、
引き続き、友好都市と協力しながら安定的経営に向
けた方策を検討していく。

武蔵野市との友好都市10自治体との交流事業にお
いては、隔年開催される交流ツアー等で市民団の交
流が行われ、文化の相互理解・交流が積極的に行
われている。また、友好都市10自治体で組織する武
蔵野市交流市町村協議会では、隔年で首長会議（サ
ミット）、職員研修を実施し、各自治体が抱えている
課題を共有し、協議会補助金による事業支援や友好
都市固有の課題を相互に支援できる体制を実施して
いる。
今後も、友好都市間の相互支援体制を推進してい
く。

災害発生時に被害が広範囲に及ぶ場合、市の防災
機関のみの対応は困難であり、東京都及び被災して
いない他市区町村等の協力を得て災害対策を実施
する必要がある。そのため、東日本大震災の経験を
踏まえ、武蔵野市交流市町村協議会を基盤とした自
治体間の水平連携を強化する。
今後、「安曇野市サミット宣言」に基づき、災害時に
相互支援が迅速に行われるよう、各自治体の緊急
連絡先、担当者等の把握を行い、情報収集・伝達機
能の強化を図っていく。

（
1

）
交
流
事
業
の
多
様
化
の
検
討

(1)交流事業のあり方の検討
都市と地方が相互に補完し共存することや、多文化
共生の地域づくり及び国際交流を目的として交流事
業を進めてきた。国内交流、海外交流ともに事業の
目的及び実績を踏まえ、これからの事業のあり方を
検討していく。

(1) 交流事業のあり方の検討
国内交流においては都市と地方が相互に補完し共
存すること、国際交流においては平和・友好に資す
るため、青少年の異文化交流や市民の相互理解を
深めることを目指す。これらの事業をさらに効果的に
進めるため、多様な主体の参加を得ながら、市民の
相互交流のあり方を検討する。

また、アンテナショップ麦わら帽子の充実や情
報交換、武蔵野市交流市町村協議会の活動を
さらに発展させながら、友好都市間の相互支
援体制を推進する。

友好都市間の相互支援
体制の構築

基本施策６　都市・国際交流の推進

国内における都市と地方の共存及び国際社会にお
ける平和・友好を実現するためには、市民の相互理
解が不可欠であり、一層の市民レベルの交流を進め
る。また、外国人が安心して生活し、地域で活躍でき
るよう、支援の充実を図る。

過密都市であり、消費地である本市は、市民生活に必要な様々な要素を地方に依存している。都市は単独で存在することはで
きないことから、引き続き友好都市等との交流を進め、相互理解を深めていく。青少年交流、相互理解、友好、平和等の多様な
視点から、国際交流・協力にも継続的に取り組んでいく。さらに、市内に在住する外国人等への日常生活支援のために公益財
団法人武蔵野市国際交流協会（以下、「国際交流協会」という）を中心に、情報提供、相談事業、留学生支援など、充実した事業
を展開している。今後も、在住外国人にとっても本市が「住み続けたいまち」であるために、支援を強化していく。

国内における都市と地方の共存及び国際社会にお
ける平和・友好を実現するためには、市民の相互理
解が不可欠であり、一層の市民レベルの交流を進め
る。また、外国人が安心して生活し、地域で活躍でき
るよう、支援の充実を図る。

(1) 交流事業のあり方の検討
国内交流においては都市と地方が相互に補完し共
存すること、国際交流においては平和・友好に資す
るため、青少年の異文化交流や市民の相互理解を
深めることを目指す。これらの事業をさらに効果的に
進めるため、多様な主体の参加を得ながら、市民の
相互交流のあり方を検討する。
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市と国際交流協会の役割の明確化及び連携
の強化を行い、市内に在住する外国人等への
行政サービスの情報提供や地域コミュニティで
の交流の促進等を行うとともに、日常生活にお
ける支援体制も推進する。

外国人の日常生活支援
体制の確立

現在、(公財)武蔵野市国際交流協会による、在住外
国人向けの多言語による各種相談（法律や心の健
康も含む）や日本語学習支援、生活情報提供などの
サービスを行っている。情報手段としては、英語併記
による月刊「Musashino Digest」で生活情報や市役所
からの各種情報を周知している。また、四ヶ国語によ
るニュースレター「MIA Calendar」やホームページに
より国際交流協会主催の各種事業を周知している。
今後も、日常生活支援体制をより充実・強化してい
く。

これまでも日本語以外の言語による市政情報
の提供を行ってきているが、災害時における情
報提供体制についても強化していく。

外国人に対する情報に
関するセーフティネットの
構築

災害時の対応は平常時に国際交流協会のボラン
ティア組織である防災委員会が中心となり、防災情
報を提供したり年１回の研修会を開催している。ま
た、日本語コースでは年３回、火災・震災時の対応に
ついての講習を行っている。
そして、発災時には、防災委員会が中心になり、多
言語による各種情報を交流協会のホームページで
発信、電話による情報提供・相談業務を実施する。
今後も、発災時に有効な情報伝達手段を構築してい
く。

地域の防災力の向上

地域住民による自主防災組織や避難所運営組織の
設立を支援し、地域防災力を向上させる。今後、避
難所運営組織については全ての避難所に組織が設
立されるよう、地域への支援を行っていく。
＜自主防災組織＞
　平成24年度11団体結成、平成25年度８団体結成、
平成26年度3団体結成
　平成27年７月１日現在49団体
＜避難所運営組織＞
　平成24年度３組織結成、平成25年度３組織結成
　平成27年７月１日現在10組織
・平成25年８月防災ハンドブックを作成し、全戸配布
を行った。
・平成26年１月防災情報マップの改訂を行った。
・平成25年３月10日及び平成26年３月８日に防災シ
ンポジウムを開催した。
・平成26年10月希望する自主防災組織に対し、防災
資機材（消火機材・救助工具セット・台車・簡易担架・
安否確認マグネットシート）の配布を行った。

市民防災協会事業　市内を町ごとに３ブロック13支
部に区分し、防災推進員を配置し、防災知識の普
及、家庭内防災対策の啓発、地域の防災設備の点
検などの活動を実施した。また、平成25・26年度に避
難所リーダー研修（避難所運営組織を対象とした
リーダー育成研修）を実施し、「共助」における地域
の防災力向上を図った。

（
2

）
市
内
に
在
住
す
る
外
国
人
等
へ
の
日
常
生
活

支
援

(2) 市内に在住する外国人等への日常生活支援
市内に在住する外国人の多国籍化及び定住化に伴
い、より多くの言語かつ複雑で専門性が求められる
相談が増えている。これらのニーズに対応するた
め、（公財）武蔵野市国際交流協会を中心に近隣自
治体などとの連携を視野に入れ、対応できる人材を
確保・育成していく。また、外国人が地域において安
心して生活し、活躍できるよう、わかりやすい広報紙
や、ホームページの制作により、外国人への生活等
の情報提供を充実させるとともに、地震等の災害に
対する知識・対処方法等の周知及び発災時の支援
体制の整備を行う。

(2) 市内に在住する外国人等への日常生活支援
市内に在住する外国人の多国籍化及び定住化に伴
い、より多くの言語かつ複雑で専門性が求められる
相談が増えている。これらのニーズに対応するた
め、（公財）武蔵野市国際交流協会を中心に近隣自
治体などとの連携を視野に入れ、対応できる人材を
確保・育成していく。また、外国人が地域において安
心して生活し、活躍できるよう、わかりやすい広報紙
や、ホームページの制作により、外国人への生活等
の情報提供を充実させるとともに、地震等の災害に
対する知識・対処方法等の周知及び発災時の支援
体制の整備を行う。

基本施策７　災害への備えの拡充 首都直下型地震がいつ発生してもおかしくない状況
にあり、安全・安心なまちづくりをするうえでは、防災
態勢の強化は重要な課題である。高齢化や増加傾
向にある外国人来街者など変化するニーズに対応し
た態勢の整備を進める。また、二次災害による被害
拡大を防ぐため、建物の耐震化や発生した火災の延
焼の防止など、防災の観点を重視した基盤の強化を
図る。

今後30 年以内に首都直下型地震が発生する確率は70％と言われている。市内三駅は乗降客数が多く、また平日、休日を問わ
ず来街者も非常に多い。そのため首都直下型地震が発生した場合は、建物倒壊や火災、ライフラインの寸断といった被害だけ
でなく、帰宅困難者の大量発生やその他交通網の麻痺等に起因する問題も生じることが予想される。また、人口密度が極めて
高く、多くの住宅地域で家屋が密集しているため、住宅の耐震性・耐火性を高めることが重要である。災害による影響を最小限
に抑え、災害後の都市の機能の維持と速やかな復旧、復興を行えるよう、災害に関連する計画の策定及び見直しを行うととも
に地域や関係機関との連携を進める。

（
1

）
防
災
態
勢
の
強
化

東日本大震災により浮かび上がった様々な課
題にも対応するため、地域における防災の仕
組みを一層充実させるとともに、地域防災計画
の見直しや業務継続計画（ＢＣＰ）の更新を適
宜行っていく。

(1)防災態勢の強化
災害発生時において市は、市を取り巻く状況を正確
かつ迅速に把握することが、その後の初動対応をす
る上で重要である。また、個人では、自分が置かれ
ている状況を把握することが大切であり、高齢者、障
害者及び外国人等も自ら情報を受発信できるよう
に、停電の発生を踏まえ、アナログな手法を含めた
多様な情報収集・伝達手段を検討する。
避難所の生活環境の整備、災害時の学校利用計画
の策定、避難所運営組織の設立を促す地域への支
援策などを検討するとともに、実効性のある受援計
画を検討する。

(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。

首都直下型地震がいつ発生してもおかしくない状況
にあり、安全・安心なまちづくりをするうえでは、防災
態勢の強化は重要な課題である。高齢化や増加傾
向にある外国人来街者など変化するニーズに対応し
た態勢の整備を進める。また、二次災害による被害
拡大を防ぐため、建物の耐震化や発生した火災の延
焼の防止など、防災の観点を重視した基盤の強化を
図る。
(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。
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地域防災計画の見直し

地域防災計画について毎年検討を加え、必要がある
と認められるときに修正する。
東日本大震災の教訓を踏まえ、また、東京都防災会
議から平成24年４月に公表された「首都直下地震等
による東京の被害想定」が公表されたことを受けて、
新たな被害想定結果に基づく計画の見直しを平成25
年４月に行った。
平成26年5月に災害時医療救護態勢及び特別警報
運用に伴うことによる地域防災計画の修正を行っ
た。
平成27年度は昨年度「避難行動支援体制検討委員
会」で検討した、避難行動要支援者に関する支援体
制等について、地域防災計画の一部修正を行う。

業務継続計画（ＢＣＰ）の
更新

平成24年２月に策定した業務継続計画（ＢＣＰ）震災
編＜素案＞を、平成25年４月に策定した地域防災計
画の下位計画とし、「震災対応型ＢＣＰ」として更新し
ていく。
毎年実施している組織概要調査に危機発生時の各
課における業務マネジメントの視点を取り入れ、各課
業務を危機管理の視点から把握し、継続的に業務
継続計画を見直す機会とする。

平成24年度防災安全WEBを市公式ホームページ内
に移動、ツイッターでの情報発信を拡充、平成25年
度にはフェイスブックの運用を開始するなど、災害時
において活用可能な情報伝達手段を強化した。今後
も、民間事業者との協力なども検討し、引き続き強化
を行っていく。

災害時、必要な情報を伝達するため固定系防災行
政無線、防災用MCA無線や防災情報無線等を整備
している。情報伝達をより確実に行うために多様な
情報伝達手段の整備を推進していく。
平成24年度３箇所に新たに屋外拡声子局（スピー
カー）を設置（設置場所：吉祥寺西公園（吉祥寺本
町）、横河電機グランド（中町）、スイングビル屋上
（境））
平成25年度に新たにMCA無線機をハウスグリーン
パーク、吉祥寺本町在宅介護支援センター、桜堤児
童館に設置。また、一時集合場所・避難所と市役所
を結ぶ通信手段として、各避難所にＰＨＳを配備。
平成26年度は、住宅の高気密化などにより、防災行
政無線の放送内容が聞き取りにくい場合があるた
め、防災行政無線で放送した内容を電話で確認でき
るサービスを開始。平成27年度は新たに関係機関
へのMCA無線機の拡充を行っていく。

（
1

）
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の
強
化

東日本大震災により浮かび上がった様々な課
題にも対応するため、地域における防災の仕
組みを一層充実させるとともに、地域防災計画
の見直しや業務継続計画（ＢＣＰ）の更新を適
宜行っていく。

(1)防災態勢の強化
災害発生時において市は、市を取り巻く状況を正確
かつ迅速に把握することが、その後の初動対応をす
る上で重要である。また、個人では、自分が置かれ
ている状況を把握することが大切であり、高齢者、障
害者及び外国人等も自ら情報を受発信できるよう
に、停電の発生を踏まえ、アナログな手法を含めた
多様な情報収集・伝達手段を検討する。
避難所の生活環境の整備、災害時の学校利用計画
の策定、避難所運営組織の設立を促す地域への支
援策などを検討するとともに、実効性のある受援計
画を検討する。

(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。

また、災害時等における情報提供のあり方に
ついても総合的な観点から検討する。

災害時の情報提供の方
法の検討・充実

(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。
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災害時の保健・医療・福
祉の連携づくり

平成25年度に総合防災訓練（医療訓練）を関係機関
と実施し、反省会を参加関係機関と実施した。
防災課と共管で災害時医療対策検討委員会を設置
し、災害救護活動に関することを検討した。
平成26年度は、医療連携訓練を関係機関と実施し、
その後実施内容について次回に向けた振り返りを
行った。

平成7年1月17日発生の阪神・淡路大震災の時に友
好都市から神戸市支援用のペットボトル飲料水を仕
入れて以来、相互協力体制を進めてきた。
平成23年3月11日発生の東日本大震災を契機に、
同年7月に安曇野市で開かれた武蔵野市交流市町
村協議会（友好都市協議会）において、加盟の10自
治体が災害時における相互支援の仕組みを確認し
た。そして、長年の友好交流が創りだした絆を大きな
力として、相互に助け合い、支えあう事を宣言した。
今後も、この「安曇野市サミット宣言」に基づく体制を
堅持していく。

災害発生時に被害が広範囲に及ぶ場合、市の防災
機関のみの対応は困難であり、東京都及び被災して
いない他市区町村等の協力を得て災害対策を実施
する必要がある。そのため、東日本大震災の経験を
踏まえ、武蔵野市交流市町村協議会を基盤とした自
治体間の水平連携を強化する。
今後、「安曇野市サミット宣言」に基づき、災害時に
相互支援が迅速に行われるよう、各自治体の緊急
連絡先、担当者等の把握を行い、情報収集・伝達機
能の強化を図っていく。（再掲）

　「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震
化等を一層進める。

平成27年度までに建築物の耐震化率90％を目標と
する「耐震改修促進計画」をもとに、「東京における
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条
例」及び平成25年11月に改正された「建築物の耐震
改修の促進に関する法律」の対象となる建築物に対
し、耐震診断実施の啓発、指導を実施するほか、住
宅対策課が実施している助成制度における技術的
支援を行ってきた。
今後は、法律・条例にもとづく診断未報告者に対す
る指示のほか、要耐震改修建築物への指導・助言
等により耐震化を促進していく。今年度、平成32年度
までに建築物の耐震化率95％を目標とする「耐震改
修促進計画」の改定を予定している。

震災時における避難又は緊急物資の輸送等復旧復
興活動を支える緊急輸送道路の沿道建築物が倒壊
して当該道路を閉塞することがないよう、沿道建築
物の耐震化を促進する。
都条例では、対象建築物について、平成26年度末ま
でに耐震診断の実施を義務化し、併せて耐震診断
実施完了報告の提出を求めていたところであるが、
今年度は耐震診断を完了していない物件について
は、東京都にて公表を予定している。
国、東京都と連携を図りながら、耐震化率の向上を
図るため、引き続き、助成制度等により支援してい
く。

（
1

）
防
災
態
勢
の
強
化

(1)防災態勢の強化
災害発生時において市は、市を取り巻く状況を正確
かつ迅速に把握することが、その後の初動対応をす
る上で重要である。また、個人では、自分が置かれ
ている状況を把握することが大切であり、高齢者、障
害者及び外国人等も自ら情報を受発信できるよう
に、停電の発生を踏まえ、アナログな手法を含めた
多様な情報収集・伝達手段を検討する。
避難所の生活環境の整備、災害時の学校利用計画
の策定、避難所運営組織の設立を促す地域への支
援策などを検討するとともに、実効性のある受援計
画を検討する。

(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。

このほか①保健・医療・福祉の連携の確立、②
福祉避難所機能の充実による災害時の高齢
者、障害者への支援の仕組みの強化、③周辺
都市や友好都市間の相互支援体制などについ
ても推進していく。

友好都市間の相互支援
体制の構築

(1) 防災態勢の強化
災害発生時において市は、被害状況をはじめ、市を
取り巻く状況を正確かつ迅速に把握することが、そ
の後の初動対応をするうえで重要である。また、高
齢者、障害者及び外国人等も自ら情報を受発信でき
るように、停電の発生も想定した多様な情報収集・伝
達手段を検討する。
避難所及び避難所運営の充実のため、避難所の生
活環境の整備、災害時の学校利用計画の策定、市
立小中学校全校に避難所運営組織を設立できるよう
に地域への支援を行う。さらに、発災時には市民が
必要に応じて円滑かつ迅速な避難ができるよう、日
頃からの市民主体の防災訓練の重要性を市が発信
するとともに、避難所運営組織も発信できるよう支援
していく。また、避難生活において、介護の必要な高
齢者や障害者等、一般避難所では生活に支障を来
す人に対して、ニーズに応じたケアが提供できるよ
う、福祉避難所の充実を図る。
全国の自治体、関係機関、民間企業、ボランティアな
どが、効率的かつ効果的な支援活動をすることが可
能となるよう、実効性のある受援計画を検討する。ま
た、友好都市との広域的な連携体制を構築するとと
もに、近隣自治体においても、連携して災害に対応
できるよう相互協力体制を強化する。

（
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災害時の緊急輸送道路
確保に向けた建築物の
耐震化促進

また、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を
促し、災害時における輸送路の確保を図るとと
もに、震災時の同時多発火災に備えた消防水
利の整備等、災害に強いまちづくりを進める。

(2) 災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救急救命・消火活動、物資の輸送など、救助復旧の
生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を
防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化を
進めていく。
大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、延
焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防水
利が不足している地域における延焼の拡大を防ぐた
めに、防火水槽の整備を引き続き進める。

(2)災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救命・救急・消火活動、物資の輸送など、救助復旧
の生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞
を防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化
を進めていく。

(2) 災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救急救命・消火活動、物資の輸送など、救助復旧の
生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を
防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化を
進めていく。
大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、延
焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防水
利が不足している地域における延焼の拡大を防ぐた
めに、防火水槽の整備を引き続き進める。
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消防水利の整備

震災時の市街地火災に備えた水利として耐震性を
有する防火水槽を整備する。また、まちづくり条例に
より防火水槽等の確保を積極的に推進する。
平成25年度に防火水槽（耐震性貯水槽）を４基設
置、平成26年度に2基設置した。
平成27年度は飲料水兼用耐震性貯水槽を1基、武
蔵野中央公園に設置する。

大規模な災害発生時、震災後の市民の生活再建を
迅速に実施するため、発災時に必要となる対策につ
いて、できる限り事前に検討が必要である。
今後、被災後における生活再建支援の手続きの基
礎となるり災証明の発行システムについて、関係各
課とともに検討を進める。
平成28年度の導入を目途に、平成26年度中は先行
事例の視察等を通じ、システム導入後のり災証明発
行フローの検討等を行った。平成27年度はシステム
選定等の準備を進める予定である。

現在の予防の観点からの事業を進めながら、新たに
取り組むべき事項や時期、優先度、事前調査・調整
を実施し、本市に適した都市復興のあり方、進め方
を検討する。
平成26年度は、都が開催する都市復興都区市町村
担当者連絡会で情報交換するとともに、都市復興模
擬訓練に職員を参加させ、情報収集を実施する。そ
の後は、市地域防災計画を踏まえ、情報交換・収集
を行いながら今後の進め方を検討していく。

（
3

）
住
宅
の
耐
震
化
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進

住宅が密集している地域は、大規模な震災の
際には、広範囲にわたって被害が発生すること
が予想される。そのため、老朽化した住宅を中
心に耐震化を促進し、震災等による被害を最
小限に抑える。

住宅の耐震化の促進

旧耐震基準により建築された住宅の耐震化を促進
するため、耐震診断や耐震改修等に係る費用の一
部を助成している。
また、耐震性に関する相談窓口の設置、木造住宅耐
震アドバイザー派遣や分譲マンション耐震化支援事
業など、耐震化推進に向けた支援を実施している。
引き続き、市耐震改修促進計画の目標に基づき、一
層の耐震化を図る。

(3)住宅の耐震化の促進
大規模な震災に備え、市民生活の拠点である住宅
の耐震化は喫緊の課題である。住宅・マンションの
耐震化を促進し、震災等による被害を最小限に抑え
るため、引き続き、耐震化に係る費用の助成、制度
の周知、必要性についての普及・啓発などを行い、
住まいの状況に応じた支援を行う。

(4) 住宅の耐震化の促進
大規模な震災に備え、市民生活の拠点である住宅
の耐震化は喫緊の課題である。住宅・マンションの
耐震化を促進し、震災等による被害を最小限に抑え
るため、引き続き、耐震化に係る費用の助成、制度
の周知、必要性についての普及啓発や様々な情報
を提供するとともに、住まいの状況に応じた支援を行
う。耐震化と併せ、狭あい道路整備等の誘導策につ
いてさらなる取り組みを行い、災害に強いまちづくり
を進めていく。

(4) 住宅の耐震化の促進
大規模な震災に備え、市民生活の拠点である住宅
の耐震化は喫緊の課題である。住宅・マンションの
耐震化を促進し、震災等による被害を最小限に抑え
るため、引き続き、耐震化に係る費用の助成、制度
の周知、必要性についての普及啓発や様々な情報
を提供するとともに、住まいの状況に応じた支援を行
う。耐震化と併せ、狭あい道路整備等の誘導策につ
いてさらなる取り組みを行い、災害に強いまちづくり
を進めていく。

市民や来街者が安心してすごせる、安全な環
境づくりを推進するため、市民安全パトロール
隊や自主防犯グループ等との連携、ホワイト
イーグルによる地域の見守り活動の推進やブ
ルーキャップによる安全・安心を維持する活動
を継続していく。

パトロール隊との連携に
よる地域防犯力の向上

市民安全パトロール隊は市民による有償ボランティ
アパトロールで、地元を知り尽くしており、隅々まで目
が届くため、大きな「犯罪抑止効果」となっている。月
に１回、武蔵野警察と合同パトロールと安全パトロー
ル委員会を実施。児童の登下校の時間や学校行事
に合わせた警戒など、子どもを見守る防犯活動にも
積極的に取り組んでいる。３地区の隊長・副隊長、
市、警察の生活安全課長、ブルーキャップ、ホワイト
イーグルらと組織しているパトロール委員会を開い
て、情報交換等を行っている。また、平成23年度に
は杉並区、平成25年度・平成26年度には三鷹市と合
同パトロールを開催し、近隣市との境界線での防犯
体制を強化した。また、学生によるパトロール隊、商
店会（吉祥寺地区）によるパトロール隊など地域に密
接したパトロール隊も動きだした。
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備 また、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を

促し、災害時における輸送路の確保を図るとと
もに、震災時の同時多発火災に備えた消防水
利の整備等、災害に強いまちづくりを進める。

さらに、災害が発生した場合には速やかに復
興に取り組めるよう、都市復興のあり方、進め
方についても検討していく。

都市復興に関する取組
みの検討

基本施策８　多様な危機への対応の強化

犯罪や迷惑行為だけでなく、日々変化する詐欺な
ど、市民の安心を脅かす様々な問題が全国的に発
生している。被害の予防かつ拡大を防ぐため、これ
までも様々な対策を講じてきており、今後も、地域、
周辺自治体、関係機関等とともに防犯性の高いまち
づくりを進める。

自然災害の他にも、市民の安心を脅かすものとして、犯罪や迷惑行為等、またモラルの低下による様々な問題がある。これまで
に様々な対策を積極的に行ってきており、今後も効果を検証し、内容の見直しを図りながら、取組みを発展させていく。体感治安
の良さはまちに対する安心感と密接につながるものであり、都市の魅力を下支えする重要な要素である。それぞれの地区の特
性に応じた防犯力の向上を図る。新興感染症やテロ行為等の市民生活を脅かす多様な危機に関して、情報収集と速やかな情
報提供を行いながら対策を進める。
悪質商法や詐欺の形態が多様化し、手口も巧妙になっていることから、関係機関の緊密な連携によって被害の防止に努める。
あわせて消費者の権利擁護、自立へ向けた情報提供等も行う。
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(1)防犯力の向上
近年、市内での犯罪件数は減少しているものの、
ニュースに取り上げられるような衝撃的な事件が発
生することで、治安に対する関心が増している。
犯罪の抑止力となる防犯カメラの設置場所及び台数
を含め、今後のあり方を検討する。また、各種パト
ロールの巡回エリアや活動内容についても再度検討
する。
商店会や学生など、地域や市民による防犯活動を進
めることで、多様な視点からまちを見守り、体感治安
の向上を図る。

(1) 防犯力の向上
市内での犯罪件数は減少しているものの、治安に対
する関心が増している。犯罪の抑止力となる防犯カ
メラの設置場所及び台数を含め、今後のあり方を検
討する。また、「市民パトロール」の活動も活性化して
きており、市、関係機関との密接な連携を進め、まち
ぐるみで安全・安心なまちづくり体制を整備する。そ
のために、各種パトロールの既存の巡回エリアや活
動内容についても必要に応じた見直しを行う。
商店会や若者の自主的な活動など、地域や市民に
よる防犯活動を進めることで、多様な視点からまちを
見守り、体感治安の向上を図る。

(2) 災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救急救命・消火活動、物資の輸送など、救助復旧の
生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を
防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化を
進めていく。
大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、延
焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防水
利が不足している地域における延焼の拡大を防ぐた
めに、防火水槽の整備を引き続き進める。

(3) 災害復興の検討
これまで、災害予防や応急対策に視点を置いた対応
を進めてきており、今後は災害発生後の復興につい
ても検討する必要がある。復興は、都市基盤ばかり
でなく住宅、福祉、医療、産業等の施策を総合的か
つ計画的に進めることが重要である。災害発生後に
迅速かつ適切な対応を取ることができるように、全庁
的な取り組みにより都市、住宅、くらし（福祉・医療）、
産業の４つの復興の総体として災害復興に関する対
策を引き続き検討し、あらかじめ災害復興マニュア
ルを策定する。また、中長期的に持続可能なまちづく
りを見据えた復興とするために、広域連携の強化を
進める。

犯罪や迷惑行為だけでなく、日々変化する詐欺な
ど、市民の安心を脅かす様々な問題が全国的に発
生している。被害の予防かつ拡大を防ぐため、これ
までも様々な対策を講じてきており、今後も、地域、
周辺自治体、関係機関等とともに防犯性の高いまち
づくりを進める。

(1) 防犯力の向上
市内での犯罪件数は減少しているものの、治安に対
する関心が増している。犯罪の抑止力となる防犯カ
メラの設置場所及び台数を含め、今後のあり方を検
討する。また、「市民パトロール」の活動も活性化して
きており、市、関係機関との密接な連携を進め、まち
ぐるみで安全・安心なまちづくり体制を整備する。そ
のために、各種パトロールの既存の巡回エリアや活
動内容についても必要に応じた見直しを行う。
商店会や若者の自主的な活動など、地域や市民に
よる防犯活動を進めることで、多様な視点からまちを
見守り、体感治安の向上を図る。

(2)災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救命・救急・消火活動、物資の輸送など、救助復旧
の生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞
を防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化
を進めていく。

(2) 災害に備えたまちづくり
「耐震改修促進計画」に基づき建築物の耐震化を一
層進める。中でも、特定緊急輸送道路は、災害時の
救急救命・消火活動、物資の輸送など、救助復旧の
生命線であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を
防ぐために、国や都と連携を図り、一層の耐震化を
進めていく。
大規模災害時には、火災を伴うことが予想され、延
焼が拡大する危険がある。木造密集地域や消防水
利が不足している地域における延焼の拡大を防ぐた
めに、防火水槽の整備を引き続き進める。

(3) 災害復興の検討
これまで、災害予防や応急対策に視点を置いた対応
を進めてきており、今後は災害発生後の復興につい
ても検討する必要がある。復興は、都市基盤ばかり
でなく住宅、福祉、医療、産業等の施策を総合的か
つ計画的に進めることが重要である。災害発生後に
迅速かつ適切な対応を取ることができるように、全庁
的な取り組みにより都市、住宅、くらし（福祉・医療）、
産業の４つの復興の総体として災害復興に関する対
策を引き続き検討し、あらかじめ災害復興マニュア
ルを策定する。また、中長期的に持続可能なまちづく
りを見据えた復興とするために、広域連携の強化を
進める。
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繁華街等における安全
の確保

安全・安心を実感できる防犯性の高いまちづくりを確
保するため、また市民、来街者の安心感を確保する
ため、パトロール隊の充実（つきまとい勧誘等指導員
通称ブルーキャップ、深夜帯の夜間パトロール通称
吉祥寺ミッドナイトパトロール）・連携強化や環境浄
化キャンペーン、地域の自主的な防犯力（商店会パ
トロール隊ほか）などのソフト面の取り組み強化に加
え、防犯灯の増設や防犯カメラの活用などハード面
の整備を強化している。商店会主体で多くの街頭防
犯カメラを増設中である。

また、ハイテク犯罪等の新たな形態の犯罪の
防止の取組みを強化する。

ハイテク犯罪の防止

ハイテク犯罪等の新たな犯罪に対する被害防止、暴
力団排除に対する取り組みなどを推進するため、武
蔵野警察署と密に連携していく。安全・安心情報（振
り込め詐欺被害情報、サイバー犯罪被害情報ほか）
を入手した際は速やかに安全・安心メールを使って
登録者に情報発信していく。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定によ
り、新型インフルエンザ等対策行動計画を策定する
（健康課主体）。新型インフルエンザ等に対する対策
の強化を図り、新型インフルエンザ等の発生時にお
いて、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及
び健康を保護するとともに、市民生活・経済に及ぼ
す影響が最小となるようにすることを目的として体系
的な体制の整備を整える。

平成25年度は7月に対策本部条例を制定の後、行動
計画について、北多摩南部保健医療圏内の6市によ
る検討会を実施し、新型インフルエンザ行動計画素
案を作成した。
平成26年度は庁内関係課と連携し、11月を目途に
新型インフルエンザ行動計画を策定する予定であ
る。

国民保護計画の変更

昨今の国際情勢の変化や国の制定する国民保護に
関する基本指針及び東京都国民保護計画の変更等
に伴い、市計画の変更について検討し、市民に周知
する。また、図上訓練等具体的シナリオに則った訓
練を行うとともに、資器材の充実を図る。

また、新たに対応が可能になった危機につい
ては、必要な態勢を構築するとともに対応策を
講じていく。
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新たな感染症やテロ行為等の、予測や予防等
が困難な新たな危機に対しては、都、周辺自
治体、関係機関等と協力しながら情報収集と
速やかな情報提供を行っていく。

新型インフルエンザへの
対応

(2)新しい危機への態勢の整備
予測や予防が困難な危機は１つの自治体のみの問
題ではなく、広域にわたり対応を取る必要がある。市
内関係機関との連携にとどまらず、周辺自治体・周
辺関係機関を含めた広域連携を進め、市民への情
報提供を迅速に行う。危機に直面したときに適切か
つ迅速な対応が取れるように、訓練を繰り返し実施
し態勢の強化を図る。

（
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）
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犯
力
の
向
上

(1)防犯力の向上
近年、市内での犯罪件数は減少しているものの、
ニュースに取り上げられるような衝撃的な事件が発
生することで、治安に対する関心が増している。
犯罪の抑止力となる防犯カメラの設置場所及び台数
を含め、今後のあり方を検討する。また、各種パト
ロールの巡回エリアや活動内容についても再度検討
する。
商店会や学生など、地域や市民による防犯活動を進
めることで、多様な視点からまちを見守り、体感治安
の向上を図る。

(1) 防犯力の向上
市内での犯罪件数は減少しているものの、治安に対
する関心が増している。犯罪の抑止力となる防犯カ
メラの設置場所及び台数を含め、今後のあり方を検
討する。また、「市民パトロール」の活動も活性化して
きており、市、関係機関との密接な連携を進め、まち
ぐるみで安全・安心なまちづくり体制を整備する。そ
のために、各種パトロールの既存の巡回エリアや活
動内容についても必要に応じた見直しを行う。
商店会や若者の自主的な活動など、地域や市民に
よる防犯活動を進めることで、多様な視点からまちを
見守り、体感治安の向上を図る。

(1) 防犯力の向上
市内での犯罪件数は減少しているものの、治安に対
する関心が増している。犯罪の抑止力となる防犯カ
メラの設置場所及び台数を含め、今後のあり方を検
討する。また、「市民パトロール」の活動も活性化して
きており、市、関係機関との密接な連携を進め、まち
ぐるみで安全・安心なまちづくり体制を整備する。そ
のために、各種パトロールの既存の巡回エリアや活
動内容についても必要に応じた見直しを行う。
商店会や若者の自主的な活動など、地域や市民に
よる防犯活動を進めることで、多様な視点からまちを
見守り、体感治安の向上を図る。

(2) 新しい危機への態勢の整備
予測や予防が困難な危機は、１つの自治体のみの
問題ではなく、広域にわたり対応を取る必要がある。
市内関係機関との連携にとどまらず、周辺自治体・
周辺関係機関を含めた広域連携を進め、市民への
情報提供を迅速に行う。危機に直面したときに適切
かつ迅速な対応が取れるように、国民保護計画の改
定を行い、活動内容を再確認するとともに、広域連
携による訓練を繰り返し実施し態勢の強化を図る。

(2) 新しい危機への態勢の整備
予測や予防が困難な危機は、１つの自治体のみの
問題ではなく、広域にわたり対応を取る必要がある。
市内関係機関との連携にとどまらず、周辺自治体・
周辺関係機関を含めた広域連携を進め、市民への
情報提供を迅速に行う。危機に直面したときに適切
かつ迅速な対応が取れるように、国民保護計画の改
定を行い、活動内容を再確認するとともに、広域連
携による訓練を繰り返し実施し態勢の強化を図る。
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これまで地域と市が一体となって消費者保護
等を行ってきたが、今後も、市民が安心して消
費生活を送ることができるよう、行政、警察、関
係機関が連携しながら詐欺行為、悪質商法被
害等の防止を図る。

消費者被害防止

様々な手口による悪質商法や、インターネット、ス
マートフォン等による架空請求等の消費者被害を防
止するため、出前講座、リーフレットの配布、及びむ
さしのＦＭによるラジオ放送等により注意喚起や被
害事例の情報提供を行っている。特に悪質業者に狙
われやすい高齢者に対しては、高齢者福祉関連部
署と連携し、リーフレットの高齢者宅への配布、関連
施設への配置等、重点的に行っている。また、毎年３
月に吉祥寺駅周辺において、商店会、警察等、関係
機関の参加を得て悪質商法被害防止街頭キャン
ペーンを実施し、啓発を行っている。
今後も、形を変えて発生が予想される消費者被害に
関し、市民に適切な注意喚起と情報提供を行い、消
費者被害の未然防止のための啓発を推進していく。

また、消費者一人ひとりが十分な情報を得て、
的確な判断を行えるようにするため、消費者教
育や情報提供、相談対応を充実させる。

消費者教育、情報提供、
相談対応の充実

消費生活において適切な判断ができる消費者を支
援・育成するため、消費生活関連講座、消費者ス
クール、及び出前講座により消費者教育を推進して
いる。また、消費者教育に関するリーフレットの中学・
高校生への配布や、消費生活に関連した冊子、DVD
等の貸出しにより情報提供を行っている。消費生活
に関する相談は平日９時から16時まで、専門の相談
員が契約上のトラブルや消費者被害等の様々な相
談に対応している。
今後も、効果的な推進方法を検討しつつ消費者教育
の普及に努めるとともに、消費者関連情報の適切な
情報提供を進めていく。また、消費生活相談につい
ては、相談員に適宜研修の機会を与え、適切な相談
対応ができる体制を継続していく。

（
3

）
消
費
者
の
権
利
の
擁
護
と
自
立
の
支
援

(3)消費生活の安定と向上
消費者の的確な判断を促し、被害を未然に防止する
ため、出前講座等を通じ、高齢者のみならず若年層
に対する啓発活動を引き続き実施する。また、消費
者が被害に巻き込まれないよう、関係機関及び民間
事業者と連携を図る。

(3) 消費生活の安定と向上
消費者が消費生活において適切な判断ができ、被
害にあわないように、消費生活講座等、賢い消費者
を育成するための事業を充実させる。また、関係機
関と連携し、悪質商法や詐欺等の被害者となりやす
い高齢者や若年層を中心に、被害防止の啓発、被
害状況の広報など市民への周知を引き続き行い、そ
の他にも被害の拡大を防止する効果的な方策を検
討する。

(3) 消費生活の安定と向上
消費者が消費生活において適切な判断ができ、被
害にあわないように、消費生活講座等、賢い消費者
を育成するための事業を充実させる。また、関係機
関と連携し、悪質商法や詐欺等の被害者となりやす
い高齢者や若年層を中心に、被害防止の啓発、被
害状況の広報など市民への周知を引き続き行い、そ
の他にも被害の拡大を防止する効果的な方策を検
討する。

18
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実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容

市民、事業者が、緑や環境に関する現状、課
題や大切さについての認識を高めていけるよ
う、環境学習・環境教育の体系化、環境学習機
会の拡充やわかりやすい情報提供等を行って
いく。

環境学習・環境教育の充
実

平成26年５月まで実施した環境啓発事業のあり方に
関する検討ＰＴに続いて、同年10月より新ＷＧを組織
し、環境啓発事業の改善に向けた言及と新しい環境
啓発施設に付加する機能等の検討を行った。
また、幅広い対象に対する環境学習の機会充実とし
て実施しているむさしの環境フェスタについては,より
効率的・効果的にイベントを実施するため、平成25
年度から運用方法を変更し実施している。その他、
市立小中学校への太陽光発電システムの設置を推
進し、平成27年度で全18校への設置が完了するとと
もに、各校での環境教育へ利用されている。

新クリーンセンターの建設に伴い、全市民的な環境
拠点として、ごみ減量、エネルギー、水循環、緑など
広範な環境啓発を行うエコプラザ（仮称）を整備する
方針を踏まえ、環境政策課に「環境啓発施設開設準
備担当」を設置。環境部内のワーキングチームによ
り、施設の在り方について検討を進めている。

ごみ減量・リサイクル情報の拠点整備については、
粗大ごみ処理施設等のごみ処理施設に併設する
ケースや集客性のよい市の中心部に配置するケー
スがあるが、クリーンセンター建替えに伴い環境啓
発施設を併設する方向で検討する。

現クリーンセンターの一部再利用を想定した環境啓
発施設「エコプラザ（仮称）」について、新武蔵野ク
リーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会での委
員意見を平成24年度末に報告書として取りまとめ、
市長へ報告した。
平成26年度は、現クリーンセンターを一部再利用す
るための構造・設備等の健全度について調査・検討
を行うほか、環境部のワーキングチームにおいて市
として必要な機能等を整理する。

年１回「武蔵野市の環境保全」を発行し、市の環境に
関する取組を公表している。
環境に関する分かりやすい情報提供の観点から、部
内連携によるむさしの環境フェスタを実施しているほ
か、平成27年３月には啓発冊子（水・緑・生き物を
テーマ)を発行した。
平成26年度より「むさしの環境イベントメールマガジ
ン」の配信を試行している。

市として行うべき事業かどうかの判断でフリーマー
ケットは平成24年度で終了したが、ごみ便利帳の発
行、武蔵野ごみニュースの全戸配布(年2回)、転入者
向け「ごみ分別案内所」、夏休みごみ探検隊、ごみの
行方を知るツアーを実施してきた。これらの事業の
継続に加えて、ごみのアプリの開発、一般廃棄物処
理基本計画の見直しにあわせた新たな啓発事業を
研究していく。

（
1

）
緑
・
環
境
に
関
す
る
意
識
の
醸
成

(1)総合的な環境啓発の推進
環境は、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な要素
が互いにつながり合いながら構成されており、この
様々な環境要素のつながりを反映した啓発事業を実
施していく。
また、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設に伴い
平成31 年度の施設開設を目指す「エコプラザ（仮
称）」に求められる設備・機能を精査するとともに、本
市の地域特性に応じた環境啓発のあり方等を検討
する。

(2)良好な水環境の整備に向けた市民活動との連携
第五期長期計画より「緑・環境」が一分野として独立
したことを受けて、以前は都市整備部に所属してい
た「緑」と「水（下水道）」も統合した環境部を新たに設
置した。特に「水」については、従来の都市インフラ
の視点に加え、「雨水利活用条例」に基づき水循環
の視点から潤いのある都市環境を実現するための
施策・事業に取組んでいく。また、水環境や下水道施
設等が果たしている重要な役割、浸水対策や雨水浸
透などについて、市内外の市民、環境団体、教育機
関、事業者、他自治体等と連携しながら市民に分か
りやすく伝える「水の学校」 を推進し、自発的な市民
活動を支援していく。

(1) 総合的な環境啓発の推進

資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、生活環境など
の多様な視点から、環境啓発を充実させていく。ま
た、それらの連関について理解を深めることが、新た
な活動へとつながる。そのため、緑・環境に関する情
報発信を総合的・一元的に実施していく。その主要
な取り組みの１つとして、クリーンセンターの既存施
設を有効活用した環境啓発拠点（エコプラザ（仮称））
の開設を目指し、周辺まちづくりとの整合性や施設
のあり方について、これまでの市民参加による検討
を踏まえ、地域の意見を聞きながら全市的な議論を
行っていく。

また、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設に
合わせて環境情報の受・発信機能及び普及啓
発の基盤の整備についても引き続き検討して
いく。

環境啓発施設の検討

緑・環境に関する情報発
信、啓発事業の推進

(1) 総合的な環境啓発の推進

資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、生活環境など
の多様な視点から、「水の学校」の発展など環境啓
発を充実させていく。また、それらの連関について理
解を深めることが、新たな活動へとつながる。そのた
め、緑・環境に関する情報発信を総合的・一元的に
実施していく。その主要な取り組みの１つとして、ク
リーンセンターの既存施設を有効活用しながら、全
市民的な環境啓発を行う拠点としてのエコプラザ（仮
称）の開設に向けて、周辺まちづくりとの整合性や施
設のあり方について地域の意見を聞きながら全市的
な議論を行っていく。

第五期長期計画の記載内容

基本施策１　市民の自発的・主体的な行動を促す支援 環境という言葉が示す概念は、公害防止のみなら
ず、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な要素とその
つながりを、そして地球規模の問題から身近な生活
空間における心地よさまでも含めた広がりを持つ。
環境に関する課題解決も、分野や地域、組織を超え
た連携が重要であり、またそうした連携の広がりは、
市民一人ひとりの行動の促進や各事業者や団体等
の活性化にもつながる。様々な主体の活動を支援す
るとともに、主体間の連携やつながりが広がっていく
よう支援していく。

昭和48 年に全国に先駆けて「武蔵野市民緑の憲章」を制定し、市民、事業者、市などが一体となって「緑」を共有財産として守
り、はぐくんできた。また、持続可能な社会の形成に向けて、温室効果ガス排出量削減など環境への負荷低減に積極的に取り
組んできた。これからもさらに緑豊か
で環境負荷低減型の持続可能な都市を目指し続け、これを次世代に引き継いでいく。市内緑被地の約60％を民有地が占め、本
市の温室効果ガス排出量の約70％を民生部門が占めていることから、市民一人ひとりや事業者等の自発的で主体的な行動が
必要不可欠である。そのため、各主体間の連携を強化していくとともに、自発的な行動を促進していく。

環境という言葉が示す概念は、公害防止のみなら
ず、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な要素とその
つながりを、そして地球規模の問題から身近な生活
空間における心地よさまでも含めた広がりを持つ。
環境に関する課題解決も、分野や地域、組織を超え
た連携が重要であり、またそうした連携の広がりは、
市民一人ひとりの行動の促進や各事業者や団体等
の活性化にもつながる。様々な主体の活動を支援す
るとともに、主体間の連携やつながりが広がっていく
よう支援していく。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【緑・環境分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

環境フェスタ、水の学校をはじめとした環境部基幹事
業として所管の事業を整理・集約し、部内の横断・連
携を進めてきた。
今後も環境啓発事業等に関する情報提供の一元化
を進めることで一覧性を高めるとともに、市民やNPO
など様々な主体からの情報発信・啓発も含め、効果
的・効率的な分かりやすい情報発信を図っていく。

平成26年度より、水環境に関する市民啓発事業であ
る「水の学校」を開始した。水循環や上下水道施設
の役割等について、市の関係する部署や大学等の
教育機関、市民団体等と連携しながら連続講座、イ
ベントを実施し、市民の自発的な活動が生まれ、育
つように支援していく。

緑を支える活動の支援

保存樹木、保存樹林、保存生垣など、市民参加で、
まちのみどりを守り育てる制度を展開し、市立公園を
拠点に緑の保全、緑化推進及び公園等の維持管理
をボランティア団体が担い、一定の支援を行ってい
る。しかし、構成メンバーの固定化・高齢化が進む
中、地域の緑を市民の手で増やすため、緑に関係す
る団体のみではなく、地域大学等とのボランティア活
動交流を通じて様々な団体とのネットワークの形成・
連携を図り、幅広い世代・地域の参加を促していくと
ともに、市民参加を促進するための支援事業のPRを
行うなど、さらなる自立的な活動の充実を図る。

環境に関する市民活動
への支援

部内連携で実施しているむさしの環境フェスタにおい
て、市民（団体）の環境に関する活動の発表の場とし
ての提供を行っているとともに、団体の自主的な活
動促進をめざして、同種の活動を行っている団体等
との横のつながりの場としても機能させ、各主体間
のネットワーク構築を支援している。

環境配慮型ライフスタイ
ルの啓発

通年でエコワットの貸し出しや、エコカレンダーの配
布を継続するほか、６月の環境月間に環境展、10月
にむさしの環境フェスタを開催し、環境配慮に関心が
薄い層をターゲットとして、環境配慮型ライフスタイル
の啓発を行っている。
また、市報への掲載、ＨＰ、メールマガジン等での継
続的な啓発を実施している。

環境配慮行動普及のた
めの制度の充実

市民向けの再生可能エネルギー設備設置の助成を
拡充し、エネルギーを効率的に利用するシステム設
置費用助成を行うことで、住宅地域のエネルギー需
要逓減を効率的・効果的に推進している。
事業者向けにはグリーンパートナー制度、省エネ診
断、環境改善設備導入時の利子補給等について継
続するとともに、平成27年度からは省エネ診断の拡
充のため、金融機関と連携したプロジェクトを実施し
ている。

事業所の環境経営の普
及促進

市内で事業を営む中小規模事業者を対象に、太陽
光利用設備の設置や省エネ改修に必要な資金の融
資をあっせんする「環境改善整備資金融資あっせん
制度」を継続している。平成27年度には、より利用し
やすい融資制度にするために、使用条件等につき変
更を行う。

まちづくりの環境配慮制
度の検討

東京都の都市開発諸制度方針等による、緑化や環
境の配慮に対する緩和制度や、建築物の総合環境
性能評価システムなどの各自治体の状況を調査す
るとともに、本市への展開を検討している。
平成25年度は、まちづくり条例改正の観点から検討
を進めてきたが、条例改正後に残った課題を整理
し、成26・27年度は、環境基本計画や緑化制度の改
正検討と合わせて、まちづくりの環境配慮制度の具
体な検討を進める。

（
1

）
緑
・
環
境
に
関
す
る
意
識
の
醸
成

(1)総合的な環境啓発の推進
環境は、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な要素
が互いにつながり合いながら構成されており、この
様々な環境要素のつながりを反映した啓発事業を実
施していく。
また、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設に伴い
平成31 年度の施設開設を目指す「エコプラザ（仮
称）」に求められる設備・機能を精査するとともに、本
市の地域特性に応じた環境啓発のあり方等を検討
する。

(2)良好な水環境の整備に向けた市民活動との連携
第五期長期計画より「緑・環境」が一分野として独立
したことを受けて、以前は都市整備部に所属してい
た「緑」と「水（下水道）」も統合した環境部を新たに設
置した。特に「水」については、従来の都市インフラ
の視点に加え、「雨水利活用条例」に基づき水循環
の視点から潤いのある都市環境を実現するための
施策・事業に取組んでいく。また、水環境や下水道施
設等が果たしている重要な役割、浸水対策や雨水浸
透などについて、市内外の市民、環境団体、教育機
関、事業者、他自治体等と連携しながら市民に分か
りやすく伝える「水の学校」 を推進し、自発的な市民
活動を支援していく。

(1) 総合的な環境啓発の推進

資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、生活環境など
の多様な視点から、環境啓発を充実させていく。ま
た、それらの連関について理解を深めることが、新た
な活動へとつながる。そのため、緑・環境に関する情
報発信を総合的・一元的に実施していく。その主要
な取り組みの１つとして、クリーンセンターの既存施
設を有効活用した環境啓発拠点（エコプラザ（仮称））
の開設を目指し、周辺まちづくりとの整合性や施設
のあり方について、これまでの市民参加による検討
を踏まえ、地域の意見を聞きながら全市的な議論を
行っていく。

また、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設に
合わせて環境情報の受・発信機能及び普及啓
発の基盤の整備についても引き続き検討して
いく。

緑・環境に関する情報発
信、啓発事業の推進

（
2

）
市
民
・
事
業
者
に
よ
る
自
発
的
・
主
体
的
な
行
動
の
促
進

多くの市民、事業者が緑や環境の大切さを意
識し、行動へ踏み出していくための仕組みを整
備していく。

(2) 良好な環境の整備に向けた市民活動との連携

水収支・水循環の視点からの雨水の利活用や、減少
し続けている民有地の緑を市民自らが守り育てるた
めの活動、市民参加のもとでの良好な生活環境づく
り、エネルギーの地産地消における市民活動など、
新たな視点で、良好な環境を確保するために市民活
動との連携を構築していく。

環境配慮行動に関する情報提供や各種補助
制度を継続するとともに、事業者の経営や開発
事業における環境への配慮を促すより有効な
誘導や支援のあり方についても検討を進める。

(1) 総合的な環境啓発の推進

資源、エネルギー、ごみ、緑、水循環、生活環境など
の多様な視点から、「水の学校」の発展など環境啓
発を充実させていく。また、それらの連関について理
解を深めることが、新たな活動へとつながる。そのた
め、緑・環境に関する情報発信を総合的・一元的に
実施していく。その主要な取り組みの１つとして、ク
リーンセンターの既存施設を有効活用しながら、全
市民的な環境啓発を行う拠点としてのエコプラザ（仮
称）の開設に向けて、周辺まちづくりとの整合性や施
設のあり方について地域の意見を聞きながら全市的
な議論を行っていく。

(2) 良好な環境の整備に向けた市民活動との連携

水収支・水循環の視点からの雨水の利活用や、減少
し続けている民有地の緑を市民自らが守り育てるた
めの活動、市民参加のもとでの良好な生活環境づく
り、エネルギーの地産地消における市民活動など、
新たな視点で、良好な環境を確保するために市民活
動との連携を構築していく。
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環境に配慮した住まいづ
くり・住まい方の推進

持続可能で地球環境に配慮した住まいづくりを進め
るため　太陽光利用設備・高効率給湯設備・雨水浸
透及び利用設備等の設置や緑化を推進し、関連す
る助成制度の情報提供を行い普及を図る。
また、住宅の長期使用を通して廃棄物の排出抑制・
環境負荷の軽減を図ることができる長期優良住宅の
普及を推進する。
現在、直接の所管事業を持たないため、関連課と連
携を図り普及啓発を進めていく。

様々な主体による緑や環境に関する行動が、
持続的に行われるとともに、自主的な活動につ
ながるよう、各主体間のネットワークづくりを推
進していく。

多様な主体による緑の維
持管理

落葉等に対する近隣からの苦情や、維持管理の負
担等により民有地の緑は減少を続けており、その保
全創出のためには、地域の緑・環境に関する意識の
醸成が不可欠である。市立公園を拠点に緑の保全、
緑化、維持管理を行っている緑ボランティア団体間
の横のつながり、ネットワーク化を支援するため連絡
協議会を実施している。
緑ボランティア団体をはじめ、地域大学や個人など、
より多くの市民が地域の身近な緑に愛着と関心を持
ち、その維持管理に積極的に参加できるような制度
の研究・検討を進めていく。

(1)総合的な環境啓発の推進
環境は、緑や水、エネルギー、ごみなど様々な要素
が互いにつながり合いながら構成されており、この
様々な環境要素のつながりを反映した啓発事業を実
施していく。
また、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設に伴い
平成31 年度の施設開設を目指す「エコプラザ（仮
称）」に求められる設備・機能を精査するとともに、本
市の地域特性に応じた環境啓発のあり方等を検討
する。

(2)良好な水環境の整備に向けた市民活動との連携
第五期長期計画より「緑・環境」が一分野として独立
したことを受けて、以前は都市整備部に所属してい
た「緑」と「水（下水道）」も統合した環境部を新たに設
置した。特に「水」については、従来の都市インフラ
の視点に加え、「雨水利活用条例」に基づき水循環
の視点から潤いのある都市環境を実現するための
施策・事業に取組んでいく。また、水環境や下水道施
設等が果たしている重要な役割、浸水対策や雨水浸
透などについて、市内外の市民、環境団体、教育機
関、事業者、他自治体等と連携しながら市民に分か
りやすく伝える「水の学校」 を推進し、自発的な市民
活動を支援していく。
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(2) 良好な環境の整備に向けた市民活動との連携

水収支・水循環の視点からの雨水の利活用や、減少
し続けている民有地の緑を市民自らが守り育てるた
めの活動、市民参加のもとでの良好な生活環境づく
り、エネルギーの地産地消における市民活動など、
新たな視点で、良好な環境を確保するために市民活
動との連携を構築していく。

環境配慮行動に関する情報提供や各種補助
制度を継続するとともに、事業者の経営や開発
事業における環境への配慮を促すより有効な
誘導や支援のあり方についても検討を進める。

(2) 良好な環境の整備に向けた市民活動との連携

水収支・水循環の視点からの雨水の利活用や、減少
し続けている民有地の緑を市民自らが守り育てるた
めの活動、市民参加のもとでの良好な生活環境づく
り、エネルギーの地産地消における市民活動など、
新たな視点で、良好な環境を確保するために市民活
動との連携を構築していく。
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劣化保全整備を提案する際に、省エネ機器への更
新を図ってきた。今後も同様な対応を行っていく。ま
た、現在環境政策課で取り組んでいるスマート化の
実施に合わせてエネルギーの有効活用を検討して
いく。

平成24年度の新たなエネルギー活用検討委員会の
検討結果を踏まえ、公共施設においては再配置の
検討と連動させながら、建物改修にあわせ、エネル
ギーの建物間融通も視野に入れた省エネ・エネル
ギー活用効率化の推進を図る。また、市民文化会館
の大規模改修にあわせた第一中学校とのエネル
ギー融通の計画を実施する。

開削工法による下水道施設の敷設替えではなく、管
きょ内面補修工法や更生工法を積極的に採用し、建
設廃棄物の発生を抑制するとともに、施設の延命化
を図ることにより、ライフサイクルコストを低減する取
り組みを実施している。また、平成26年度より、新設
管きょ等を設置する場合においては、下水汚泥焼却
灰を利用した鉄筋コンクリート管や人孔の躯体等の
二次製品（国土交通省が安全性を確認済み）の使用
により、埋立処分場の延命化に協力している。

公園・緑地の整備を推進し潤いのある都市空間の整
備を促進する。公園・緑地の整備の際には、雨水の
利活用や多摩産材の利用、エコセメントなどのリサイ
クル材料を用いた製品を積極的に活用するとともに
工事で排出される剪定枝や建設副産物は再資源化
施設へ搬入しリサイクルの促進を図る。また、工事
の際に使用する車両や建設機械は低振動、低騒音
型のものを使用しかつ、燃料消費の抑制を図ること
で、引き続き率先して環境負荷低減を推進する。

工事に際しては、低排出ガス型の建設機器を使用。
路盤材（砕石）、表層材（アスファルト混合物）には原
則として再生材料を使用。コンクリートブロックなどの
二次製品についても、エコセメント製品を使用するな
ど、環境への負荷低減に努めている。

配水管及び浄水場・水源施設等の整備・更新には、
環境への負荷の低減を図るため、資源の消費抑制
及び環境的利用、並びに廃棄物の減量のためリサ
イクル材の積極的活用に努め、各法令等を遵守し適
正に処理に努めている。

基本施策２　環境負荷低減施策の推進 日本のエネルギー需給環境において、電力やガスな
どのエネルギーの自由化が進められ、市民、事業者
及び市がエネルギー供給者を選択できる時代へ大
きく変わろうとしている。エネルギー消費のスマート
化に向けた啓発活動を実施していくほか、市でもエ
ネルギー消費に配慮したまちづくりや施策を推進し
ていく。

ごみ焼却や都市基盤整備における環境への負荷だけではなく、公共サービス提供のために実施しているすべての業務を含め
て、市の活動は資源やエネルギーの消費を伴っている。そのため、環境と共生する地域社会を目指して、省資源化・省エネル
ギー化の推進や新エネルギーの活用に取り組むとともに、自然環境や地球環境に配慮したまちづくりなどを一層推進していく。
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市は、事業実施主体となる道路や建築物等の
公共施設の整備・更新にあたって、環境への
負荷が少ない技術・工法の導入、リサイクル材
の積極的な活用または適切な維持・管理によ
る耐用年数の延伸化など、建設から廃棄に至
る公共施設のライフサイクルにおいて環境負
荷を低減していく。

都市基盤整備における
環境負荷低減の推進

(1)エネルギー消費のスマート化へのシフト
本市のエネルギー消費量の約４割を家庭部門が占
める状況を踏まえると、本市において低環境負荷型
都市を構築していくには、各家庭におけるエネル
ギーの需給及び効率化が大きな課題の一つである。
市民等が日常生活の中で行う省エネや創エネの取り
組みの継続を図るほか、エネルギー使用量の見える
化等を活用してエネルギー消費のスマート化を図っ
ていくとともに、今後予定される家庭部門のエネル
ギーの自由化を見据えた施策の展開を図る。

(2)公共施設におけるエネルギー施策の展開
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、環境に十分配
慮した施設というだけではなく、一括受電やごみ発電
等により、市本庁舎、総合体育館及び緑町コミュニ
ティセンターも含めた周辺公共施設にエネルギーを
供給するとともに、災害時でも有効なガス・コジェネ
レーション設備も備えたエネルギー供給センターとし
ての機能を有している。今後、このネットワーク機能
の向上はもとより、市内他エリアにおける展開につい
ても施設の特性等を考慮し、広範な視点から検討し
ていく。

日本のエネルギー需給環境において、電力やガスな
どのエネルギーの自由化が進められ、市民、事業者
及び市がエネルギー供給者を選択できる時代へ大
きく変わろうとしている。エネルギー消費のスマート
化に向けた啓発活動を実施していくほか、市でもエ
ネルギー消費に配慮したまちづくりや施策を推進し
ていく。
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新エネルギー導入の推
進

平成24年度に市域の総エネルギー使用量の削減を
図るため「新たなエネルギー活用検討委員会」を設
置し検討を行った。この検討結果を踏まえ、スマート
シティの実現に向けた、創エネ・省エネ・エネルギー
の効率的な利用等のた施策を実施している。
さらに平成27年度より民間事業者等と連携したエネ
ルギーの地産地消施策の研究を行っている。
また庁内の動きとして、新エネルギーとして注目の高
い水素の活用につき、庁用車に燃料電池車「ＭＩＲＡ
Ｉ」を導入を決定した。
市民の設備導入支援として、平成26年度より太陽光
利用設備等の設置費助成制度を拡充したほか、事
業者に対しては太陽光利用設備の設置に対する利
子補給制度を継続している。

公共施設における環境
負荷低減施策の実施

太陽光発電設備の小中学校への設置については、
平成27年度をもって完了する。今後とも主管部署と
連携を図りながら、エネルギーの効率的な利用に向
け、再生可能エネルギー利用設備等の設置を検討
する。
また、平成25年度には「新たなエネルギー活用検討
委員会」の提案を踏まえた、公共施設エリアでのエ
ネルギーの効率的な利用に向けた検討を行った。そ
の結果を受け、市民文化会館の改修にあわせ、再
生可能エネルギー設備等の導入とともに、隣接する
一中とのエネルギー融通等を実施する。
また、庁内検討組織を設置し、今後の公共施設の改
修、建て替え時におけるエネルギーに関する基本的
な方向性等について検討している。

(1)エネルギー消費のスマート化へのシフト
本市のエネルギー消費量の約４割を家庭部門が占
める状況を踏まえると、本市において低環境負荷型
都市を構築していくには、各家庭におけるエネル
ギーの需給及び効率化が大きな課題の一つである。
市民等が日常生活の中で行う省エネや創エネの取り
組みの継続を図るほか、エネルギー使用量の見える
化等を活用してエネルギー消費のスマート化を図っ
ていくとともに、今後予定される家庭部門のエネル
ギーの自由化を見据えた施策の展開を図る。

(2)公共施設におけるエネルギー施策の展開
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、環境に十分配
慮した施設というだけではなく、一括受電やごみ発電
等により、市本庁舎、総合体育館及び緑町コミュニ
ティセンターも含めた周辺公共施設にエネルギーを
供給するとともに、災害時でも有効なガス・コジェネ
レーション設備も備えたエネルギー供給センターとし
ての機能を有している。今後、このネットワーク機能
の向上はもとより、市内他エリアにおける展開につい
ても施設の特性等を考慮し、広範な視点から検討し
ていく。
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市は、これまでも率先して公共施設において照
明設備のLED 化や空調設備のインバータ化、
太陽光発電、クリーンセンター熱源利用などの
導入を推進してきた。また市民・事業者におい
ても環境意識の高まりとともに省エネ・省資源
への取組みが行われ、市はそうした取組みに
対して啓発や支援を行ってきた。今後もこれら
の施策を推進していくとともに、省エネルギー・
新エネルギーを取り巻く制度や技術の進歩の
動向を注視しながら、本市における取組みにつ
いて研究する。

(1) エネルギー消費のスマート化
本市のエネルギー消費量は、約４割を家庭部門が占
めており、エネルギー消費の減少を期待できる領域
である。そのため、各家庭でのスマートメーター導入
が進められていることから、今後は各家庭における
エネルギー消費のスマート化に関する啓発及び支援
を推進する。
また、本市はエネルギー賦存量が少ない自治体であ
るため、再生可能エネルギーの導入とともに、エネル
ギー利用の効率化や水素などの新たな利用形態も
見据えながら、本市として実現可能なエネルギーの
地産地消等に市民や事業者等とも連携しながら取り
組んでいく。

(2) 公共施設におけるエネルギー施策の展開
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、環境性能に優
れた施設というだけではなく、市本庁舎、総合体育館
及び緑町コミュニティセンターも含めた周辺公共施設
の一括受電や、コジェネレーション設備も備えた災害
時でも有効なエネルギー供給センターとしての機能
を有しており、今後有効なエネルギー活用も期待で
きる施設となっている。同施設のエネルギー需給の
最適化について継続的に調査検討を行うとともに関
係施設の設備改善等を行っていく。
本市は、環境に関する方針や目標に自ら取り組んで
いくＥＭＳ（環境マネジメントシステム）を早くから導入
し、着実に環境負荷低減を行ってきた。しかし、これ
以上の環境負荷低減が難しいだけでなく、監査や記
録業務などの運用負荷やコストの軽減といった課題
もあることから、今後、市内の各事業者等との連携も
視野に入れながらＥＭＳを再構築していく。

(1) エネルギー消費のスマート化
本市のエネルギー消費量は、約４割を家庭部門が占
めており、エネルギー消費の減少を期待できる領域
である。そのため、各家庭でのスマートメーター導入
が進められていることから、今後は各家庭における
エネルギー消費のスマート化に関する啓発及び支援
を推進する。
また、本市はエネルギー賦存量が少ない自治体であ
るため、水素エネルギー利用の拡大なども見据えな
がら、本市として実現可能なエネルギーの地産地消
等に市民や事業者等とも連携しながら取り組んでい
く。

(2) 公共施設におけるエネルギー施策の展開
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、環境性能に優
れた施設というだけではなく、市本庁舎、総合体育館
及び緑町コミュニティセンターも含めた周辺公共施設
の一括受電や、コジェネレーション設備も備えた災害
時でも有効なエネルギー供給センターとしての機能
を有しており、今後有効なエネルギー活用も期待で
きる施設となっている。同施設のエネルギー需給の
最適化について継続的に調査検討を行うとともに関
係施設の設備改善等を行っていく。
本市は、環境に関する方針や目標に自ら取り組んで
いくＥＭＳ（環境マネジメントシステム）を早くから導入
し、着実に環境負荷低減を行ってきた。しかし、これ
以上の環境負荷低減が難しいだけでなく、監査や記
録業務などの運用負荷やコストの軽減といった課題
もあることから、今後、市内の各事業者等との連携も
視野に入れながらＥＭＳを再構築していく。

5



第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【緑・環境分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

公園緑地の整備・拡充

緑の基本計画に基づき公園・緑地の空白地域を中
心に拡充を進める。平成24年度は桜堤二丁目防災
広場（281㎡）の新設を行い、8公園（三谷公園、上水
北公園、西久保公園、玉川上水公園、むらさき公
園、さくら見公園、久保公園、中央通り東公園）の拡
充整備、改修を行った。また、平成25年度は吉祥寺
の杜宮本小路公園（1719㎡）の新設を行い4公園（木
の花小路公園、本宿東公園、本田東公園、八幡町い
こいの広場）の拡充整備、改修を行った。平成26年
度は4公園（すくすく泉公園、東町一丁目そよ風緑
地、吉祥寺東町ふれあい公園、犬むすびの松広場）
の新設と1公園(農業ふれあい公園)の拡充を行っ
た。引き続き公園・緑地の整備、拡充を実施してい
く。

公共施設跡地の公園緑
地化（旧東町図書室、八
幡町コミュニティセン
ター、下水道ポンプ場跡
地）

公共施設の移転、廃止後の跡地を新たな公園緑地
として活用する。旧東町図書室（350㎡）を本宿東公
園（697㎡）へ、八幡町コミュニティセンター（204㎡）を
八幡町いこいの広場（505㎡）へ、下水ポンプ場跡地
（1409㎡）を本田東公園（2439㎡）へ3箇所の拡充整
備を行った。

公園・緑地リニューアル
計画の推進

既存ストック、ポテンシャルを活かし老朽化した施設
や利用者ニーズの変化から機能・特性を地域間で相
互に補完し、リニューアルを効率的かつ計画的に進
める計画である。平成24年度は7カ所、平成25年度
は公園用地の拡充に伴い既存公園のリニューアル
を4カ所行った。今後も計画に基づき魅力ある公園づ
くりを推進していく。

（
1

）
緑
の
保
全
と
創
出

今ある緑を永続して確保していくために借地公
園等の買取りを進めるとともに、緑の創出のた
めに旧東町図書室や八幡町コミュニティセン
ター等公共施設移転・廃止後の市有地を新た
な緑地へと活用する等、必要な公園緑地の整
備・拡充や公共施設の緑化を推進し、緑を守り
はぐくんでいく。

(1)市民の共有財産である緑の保全・育成
公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の一つであり、この緑を
保全・育成していくことは重要な課題である。昭和48
年に制定された武蔵野市民緑の憲章にある「緑は市
民の共有財産」という共通認識のもと、市民活動との
連携を深めながら、緑を守りはぐくむ施策を推進して
いく。また、武蔵野市らしい市街地の緑のあり方を研
究していくとともに、緑の重要性や緑を基軸としたま
ちづくりの情報を発信していく。

(2)緑豊かな街並みの保全と創出
公有地も含めた市全域で捉えると、都市に潤いと安
らぎをもたらす緑被地は微増しているものの、固定
資産税や相続税、維持管理費の負担から屋敷林や
樹林地などを開発用地として転用・売却するなど、民
有地の緑は依然減少傾向にある。市民や事業者が
自ら緑を保全・創出していくため、誘導と支援の両面
から検討を進めていく。
公有地の緑については、緑の基本計画に基づき、公
園空白地域を中心に公園緑地の拡充を進めていくと
ともに、地域の緑の拠点として親しまれている借地
公園を、永続的に確保できるよう図っていく。また、
公園緑地や街路樹の緑は、新設・改修・維持等で多
額のコストを要しており、効果的・効率的な維持管理
等を進めていく。

(3)緑と水を通じた様々な主体との連携
緑と水をテーマとした事業や活動が広がり市民や企
業などの様々な主体がつながることで、地域やまち
の活性化あるいは市域を超えた森林保全・育成等が
推進される。仙川や千川上水など水辺環境の整備を
推進するとともに、平成29 年に開園100 周年を迎え
る井の頭恩賜公園の各種事業を通じて、まちの活性
化や環境啓発につなげていく。

(1) 市民の共有財産である緑の保護・育成
「緑は市民の共有財産」という共通認識のもと、様々
な情報を発信していきながら、市民とともに緑を守り
はぐくんでいく。策定から10年を経過しようとする緑
の基本計画は、第五期長期計画・調整計画等との整
合を図り、次の10年間の計画を実効性あるものとす
るため見直す。市は樹種固有の樹形を尊重する自
然樹形により樹木を管理しているが、例えば市役所
前の桜並木など、市民の財産であり緑豊かな武蔵野
市のシンボルともなっている街路樹は、道路交通機
能の確保と街路樹がもたらす良好な景観の両立に
ついての課題も踏まえながら、保全手法等の検討を
進める。

(2) 緑の保全と創出
公有地の緑については、長期的な視点を持って借地
公園の永続的な確保に努める。また、緑の基本計画
に基づき、公園空白地域を中心に拡充していくなど、
公共施設としての公園・緑地の整備等も進めていく。
公園緑地や街路樹等の新設・改修・維持等について
は、多額のコストを要しており、市民活動との連携や
平成26年度に策定した公園緑地の維持管理に関す
るガイドラインの順守などにより効率的・効果的な維
持管理等を進めていく。

基本施策３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進 公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の１つであるが、緑を維
持・保全していくことは簡単なことではない。市全域
で捉えると、緑被地は微増しているものの、固定資
産税や相続税、維持管理費の負担等から緑豊かな
敷地が分割・転用・売却されるなど、民有地の緑は
依然減少傾向にある。武蔵野という地勢が形成され
てきた歴史と市内各地域の個性そして緑と水が都市
にもたらす魅力を踏まえながら、武蔵野市らしい緑
のあり方とともに、緑の重要性を発信し、緑を基軸と
したまちづくりを市民活動との連携を深めながら引き
続き推進していく。

緑は、人工物で覆われたまちの景観を和らげ、市民に公園などの活動場所を提供し、またヒートアイランド現象の緩和や動植物
の生息空間創出、災害から市民を守る防災機能等、都市において重要な役割を持っていることから、市民とともにまちの共有財
産である「緑」を守り、はぐくんでいく必要がある。そのために、今後も「緑」を単に樹木や草花などの植物に限らず、動物や昆虫
などの生き物、そして公園緑地、農地、樹林、学校、
水辺、道路、住宅の庭、さらには市域を越えた広域の緑といった空間も含めた広がりとつながりをもって捉えながら、「緑」を基軸
にしたまちづく
りを推進していく。

公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の１つであるが、緑を維
持・保全していくことは簡単なことではない。市全域
で捉えると、緑被地は微増しているものの、固定資
産税や相続税、維持管理費の負担等から緑豊かな
敷地が分割・転用・売却されるなど、民有地の緑は
依然減少傾向にある。武蔵野という地勢が形成され
てきた歴史と市内各地域の個性そして緑と水が都市
にもたらす魅力を踏まえながら、武蔵野市らしい緑
のあり方とともに、緑の重要性を発信し、緑を基軸と
したまちづくりを市民活動との連携を深めながら引き
続き推進していく。

(1) 市民の共有財産である緑の保護・育成
「緑は市民の共有財産」という共通認識のもと、様々
な情報を発信していきながら、市民とともに緑を守り
はぐくんでいく。策定から10年を経過しようとする緑
の基本計画は、第五期長期計画・調整計画等との整
合を図り、次の10年間の計画を実効性あるものとす
るため見直す。市は樹種固有の樹形を尊重する自
然樹形により樹木を管理しているが、例えば市役所
前の桜並木など、市民の財産であり緑豊かな武蔵野
市のシンボルともなっている街路樹は、道路交通機
能の確保と街路樹がもたらす良好な景観の両立に
ついての課題も踏まえながら、保全手法等の検討を
進める。

(2) 緑の保全と創出
公有地の緑については、長期的な視点を持って借地
公園の永続的な確保に努める。また、緑の基本計画
に基づき、公園空白地域を中心に拡充していくなど、
公共施設としての公園・緑地の整備等も進めていく。
公園緑地や街路樹等の新設・改修・維持等について
は、多額のコストを要しており、市民活動との連携や
平成26年度に策定した公園緑地の維持管理に関す
るガイドラインの順守などにより効率的・効果的な維
持管理等を進めていく。
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公園緑地の維持管理に
関するガイドラインの策
定及び適正な維持管理

平成25年度には公園施設の日常的な維持保全や長
寿命化のための基本方針、街路樹等の高木管理に
おける課題等、適正で効率的な維持管理方法につ
いて検討した。また、公園緑地総合マネジメントシス
テムを導入し、ガイドラインの策定に必要となる基礎
情報（補修や更新等の維持管理情報・苦情処理等
の運営管理情報）の整理と蓄積を行った。
平成26年度に「公園・緑地維持管理ガイドライン」を
策定した。今後は本ガイドラインを活用してこれまで
以上に適正で計画的な維持管理を行っていく。

公共施設緑化基準の策
定及び緑化推進

公共施設については、明確な緑化基準を定めていな
いことから、個別の施設ごとの利用計画において緑
化を計画している状況である。学校等を含め公共施
設は、市民の暮らしを支える場としての機能に加え、
緑の拠点としての機能も備え、緑豊かな街並みを形
成する要素としても重要であるため、施設更新等に
合わせた計画的な緑化基準が必要である。公共施
設については、民間事業者の規範となるべく、率先し
た緑化が求められていることから、施設の改修・修繕
などの機会を捉え、計画的な緑化を実施するため、
「公共施設緑化基準」の策定を進めていく。

民有地のみどりの保全と
創出の推進

公園緑地の拡充により緑被率は若干の増加傾向に
あるものの、市内の緑の6割を占める民有地の緑は
減少傾向にある。保存樹林等の指定制度、接道部
緑化助成、及び緑化指導による敷地内緑化の推進
などの事業を展開しているが、近隣からの苦情及び
手間や費用の面からの手入れ不足などにより、既存
樹木の伐採や生垣の撤去に直結することから、地域
ぐるみで緑を守り育てる必要がある。
「緑は市民の共有財産」として、市民自らが守り育
て、潤いのある緑豊かな都市環境の保全創出を図る
ため、既存制度の評価検証を行いつつ、市民一人ひ
とりが、主体的に緑のまちづくりに参画できるよう、新
たに(仮称)緑のサポート制度の検討構築を図る。

農地の保全

農業振興基本計画に基づき、農地の減少に歯止め
をかけるために、登録農地制度の推進や、市民に対
し農地保全に対する理解を深める対策として、農業
委員会だよりの発行等を行っている。
平成26年度は、緑豊かな景観を守るため生産緑地
の指定基準を見直しを行い、約1100平方メートルの
農地を追加指定した。
また、農業委員が年1回の農地パトロール強化月間
の他に、随時パトロールや、農業者からの相談に応
じ、農地保全のために活動している。

（
1
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と
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出

今ある緑を永続して確保していくために借地公
園等の買取りを進めるとともに、緑の創出のた
めに旧東町図書室や八幡町コミュニティセン
ター等公共施設移転・廃止後の市有地を新た
な緑地へと活用する等、必要な公園緑地の整
備・拡充や公共施設の緑化を推進し、緑を守り
はぐくんでいく。

(1)市民の共有財産である緑の保全・育成
公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の一つであり、この緑を
保全・育成していくことは重要な課題である。昭和48
年に制定された武蔵野市民緑の憲章にある「緑は市
民の共有財産」という共通認識のもと、市民活動との
連携を深めながら、緑を守りはぐくむ施策を推進して
いく。また、武蔵野市らしい市街地の緑のあり方を研
究していくとともに、緑の重要性や緑を基軸としたま
ちづくりの情報を発信していく。

(2)緑豊かな街並みの保全と創出
公有地も含めた市全域で捉えると、都市に潤いと安
らぎをもたらす緑被地は微増しているものの、固定
資産税や相続税、維持管理費の負担から屋敷林や
樹林地などを開発用地として転用・売却するなど、民
有地の緑は依然減少傾向にある。市民や事業者が
自ら緑を保全・創出していくため、誘導と支援の両面
から検討を進めていく。
公有地の緑については、緑の基本計画に基づき、公
園空白地域を中心に公園緑地の拡充を進めていくと
ともに、地域の緑の拠点として親しまれている借地
公園を、永続的に確保できるよう図っていく。また、
公園緑地や街路樹の緑は、新設・改修・維持等で多
額のコストを要しており、効果的・効率的な維持管理
等を進めていく。

(3)緑と水を通じた様々な主体との連携
緑と水をテーマとした事業や活動が広がり市民や企
業などの様々な主体がつながることで、地域やまち
の活性化あるいは市域を超えた森林保全・育成等が
推進される。仙川や千川上水など水辺環境の整備を
推進するとともに、平成29 年に開園100 周年を迎え
る井の頭恩賜公園の各種事業を通じて、まちの活性
化や環境啓発につなげていく。

(1) 市民の共有財産である緑の保護・育成
「緑は市民の共有財産」という共通認識のもと、様々
な情報を発信していきながら、市民とともに緑を守り
はぐくんでいく。策定から10年を経過しようとする緑
の基本計画は、第五期長期計画・調整計画等との整
合を図り、次の10年間の計画を実効性あるものとす
るため見直す。市は樹種固有の樹形を尊重する自
然樹形により樹木を管理しているが、例えば市役所
前の桜並木など、市民の財産であり緑豊かな武蔵野
市のシンボルともなっている街路樹は、道路交通機
能の確保と街路樹がもたらす良好な景観の両立に
ついての課題も踏まえながら、保全手法等の検討を
進める。

(2) 緑の保全と創出
公有地の緑については、長期的な視点を持って借地
公園の永続的な確保に努める。また、緑の基本計画
に基づき、公園空白地域を中心に拡充していくなど、
公共施設としての公園・緑地の整備等も進めていく。
公園緑地や街路樹等の新設・改修・維持等について
は、多額のコストを要しており、市民活動との連携や
平成26年度に策定した公園緑地の維持管理に関す
るガイドラインの順守などにより効率的・効果的な維
持管理等を進めていく。

また、減少傾向が続く民有地の樹林、生垣や
農地を保全・創出していくため、誘導と支援の
両面から新たな制度の検討を進める。

(2) 緑の保全と創出

民有地の樹林、生垣や農地などの緑を保全・創出し
ていくための誘導策や支援策について検討を進め
る。

(1) 市民の共有財産である緑の保護・育成
「緑は市民の共有財産」という共通認識のもと、様々
な情報を発信していきながら、市民とともに緑を守り
はぐくんでいく。策定から10年を経過しようとする緑
の基本計画は、第五期長期計画・調整計画等との整
合を図り、次の10年間の計画を実効性あるものとす
るため見直す。市は樹種固有の樹形を尊重する自
然樹形により樹木を管理しているが、例えば市役所
前の桜並木など、市民の財産であり緑豊かな武蔵野
市のシンボルともなっている街路樹は、道路交通機
能の確保と街路樹がもたらす良好な景観の両立に
ついての課題も踏まえながら、保全手法等の検討を
進める。

(2) 緑の保全と創出
公有地の緑については、長期的な視点を持って借地
公園の永続的な確保に努める。また、緑の基本計画
に基づき、公園空白地域を中心に拡充していくなど、
公共施設としての公園・緑地の整備等も進めていく。
公園緑地や街路樹等の新設・改修・維持等について
は、多額のコストを要しており、市民活動との連携や
平成26年度に策定した公園緑地の維持管理に関す
るガイドラインの順守などにより効率的・効果的な維
持管理等を進めていく。

(2) 緑の保全と創出

民有地の樹林、生垣や農地などの緑を保全・創出し
ていくための誘導策や支援策について検討を進め
る。
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仙川水辺環境整備基本
計画の推進

平成10年に策定した「仙川リメイク」に基づき、コンク
リート3面張りの無機質河川から自然護岸の親水整
備を行い、メダカやタナゴが棲める環境の自然豊か
な水辺空間づくりを進めてきた。平成24年度は河川
付替えに伴い旧河川の埋戻し、平成25年度は桜堤
公園及びめがね橋付近の護岸整備（25.3m）を行い、
最上流区域の「自然生態系復活ゾーン（延長
918m）」が概ね完了した。平成26年度は桜堤公園か
ら放流している河川維持水を、上流側の桜一の橋付
近へ切り替えた。今後は下流域の未整備区間の事
業化検討など仙川リメイクの見直しを行う予定であ
る。

千川上水整備計画の推
進

平成22年に策定した「千川上水整備基本計画」に基
づき、水と緑の環境を活用した散策や休憩の場、親
水や身近な自然とのふれあいの場として多くの市民
に親しまれるよう整備を進める。
全長3.8㎞のうち、平成24年度は更新橋から東側の
70mについて、平成25年度は千川橋から関前橋まで
の450mについて整備した。平成26年度は武蔵野大
学前から千川橋までの450mの整備を行った。この計
画は平成24年から平成33年までの10か年計画であ
り、引き続き当該計画に基づき環境整備を実施して
いく。

グリーンパーク緑地拡充
整備

グリーンパーク緑地は水と緑のネットワーク推進にお
ける基軸であり、隣接する農地や未利用地を活用
し、線から帯へ、そして面へと広がる拡充整備を目
指している。平成25年度は173㎡の用地を取得し、平
成26年度は415㎡の用地を取得して用地拡充が完
了した。今後も延焼遮断や避難経路などの防災機能
に着目しながら、都市の緑の保全創出を図っていく。

平成26、27年度において第四期環境基本計画の策
定を行い、市内拠点における生物生息状況の調査
を行うとともに、生物多様性保全の基本的な考え方
を整理し、平成28年度に方針の策定を予定してい
る。また、むさしの環境フェスタにおいて生物多様性
啓発事業を実施しているほか、平成27年３月には部
内連携により関連情報を統合した啓発冊子の発行を
行った。

(3) 緑と水のネットワークの推進

平成29年に開園100周年を迎える井の頭恩賜公園
の記念事業等を機に、全市的な緑と水のネットワー
クについても、周知啓発を進め、将来に引き継いで
いくための活動を市民とともに推進していく。「仙川リ
メイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）」に基
づき整備を進めている仙川の水量確保や下流域の
整備手法について検討するとともに、これら緑と水が
もたらす生物多様性について基本的な考え方を示す
計画を策定する。

(1)市民の共有財産である緑の保全・育成
公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の一つであり、この緑を
保全・育成していくことは重要な課題である。昭和48
年に制定された武蔵野市民緑の憲章にある「緑は市
民の共有財産」という共通認識のもと、市民活動との
連携を深めながら、緑を守りはぐくむ施策を推進して
いく。また、武蔵野市らしい市街地の緑のあり方を研
究していくとともに、緑の重要性や緑を基軸としたま
ちづくりの情報を発信していく。

(2)緑豊かな街並みの保全と創出
公有地も含めた市全域で捉えると、都市に潤いと安
らぎをもたらす緑被地は微増しているものの、固定
資産税や相続税、維持管理費の負担から屋敷林や
樹林地などを開発用地として転用・売却するなど、民
有地の緑は依然減少傾向にある。市民や事業者が
自ら緑を保全・創出していくため、誘導と支援の両面
から検討を進めていく。
公有地の緑については、緑の基本計画に基づき、公
園空白地域を中心に公園緑地の拡充を進めていくと
ともに、地域の緑の拠点として親しまれている借地
公園を、永続的に確保できるよう図っていく。また、
公園緑地や街路樹の緑は、新設・改修・維持等で多
額のコストを要しており、効果的・効率的な維持管理
等を進めていく。

(3)緑と水を通じた様々な主体との連携
緑と水をテーマとした事業や活動が広がり市民や企
業などの様々な主体がつながることで、地域やまち
の活性化あるいは市域を超えた森林保全・育成等が
推進される。仙川や千川上水など水辺環境の整備を
推進するとともに、平成29 年に開園100 周年を迎え
る井の頭恩賜公園の各種事業を通じて、まちの活性
化や環境啓発につなげていく。

（
2

）
緑
と
水
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
の
推
進

レクリエーション機能、都市景観改善、生態系
保全などに着目しながら、水辺空間を整備する
とともに、街路樹や公園緑地等をつなぐ散策路
の整備を図ることなどにより緑のネットワーク
化を推進する。

街路樹の保全・適正管理

ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性、空気の浄
化、景観の向上などの都市環境の改善はもとより、
水と緑のネットワークを推進するうえで街路樹は重要
な役割を担っており、保全と適正管理を進めている。
月1回の巡回点検や年1回の定期剪定のほか、樹齢
50年を超えるさくら等の街路樹保全のため、5年に1
度の健全度調査を行い、倒木の恐れのある街路樹
の更新を行っている。中央通りのさくら並木は、調査
の結果、平成18年度に11本、平成25年度には12本
を伐採し、若木に新植し並木更新を図っている。引き
続き日常管理を進めながら定期的な健全度調査を
実施し、保全と適正管理に努めていく。

さらに、生物多様性に関する積極的な情報提
供と学習機会の提供を進めながら、緑と水がも
たらす都市における生物多様性を保全するた
めの方針を策定する。

(1) 市民の共有財産である緑の保護・育成

また、「仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基
本計画）」に基づき整備を進めている仙川の水量確
保や下流域の整備手法等について検討する。

(3) 緑と水のネットワークの推進

平成29年に開園100周年を迎える井の頭恩賜公園
の記念事業等を機に、全市的な緑と水のネットワー
クについても、周知啓発を進め、将来に引き継いで
いくための活動を市民とともに推進していく。
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身近な自然体験学習の
場の整備活用

多摩地域の森林を健全に育成するとともに、武蔵野
市民が自然とふれあい、都市住民と地元地域住民
が相互交流を図りながら森林資源を活用した様々な
自然体験ができる場として、青梅市に「二俣尾・武蔵
野市民の森」を開設、自然体験館を拠点として森の
市民講座や自然観察会等を実施する他、奥多摩町
では「奥多摩・武蔵野の森」の保全整備事業を行い
森林再生に一定の成果を得てきた。
これからも、森林が持つ水源かん養、地球温暖化防
止等の多面的機能に着目しながら、多摩地域の森
林の現状や保全の必要性などについて広く市民の
理解を得るために、武蔵野市民が森林とのふれあい
や林業体験などの自然体験を通して環境学習ので
きる機会の提供を行うとともに、様々な主体と連携す
ることで市域を超えた森林保護・育成等を推進して
いく。

水源林の保全

多摩地域の森林を育成することで、水源をかん養
し、自然環境問題や花粉対策への貢献を目的とし
て、平成20年３月に水道部、土地所有者及び公益財
団法人東京都農林水産振興財団の三者で「武蔵野
水道・時坂（とっさか）の森」の森林整備に関する協
定を締結し、檜原村にある時坂の森を整備した。
財団への支援、森林整備、森林施業（造林）等を10
年計画で行っている。

生産・流通・廃棄・処理の各過程におけるごみ
排出者としての市民及び事業者等の役割と責
任を明確化することで、ごみ発生・排出抑制を
推進する。

排出者責任の明確化

月10トン以上の廃棄物を排出する多量排出事業者
に対し、雑紙、廃プラ、生ごみ分別指導の取り組みを
強化。平成25年度より事業系の持ち込みごみ処理
手数料を見直したこともあり平成14年度15,220トン
あった事業系ごみ量は平成25年度6,862トンまで減
量。雑紙、生ごみの全量資源化を実施してきた事業
者に対するECOパートナー認定表彰制度について
は、平成25年度は40事業者のうち、22事業者が受
賞。適正排出率の向上を図るため、市内約4,800の
小規模事業者に対して、事業系ごみを家庭ごみとし
て排出している事業者の指導強化を実施。平成19年
度44％であった適正排出率は、平成25年度調査終
了時には81.2％に向上。排出・生産者責任の明確化
のため、トレー、牛乳パック、ペットボトルなどは購入
した店舗への返却を推進。

また、拡大生産者責任を徹底させるため、法制
度の見直しを国等に働きかけていく。

生ごみ等のバイオマスの
減量・資源化の推進、エ
ネルギー化の検討

啓発を目的として、家庭から排出される野菜くずを利
用したコンポストガーデンを平成22年度より小規模な
がら設置・運営してきた。現在も環境教育への有効
利用にむけ活用法を検討中。
平成22・23年度に実施された調布・府中との生ごみ
資源化施設に関する共同研究では、一定の効果が
期待できるものの、施設建設費用の他に生ごみ収集
コストの大幅増などの経済的負担増も判明したた
め、施設の実現には至らなかった。しかしながら、国
の施策の方向性や技術革新等により、状況が変わ
ることも予想されるので、今後もこの分野については
情報収集に努めていく。
また、原発事故以降休止していた落ち葉のたい肥化
については、平成25年度から一定のルール化のも
と、再開した。

基本施策４　循環型社会システムづくりの推進
市民、事業者、市が連携してごみの減量に取り組
み、市民一人一日あたりのごみの排出量は減少して
きているが、依然として多摩地域の平均的排出量を
上回っている。ごみの最終処分量を削減し、ごみ処
理にかかる環境負荷や経費を低減するため、安全
かつ安定的なごみ処理を基本とし、効率的なごみ処
理を進め、市民や事業者への情報発信や啓発事業
を通して、ごみ減量への理解と協力を求めていく。

市民、事業者、市が一体となってごみの減量・源化等に取り組んできたが、依然として本市のごみ・資源物の排出量は多摩26
市の平均を大幅
に上回っている。そのため、啓発活動・情報発信による排出者責任の明確化やごみ減量に向けた具体的な目標値設定等を行
い、市民一人ひとり・事業者等と連携しながらごみの発生・排出抑制を一層推進していく。また、ごみの排出量はゼロにならない
ことから、排出されたごみについては、経費や環境負荷が小さい、安全で効率的な資源化及び処理システムの構築に向けた研
究を進めていく。

(3) 緑と水のネットワークの推進

自然環境から様々な恩恵を受けている都市の責務
として、本市が実施している「奥多摩・武蔵野市の
森」や「二俣尾・武蔵野市民の森」、檜原村の「武蔵
野水道・時坂の森」での森林保全活動は都市が果た
す役割として高く評価されている。これらの資産を活
用しながら、広く緑や水の循環について啓発等を継
続していく。

市民、事業者、市が連携してごみの減量に取り組
み、市民一人一日あたりのごみの排出量は減少して
きているが、依然として多摩地域の平均的排出量を
上回っている。ごみの最終処分量を削減し、ごみ処
理にかかる環境負荷や経費を低減するため、安全
かつ安定的なごみ処理を基本とし、効率的なごみ処
理を進め、市民や事業者への情報発信や啓発事業
を通して、ごみ減量への理解と協力を求めていく。

（
1

）
ご
み
発
生
・
排
出
抑
制
の
徹
底
と
資
源
化
の
推
進

(1)新武蔵野クリーンセンター（仮称）への移行
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、平成29 年4 月
からの稼働に向け安全に建設を進め、新施設へと円
滑に移行させ、周辺住民の理解を得ながら、安全か
つ安定的な運営を行う。また、近隣自治体とのごみ
処理相互支援など広域処理についても引き続き研
究を進める。

(2)ごみ減量の推進
平成25 年度の事業系可燃ごみの手数料値上げなど
を経て、総ごみ排出量に減少は見られるものの、家
庭系ごみの市民一人あたりの排出量は、依然として
多摩地域の平均値を上回っている。本市にはごみの
最終処分場がなく、日の出町にある最終処分場の容
量にも限界があることから、処分場延命化のため、
焼却灰は全てエコセメント化しているが、エコセメント
化には多額の費用と環境負荷がかかっている。ま
た、エコセメント化施設への灰の搬入量の制限は今
後ますます厳しくなる傾向にある。
このようなことからも、「チャレンジ600 グラム25」の
達成を目指すとともに、ごみ総量の削減を進める。
また、本市のごみ処理の状況を広く市民に周知し、
ごみ減量への理解と協力を求めていくとともに、「ご
み排出実態調査」によって判明した傾向を踏まえ、ラ
イフスタイルごとに効果的な啓発事業を展開してい
く。

(3)ごみ処理にかかる環境負荷及び経費の軽減
本市ではごみ処理に毎年30 億円程度の費用がか
かっている。また、ごみ処理において、エネルギー消
費や温室効果ガスの排出などによる環境負荷もか
かっており、これらの軽減が必要である。リサイクル
やごみ処理全体にかかる環境負荷、経費を総合的
に勘案して、処理方法の効率化を進めるとともに、
市、事業者、市民、それぞれの役割、責務を明確に
し、相互に必要な連携を進める。

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

平成25年度に実施したごみ実態調査等により年代
別や世帯構成別のごみ排出傾向、資源物が多いと
いう本市の特性が解明されてきている。これらも踏ま
え、ごみの収集方法、分別区分、収集頻度等も総合
的に勘案しながら、効率的なごみ処理方法の検討を
進める。ごみ処理にかかる経費や環境負荷、最終処
分の状況など本市のごみ処理についてわかりやす
い情報提供を行うとともに、市民一人ひとりの行動に
つながるような啓発事業を実施する。市民、市民団
体、事業者、市がそれぞれの役割、責務を認識し、
相互に必要な連携を進めながら、ごみの発生抑制、
最終処分量の削減、ごみ処理経費の低減を推進す
る。

市民・事業者と連携しながらごみの資源化・エ
ネルギー化を一層推進することで焼却ごみの
減量を図るとともに、最終処分場の利用可能
年限延伸のため、東京たま広域資源循環組合
によるエコセメント事業への支援を継続する。

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

平成25年度に実施したごみ実態調査等により年代
別や世帯構成別のごみ排出傾向、資源物が多いと
いう本市の特性が解明されてきている。これらも踏ま
え、ごみの収集方法、分別区分、収集頻度等も総合
的に勘案しながら、効率的なごみ処理方法の検討を
進める。ごみ処理にかかる経費や環境負荷、最終処
分の状況など本市のごみ処理についてわかりやす
い情報提供を行うとともに、市民一人ひとりの行動に
つながるような啓発事業を実施する。市民、市民団
体、事業者、市がそれぞれの役割、責務を認識し、
相互に必要な連携を進めながら、ごみの発生抑制、
最終処分量の削減、ごみ処理経費の低減を推進す
る。

(1)市民の共有財産である緑の保全・育成
公園緑地や農地、樹林、街路樹、住宅の庭など、緑
豊かな街並みは本市の魅力の一つであり、この緑を
保全・育成していくことは重要な課題である。昭和48
年に制定された武蔵野市民緑の憲章にある「緑は市
民の共有財産」という共通認識のもと、市民活動との
連携を深めながら、緑を守りはぐくむ施策を推進して
いく。また、武蔵野市らしい市街地の緑のあり方を研
究していくとともに、緑の重要性や緑を基軸としたま
ちづくりの情報を発信していく。

(2)緑豊かな街並みの保全と創出
公有地も含めた市全域で捉えると、都市に潤いと安
らぎをもたらす緑被地は微増しているものの、固定
資産税や相続税、維持管理費の負担から屋敷林や
樹林地などを開発用地として転用・売却するなど、民
有地の緑は依然減少傾向にある。市民や事業者が
自ら緑を保全・創出していくため、誘導と支援の両面
から検討を進めていく。
公有地の緑については、緑の基本計画に基づき、公
園空白地域を中心に公園緑地の拡充を進めていくと
ともに、地域の緑の拠点として親しまれている借地
公園を、永続的に確保できるよう図っていく。また、
公園緑地や街路樹の緑は、新設・改修・維持等で多
額のコストを要しており、効果的・効率的な維持管理
等を進めていく。

(3)緑と水を通じた様々な主体との連携
緑と水をテーマとした事業や活動が広がり市民や企
業などの様々な主体がつながることで、地域やまち
の活性化あるいは市域を超えた森林保全・育成等が
推進される。仙川や千川上水など水辺環境の整備を
推進するとともに、平成29 年に開園100 周年を迎え
る井の頭恩賜公園の各種事業を通じて、まちの活性
化や環境啓発につなげていく。

（
3

）
広
域
の
緑
の
保
護
・
育
成

自然環境の恩恵を享受しながら活動する都市
の責務として、これまで「二俣尾・武蔵野市民
の森」や「奥多摩・武蔵野の森」、檜原村の「武
蔵野水道・時坂の森」といった東京の森林（緑）
を積極的に保全・育成してきた。これからも、森
林が持つ水源かん養、地球温暖化防止等の多
面的機能に注目しながら、自然体験学習を進
めるとともに、様々な主体と連携することで市
域を超えた森林保護・育成等を推進していく。

(3) 緑と水のネットワークの推進

自然環境から様々な恩恵を受けている都市の責務
として、本市が実施している「奥多摩・武蔵野市の
森」や「二俣尾・武蔵野市民の森」、檜原村の「武蔵
野水道・時坂の森」での森林保全活動は都市が果た
す役割として高く評価されている。これらの資産を活
用しながら、広く緑や水の循環について啓発等を継
続していく。
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資源物回収・資源化処理
の推進及びごみの最終
処分量の削減

「武蔵野ごみチャレンジ700グラム」宣言を行い、ごみ
ゼロデー、市内一斉清掃、桜まつり、青空市、ごみ減
量キャンペーン等で啓発活動を実施。平成21年度に
700グラム達成。平成22年５月には、「セカンドステー
ジ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム」を宣言し、引
き続き上記事業のほか、ごみの行方を知るツアーの
実施、ごみ専用ホームページ・ごみ分別案内所の開
設、武蔵野ごみニュースの全戸配布、ごみ便利帳の
全面改訂・全戸配布、および家庭内の不用品の再利
用を促進するための掲示板「むさしのエコボ」事業を
実施。
なお、新武蔵野クリーンセンター（仮称）稼働時の目
標を、総量では平成25年度は達成した。

市民・事業者・行政によ
る協働推進体制

武蔵野市のごみ処理に関する基本計画「武蔵野市
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」の策定に当たり
市民・事業者・行政職員からなる「武蔵野市廃棄物
に関する市民会議」を設置し検討を行った。計画策
定後は、施策の推進・進捗管理のため、やはり市
民・事業者・行政職員からなる「武蔵野市ごみ減量
協議会」を設置し様々な施策を行政と一体となって
展開した。今年度は、計画期間を3年前倒ししてごみ
処理基本計画を策定することとなり、前回同様の市
民会議を設置し１年間を通して検討する。また、ごみ
収集業務においては、平成25年度からふれあい訪
問収集をシルバー人材センターに全面委託化し、平
成27年度からは緊急対応業務等の委託化を実施
し、ごみ収集業務全般の協働推進体制を構築する。

エコセメント事業の支援

エコセメント事業は、一部事務組合である東京たま
広域資源循環組合が、日の出町にある東京たまエコ
セメント化施設において、組合加盟の各市から持ち
込まれるごみの焼却灰を主原料としてセメントを製
造・販売するものであり、本事業により、ごみの焼却
灰が埋め立てられることなく再利用されるため、二ツ
塚処分場の使用期間を延長するもの。製造されたセ
メントは市の工事にも積極的に使用するとともに、今
後も、引き続きエコセメント事業の支援を行う。

新武蔵野クリーンセン
ター（仮称）建設事業（効
率的なエネルギー回収等
の焼却システムの検討）

平成23年7月に市民参加で策定した「新武蔵野ク
リーンセンター（仮称）施設基本計画」に基づき、施
設仕様等を定めた要求水準書を作成し、平成24年
度に事業者選定を実施。平成25年7月に建設事業者
が決定し事業契約を締結した。平成25年11月から準
備工事を進め、平成26年5月に本工事に着手。今後
は平成29年4月に新工場棟が稼働開始、新管理棟
建設・外構工事等を含めた事業全体の完了は平成
31年6月の予定。
新施設では高効率ごみ発電設備の導入等により熱
回収率を高め、市庁舎等の周辺公共施設に安定的
にエネルギー（蒸気・電気）を供給できるシステムを
構築する。

新武蔵野クリーンセン
ター（仮称）建設事業に
伴う施設・周辺整備

平成22年から新武蔵野クリーンセンター（仮称）施
設・周辺整備協議会において協議を進め、平成22年
度末と平成24年度末に委員意見を取りまとめて市長
へ報告した。
平成26年度は、施設・周辺整備協議会の報告を踏ま
え、クリーンセンターを含む街区とその周辺整備につ
いて調査を行い、新武蔵野クリーンセンター（仮称）
周辺まちづくり整備庁内推進本部において周辺整備
の方向性を検討していく。

ごみの収集頻度や回収方法等について必要な
見直しを行っていくとともに、ごみの減量、技術
革新、社会環境の変化を踏まえながら、他の
自治体等とも連携し、広域でのごみ処理及び
資源化についても研究を進めていく。

ごみ処理経費の効率性
の検討

最小限の支出で最大限の効果を上げることができる
よう、常にごみの排出実績量や法の整備等を念頭に
検討を行っている。
今後は緊急対応業務等についても委託化を図るとと
もに、効率的・効果的なごみ処理施策の立案・運用
のため、廃棄物処理を所管する組織のあり方につい
て抜本的な見直しを行う。

（
1
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(1)新武蔵野クリーンセンター（仮称）への移行
新武蔵野クリーンセンター（仮称）は、平成29 年4 月
からの稼働に向け安全に建設を進め、新施設へと円
滑に移行させ、周辺住民の理解を得ながら、安全か
つ安定的な運営を行う。また、近隣自治体とのごみ
処理相互支援など広域処理についても引き続き研
究を進める。

(2)ごみ減量の推進
平成25 年度の事業系可燃ごみの手数料値上げなど
を経て、総ごみ排出量に減少は見られるものの、家
庭系ごみの市民一人あたりの排出量は、依然として
多摩地域の平均値を上回っている。本市にはごみの
最終処分場がなく、日の出町にある最終処分場の容
量にも限界があることから、処分場延命化のため、
焼却灰は全てエコセメント化しているが、エコセメント
化には多額の費用と環境負荷がかかっている。ま
た、エコセメント化施設への灰の搬入量の制限は今
後ますます厳しくなる傾向にある。
このようなことからも、「チャレンジ600 グラム25」の
達成を目指すとともに、ごみ総量の削減を進める。
また、本市のごみ処理の状況を広く市民に周知し、
ごみ減量への理解と協力を求めていくとともに、「ご
み排出実態調査」によって判明した傾向を踏まえ、ラ
イフスタイルごとに効果的な啓発事業を展開してい
く。

(3)ごみ処理にかかる環境負荷及び経費の軽減
本市ではごみ処理に毎年30 億円程度の費用がか
かっている。また、ごみ処理において、エネルギー消
費や温室効果ガスの排出などによる環境負荷もか
かっており、これらの軽減が必要である。リサイクル
やごみ処理全体にかかる環境負荷、経費を総合的
に勘案して、処理方法の効率化を進めるとともに、
市、事業者、市民、それぞれの役割、責務を明確に
し、相互に必要な連携を進める。

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

平成25年度に実施したごみ実態調査等により年代
別や世帯構成別のごみ排出傾向、資源物が多いと
いう本市の特性が解明されてきている。これらも踏ま
え、ごみの収集方法、分別区分、収集頻度等も総合
的に勘案しながら、効率的なごみ処理方法の検討を
進める。ごみ処理にかかる経費や環境負荷、最終処
分の状況など本市のごみ処理についてわかりやす
い情報提供を行うとともに、市民一人ひとりの行動に
つながるような啓発事業を実施する。市民、市民団
体、事業者、市がそれぞれの役割、責務を認識し、
相互に必要な連携を進めながら、ごみの発生抑制、
最終処分量の削減、ごみ処理経費の低減を推進す
る。

市民・事業者と連携しながらごみの資源化・エ
ネルギー化を一層推進することで焼却ごみの
減量を図るとともに、最終処分場の利用可能
年限延伸のため、東京たま広域資源循環組合
によるエコセメント事業への支援を継続する。

（
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ごみ処理に係る環境負荷や経費等に関する情
報提供を積極的に行うとともに、安全で効率的
なエネルギー回収などについて市民と協議しな
がら新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事
業を推進する。

(1) 新武蔵野クリーンセンター（仮称）への移行

周辺住民の理解により着工した新武蔵野クリーンセ
ンター（仮称）は、平成29年４月の稼働に向け着実に
建設を進め、新施設へごみ処理を円滑に移行させた
後、現施設の解体、新管理棟建設等の関連工事を
行い、新武蔵野クリーンセンター（仮称）整備事業を
平成31年度に完了させる。これに合わせ、周辺住民
と協議を行いながらクリーンセンター周辺の魅力あ
るまちづくりを推進する。新施設の運営は、ＤＢＯ方
式により、20年間の運営管理委託を行うが、本市と
委託業者の円滑な協力による安全で安定的な運営
を行っていく。また、将来のごみ処理のあり方として、
近隣自治体とのごみ処理相互支援など、広域処理
についても引き続き研究を進める。

(1) 新武蔵野クリーンセンター（仮称）への移行

周辺住民の理解により着工した新武蔵野クリーンセ
ンター（仮称）は、平成29年４月の稼働に向け着実に
建設を進め、新施設へごみ処理を円滑に移行させた
後、現施設の解体、新管理棟建設等の関連工事を
行い、新武蔵野クリーンセンター（仮称）整備事業を
平成31年度に完了させる。これに合わせ、周辺住民
と協議を行いながらクリーンセンター周辺の魅力あ
るまちづくりを推進する。新施設の運営は、ＤＢＯ方
式により、20年間の運営管理委託を行うが、本市と
委託業者の円滑な協力による安全で安定的な運営
を行っていく。また、将来のごみ処理のあり方として、
近隣自治体とのごみ処理相互支援など、広域処理
についても引き続き研究を進める。

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

平成25年度に実施したごみ実態調査等により年代
別や世帯構成別のごみ排出傾向、資源物が多いと
いう本市の特性が解明されてきている。これらも踏ま
え、ごみの収集方法、分別区分、収集頻度等も総合
的に勘案しながら、効率的なごみ処理方法の検討を
進める。ごみ処理にかかる経費や環境負荷、最終処
分の状況など本市のごみ処理についてわかりやす
い情報提供を行うとともに、市民一人ひとりの行動に
つながるような啓発事業を実施する。市民、市民団
体、事業者、市がそれぞれの役割、責務を認識し、
相互に必要な連携を進めながら、ごみの発生抑制、
最終処分量の削減、ごみ処理経費の低減を推進す
る。
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市は、有害化学物質による大気・土壌汚染や
原子力発電所事故による放射能汚染のような
新たな環境問題に対する市民の不安を解消す
るための対応を行っていく必要がある。

有害性物質の適正な管
理及び指導

ＰＣＢ廃棄物については適正な管理を実施するほ
か、特措法に基づき処理が可能なものについては順
次対応していく。平成25年度には大野田ポンプ所、
旧桜堤小学校に保管されているＰＣＢ汚染物（絶縁
油）の処理を行った。
適正化学物質取扱事業者に対しては、東京都環境
確保条例・東京都化学物質適正管理指針に基づき、
市から毎年度有害性物質の使用量の報告及び化学
物質管理方法書を提出させ、必要に応じて指導等を
行っている。

そのためには、その規模と状況に応じて事業
者、他自治体、国等との適切な連携が重要と
なる。市はこうした連携を通じながら、情報収集
や的確な情報提供、リスクの防止・低減などに
取り組み、市民の安全・安心を確保していく。

新たな環境問題への適
切な対応

新たな環境問題として、大気汚染ではPM2.5への対
応、それ以外では放射線問題への対応があげられ
る。PM2.5については、広域的に考える必要があり市
単独での対応が難しいため、光化学スモッグ同様、
都と連携した対応を図っていく。また、放射線問題へ
の対応については、空間放射線量等の定期的なモ
ニタリング測定を実施し、子ども施設・公園等約80カ
所では年２回の詳細測定を実施し、測定結果を公表
することで市民の不安の解消を図っている。

近隣間の生活騒音、雑草の繁茂や樹木の枝
葉の越境、犬猫による鳴き声等の市民生活に
起因する生活公害は、法や条例による規制に
馴染むものでない。市がどこまで、どのように
関与するかを検討しながら、市民・地域コミュニ
ティとともに対応を進めていく。

生活公害の防止、解決施
策の検討

近隣間の生活騒音や樹木の越境等は、内容により
法や都条例等での規制が難しいため、市民同士で
解決できるよう助言等を行っている。空き地の雑草
繁茂については、市の空き地条例に基づき、持ち主
へ管理指導を行っている。犬猫の糞尿問題等につい
ては、動物愛護管理法に基づき周知や最低限の指
導は行うが、特に飼い主のいない猫についてはボラ
ンティア団体と協働し対応を図っている。

落書き消去と防止策の推
進

公共物等（主に電柱、配電盤、ガードレール）への落
書きは、市の職員が市内全域を日常的に巡回・監
視、発生しても即時消去するなどで市内の環境美化
を保っている。民有地内の落書きは、原則所有者又
は管理者の対応だが、広域で落書きをされ、それを
地域で消去する場合は、地域の環境美化活動「落書
き消しちゃい隊」として、市が消去剤の提供等を行っ
ている。

喫煙マナーアップの強化
及びまちの美化の推進

喫煙はマナーを守って楽しむものとの考えから罰則
規定をつくるのではなく吉祥寺は平成16年4月から、
三鷹駅北口、武蔵境は平成17年7月から路上禁煙
地区の指定とマナーポイントを設置した。その結果、
路上喫煙やポイ捨ては激減した。吉祥寺駅、武蔵境
北口の再開発に伴いマナーポイントの移設先が確
保できないことなどから、吉祥寺は吉祥寺活性化協
議会で三鷹と武蔵境は「ようこそ美しいまち委員会」
で協議を行い吉祥寺は平成26年2月、三鷹駅北口と
武蔵境は4月よりマナーポイントを撤去した。路上禁
煙地区内の巡回、啓発に今後も努めていく。

基本施策５　生活を取り巻く様々な環境の変化に伴う新たな問題への対応
本市が対応すべき課題については、以前から市民
生活に影響を及ぼしてきた典型７公害（騒音・振動・
悪臭・大気汚染等）が挙げられるが、最近では、より
市民生活に身近なものに変化している。また、グ
ローバル化の進展等による新たなリスクも生まれて
いる。市では、状況等を判断して必要な対応を取るこ
とで、市民の不安を取り除き、一層良好な生活環境
の確保に努めていく。

都市化の進展や社会環境の変化に伴い、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染などの公害に加えて、異常気象や放射能汚染など
新たな環境問題が生活に影響を及ぼしている。これらの問題には、一自治体のみでは解決困難なものやどこまで関与すべきか
慎重に考えるべきものもある。しかし市民生活に最も身近な基礎自治体として市は、国・都とともにそれぞれの役割と責任を果
たしていくなかで、市民の不安を取り除き良好な生活環境の確保に努めていく。
一方、近隣関係のトラブルやまちの景観の悪化といった問題が起こっている。このような問題は、本来コミュニティにおいて解消
されるべきであるが、市民とともに対応を進めていく。

本市が対応すべき課題については、以前から市民
生活に影響を及ぼしてきた典型７公害（騒音・振動・
悪臭・大気汚染等）が挙げられるが、最近では、より
市民生活に身近なものに変化している。また、グ
ローバル化の進展等による新たなリスクも生まれて
いる。市では、状況等を判断して必要な対応を取るこ
とで、市民の不安を取り除き、一層良好な生活環境
の確保に努めていく。
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(1)様々な環境問題への対応
市内の環境保全のため、典型７公害、東日本大震災
に伴う原発事故に起因する放射線等について的確
に対応するほか、近年、相談件数が増加している近
隣騒音等の生活関係公害に対しては、市民自らの
問題として解決できるようなサポートの仕組み等に
ついて検討する。また、市民生活に重大な影響を及
ぼす病気や生物、物質等について、知見を有する関
係機関と平時より連携を行い、不測の事態に適切に
対応できる体制を構築、維持していく。

(2)良好な景観の確保
本市のまちの魅力の一翼を担う良好な景観を確保
するため、まちづくりの視点に基づいた屋外広告物
のあり方の検討や、平成26 年11月に公布された空
家等対策の推進に関する特別措置法を踏まえ、住
宅施策と連動した空き家等に対する適正管理に向け
た取り組みを推進する。

(1) 様々な環境問題への対応

本市では、近年、個人間の近隣騒音等、生活関係公
害への相談が増加してきており、住民相互の問題と
して解決できるよう住民・地域と連携した対応を進め
る。また、東日本大震災の原発事故による放射線へ
の対応については、線量が平成22（2010）年頃の数
値程度まで減衰してきていることも含め、状況等を勘
案しながら必要な対応を取っていく。また、デング熱
ウィルスなど虫を媒介とした感染症など、平均気温
の上昇やグローバル化等の環境の変化により生じる
新たなリスクにも対応しながら、市民生活の安全・安
心確保に努めていく。
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また、市民が安心して生活できるように、環境
美化と安全で清潔なまちの維持に引き続き取
り組んでいく。

(2) 魅力ある景観の形成

本市のまちの魅力を一層高めるため、現状を維持・
保全しながら、さらに良好な景観を形成していく必要
がある。そのため、屋外広告物のルールなどについ
ても、景観ガイドラインの作成と連動し、関係部署と
連携して検討する。
空き地・空き家等への対応については、雑草繁茂や
害虫の問題といった衛生環境上の視点に立ちなが
ら、適正な管理等について関係部署が連携した横断
的な対応の検討を進めていく。

(1) 様々な環境問題への対応

本市では、近年、個人間の近隣騒音等、生活関係公
害への相談が増加してきており、住民相互の問題と
して解決できるようなサポートの仕組み等について
検討する。また、東日本大震災の原発事故による放
射線への対応については、線量が平成22（2010）年
頃の数値程度まで減衰してきていることも含め、状
況等を勘案しながら必要な対応を取っていく。また、
デング熱ウィルスなど虫を媒介とした感染症など、平
均気温の上昇やグローバル化等の環境の変化によ
り生じる新たなリスクにも対応しながら、市民生活の
安全・安心確保に努めていく。

(2) 魅力ある景観の形成

本市のまちの魅力を一層高めるため、現状を維持・
保全しながら、さらに良好な景観を形成していく必要
がある。そのため、屋外広告物のルールなどについ
ても、景観ガイドラインの作成と連動し、関係部署と
連携して検討する。
空き地・空き家等への対応については、雑草繁茂や
害虫の問題といった衛生環境上の視点に立ちなが
ら、適正な管理等について関係部署が連携した横断
的な対応の検討を進めていく。
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まちづくり支援制度の検
討

市民の相談を受けながら、地域特性を生かしたまち
づくり支援制度の検討を進めている。平成25年度か
らは、武蔵野市開発公社と情報交換を開始し、平成
26年度からは共同で検討を進めていき、市民や事業
者、行政、武蔵野市開発公社等の適切な役割分担
による、効果的で効率的な支援制度を検討していく。

地区計画・地区まちづくり
計画等の活用

市民ニーズやまちづくりの動向を踏まえ、市民のまち
づくりの相談に対し、地区計画や地区まちづくりを含
めた検討を進めている。また、新たなまちづくりの誘
導策としても検討を進めている。
平成24年度、平成25年度の市民からの相談事項に
ついては、引き続き検討を進める。

また、時代や環境の変化等にも的確に対応し、
まちづくりに関する施策を効果的に推進してい
くため、運用の実績を踏まえながら、まちづくり
条例の必要な見直しを行っていく。

良好なまちづくりを進める
開発調整の推進

良好なまちづくりを進めるための開発調整をまちづく
り条例により実施している。
平成21年4月よりまちづくり条例を施行し、運用して
きた中で見えてきた課題を整理し、平成24年度より
条例改正の検討を進め、平成25年度末に条例を改
正し良好なまちづくりを進める。
また、課題を整理する中で、中長期的なスパンで検
討する事項があったため、平成26年度以降は次回
の条例改正を踏まえた検討を進める。

また、時代や環境の変化などに的確に対応し、まち
づくりに関する施策を効果的に推進していくため、運
用の実績を踏まえながら、まちづくり条例の必要な見
直しを行っていく。

また、時代や環境の変化などに的確に対応し、まち
づくりに関する施策を効果的に推進していくため、運
用の実績を踏まえながら、まちづくり条例の必要な見
直しを行っていく。

市民、事業者、市が連携・協働してまちづくりを
進めていくためには、まちづくりのプロセスにお
ける情報の共有が重要である。そのため、まち
づくりに関する個別計画や個別事業の進捗状
況に関する情報提供を行う。

まちづくりの方向性を示す都市計画マスタープ
ランを市全体で共有するとともに、地域のまち
づくりに関して市民がビジョンを策定する過程
を支援する。

都市計画マスタープラン
の運用

都市計画マスタープランに基づき、まちづくりを進め
て、用途地域の変更や景観まちづくり等を実施して
いる。
行政が市民とまちづくりを協働していくためには、ま
ちづくりの方向性とともに、まちづくりの状況を踏まえ
た情報の共有化を図る必要がある。また、まちづくり
の状況や成果等を分かりやすくするための方法につ
いても検討していく。
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まちづくり条例に定められた、まちづくりへの提案や
意見提出など市民参加の制度の周知とともに活用を
促し、地域特性に合った地域ごとのまちづくりを進め
る。

地区計画や地区まちづくり計画などを活用し、地区
単位のきめ細かいまちづくりを進めていくため、市民
が行うまちづくりを支援する制度を充実させるなど、
市民ニーズに合った制度を検討していく必要があ
る。そのため、まちづくりに関する個別計画や個別事
業の進捗状況に関する情報提供を行い、市民など
のまちづくりに関する意識を高め、ビジョン策定に向
けたまちづくり活動を支援する。まちづくりを支援す
る制度については、（一財）武蔵野市開発公社のま
ちづくり支援業務の拡充を視野に入れ、市民やまち
づくりに関する団体などの意見も踏まえ、有効な具
体策を検討する。
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第五期長期計画の記載内容

市域の土地利用に関する一定の規制・ルールは都
市計画に定められているが、住環境の保全や地域
の活性化など、地域が抱える課題等にきめ細かく対
応するためには、地域の特性にあった地域ごとのま
ちづくりを進めていく必要がある。そのためには地域
住民がまちづくりに興味を持ち、自ら参加し、様々な
主体と連携しながらまちづくりのビジョンを定め、さら
にビジョンを共有してまちづくりを進めていく必要が
ある。
まちづくりの状況を踏まえた情報を提供し、個々人の
まちづくりへの関心を高め、景観をはじめとする緑・
環境、安全・安心などに配慮した住民の発意による
地域単位のまちづくりを支援していく。

市域の土地利用に関する一定の規制・ルールが都市計画に定められているが、住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱
える課題等にきめ細かく対応するためには、地域の特性にあった地域ごとのまちづくりを進めていく必要がある。そのためには
地域住民がまちづくりに関するビジョンを定めるとともに共有する必要がある。
今日、近隣関係の希薄化等が進んでいるが、地区のまちづくりビジョンを描き、実現していく過程では、地域参加・市民参加が必
須である。個々人のまちづくりへの関心を高めながら、地域と連携することで、地区単位のまちづくりを推進していく。

基本施策１　地域の特性に合ったまちづくりの推進

まちづくり条例に、市民のまちづくりへの提案
制度等を定めた。地域の合意形成を前提とし
たこの制度の活用を促すために、市民によるま
ちづくり活動に対して情報提供等をはじめとす
る支援のあり方について検討を進める。

住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱える
課題などにきめ細かく対応するためには、地域の特
性に合った地域ごとのまちづくりを進めていく必要が
ある。そのため地域住民がまちづくりに関心を持ち、
自ら参加し、様々な主体と連携しながらまちづくりの
ビジョンを定め、共有してまちづくりを進めていく。
さらに、まちづくりの状況を踏まえた情報を提供し、
個々人のまちづくりへの関心を高め、景観をはじめと
する緑・環境、安全・安心などに配慮した住民の発意
による地域単位のまちづくりを支援していく。

住環境の保全や地域の活性化など、地域が抱える
課題などにきめ細かく対応するためには、地域の特
性に合った地域ごとのまちづくりを進めていく必要が
ある。そのため地域住民がまちづくりに関心を持ち、
自ら参加し、様々な主体と連携しながらまちづくりの
ビジョンを定め、共有してまちづくりを進めていく。
さらに、まちづくりの状況を踏まえた情報を提供し、
個々人のまちづくりへの関心を高め、景観をはじめと
する緑・環境、安全・安心などに配慮した住民の発意
による地域単位のまちづくりを支援していく。

まちづくり条例に定められた、まちづくりへの提案や
意見提出など市民参加の制度の周知とともに活用を
促し、地域特性に合った地域ごとのまちづくりを進め
る。

地区計画や地区まちづくり計画などを活用し、地区
単位のきめ細かいまちづくりを進めていくため、市民
が行うまちづくりを支援する制度を充実させるなど、
市民ニーズに合った制度を検討していく必要があ
る。そのため、まちづくりに関する個別計画や個別事
業の進捗状況に関する情報提供を行い、市民など
のまちづくりに関する意識を高め、ビジョン策定に向
けたまちづくり活動を支援する。まちづくりを支援す
る制度については、（一財）武蔵野市開発公社のま
ちづくり支援業務の拡充を視野に入れ、市民やまち
づくりに関する団体などの意見も踏まえ、有効な具
体策を検討する。
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用途地域等の見直し

平成24年度の権限移譲を受け、平成25年度に武蔵
野市用途地域等に関する指定方針及び指定基準を
策定した。
平成26年度は、地形地物の変更による軽微な用途
地域の変更を実施するとともに、都市計画マスター
プランの土地利用方針や地域の実情と大きく乖離す
るエリアについて、用途地域変更の検討を進めてい
く。

高さ制限の導入検討

平成23年４月に改定した「都市計画マスタープラン」
に住環境保全や景観の観点から建築物の高さの最
高限度の導入を検討することについて示し、平成23
年度から具体化の検討を開始し、基本方針案の公
表及び意見募集を行った。平成24年度には基本方
針の公表、素案の公表及び意見募集、平成25年度
には原案及び都市計画案の公告・意見募集を行い、
平成26年２月に都市計画変更を行った。これにより
絶対高さ制限を商業地域を含む市内全域に導入し
た。

大規模な企業地や公共
公益施設の土地利用の
維持

都市計画マスタープランの中で、「特定土地利用維
持ゾーン」として位置付けた学校、病院については、
高さ制限と連動した特別用途地区を活用し、現状の
土地利用の維持と、やむを得ず土地利用転換した場
合は周辺環境へ配慮する制度を導入した。
経過としては、平成25年度に原案及び都市計画案
の公告・意見募集を行い、平成26年２月に都市計画
変更を行った。
平成26年度は、大規模企業地や他の公共公益施設
の土地利用の維持について、引き続き検討を行う。

また、土地利用の動向を定期的に把握し、その
結果を適正な土地利用の基礎資料として活用
する。

都市計画に関する基礎
調査

都市計画法第６条に基づく土地利用等に関する基礎
調査で概ね５年ごとに、東京都が実施している。
東京都の調査に合わせ、独自の土地利用現況調査
及び都市計画基礎調査を実施し、社会情勢等を踏ま
えた都市計画やまちづくりを検討する際に必要な土
地利用の経年変化等の基礎データを作成した。
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用途地域等の都市計画決定権限が、都から市
に移管されることから、これまでにも増して主体
的に土地利用を誘導していく必要がある。都市
計画マスタープランに基づく計画的な土地利用
を図りながら、地域の特性にあった土地利用を
誘導する。

都市計画マスタープランに基づき、地域特性に合っ
た土地利用を誘導していく必要がある。

特に、「特定土地利用維持ゾーン」について、引き続
き特別用途地区の導入について検討を進める。ま
た、公共公益施設の老朽化対策や機能更新により
現状の土地利用に課題が生じる場合は、施設の必
要性や周辺環境を考慮した適切な土地利用の誘導
を進める。

市域の土地利用に関する一定の規制・ルールは都
市計画に定められているが、住環境の保全や地域
の活性化など、地域が抱える課題等にきめ細かく対
応するためには、地域の特性にあった地域ごとのま
ちづくりを進めていく必要がある。そのためには地域
住民がまちづくりに興味を持ち、自ら参加し、様々な
主体と連携しながらまちづくりのビジョンを定め、さら
にビジョンを共有してまちづくりを進めていく必要が
ある。
まちづくりの状況を踏まえた情報を提供し、個々人の
まちづくりへの関心を高め、景観をはじめとする緑・
環境、安全・安心などに配慮した住民の発意による
地域単位のまちづくりを支援していく。

都市計画マスタープランに基づき、地域特性にあっ
た土地利用を誘導していく必要がある。

特に、「特定土地利用維持ゾーン」について、引き続
き特別用途地区の導入について検討を進める。ま
た、公共公益施設の老朽化対策や機能更新により
現状の土地利用に課題が生じる場合は、施設の必
要性や周辺環境を考慮した適切な土地利用の誘導
を進める。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【都市基盤分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

景観まちづくりの具体的
な展開

良好な住環境と調和の取れた街並みの形成を進め
るため、市民やまちづくり団体との連携を図りなが
ら、景観ガイドラインの策定を進めていく。きっかけと
して平成25年度にシンポジウムを開催した。
今後は、平成27年度の策定に向け、市民の共有財
産である大切な景観を守り、さらに魅力ある景観形
成を図るために、市民への意識調査を行い、庁内関
係各課やまちづくり委員会との調整を図る。

道路の景観整備の推進

「景観整備路線事業計画」（平成22年２月策定）に基
づき、電線類地中化、舗装のカラー化、装飾街路灯
など、優先的に景観整備する路線（全11路線）を位
置付けた。早期事業化路線８路線中７路線が完了
し、中長期事業化路線の１路線（市道第293号線）に
着手するなど、着実に事業進捗が図られている。地
中化率7.7％、整備延長約9.7km（H27.4末現在）⇒
【目標値】地中化率9.3％、整備延長約11.7km
事業完了：市道第２号線（末広通り）、市道第12号線
（御殿山通り：むらさき橋以西）、市道第151号線（七
井橋通り：南区間）、市道第308号線、武鉄中付１～３
号線
平成26年度実績：市道第２号線(末広通り)、市道第
151号線（七井橋通り：南区間）、市道第12号線（御
殿山通り：むらさき橋以西）
平成27年度完了予定：景観整備路線事業計画見直
し（新規路線抽出等）、市道第293号線、※次の２路
線については、都市計画マスタープラン等の個別計
画で位置付け：市道第16号線、武蔵境駅北口駅前
広場

路上看板等の改善指導

道路上の看板等を対象とする道路パトロールを継続
的に実施し、不法な道路占用の改善を図る。
平成21年度に実施した実態調査に基づき平成22年
度から改善指導を行い、未申請・基準外の看板等約
2,850件を指導し、約400件の占用申請と約640件の
改善があった。占用料については年間約850万円の
増収となった。
平成27年度も、引き続き実態調査を実施した路線
に、平成26年度に調査した他の路線についても併せ
て指導を行う予定である。
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すでに全域が既成市街地化されていることか
ら新たな開発の余地は少なく、より良い住環境
に向けて調和のとれた街並みの形成を進める
必要がある。一方、駅周辺の商業地では、乱
立した看板等がまちの景観や魅力を阻害して
いる。そこで、良好な景観の実現に向けた景観
まちづくり方針を策定するとともに、景観計画、
景観ガイドラインや屋外広告物ガイドライン等
による具体的な取組みを進める。

魅力ある景観形成を図るため、都市計画マスタープ
ランで示されている景観まちづくりの方針を踏まえ、
目指すべき将来像のイメージをより具体化した景観
ガイドラインを周知・共有し、市民による景観まちづく
りを促進する。開発事業者に対しては、まちづくり条
例に基づく協議などを進め、誘導による景観まちづく
りを展開していく。

都市計画マスタープランで示されている景観まちづく
りの方針を踏まえ、具体的に景観施策を展開してい
く必要がある。魅力ある景観形成を図るため、目指
すべき将来像のイメージをより具体化した景観ガイド
ラインを周知・共有し、市民による景観まちづくりを促
進する。開発事業者に対しては、まちづくり条例に基
づく協議などを進め、誘導による景観まちづくりを展
開していく。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【都市基盤分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

老朽化が進む都市基盤については、施設の運
用管理を徹底することで長寿命化を図り、施設
の質の維持に努める。

橋りょう長寿命化計画の
推進

平成23年度に策定した「橋りょう長寿命化計画」に基
づき、予防保全的な点検及び補修工事等を実施し長
寿命化を進めている。
平成25年度実績：橋りょう定期点検（８橋）、橋りょう
補修設計（５橋）、大橋架替予備設計。
平成26年度実績：橋りょう定期点検（８橋）、橋りょう
補修工事（北裏橋・よろず橋）、大橋架替詳細設計。
平成27年度予定：橋りょう定期点検（10橋）、橋りょう
補修工事（千川橋）
平成28年度予定：橋りょう定期点検（９橋）、長寿命
化事業計画見直し（33橋）、大橋架替工事

また、更新に要する財政負担については、世
代間の公平の観点も考慮し、事業費の軽減と
平準化を図っていく。

道路改修計画の策定、道
路改修計画による予防
保全的な道路改修の実
施

平成26年度に実施する道路ストック総点検の路面性
状調査等の結果を維持管理の観点で整理し、道路
付属施設等を含め総合的な道路管理計画として取り
まとめ、計画的かつ効率的な道路改修を進めてい
く。

境公園都市計画の見直
し

平成24年度には、都市計画の見直しが実施される
場合に緑のネットワークを考慮した緑地整備やまち
づくりを推進するため、地区計画の策定を想定し、検
討に必要となる基礎的なデータを作成し、地区の現
況把握及び課題整理し、地域に与える影響が大きい
ことが明らかになった。
平成25年度には、地区計画以外の活用できる手法
のひとつである東京都の「農の風景育成地区制度」
について、先進事例となる世田谷区喜多見4・5丁目
地区の視察を関係課で行った。
今後は、関係課と情報交換をしつつ、都市計画の見
直しに関する情勢を捉えながら、引き続き検討して
いく。

道路や上下水道等は、ネットワークが構築され
ることにより機能を発揮するものであり、都や
周辺区市との連携による整備を推進する。

道路維持管理業務の効
率化のための検討

業務の効率化を図ることを基本に、道路維持管理業
務の委託方式等の検討を継続して行う。
武蔵境駅周辺地区の道路を中心に、維持管理の効
率化も踏まえ、本来、東京都と本市がそれぞれ管理
することが望ましい道路の付替えについて、東京都
と覚書を締結し維持管理の効率化、迅速化を図っ
た。
道路維持管理の包括委託については、他自治体（府
中市等）における取組状況も踏まえ、効率化の面と
質の確保のバランスを図る委託の手法について検
討する。

道路については、今後策定予定の「道路総合管理計
画（仮称）」において各施設の特性、路線の重要度や
近隣自治体の管理状況を考慮して、今後の管理水
準を明らかにするとともに、様々な手法の活用による
計画的・効率的な管理を実施する。なお、施設の更
新にあたっては、環境やバリアフリーなどの視点に
配慮して推進する。

道路については、今後策定予定の「道路総合管理計
画（仮称）」において各施設の特性、路線の重要度や
近隣自治体の管理状況を考慮して、今後の管理水
準を明らかにするとともに、様々な手法の活用による
計画的・効率的な管理を実施する。なお、施設の更
新にあたっては、環境やバリアフリーなどの視点に
配慮して推進する。

また、道路や公園等の地域社会をつなぐ都市
基盤は、地域コミュニケーションの場でもあり、
そこでの清掃活動や緑化活動は地域コミュニ
ケーションを醸成する機会でもある。これらのこ
とを市民と市が共有し、市民や多様な主体の
参加を得ながら、まちづくりを進めていく。
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本市は、早期に市の全域が市街化されたため、都市の基本形態はほぼ完成された成熟した都市である。一方、高度成長期に
整備された上下水道をはじめとする都市基盤は更新時期を迎えており、それに要する事業費は非常に大きな額になる（第４章
－３　本計画期間における基本課題「課題Ｄ」参照）。近年では異常気象による集中豪雨による浸水被害の発生や、東日本大震
災の発災もあり、都市基盤整備の重要性が再認識されている。都市基盤の更新は、都市が存続する限り、継続的に実施してい
く必要があることから、中長期的な財政状況等も勘案しながら、計画的に実施することで、事業費の軽減と平準化を図る。

道路、上下水道や公園などの都市基盤は、施設の
安全性の確保と質を維持するために、施設の長寿命
化、計画的な維持管理・更新による事業費の軽減と
平準化を図る。

また、道路などのインフラ施設における適正な水準
を明確にするとともに、様々な手法の活用による計
画的・効率的・効果的な整備や維持管理を実施し、
更新を推進する。

基本施策２　都市基盤の更新

本市は、早期に市の全域が市街化されたため、高度
成長期に整備された上下水道や道路などの都市基
盤は更新時期を迎えている。近年の集中豪雨による
浸水被害や東日本大震災の発災等を踏まえた都市
基盤における防災機能の重要性、笹子トンネル天井
板落下事故を契機とした老朽化した都市基盤の安
全対策の必要性など、計画的かつ戦略的な整備や
維持管理が求められている。
都市基盤は市民生活や経済活動に欠かせないもの
であり、その継続性が求められることから、今後策定
される「公共施設等総合管理計画」において、中長
期的な財政状況を踏まえた整備や維持管理のあり
方の基本的な方向性を示す。

上下水道や道路などの都市基盤は市民生活や経済
活動に欠かせない施設であり、その継続的な安定性
や持続可能性が求められている。本市は、早期に市
の全域が市街化されたため、高度成長期に整備され
た都市基盤は更新時期を迎えており、また、近年の
集中豪雨による浸水被害や東日本大震災の発災な
どを踏まえた防災機能の重要性、老朽化した施設の
安全対策の必要性などが高まっている。そのため、
中長期的な財政状況や社会情勢の変化などを踏ま
えた計画的・効率的・効果的な更新や維持管理を実
施する。

上下水道や道路などの都市基盤は市民生活や経済
活動に欠かせない施設であり、その継続的な安定性
や持続可能性が求められている。本市は、早期に市
の全域が市街化されたため、高度成長期に整備され
た都市基盤は更新時期を迎えており、また、近年の
集中豪雨による浸水被害や東日本大震災の発災な
どを踏まえた防災機能の重要性、老朽化した施設の
安全対策の必要性などが高まっている。そのため、
中長期的な財政状況や社会情勢の変化などを踏ま
えた計画的・効率的・効果的な更新や維持管理を実
施する。

道路、上下水道や公園などの都市基盤は、施設の
安全性の確保と質を維持するために、施設の長寿命
化、計画的な維持管理・更新による事業費の軽減と
平準化を図る。
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民間関係機関との連携
強化

確認申請に伴う事前相談において、申請者に市の要
綱による事前調整を依頼し、建築計画に市のまちづ
くり施策等を反映してもらうようお願いしている。ま
た、指定確認検査機関に対し、確認申請受付時に道
路・敷地に係る照会書と事前調整書の送付を依頼
し、建築規制の実効性を担保する。
多摩地域の特定行政庁と地域を管轄する指定確認
検査機関で協議会を組織し、１年に４回情報及び意
見の交換を実施している。さらに、応急危険度判定
員と協議会を開催し、被災時に向けた体制を整備し
ている状況であり、引き続き強化を図っていく。

既存建築物・設備の適正
な使用・維持管理の強化

特定行政庁として定期報告制度等の積極的な活用
を行うほか、警察・保健所・消防と連携し、所有者等
に対し、建築物及び建築設備の適正な使用・維持管
理の指導を行い、事故の未然防止、施設利用者の
安全性の確保を図る。消防と連携し、既存雑居ビル
等に対し、吉祥寺駅周辺合同査察を年に２回実施し
ている。また、警察、保健所、消防と連携し、風俗営
業許可及び食品衛生法の営業許可等に係る情報提
供を受けて、建築基準法上の維持管理に係る不適
正箇所に対して、是正指導を行っており、今後も継
続する。

また、巡回・情報収集等により違反建築への対
策の徹底・未然防止に取り組む。

違反建築物等への対策
の徹底

確認済証が交付された全建築物につき、概ね４～５
回の現場調査を行っている。また、市内巡回、建設リ
サイクル法の届出、又は水道申請等の情報により発
見した建築工事についての現場調査、近隣住民から
の通報に対する現場調査についても実施している。
これらの現場調査により、違反建築物の摘発を行
い、是正指導を行っており、今後も継続する。

また、安全で秩序あるまちづくりを進めるために、巡
回・情報収集などによる違反行為の未然防止や違反
建築物の是正などについて対策の徹底を図る。

また、安全で秩序あるまちづくりを進めるために、巡
回・情報収集などによる違反行為の未然防止や違反
建築物の是正などについて対策の徹底を図る。
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バリアフリー新法に基づき高齢者、障害者等が
利用する建築物や公園もバリアフリー化の対
象とするとともに、重点整備地区はもとより、同
地区以外の施設についてもバリアフリー化の
取組みを推進することで、すべての人が、地域
の中で快適な暮らしを送れるよう人にやさしい
ユニバーサルデザインのまちづくりを進める。

バリアフリー基本構想に
基づく事業の推進

公共交通事業者、道路管理者等の施設設置管理者
は本構想に即した特定事業計画を作成し、これに基
づき事業推進を行っている。
市バリアフリー担当課では平成24年4月に公共サイ
ンガイドラインを策定するとともに、既存公共施設の
バリアフリー化促進のため、施設管理者等と施設バ
リアフリー化に係る相談、費用の積算等を行った。
平成27年度は、基本構想の評価・見直しのための検
討を進める。

(1)安全で快適な交通環境の整備
本市は、東西に横断する鉄道と鉄道駅から南北方
向につなぐバス交通が発達しており、ムーバスの
ネットワークも含めて地域公共交通の利便性が高い
都市である。これまでユニバーサルデザイン等の理
念を取り入れ、誰もが利用しやすい交通環境を整備
してきたが、高齢社会が進展することから交通環境
の充実がより一層求められる。そのため、歩行者重
視の視点により、だれもが安全で快適に移動できる
よう交通体系全体のバランスを踏まえるとともに各主
体や交通機関との連携を深め、交通環境の向上を
推進していく。

バリアフリー基本構想に位置付けられている特定事
業計画に基づき、高齢者や障害者などに配慮した建
築物や公園などのバリアフリー化を引き続き推進し
ていく。また、これまでの実績を踏まえて同基本構想
の評価を行い、見直しを検討する。なお、多くの利用
がある鉄道施設へのホームドア設置など、民間事業
者との協議を行い、事業推進を促していく。

バリアフリー基本構想に位置付けられている特定事
業計画に基づき、高齢者や障害者、子ども連れの人
などすべての人に配慮した建築物や公園などのバリ
アフリー化を引き続き推進していく。また、これまでの
実績を踏まえて同基本構想の評価を行い、見直しを
検討する。なお、多くの利用がある鉄道施設への
ホームドア設置など、民間事業者との協議を行い、
事業推進を促していく。

本市は、東西に横断する鉄道と、鉄道駅から南北方向につなぐバス交通が発達しており、ムーバスのネットワークも含めて、地
域公共交通の利便性が高い都市である。地形が平坦であることから自転車利用も多い。自転車は環境に優しい移動手段であ
るが、交通ルールやマナーの啓発を行い、安全な交通環境整備を進めていく。
これまでユニバーサルデザイン等の理念を取り入れ、誰もが利用しやすい交通環境を整備してきたが、高齢社会が進展するこ
とから、安全で快適に移動できる交通環境の充実がより一層求められる。歩行者重視の視点により、だれもが安全で快適に移
動できるよう、各交通機関のバランスを図りながら、交通環境の整備を推進する。
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建築確認・検査における指定検査機関や建築
事務所協会等の民間関係機関との連携強化
に取り組むとともに、雑居ビル等の火災やエレ
ベーター・エスカレーターによる事故、外壁落
下事故等を未然に防止するため、定期報告制
度を積極的に活用するほか、警察・消防等の
関係機関や民間関係機関との連携により建築
物の安全対策の推進に継続的に取り組む。

本市は、地域公共交通機関が発達した利便性の高
い都市である。高齢社会の進展に対応するため、歩
行者重視の視点により、誰もが安全で快適に移動で
きるよう、各交通機関などとの連携を深め、さらなる
交通環境の向上を推進していく。
また、平坦な地形であることから環境に優しい移動
手段である自転車が多く利用されている。しかし、市
内で発生した自転車が関与する交通事故の割合が
都内の平均と比べて高くなっているなど、様々な課
題が生じている。走行環境の整備といったハード面
とともに、都や近隣自治体、警察などの様々な主体
との広域的な連携を含めた交通ルールやマナーの
啓発、保険加入の推奨などソフト面での取り組みも
行い、より安全で快適な交通環境整備を進めていく。

本市は、地域公共交通機関が発達した利便性の高
い都市である。高齢社会の進展に対応するため、歩
行者重視の視点により、誰もが安全で快適に移動で
きるよう、各交通機関などとの連携を深め、さらなる
交通環境の向上を推進していく。
また、平坦な地形であることから環境に優しい移動
手段である自転車が多く利用されている。しかし、市
内で発生した自転車が関与する交通事故の割合が
都内の平均と比べて高くなっているなど、様々な課
題が生じている。走行環境の整備といったハード面
とともに、都や近隣自治体、警察などの様々な主体
との広域的な連携を含めた交通ルールやマナーの
啓発、保険加入の推奨などソフト面での取り組みも
行い、より安全で快適な交通環境整備を進めていく。

不特定多数の人が利用する施設や雑居ビルなどで
の火災、エレベーター・エスカレーターなどの建築設
備や外壁落下などの事故を未然に防止するために、
定期報告制度など諸制度を積極的に活用するととも
に、警察、保健所、消防などとの合同査察や民間関
係機関との情報共有などをはじめとした関係機関と
の連携強化を図りながら、建築物の適正な使用、維
持管理の指導を行い、安全対策の推進に向けて継
続的な取り組みを行う。

基本施策３　利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備

不特定多数の人が利用する施設や雑居ビルなどで
の火災、エレベーター・エスカレーターなどの建築設
備や外壁落下などの事故を未然に防止するために、
定期報告制度など諸制度を積極的に活用するととも
に、警察、保健所、消防などとの合同査察や民間関
係機関との情報共有などをはじめとした関係機関と
の連携強化を図りながら、建築物の適正な使用、維
持管理の指導を行い、安全対策の推進に向けて継
続的な取り組みを行う。
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健康増進や環境負荷の観点からも、歩いて楽
しいまちづくりを推進する。また、駅周辺にはま
ちの魅力を発信する地域資源が多数あり、回
遊することによってまちの魅力を直接感じるこ
とが、まちの楽しさとなり、来街者の増加にもつ
ながる。そのため、歩行者が安全に楽しく歩くこ
とができる道路空間づくりを推進し、駅周辺の
回遊性の向上を図っていく。

歩いて楽しいみちづくり
の推進

道路は、最も身近な公共施設の１つであり、道路の
新設・改修に当たっては、景観、環境、バリアフリー
等について配慮しながら整備を行っている。電線類
地中化による快適な歩行空間の確保、バリアフリー
対応型のインターロッキングブロックの採用、セミフ
ラット型街きょによる歩車道段差の解消、視覚障害
者誘導用ブロックの設置等、誰もが安全に楽しく歩く
ことができる道路空間づくりを進めている。

市内には魅力のある地域資源が多数あり、回遊する
ことによってまちの魅力を直接感じることが楽しさと
なり、来街者の増加にもつながる。そのため、歩行者
を重視した安全で楽しい歩行空間づくりを推進し、回
遊性の向上を図っていく。

市内には魅力のある地域資源が多数あり、回遊する
ことによってまちの魅力を直接感じることが楽しさと
なり、来街者の増加にもつながる。そのため、歩行者
を重視した安全で楽しい歩行空間づくりを推進し、回
遊性の向上を図っていく。

駅周辺には、バス・タクシー・自転車といった多
様な移動手段が集中する。交通混雑を緩和す
るためには、特定の移動手段への過度な依存
は避けて、分散化を進める必要がある。

市民交通計画の推進及
び定期的な見直し

平成22年度の第３次市民交通計画は、市民や交通
事業者との協働の観点などから、市民、公共交通事
業者、関係機関、学識経験者等で構成されている武
蔵野市地域公共交通活性化協議会に商業者、鉄道
事業者を加えた市民交通計画等分科会で検討し策
定した。
「市民の視点に立った、高齢者や障害者をはじめ市
民誰もが利用しやすい交通体系の実現」に向けて、
多種多様な市民ニーズに対応した計画とするため、
５年毎（平成27年度予定）に改訂を行う交通安全計
画に併せて見直しを行っていく。

駐車場整備計画の検討

吉祥寺駅周辺地域には、大型店舗の駐車場やコイ
ンパーキング等が整備されており、休日等の一定時
間を除くと、駐車場整備地区に該当するような駐車
場問題は生じていない。
現在は、駐車場の場所並びに満空状況を携帯電話
やパソコン等にリアルタイムで配信するシステムの
推進や駐車場ガイドマップの配布といったソフト施策
により交通渋滞の緩和に努めている。
将来的には、少子高齢化等の社会環境の変化を踏
まえ、増加傾向にある自動二輪車の駐車場問題や
パーク・アンド・バスライド（ムーパーク）のあり方等を
含め、総合的に駐車場整備計画を研究する必要が
ある。

違法駐車防止対策の推
進

吉祥寺駅周辺の違法駐車による交通渋滞の抑制な
ど交通環境の改善を目的として、吉祥寺駅周辺交通
問題協議会が駐車場満空情報のリアルタイム配信、
パーキングマップ吉祥寺の作成に関する業務を行っ
ていたが、観光振興との連携を図るため、平成25年
８月に武蔵野市観光機構へ移管した。市はその業務
に対する支援を行っている。
平成11年より公共交通機関への乗換え促進、吉祥
寺中心部の渋滞緩和、違法駐車の抑制等を目的と
したムーパークを整備した（吉祥寺北町、平成24年７
月閉場）。平成24年10月より地元商店会等で構成さ
れた「吉祥寺ムーバスアンドパーキング事業運営協
議会」を事業主体とする新ムーパーク（御殿山）を開
設した。本市はその事業に対する支援を行ってい
る。
吉祥寺駅周辺の違法駐車台数調査では、違法駐車
は減少傾向にある。自家用車はドライバーが乗車し
ハザードランプを点滅している等、極めて短時間の
停車であることが多い。

移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タクシーな
どの公共交通機関など様々な手段がある。さらに本
市ではバス交通を補完するムーバスのネットワーク
も構築されており、交通不便地域の解消が図られて
いる。引き続き公共交通機関の利用を促進するとと
もに、各移動手段がスムーズに連携する交通環境
の整備を、市民交通計画に基づき推進する。

移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タクシーな
どの公共交通機関など様々な手段がある。さらに本
市ではバス交通を補完するムーバスのネットワーク
も構築されており、交通不便地域の解消が図られて
いる。引き続き公共交通機関の利用を促進するとと
もに、各移動手段がスムーズに連携する交通環境
の整備を、市民交通計画に基づき推進する。

各移動手段がスムーズに連携する交通環境の
整備や機能分担等の検討を推進する。
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高齢社会の進展による
交通（移動）手段のあり
方の検討

市民の移動手段は、徒歩、自転車、自動二輪車、自
家用車、福祉交通、タクシー、ムーバス、路線バス、
鉄道等である。今後の高齢社会の進展と武蔵野市
の地勢的条件を念頭に、各移動手段の適正なバラ
ンスの検討を行い、あるべき姿を確立し、その実現
に向けた施策を展開していく必要がある。
バス交通の利用に不便を感じるが、「レモンキャブ」
や「つながり」の登録対象とならない高齢者等を対象
として、タクシーによる気軽に利用できるデマンド交
通サービスを検討する。

交通安全施設の整備

各地域の実情に即した交通安全対策については今
後も継続する。
警察署や学校、公共施設管理者、商店会、保護者な
どと協議する場を設けて、関係者と一定の合意形成
を図りながら進める整備手法を検討する。

交差点の改良及びバス
ベイの設置

交通渋滞の多くは交差点で発生していることを重視
し、平成27年3月に策定した「第3次交差点すいすい
プラン」で選定された76事業箇所の整備を進めてい
る。市内では、「関前三丁目」、「武蔵野中央」、「吉祥
寺北町」、「四軒寺」交差点付近の事業が進められて
いる。
都市計画道路等の整備とは異なり、交差点すいすい
プランは、用地確保面積が少ないことから低い事業
費で整備できること、事業区間が短いことから短期
間で整備できること等、整備効果が表れやすい施策
なので、計画期間中に事業完了をするよう、東京都
に引き続き整備推進の要請を続けていく。

個別輸送機関から公共交通機関への乗り換え促進
を図るため、駅周辺への車の乗入れを抑制し、駐車
場（ムーパークや民間駐車場等）からバス（ムーバ
ス）で駅周辺に移動してもらうパークアンドバスライド
の利用拡大を図っている。
平成24年７月31日に旧ムーパーク（吉祥寺北町）を
閉場したが、同年10月１日より新ムーパーク（御殿
山）を開設し、事業の継続を図った。
また、平成25年３月25日から、ムーパークにおいて
交通ICカードでムーバスを利用した場合の交通IC
カード連携割引を開始した。

今後も、さらに利用しやすくなるよう関係機関
等との連携を推進する。

バスの運行定時性の確
保

パークアンドバスライドの
推進
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移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タクシーな
どの公共交通機関など様々な手段がある。さらに本
市ではバス交通を補完するムーバスのネットワーク
も構築されており、交通不便地域の解消が図られて
いる。引き続き公共交通機関の利用を促進するとと
もに、各移動手段がスムーズに連携する交通環境
の整備を、市民交通計画に基づき推進する。

移動には、徒歩、自転車、自動車、バス・タクシーな
どの公共交通機関など様々な手段がある。さらに本
市ではバス交通を補完するムーバスのネットワーク
も構築されており、交通不便地域の解消が図られて
いる。引き続き公共交通機関の利用を促進するとと
もに、各移動手段がスムーズに連携する交通環境
の整備を、市民交通計画に基づき推進する。

交通管理者・道路管理者・交通事業者・地元商店会
等との連携をさらに強化し、官民一体となって地域で
発生している交通対策に取り組むとともに、地域公
共交通への乗り換えを促進し、バス運行の定時性確
保を図る。
「武蔵野市地域公共交通活性化協議会」と協働し
て、警察署や東京都並びにバス事業者、吉祥寺商
店街、タクシー特定地域協議会等の関係機関との協
議・調整を進め、路線バスの定時性確保に向けた施
策を推進する。
また、運行定時性の確保のほか、武蔵野市バリアフ
リー基本構想（公共交通特定事業）、地域公共交通
総合連携計画に基づき、バスロケーションシステム
の導入を促進するなど、利用者の利便性向上に向
けた施策の検討を行っていく。なお、ムーバスにおい
ては平成26年３月に二次元バーコードシールを停留
所へ貼付し、携帯電話等でバスナビへのアクセスを
容易にし、バスの運行状況がリアルタイムで確認で
きるよう利便性の向上を図った。

バス交通を補完するムーバスのネットワークが
構築されたことにより、交通不便地域は解消さ
れたが、省エネルギー社会の構築や地球環境
保全の観点からも、これらの公共交通機関の
利用を促進していく必要がある。
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自転車は環境に優しく、また健康増進にも寄与
する移動手段でもあることから、歩行者・自転
車・自動車が共存できるような環境整備と交通
安全対策を図っていく。

自転車の安全な走行環
境の整備

「自転車等総合計画」に基づき、「自転車走行空間
ネットワーク計画」を策定する。（平成27～28年度）
東京都は東京オリンピックを契機に、自転車レーン
の整備を積極的に進めている。その動向を注視する
とともに、北多摩南部建設事務所を事務局とする沿
線７市で構成する「自転車走行空間に関する協議
会」を活用し、「自転車ナビマーク」などの法定外表
示の活用等も検討する。
武蔵野警察署と連携を図りながら、法定外表示など
本市の実情に即した走行空間の創出を進める。ま
た、利用者に対する表示の説明等もあわせて検討す
る。

歩行者・自転車・自動車が共存できるよう、本市の実
情に即した自転車走行空間の整備を進めるための
「自転車走行空間ネットワーク計画」を策定する。

歩行者・自転車・自動車が共存できるよう、本市の実
情に即した自転車走行空間の整備を進めるための
「自転車走行空間ネットワーク計画」を策定する。

一方で、駐輪場の整備を進めてきたことにより
放置自転車は減少しているが、すでに市内三
駅の周辺には１日約３万台もの自転車が乗り
入れているため、公共交通機関の利便性の向
上等にも取り組み、多様な移動手段の利用を
促進していく。

駐輪場の整備と既存駐
輪場の有効活用の推進

■駐輪場の整備≪平成27年7月時点≫
　吉祥寺駅周辺　目標台数14,100台、収容台数
12,743台（整備率90.4％）
　三鷹駅北口周辺　目標台数7,300台、収容台数
7,298台（整備率99.9％）
　武蔵境駅周辺　目標台数10,400台、収容台数9,225
台（整備率88.7％）

≪参考≫駐輪場再整備実績
平成24年度：末広通り第４、吉祥寺駅北、吉祥寺駅
東暫定一時利用自転車駐車場、　中町第１、中町第
２、中町バイク、中央大通り自転車駐車場、　武蔵境
駅北口第３、武蔵境駅東自転車駐車場（計9か所）
平成25年度：武蔵境駅西高架下、武蔵境駅中央高
架下、武蔵境駅みずき通り、武蔵境駅南第２自転車
駐車場　（計4か所）
平成26年度：武蔵境駅東高架下自転車駐車場 （自
転車710台、原付24台）、武蔵境駅五宿東自転車駐
車場 （自転車487台）
平成27年度：武蔵境駅北口第二自転車駐車場（自
転車1,604台）553台増
【課題】
・吉祥寺駅周辺では、まとまった駐輪場用地の確保
が困難である。
・三鷹駅・武蔵境駅周辺では、借地による大規模な
駐輪場を抱えており、安定的な駐輪場の運営が困難
である。
■駐輪場の有効活用
①「フリーゾーン」、「短時間無料制度」の導入
・吉祥寺パーキングプラザ、末広第４駐輪場にて「フ
リーゾーン」導入
休日等、定期利用エリアの空きスペースを、一時利
用のエリアとして活用。
・入庫から2時間無料とする「短時間無料制度」導入
平成27年7月現在16箇所（市内3駅合計）導入済
（参考）吉祥寺駅周辺利用率：約200～300％
②「満空表示盤」の導入
・吉祥寺駅周辺（東部）、三鷹駅北口周辺及び武蔵
境駅北口周辺において、駐輪場間の満空車情報を
提供する「総合満空表示盤」導入
③さらなる駐輪場の有効活用を検討する。

自転車駐車場については、整備が進み一定程度充
足してきているが、今後も不足するエリアを中心に引
き続き整備を進める。また、短時間無料制度、フリー
ゾーン、総合満空表示盤の導入などにより、既存自
転車駐車場の有効活用を促進する。

自転車駐車場については、整備が進み一定程度充
足してきているが、今後も不足するエリアを中心に引
き続き整備を進める。また、短時間無料制度、フリー
ゾーン、総合満空表示盤の導入などにより、既存自
転車駐車場の有効活用を促進する。

（
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(2)自転車利用環境の整備と交通ルール・マナーの
啓発
自転車は環境に優しい移動手段であるが、一方で交
通事故の約半数は自転車が関与した事故であるな
ど様々な課題が生じている。走行環境の整備といっ
たハード面とともに、都や近隣自治体などの様々な
主体との広域的な連携を含めた交通ルールやマ
ナーの啓発などのソフト面での取り組みも行い、より
安全で快適な交通環境整備を進めていく。
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あわせて、交通事故の半数が自転車に関連す
る事故でもあることから、自転車の安全な利用
のために交通ルールやマナーの啓発を引き続
き推進する。

自転車安全利用講習会
等による運転マナーの向
上と正しい交通ルールの
周知

平成20年10月から武蔵野警察署と共同で開催して
いる「自転車安全利用講習会」を充実させ、自転車
利用者に改めてルールを周知し、事故を起こした場
合の賠償責任等についても周知していく。認定者に
は認定証を交付し、特典として駐輪場の契約時に優
先扱いとなったり、ＴＳマーク付保険（自転車保険）の
助成券を配布する。
市内小学校において実技型の自転車安全教室、主
に市内中学校においてスタントマンによる事故再現
型の安全教室を引き続き行い、ルールを守る大人を
育てていく。
武蔵野警察署や交通安全協会などの関係機関と連
携し、文化会館通り等で自転車マナーアップキャン
ペーンを行う。
≪参考≫
自転車安全利用講習会実績
平成25年度　35回2,786人
平成20年度～平成25年度合計188回16,855人
市内交通事故に占める自転車関与件数の推移
平成25年度　交通事故全件数　406件
自転車関与件数　194件　平成19年度比　▲141
(▲42.1％) 自転車関与率　　47.8％

交通ルールやマナーを守らない自転車の危険運転
や重大事故が社会問題となる中、平成27年に自転
車運転者への罰則強化を盛り込んだ改正道路交通
法が施行された。学校や警察との連携により、市域
を越えた取り組みや事故再現型の講習会などを実
施するとともに、効果的な新しい取り組みを検討しな
がら、今後も継続して交通ルールの周知徹底やマ
ナーの向上を図る。

交通ルールやマナーを守らない自転車の危険運転
や重大事故が社会問題となる中、平成27年に自転
車運転者への罰則強化を盛り込んだ改正道路交通
法が施行された。学校や警察との連携により、市域
を越えた取り組みや事故再現型の講習会などを実
施するとともに、効果的な新しい取り組みを検討しな
がら、今後も継続して交通ルールの周知徹底やマ
ナーの向上を図る。

本市の都市計画道路の整備率は約61％にとどまっ
ており、休日などには吉祥寺をはじめとした駅周辺
において交通渋滞が発生し、それに伴い周辺の生活
道路に渋滞を回避するための通過交通が流入して
いる。また、東西方向の幹線道路の大部分は歩道幅
員が十分に確保されておらず、歩行者や自転車が
安全で快適に通行するための環境整備が図られて
いない。今後の社会情勢や交通需要などを考慮する
とともに道路ネットワークとしての必要性や優先度を
踏まえて、さらに整備を推進していく。
整備を推進するにあたっては、歩行者、自転車及び
自動車の共存の観点を踏まえつつ、歩行者空間の
充実、景観への配慮、スムーズな交通網の確立によ
る騒音・大気汚染の抑制、防災性の向上、沿道市街
地の住環境などに配慮した道路づくりを進める。

本市の都市計画道路の整備率は約61％にとどまっ
ており、休日などには吉祥寺をはじめとした駅周辺
において交通渋滞が発生し、それに伴い周辺の生活
道路を抜け道として利用するなど、渋滞を回避する
ための通過交通が流入している。また、東西方向の
幹線道路の大部分は歩道幅員が十分に確保されて
おらず、歩行者や自転車が安全で快適に通行する
ための環境整備が図られていない。今後の社会情
勢や交通需要などを考慮するとともに道路ネットワー
クとしての必要性や優先度を踏まえて、さらに整備を
推進していく。
整備を推進するにあたっては、歩行者、自転車及び
自動車の共存の観点を踏まえつつ、歩行者空間の
充実、景観への配慮、スムーズな交通網の確立によ
る騒音・大気汚染の抑制、防災性の向上、沿道市街
地の住環境などに配慮した道路づくりを進める。

居住者・歩行者の安全
性・快適性を考慮した歩
車共存の道路整備の推
進

住宅地域などの歩車共存の生活道路については、
歩行者の安全性に十分配慮しながら、自転車も自動
車も快適かつ安全に移動できる環境整備を進めて
いる。
歩行者用路側帯・自転車通行帯等の路面表示、並
びに交通事故防止・安全運転意識の普及啓発を喚
起する標識や看板等の整備について、交通管理者
や地域の方々と連携を図りながら、各地域の実情に
即した実効性のある交通安全施設を工夫して整備し
ている。
ひとにやさしいみちづくり事業として整備した路線に
ついて、経年劣化した路側線、交差点表示線、点滅
鋲等の交通安全施設を更新整備していく。

区画道路の整備の推進

街区内の主要な生活道路で道路ネットワークを補完
する区画道路については、沿道の建替え等にあわ
せ拡幅整備を進めている。
事業着手済12路線(市道第16・79・89・104・107・
129・151・190・293・295・298・299号線)
今後も継続的に用地交渉等を進めていく。
【主な実績等】
平成24年度：用地買収に伴う仮整備(市16・79・129
号外)
平成25年度：市道第89号線(JR中央線高架下付近)
平成26年度：市道第151号線(南区間約80ｍ)、市道
第298・299号線（本町コミセン付近外）
平成27年度：市道第16号線（三鷹駅側約50ｍ）、市
道第293号線(三鷹補助幹線）

基本施策４　道路ネットワークの整備

身近な公共空間である住宅地内の生活道路につい
ては、歩行者重視の視点により、安全性や快適性を
重視した整備を進めていく。

本市の幹線道路は、はしご型に配置されており、その整備率は約57％と区部並みの高い整備率になっているが、休日等には駅
周辺を中心に交通渋滞が発生している。道路はネットワークを形成することにより機能を発揮するものである。防災の観点から
も道路ネットワークの重要性は再認識されており、さらに整備を推進していく。
整備の推進にあたっては、歩行者空間の充実や、景観への配慮、スムーズな交通網の確立による騒音・大気汚染の抑制、防
災性の向上、沿道市街地の住環境に配慮した道路づくりを進める。

住宅地内の身近な生活道路は、身近な公共空
間であり、住宅から幹線道路までの移動経路
でもあることから、歩行者の安全性、快適性や
楽しさを重視した整備を進めていく。

（
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身近な公共空間である住宅地内の生活道路につい
ては、歩行者重視の視点により、安全性や快適性を
重視した整備を進めていく。

本市の都市計画道路の整備率は約61％にとどまっ
ており、休日等には駅周辺を中心に交通渋滞が発
生し、それに伴い周辺の生活道路に渋滞を回避する
ための通過交通が流入している。また、東西方向の
幹線道路の大部分は歩道幅員が十分に確保されて
おらず、歩行者や自転車が安全で快適に通行する
ための環境整備が図られていない。
道路には交通処理や防災空間などの様々な機能が
あり、それらの機能はネットワークを形成することに
よって発揮されるものである。
今後の社会情勢や交通需要などを考慮するとともに
道路ネットワークとしての必要性や優先度を踏まえ、
さらに道路整備を進めていく。
整備を推進するにあたっては、歩行者、自転車、自
動車の共存の観点を踏まえつつ、歩行者空間の充
実、景観や環境への配慮、スムーズな交通網の確
立による騒音・大気汚染の抑制、防災性の向上、沿
道市街地の住環境に配慮した道路づくりを進める。
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狭あい道路整備の推進

幅員4ｍに満たない狭あい道路は、防災や防犯面か
ら拡幅等が必要なため、建替え等にあわせた整備
を、平成８年度の建築確認事務の移管に伴い、狭あ
い道路拡幅整備要綱を定め開始している。平成26年
度末での整備率は27.4％である。今後も建築確認申
請と事業PRを行うことにより拡幅整備の推進を図っ
ていく。
【実績等】
平成24年度：整備延長約2.4km（協議件数：219件）
平成25年度：整備延長約2.3km（協議件数：243件）
平成26年度：整備延長約2.2km（協議件数：234件）

また、生活道路内に安全な歩行者空間を確保
するため、関係機関や市民との連携や協力の
もと、交通規制・交通ルール及びマナー向上な
どの取組みを推進することで、歩行環境の整
備を図っていく。

また、警察などの関係機関との連携や市民の協力
のもと、交通規制、交通ルール及びマナー向上など
の取り組みを推進し、歩行環境の整備を図っていく。

また、警察などの関係機関との連携や市民の協力
のもと、交通規制、交通ルール及びマナー向上など
の取り組みを推進し、歩行環境の整備を図っていく。

３・４・10号線（五日市街
道）、３・４・３号線（井ノ頭
通り）、３・４・11号線（女
子大通り）の事業化の要
請

市内の都市計画道路網の整備率は、市施行分は７
８％の進捗率であるが、都施行分は５０％と低い状
況である。また、南北方向に比べ、東西方向の都市
計画道路の整備率が低いという状況にある。
左記の道路は、東西方向の都施工の幹線道路であ
り、東京都や周辺市区と調整を行い、今後、策定が
予定されている東京都「東京における都市計画道路
の整備方針（仮称）」（第四次事業化計画）に反映さ
れるよう要望していく。

都市計画道路の検証

都市計画道路の事業進捗状況（整備率：６１％）を踏
まえ、周辺市区へのヒアリングなどを行った上で、本
市の都市計画道路の考え方を整理した。
今後は、策定が予定されている東京都「東京におけ
る都市計画道路の整備方針（仮称）」（第四次事業化
計画）に反映されるよう要望していく。
また、整備方針策定後も引き続き未着手路線を対象
に必要性の検証及び事業化の検証を継続的に行っ
ていく。

７・６・1号線の整備推進

昭和37年７月に都市計画決定がなされ(幅員10ｍ、
延長397ｍ)、平成15年１月に事業認可を取得した。
事業認可期間は平成30年度まで。
用地買収率：97.4％。
平成26年度は、未買収地と玉川上水側遊歩道(幅員
1.5～2.5ｍ)を残し北側歩道の整備を行った。平成27
年度は、車道舗装（前年度繰越分）及び玉川上水側
（南側歩道）の整備を行う。
事業の早期完成を目指し、用地交渉を引き続き行っ
ていく。
【実績等】
平成25年度：電線共同溝設置
平成26年度：連系引込管設置、道路整備（北側歩
道）
平成27年度：道路整備（車道、玉川上水側）

３・４・27号線の整備推進

平成６年５月に都市計画決定がなされ(幅員16ｍ、延
長150ｍ)、平成12年２月に事業認可を取得した。事
業認可期間は平成29年度まで。平成25年度に高架
下部を暫定整備（ボラード設置は26年度）した。
用地買収率は69.9％である。
平成25～26年度に墓地用地測量等を実施した。今
後は寺院側と調整し関係権利者等と用地交渉を進
めていく。
【実績】
平成25年度：JR中央線及び西武多摩川線高架下区
間暫定整備

また、武蔵境駅周辺等のまちづくりに連動する
都市計画道路の整備を進めながら道路ネット
ワークの完成を目指していく。

身近な公共空間である住宅地内の生活道路につい
ては、歩行者重視の視点により、安全性や快適性を
重視した整備を進めていく。

市内の都市計画道路網は、市施行分に対して都施
行分の整備率が低く、南北方向に比べて東西方向
の整備が進んでおらず、計画決定から未だに事業化
に至らない未着手路線が多く残されている。特に、五
日市街道、井ノ頭通り、女子大通りなどは地域間を
結ぶ東西方向の幹線道路であることから、早急な事
業化について引き続き都へ要請を行っていく。
道路ネットワークとしての必要性や優先度を踏まえ、
都市計画道路の整備方針において、優先整備路線
に位置付けられた幹線道路については、都と協力し
て事業を推進していく。また、未着手路線を対象に必
要性の検証などを継続的に行う。

住宅地内の身近な生活道路は、身近な公共空
間であり、住宅から幹線道路までの移動経路
でもあることから、歩行者の安全性、快適性や
楽しさを重視した整備を進めていく。

市内の都市計画道路網の整備率は、市施行
分は74％の進捗であるが、都施行分は約46％
と低い状況である。特に、五日市街道、井の頭
通り、女子大通り等は地域間を結ぶ幹線道路
であることから、これらの事業化について都へ
要請を行っていく。

（
2

）
都
市
計
画
道
路
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ッ
ト
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ー

ク
整
備
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進

（
1

）
生
活
道
路
の
整
備

身近な公共空間である住宅地内の生活道路につい
ては、歩行者重視の視点により、安全性や快適性を
重視した整備を進めていく。

市内の都市計画道路網は、市施行分に対して都施
行分の整備率が低く、南北方向に比べて東西方向
の整備が進んでおらず、計画決定から未だに事業化
に至らない未着手路線が多く残されている。特に、五
日市街道、井ノ頭通り、女子大通りなどは地域間を
結ぶ東西方向の幹線道路であることから、これらの
事業化について都へ要請を行っていく。
道路ネットワークとしての必要性や優先度を踏まえ、
都市計画道路の整備方針において、優先整備路線
に位置付けられた幹線道路については、都と協力し
て事業を推進していく。また、未着手路線を対象に必
要性の検証などを継続的に行う。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【都市基盤分野】
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地下方式に変更された都市高速道路外郭環状
線については国等の動向を注視し、引き続き
市民の抱く不安や懸念を払拭するため、大気
質や地下水等の環境への影響や安全性など
について慎重に検討することや、事業の各段
階に応じて、必要な情報提供を国に求めてい
く。

市内が大深度区間となっている都市高速道路外郭
環状線については、生活道路への交通の影響、大
気質や地下水などの環境への影響など、市民の抱く
不安や懸念を払拭するため、今後検討していく課題
とその解決のための「対応の方針」の確実な履行と
適時適切な情報提供を国に要請していく。

市内が大深度区間となっている都市高速道路外郭
環状線については、生活道路への交通の影響、大
気質や地下水などの環境への影響、工事期間中や
開通後の安全性などに対する市民の不安や懸念を
払拭するため、今後検討していく課題とその解決の
ための「対応の方針」の確実な履行と適時適切な情
報提供を国に要請していく。

また、外郭環状線の２については地域の安全
性の確保、交通環境の改善等とともに、地域分
断や住環境の悪化など市民の抱く懸念や不安
を十分に踏まえた総合的な検討が必要となる。
今後も市は地域住民の意見を十分に尊重する
とともに、データを踏まえた都市機能の向上や
沿線地域との連携等について適切な対応を検
討し、国や都にその対応を求めていく。

外環の２にかかる検討

平成20年に都から外環の地上部街路（外環の２）に
ついての検討の進め方が示され、平成21年から東
京都主催による「武蔵野市における地上部街路に関
する話し合いの会」が21回開催されている。
今後「武蔵野市における地上部街路に関する話し合
いの会」の経過を踏まえ、適切な対応を検討し、国や
都へその対応を求めていく。

外郭環状線の２については、地域の安全性の確保、
交通環境の改善などとともに、地域分断や住環境の
悪化などの課題もあり、総合的な検討が必要とな
る。今後も市は地域住民の意見を十分に尊重すると
ともに、沿線地域との連携などを図り、都に対応を求
めていく。

外郭環状線の２については、地域の安全性の確保、
交通環境の改善などとともに、地域分断や住環境の
悪化などの課題もあり、総合的な検討が必要とな
る。今後も市は地域住民の意見を十分に尊重すると
ともに、沿線地域との連携などを図り、都に対応を求
めていく。

下水道事業の公営企業
法適用及び企業会計の
導入

下水道事業に公営企業法を適用することにより、複
式簿記化し会計情報が明確化され、多様な財務分
析、経営分析が可能となり、自らの事業経営の診断
ができるようになる。また、原価償却費を含めたトー
タルコストが算出されるため、これに相対する適正な
使用料水準が算定される。
総務省より平成２６年度内に、これまで法非適用の
扱いとなっていた下水道事業についても企業会計化
が義務付けられる方針が示される予定であるため、
その内容を踏まえ、具体的な検討に入る。

受益負担の適正化に向
けた検討

下水道事業の管理運営にかかる経費の内、雨水に
かかる経費は公費、汚水にかかる経費は私費が基
本である。一般会計からの繰出金については、総務
省が定める繰出基準をもとに、一般会計自らが行う
事業等に支障が生じることが無いよう適正な使用料
水準を設定し、下水道経営の健全化を図る必要があ
る。平成26年度には下水道使用料等検討委員会を
設置し、使用料区分や支出額に応じた適正な使用料
単価への定期的な見直しを行う。

（
1

）
下
水
道
経
営
の
健
全
化

（
3

）
外
環
へ
の
対
応

早い時期に管網の整備を終えたことから、起債
償還費のピークは過ぎており、本市の下水道
特別会計は単年度収支は黒字であり、使用料
単価も全国平均や周辺市よりも低くなってい
る。しかし、今後は管きょの更新や浸水対策、
都の水再生センターの増改築等に伴う負担金
の発生などにより、歳入不足となることが懸念
されるため、状況を市民に説明しながら下水道
使用料の見直しも検討し、下水道経営の健全
化を進める。

基本施策５　下水道の再整備 下水道施設の老朽化による機能低下、大規模地震
による下水道の機能不全や都市型浸水は、市民生
活や都市機能に重大な影響を及ぼす。また、下水道
の終末処理場を持たない本市は、今後も様々な施
設の整備に関わる多額の負担金が発生することに
なる。これらの課題に対応していくために、下水道事
業の健全かつ計画的な運営が求められており、これ
までも、一般会計からの繰り出し基準の厳格化、下
水道総合計画の改定や下水道整備基金の設置など
を行ってきた。今後も、官公庁会計から公営企業会
計への移行など持続可能な下水道経営に向けた取
り組みを推進するとともに、様々な施策・事業を組み
合わせ、市民、事業者と連携しながら水循環都市の
構築を目指す。

施設の更新等で将来的に事業費の増加が見込まれ
る中、節水機器の普及等により有収水量は減少傾
向にあり下水道の使用料収入の維持が難しい状況
にあるなど、財源の確保が課題となる。 今後も安定
した下水道サービスを提供していくため、施設整備コ
ストの縮減や基金を活用した市債の抑制を行い、中
長期的な財政計画と使用料について定期的な見直
しを行う。

下水道施設の老朽化による機能低下、大規模地震
による下水道の機能不全や都市型浸水は、市民生
活や都市機能に重大な影響を及ぼす。また、下水道
の終末処理場を持たない本市は、今後も様々な施
設の整備に関わる多額の負担金が発生することに
なる。これらの課題に対応していくために、下水道事
業の健全かつ計画的な運営が求められており、これ
までも、一般会計からの繰り出し基準の厳格化、下
水道総合計画の改定や下水道整備基金の設置など
を行ってきた。今後も、官公庁会計から公営企業会
計への移行など持続可能な下水道経営に向けた取
り組みを推進するとともに、様々な施策・事業を組み
合わせ、市民、事業者と連携しながら水循環都市の
構築を目指す。

施設の更新等で将来的に事業費の増加が見込まれ
る中、節水機器の普及等により有収水量は減少傾
向にあり下水道の使用料収入の維持が難しい状況
にあるなど、財源の確保が課題となる。 今後も安定
した下水道サービスを提供していくため、施設整備コ
ストの縮減や基金を活用した市債の抑制を行い、中
長期的な財政計画と使用料について定期的な見直
しを行う。

下水道は、昭和62 年には普及率100％を達成したが、初期に布設したものは既に更新時期を迎えており、今後は多くの管きょ
が一斉に更新時期を迎える。また、下水道の9 割以上が合流式であり、汚水と雨水の排除が同時であることから、雨天時には
大量の雨水が流れ込み、未処理の下水がそのまま善福寺川や神田川等へ放流されてしまう問題がある。市内に終末処理施設
を持たないことから、下流域への配慮を欠かしてはならない。
そのために、都や関係区市等との連携により、広域的な視点で施設全体の整備を推進するとともに、応分の費用負担を行う責
務がある。下流域への配慮に加え、地下水涵養による良好な水環境の創出のため、雨水浸透ます等の雨水貯留浸透施設の設
置を行政、市民の役割分担で進めていく。

(2)持続的な下水道経営
本市は、下水道施設の老朽化対策や浸水対策、地
震対策にかかる費用だけでなく、市域外にある終末
処理施設の維持・改修にかかる費用にも負担義務を
負う。これらの費用は今後20 年間で約280 億円が
必要と試算している。
一方、節水機器の普及等により、有収水量は減少傾
向にあり、使用料収入は減少していく見込みである。
今後も安定した下水道サービスを提供していくため、
予防保全型維持管理による施設整備コストの低減、
中長期下水道財政計画と使用料の定期的な見直
し、基金を活用した市債抑制等を行い、下水道事業
の健全な経営を目指す。また、企業会計の導入に向
け具体的に検討を行う。
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石神井川排水区雨水幹
線の整備

現在石神井川排水区の雨水排水は３本の在来管を
利用し暫定的に石神井川へ放流処理しているが、こ
の在来管は既に整備してから70年以上が経過して
おり、老朽化が激しい状態であるため、武蔵野市の
下水道計画として既設在来管を整理し、新たに雨水
排水幹線管きょを設置することにより、流下機能の
確保及び耐震性の向上を図る。平成23年度に基本
設計、平成24年度に実施設計、平成25年度には、一
部民有地の地下を通過するため区分地上権の設定
を行った。本体整備は平成26年度から平成28年度
の３か年で実施する。

下水道二次計画の推進

善福寺川排水区、神田川排水区の下水道を、一時
間当り40ｍｍ対応から50ｍｍの降雨強度に対応で
きるよう整備するため、雨水の放流先である善福寺
川、神田川の河川改修を促進すべく東京都に働きか
けを行っている。

下水道管きょの再構築

耐用年数を超える下水道施設を劣化状況等により、
総合的に優先順位を策定し、計画的な改築更新を進
めていく。下水道長寿命化計画において、短期計画
に位置付けられている女子大幹線の更生工事を平
成25年度から平成29年度までの５か年で実施する。

流域下水道建設負担金
の支出

本市では、下水道処理施設を所有していないため、
東京都の水再生センターにて汚水処理を依頼してい
る。そのため、水再生センターの増築・改築等の改
修に伴う負担金の支払いが必要となる。東日本大震
災の教訓を踏まえ、耐震基準の強化及び追加対策
の実施により、財政負担の増加が想定される。

（
3

）
下
水
道
臭
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ビルの地下には、汚水、雑排水、厨房用排水
等を一時貯留する排水槽（ビルピット）がある
が、この排水槽中で腐敗が進行すると下水道
管への放流時に、雨水ます等から悪臭を発生
させる場合がある。特に吉祥寺駅周辺等にお
いて、臭気が発生しており、自主的な設備の改
善を支援するための助成制度の活用などこれ
まで以上に建物所有者への協力要請を求めな
がら下水道臭気対策を進める。

吉祥寺駅周辺の下水臭
気対策支援の推進

臭気の原因となっているビルピットの改善の為、修繕
等に要する経費の一部を助成することにより、当該
ビルピット等からの悪臭の発生を防止し、生活環境
の保全を図る。平成21年度より事業を開始し、現在
までに９件助成した。今後も事業のＰＲ等を実施して
いく。

吉祥寺駅周辺地区での臭気問題は、まちのイメージ
にも関わる課題であり、ビル所有者等とも連携しな
がら対応を進めていく。

吉祥寺駅周辺地区での臭気問題は、まちのイメージ
にも関わる課題であり、ビル所有者等とも連携しな
がら対応を進めていく。

本市の下水道は大半が合流式下水道であるた
め、未処理下水やきょう雑物の河川への流出
を抑制するための合流改善対策を積極的に推
進する必要がある。

合流式下水道改善事業

平成16年４月の下水道法施行令改正により、原則10
年の猶予期間内に合流式下水道改善が義務づけら
れたため、河川への吐口からの越流水である未処
理放流回数の半減を目途に、善福寺川流域、神田
川流域において貯留施設を整備する。
善福寺川排水区には２基、容量合計9,700㎥、神田
川排水区には容量1,000㎥の貯留施設を設置した。

吉祥寺北町地区水害対
策の推進

吉祥寺北町地区の浸水被害を軽減させるため、北
町保育園の園庭地下に雨水貯留槽（4,500㎥）を設
置する工事を平成25年度に着手し、平成26年度末ま
でに園庭整備も含め完了する。

雨水貯留浸透施設の設
置の推進

突発的な集中豪雨等による浸水被害を低減させる
ため、市立小中学校の校庭に大型の雨水貯留浸透
施設を設置する。武蔵野第一処理区においては、平
成25年度までに全12校に設置が完了し、平成27年
度より武蔵野第二処理区の全５校について随時設
置していく。

雨水流出抑制対策の推
進

総合的な治水対策の一環として、雨水浸透施設を住
宅等に設置していく。そのため、既存住宅等へ雨水
浸透施設の設置に対し、当該施設の設置に要する
経費の一部を助成することにより、都市型水害の軽
減並びに地下水、その他自然環境の保全および回
復を図る。

４緑・環境
基本施策１　市民の自発的・主体的な行動を促す支
援
(2)良好な水環境の整備に向けた市民活動との連携
特に「水」については、従来の都市インフラの視点に
加え、「雨水利活用条例」に基づき水循環の視点か
ら潤いのある都市環境を実現するための施策・事業
に取り組んでいく。

（
4

）
新
た
な
水
循
環
シ
ス
テ
ム
確
立
と
水
害
対
策
の
推
進

また突発的な集中豪雨等による浸水被害を低
減するため、雨水貯留浸透施設の整備や住宅
への雨水浸透施設設置の促進等を行い、神田
川・善福寺川流域等の環境向上を進めるととも
に、新たな水循環システムの確立を目指す。

（
2

）
下
水
道
総
合
計
画
の
推
進

継続的に良好なサービスを提供するとともに、
限られた財源の中で、下水道施設の老朽化対
策、都市型浸水や地震への対応、地下水の涵
養等の多様な課題に着実に対応していくため、
下水道総合計画に従い重点的かつ計画的に
事業を推進していく。

下水道総合計画に基づき、管きょの再構築や重要な
幹線管きょ等の耐震化などに取り組み、下水道施設
の機能の維持・向上を図るとともに、対処療法的な
維持管理から予防保全型へ転換していくなど、今後
実施すべき事業を着実に実現していく。

都市化の進展により雨水は地下に浸透せず、その
多くが下水道に流入し、処理されている。このことが
一因で、集中豪雨等による都市型浸水に対するリス
クが増大している。またその他にも、本市が水道事
業の水源として地下水を汲み上げ消費していること
や井の頭恩賜公園等の湧水量が減少していることな
どを水の循環という仕組みとともに、市民にわかりや
すく説明しながら、下水道総合計画に掲げた水循環
都市の構築を全市民的課題として推進していく。

(1)下水道施設機能の維持・向上
下水道施設の老朽化による機能低下、大規模地震
による下水道の機能不全や都市型浸水は、市民生
活や都市機能に重大な影響が及ぶため、下水道総
合計画に基づく管きょの再構築や重要な幹線管きょ
等の耐震化などに取り組み、下水道施設の機能の
維持・向上を図る。

下水道総合計画に基づき、管きょの再構築や重要な
幹線管きょ等の耐震化などに取り組み、下水道施設
の機能の維持・向上を図るとともに、対処療法的な
維持管理から予防保全型へ転換していくなど、今後
実施すべき事業を着実に実現していく。

都市化の進展により雨水は地下に浸透せず、その
多くが下水道に流入し、処理されている。このことが
一因で、集中豪雨等による都市型浸水に対するリス
クが増大している。またその他にも、本市が水道事
業の水源として地下水を汲み上げ消費していること
や井の頭恩賜公園等の湧水量が減少していることな
どを水の循環という仕組みとともに、市民にわかりや
すく説明しながら、下水道総合計画に掲げた水循環
都市の構築を全市民的課題として推進していく。
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住宅マスタープランの推
進

まちづくりや福祉的な視点を含めた住宅施策を総合
的に進めるための基本計画として「第三次武蔵野市
住宅マスタープラン」を策定しており、平成23年から
平成32年を計画期間としている。
国・都・関連各課及び関連機関と連携を図りつつ計
画の実現に努めており、一定期間経過後に検証・結
果公表を行う予定である。

住宅情報の一元管理と
情報提供体制の充実

市民が、それぞれのニーズに合わせた適切な住宅
情報の提供を受けることができるようにするため、情
報提供体制の充実を図る必要がある。
住宅に関する補助制度や相談会の情報等を一元的
に提供する窓口について検討していくとともに、住ま
いに関する専門家や関連機関等との連携を図り、情
報提供や相談会等を実施していく。

また、市営住宅、福祉型住宅については、市民
全体の公平性の観点等も勘案しながら、効率
的で適切な管理・運用を行っていく。

市営住宅・福祉型住宅の
適切な管理とあり方の検
討

市営住宅・福祉型住宅のあり方については、公営住
宅という限られたストックの適切な使用及び管理の
観点から検討を行い、使用承継基準の変更等、条例
改正等を実施した。また、公営住宅のみで住宅確保
に配慮を要する世帯に対応することは困難であるこ
とから、民間賃貸住宅への入居を円滑に進めるた
め、不動産事業者等と連携するとともに協力関係を
構築し、入居を支援していく。

また、高齢者などの住宅確保に配慮を要する世帯に
対し、民間賃貸住宅への入居支援事業等を推進して
いくとともに、市民全体の公平性や施設管理の効率
性を踏まえて、市営住宅や福祉型住宅の管理・運営
を引き続き行っていく。

また、高齢者などの住宅確保に配慮を要する世帯に
対し、民間賃貸住宅への入居支援事業等を推進して
いくとともに、市民全体の公平性や施設管理の効率
性を踏まえて、市営住宅や福祉型住宅の管理・運営
を引き続き行っていく。

（
2

）
多
様
な
世
代
・

世
帯
に
適
応
す
る
住
ま

い
づ
く
り

ライフステージやライフスタイル、世帯構成に
応じた住居の選択を後押しするための支援とし
て、住み替え支援制度を推進する。また、国や
都による住宅に関する各制度の活用や他の住
宅供給事業者との連携を進め住宅供給を誘導
していく。

住み替え支援制度の利
用促進

高齢者等の持ち家の有効活用及び空き家の予防、
ファミリー世帯等への居住支援を図ることのできる住
み替え支援制度の利用を推進していく。
一般社団法人移住・住みかえ支援機構が運用して
いるマイホーム借り上げ制度を活用し、武蔵野市開
発公社に総合的な相談窓口を設置し運用している
が、平成23年10月の制度開始以降、貸し出しまでに
至った件数は限定的であるため、広報など、制度の
周知方法を工夫し、制度の利用者増につなげる。

市民の誰もがライフステージやライフスタイル、世帯
構成に応じた住まいの選択ができるように、（一財）
武蔵野市開発公社と連携し、住み替えを支援する制
度の利用促進を図っていく。また国や都が行う多様
な住宅の供給に関する制度について、関係機関と連
携を図り、市民や事業者等への情報提供を行ってい
く。

市民の誰もがライフステージやライフスタイル、世帯
構成に応じた住まいの選択ができるように、（一財）
武蔵野市開発公社と連携し、住み替えを支援する制
度の利用促進を図っていく。また国や都が行う多様
な住宅の供給に関する制度について、関係機関と連
携を図り、市民や事業者等への情報提供を行ってい
く。

住まいの質を高めるため、専門家や住宅に関
連する団体との連携を推進するとともに、良好
な住環境が形成されるよう、まちづくり関連部
署と連携し、開発業者に対する指導を継続して
いく。

良好な住環境を維持・創出していくためには、開発事
業者への指導を行うとともに、専門家や関連団体と
連携を図っていく。

良好な住環境を維持・創出していくためには、開発事
業者への指導を行うとともに、専門家や関連団体と
連携を図っていく。

市民の世帯の７割がマンション等の集合住宅
に居住しているため、定期的な管理等に関す
る実態把握を行うとともに、建替え・改修や適
切な維持管理に関する支援を行う。

特に、本市では旧耐震基準で建設された分譲マン
ションの割合が都平均を上回っており、大規模修繕
や建替えなどが必要な建築物が今後ますます増加
していくことが予想される。しかし、区分所有者間で
の合意形成の難しさや高齢化などによる管理組合
の担い手不足など多岐にわたる課題があるため、引
き続き専門家派遣や耐震化助成などを実施し、必要
に応じて支援策の拡充を図る。また、これらの支援を
効果的に行うために、管理組合などとの連携を図る
仕組みづくりを検討する。

特に、本市では旧耐震基準で建設された分譲マン
ションの割合が都平均を上回っており、大規模修繕
や建替えなどが必要な建築物が今後ますます増加
していくことが予想される。しかし、区分所有者間で
の合意形成の難しさや高齢化などによる管理組合
の担い手不足など多岐にわたる課題があるため、引
き続き専門家派遣や耐震化助成などを実施し、必要
に応じて支援策の拡充を図る。また、これらの支援を
効果的に行うために、管理組合などとの連携を図る
仕組みづくりを検討する。

また、マンション等の集合住宅と周辺地域との
コミュニティ形成や連携・協力関係の構築を支
援していく。

併せて、防災・防犯、子育て、地域福祉活動などを
きっかけとしながら、マンション居住者が地域とのつ
ながりを持てる仕組みづくりについて研究する。

併せて、防災・防犯、子育て、地域福祉活動などを
きっかけとしながら、マンション居住者が地域とのつ
ながりを持てる仕組みづくりについて研究する。

良好な住環境を次世代に引き継いでいくため、
まちづくりや福祉等の関連する施策分野や民
間住宅供給事業者等と連携を図りながら、住
宅施策を総合的、計画的に展開していく。

基本施策６　住宅施策の総合的な取組み

住まいは、市民一人ひとりにとって生活の原点であるとともに、社会生活や地域のコミュニティ活動を支える拠点でもある。ま
た、都市や景観を
構成する重要な要素でもあり、緑豊かで良好な住環境は市民共有の財産である。
本市では、まちづくりや福祉的な視点を含めて住宅施策を総合的に推進してきており、高齢化社会の進展に備えて、福祉分野
等との連携を強化していく。その際、民間の住宅供給者等との協力関係は必要不可欠であり、公的住宅供給者や民間賃貸住
宅供給事業者等との連携を継続していく。また、市営住宅、福祉型住宅については、その維持管理コストの縮減や公平性など
の観点も勘案しながら管理運営を行っていく。

集合住宅の適切な維持
管理等への支援

世帯の７割がマンション等集合住宅に居住している
現状や分譲マンション実態調査結果を踏まえ、特に
分譲マンションの適切な維持管理や再生に向けて取
り組む必要がある。
分譲マンションに対しては、管理無料相談会、アドバ
イザー派遣及びセミナー等の実施による維持管理や
再生へ向けた支援を行うとともに、耐震化助成制度
や耐震化及び再生支援事業により耐震化や再生に
向けた支援を実施している。引き続き、これらの支援
策を継続していくとともに、コミュニティ形成に向けた
支援についても検討していく。

（
3

）
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本市では、まちづくりや福祉的な視点を踏まえて住
宅施策を総合的に推進しているが、少子高齢化社会
の進展に備え、子育て・福祉分野などとの連携の強
化を図り、住宅施策を総合的かつ体系的に推進して
いく。公的・民間住宅供給事業者などと連携し、既存
の住宅ストックなどの利活用を進めるとともに、多様
な世代や世帯に適応する住まいづくりを推進する。
なお、空き家については現状を把握し、総合的な取
り組みの必要性を検討する。また、良好な住環境の
確保に向け、分譲マンションの円滑な建替え・改修
の促進や適切な維持管理に関する支援を進めてい
く。

安全・安心で質の高い住まいや住環境づくりなどの
住宅施策をまちづくりや福祉などの視点も踏まえ、関
連団体などとの連携も図りながら、総合的、計画的
に進めていく。

（
1

）
計
画
的
な
住
宅
施
策
の
推
進

(１)多様な世代・世帯に適応する住環境づくり
本市では、まちづくりや福祉的な視点を踏まえて住
宅施策を総合的に推進しているが、少子高齢化社会
の進展に備えて、子育て・福祉分野等との連携を強
化していく。その際には、公的賃貸住宅供給事業者
や民間賃貸住宅供給事業者等との連携をより強化
し、既存の住宅ストック等の利活用を進めるととも
に、空き家対策の検討を行い、多様な世代や世帯の
ライフスタイル等に適応する住宅供給に向けて各種
事業に取り組んでいく。

(2)安全・安心な住まいづくりへの支援
本市では昭和57 年をピークに多くのマンションが建
設されたが、築後30 年以上が経過しており、大規模
修繕や建替えの検討が必要となるものが増加してい
る。高経年の分譲マンション等に対し、区分所有者
間の合意形成の困難さなど特有の課題を踏まえ、円
滑な建替え・改修の促進や適切な維持管理に関す
る支援を行っていく。

安全・安心で質の高い住まいや住環境づくりなどの
住宅施策をまちづくりや福祉などの視点も踏まえ、関
連団体などとの連携も図りながら、総合的、計画的
に進めていく。

本市では、まちづくりや福祉的な視点を踏まえて住
宅施策を総合的に推進しているが、少子高齢化社会
の進展に備え、子育て・福祉分野などとの連携の強
化を図り、住宅施策を総合的かつ体系的に推進して
いく。公的・民間住宅供給事業者などと連携し、既存
の住宅ストックなどの利活用を進めるとともに、多様
な世代や世帯に適応する住まいづくりを推進する。
なお、空き家については現状を把握し、総合的な取
り組みの必要性を検討する。また、良好な住環境の
確保に向け、分譲マンションの円滑な建替え・改修
の促進や適切な維持管理に関する支援を進めてい
く。
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吉祥寺駅の大改修が行われ、駅周辺の大型商業ビ
ルの建替えもあり、これらの変化をさらに魅力あるま
ちづくりにつなげていく必要がある。特に近接する井
の頭公園などの観光資源を活かしたまちづくりを進
めるとともに、老朽化建築物の建替え促進、交通環
境の改善、市有地の有効活用などの対応を急ぐ必
要がある。そのため、進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥
寺」プロジェクトに基づき、駅前広場やまちの軸とな
る道路の整備など、エリア特性を活かし、回遊性の
充実、安全・安心の向上を目指したまちづくりを推進
する。なお、進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェ
クトの後期計画の進捗を踏まえ、上位計画である吉
祥寺グランドデザインの改定についても検討する。

吉祥寺駅の大改修が行われ、駅周辺の大型商業ビ
ルの建替えもあり、これらの変化をさらに魅力あるま
ちづくりにつなげていく必要がある。特に近接する井
の頭公園などの観光資源を活かしたまちづくりを進
めるとともに、老朽化建築物の建替え促進、交通環
境の改善、市有地の有効活用などの対応を急ぐ必
要がある。そのため、進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥
寺」プロジェクトに基づき、駅前広場やまちの軸とな
る道路の整備など、エリア特性を活かし、回遊性の
充実、安全・安心の向上を目指したまちづくりを推進
する。なお、進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェ
クトの後期計画の進捗を踏まえ、上位計画である吉
祥寺グランドデザインの改定についても検討する。

駅南北自由通路の整備

ＪＲ吉祥寺駅改良事業及び京王吉祥寺駅のビル建
替え事業にあわせて、駅南北通路の拡幅・直線化を
図り、回遊の骨格軸を明確化するための整備を行っ
てきた。
駅南北自由通路整備工事は平成25年度末に完了
し、平成26年４月に開通記念式典を実施した。
平成26年度は事業の効果を検証するための通行量
調査を行う。

吉祥寺駅周辺駐輪場の
整備及び運営形態の改
善

■駐輪場の整備（吉祥寺駅周辺）
目標14,100台　収容12,743台 90.4％（平成27年7月
時点）
≪参考≫駐輪場再整備実績
平成24年度　吉祥寺駅北自転車駐車場(H24.4）
　（一時：自転車368台、原付25台）
吉祥寺駅東暫定一時利用自転車駐車場（H24.5）
　（自転車：一時194台）
末広通り第４自転車駐車場（H24.4）
　（自転車：定期200台、一時103台）

平成22年度 吉祥寺パーキングプラザ駐輪場新設
（H22.4）
吉祥寺大通り北駐輪場新設（H23.3)
アトレ御殿山駐輪場増床整備費の助成（H23.3)

【課題】吉祥寺駅周辺では、まとまった駐輪場用地の
確保が困難である。
■駐輪場の有効活用
①「フリーゾーン」、「短時間無料制度」の導入
・吉祥寺パーキングプラザにて「フリーゾーン」導入し
た。休日等、定期利用エリアの空きスペースを、一時
利用のエリアとして活用している。
・入庫から2時間無料とする「短時間無料制度」導入
した。導入している駐輪場（吉祥寺駅周辺）5箇所で
ある。
　（参考）吉祥寺駅周辺利用率：約200～300％
②「満空表示盤」の導入
吉祥寺駅周辺（東部）にて「総合満空表示盤」導入
③さらなる駐輪場の有効活用を検討。

鉄道駅を中心として形成されているまちの魅力を高めていくため、それぞれの個性を活かしたまちづくりを推進する。

基本施策７　三駅周辺まちづくりの推進

本計画の期間内に吉祥寺駅の大改修が完了予定であるが、これは数十年に一度の機会であり、魅力あるまちづくりにつなげる
必要がある。特に近接する井の頭公園を活かしたまちづくりとともに、南口駅前広場の完成を急ぐ必要がある。そのため、進化
するまち『ＮＥＸＴ－吉祥寺プロジェクト』に基づき、駅前広場や南北骨格軸の整備等を進めることで、「回遊性の充実」、「安全・
安心の向上」を目指したまちづくりを推進する。

（
1

）
吉
祥
寺
地
区

まちの魅力を高めていくため、それぞれの個性を活
かした三駅周辺のまちづくりを推進する。

(1)吉祥寺地区
多くの人が集まり、本市の中核を担う商業拠点であ
る吉祥寺では商業・業務などの多様な機能の集積を
高めるとともに、安全・安心で快適性の高い魅力ある
まちづくりを進めていく。
築後50 年が経過し老朽化している武蔵野公会堂に
ついては、立地特性や環境資源である井の頭公園
を活かした整備を検討する。南口駅前広場について
は、広場の完成に向けた取り組みを推進するととも
に、駅周辺の交通体系の検討を行う。イーストエリア
においては、環境浄化やまちのにぎわい創出などの
これまでの取り組みを踏まえ、暫定駐輪場として使
用している市有地の利活用について検討する。ま
た、吉祥寺駅周辺は、早くから都市化が進んだため
老朽化した建築物が多くみられ、その耐震化や建替
えが進むよう、適切な役割分担や地域との連携を踏
まえた検討を進める。
魅力あるまちづくりを進めるにあたっては、地域ルー
ルや地域連携といったハードとソフトを絡めた地域と
しての取り組みが必要である。
「吉祥寺グランドデザイン」や「進化するまち『ＮＥＸＴ
－吉祥寺』プロジェクト」に基づき、回遊性の充実、安
全・安心の向上を目指したまちづくりを継続していく。

まちの魅力を高めていくため、それぞれの個性を活
かした三駅周辺のまちづくりを推進する。
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北口駅前広場の機能更
新

平成23年度より吉祥寺駅前交通体系検討会議を設
置し、北口駅前広場の機能の見直し・更新につい
て、バスベイやタクシープールを含めて検討を行って
きた。
平成25年度には駅前広場の暫定整備が竣工した。

吉祥寺方式による荷捌き
車輌対策の推進

地元商業者、運送・駐車場事業者、行政等の地域に
係わる多様な関係主体からなる吉祥寺方式物流対
策委員会により、まちづくりの一環として路上荷捌き
車両対策に取り組み、交通環境の改善と歩行者空
間の安全性や回遊性の向上を図ってきた。
平成25年度末に吉祥寺方式物流対策委員会が閉会
し、平成27年度より吉祥寺方式物流対策協議会が
発足。地元商業者を始めとする各関係主体との連携
強化など、事業の一層の推進を目指す。

南口駅前広場の整備

バスと歩行者が輻輳し、危険な状態であるパーク
ロードからバスの通行をなくし、歩行者優先の安全な
道路を形成するため、吉祥寺駅南口に約1,900㎡の
交通広場の整備を目指し、用地買収を進めてきた。
今後も用地買収を進めつつ、駅周辺の交通体系を
総合的に検討する。

パークロード（市道第2号
線）の再整備

頻繁なバス往来による歩行者環境を改善し、歩行者
優先化を図るとともに、駅とパーク吉祥寺エリアとの
連携機能を強化し、駅からのスムーズな通行動線を
確保するための検討を引き続き行う。

また、井の頭公園は貴重な資源であり、七井橋
通りの整備等により、歩行環境を改善する。

七井橋通り（市道第151
号線）の整備

地権者の生活再建等に合わせ用地交渉を進めてき
た。全長約210ｍのうち南区間の約80ｍについて
は、用地買収が完了し、平成26年度の道路工事で
整備が完了。
【実績等】南区間
平成25年度：先行企業工事、電線共同溝設置、地元
との意見交換会
平成26年度：連系引込管設置、道路整備
残りの北区間(約130ｍ)については、引き続き地権者
と用地交渉を進めていく。

市道第190号線の整備

昭和42年４月に区域決定を行い、地権者の生活再
建等に合わせ用地交渉を進めてきた。全長約119ｍ
のうち、北側区間(約56ｍ)については、昭和57年12
月に供用開始している。
残りの南側区間(約63ｍ)、昭和60年～62年に西側半
分の用地を取得している。平成26年４月現在、用地
買収率は71.4％である。
平成25年度から沿道の地権者等と意見交換を進め
ており、平成26年度に協力が得られた地権者等の建
物・敷地について用地測量を実施した、今後も継続
的に地元と意見交換等を行っていく。

民間老朽化建物の建替
え誘導

セントラルエリアには建築敷地の狭小化及び不動産
の権利形態から長年建物が更新されず、バリアフ
リー未対応や耐震上課題のある古い建物が多く、建
物更新の必要性が高まっている。
平成25年度には駅前高度利用商業地域リニューア
ルまちづくり基礎調査を行い、今後はこの結果を踏
まえ、課題を把握し、老朽化が進んでいる民間建物
のリニューアルや共同ビル化等の方策を検討する。

ハモニカ横丁の整備方策
の検討への支援

ハモニカ横丁は古いマーケットの雰囲気をとどめ、最
近では新たな店舗も入るなど吉祥寺を代表するス
ポットである反面、火災等の防災上の危険が懸念さ
れる地区でもある。
喫緊の課題である防災性の向上を念頭に置きなが
ら、まちづくりのあり方について類似案件の研究や調
査を進める。

②
土
地
利
用

吉祥寺グランドデザインに基づきゾーンごとの
課題に応じたまちづくりを推進するとともに、全
体の回遊性を向上させることで、活性化及びブ
ランド力の維持・向上を図る。

進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェクトに基づき
エリアごとの特性に応じたまちづくりを推進するととも
に、全体の回遊性を向上させることで、まちの活性化
及びブランド力の維持・向上を図る。
イーストエリアについては、これまでの環境浄化の取
り組みやまちのにぎわい創出を踏まえ、暫定自転車
駐車場として使用している市有地の新たな土地利用
の検討、整備を進め、エリア全体の活性化を図って
いく。
セントラルエリアやパークロード沿道をはじめとする
建築物の老朽化が進んだエリアについては、建物更
新を促進するための方策を検討する。

また、駅南口ではパークロードを路線バスが通
行する危険な状態が続いており、南口駅前広
場の整備とともに、その改善を急ぐ必要があ
る。

北口駅前広場では、タクシーやバス等の交通
輻輳が課題となっている。

駅南口のパークロードの頻繁なバス往来による危険
な歩行者環境を改善し、歩行者優先化を図るため、
南口駅前広場の整備を進めるとともに、井ノ頭通り、
北口駅前広場及び周辺道路を含む総合的な交通体
系を研究・検討し、駅周辺部の交通課題の解決を図
る。

①
交
通
環
境
の
整
備

駅南口のパークロードの頻繁なバス往来による危険
な歩行者環境を改善し、歩行者優先化を図るため、
南口駅前広場の整備を進めるとともに、井ノ頭通り、
北口駅前広場及び周辺道路を含む総合的な交通体
系を研究・検討し、駅周辺部の交通課題の解決を図
る。（再掲）

進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェクトに基づき
エリアごとの特性に応じたまちづくりを推進するととも
に、全体の回遊性を向上させることで、まちの活性化
及びブランド力の維持・向上を図る。
　イーストエリアについては、これまでの環境浄化の
取り組みやまちのにぎわい創出を踏まえ、暫定自転
車駐車場として使用している市有地の新たな利活用
の検討を進め、整備を行う。
セントラルエリアやパークロード沿道をはじめとする
建築物の老朽化が進んだエリアについては、建物更
新を促進するための方策を検討する。

駅南口のパークロードの頻繁なバス往来による危険
な歩行者環境を改善し、歩行者優先化を図るため、
南口駅前広場の整備を進めるとともに、井ノ頭通り、
北口駅前広場及び周辺道路を含む総合的な交通体
系を研究・検討し、駅周辺部の交通課題の解決を図
る。

駅南口のパークロードの頻繁なバス往来による危険
な歩行者環境を改善し、歩行者優先化を図るため、
南口駅前広場の整備を進めるとともに、井ノ頭通り、
北口駅前広場及び周辺道路を含む総合的な交通体
系を研究・検討し、駅周辺部の交通課題の解決を図
る。（再掲）
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吉祥寺駅南口周辺再整
備基本構想の検討

井の頭公園と一帯となったパーク吉祥寺エリアの魅
力を一層高めるための再整備手法や魅力あるまち
づくりの向上に向けた検討を行ってきた。
平成26年度には課題の整理、将来像の研究及び市
有地を含めた再整備の方向性や展開プログラムの
検討・調査を行い、平成27年度は吉祥寺グランドデ
ザインに基づき、南口駅前広場を核とした交通課題
の整理・検討、パーク吉祥寺エリアの将来整備構想
の事業化検討を進める。

東部地区の区画道路の
整備と沿道まちづくりの
検討

市道第298号線、市道第299号線の整備を行い、吉
祥寺駅東口やセントラルエリアから文化施設へのア
クセス道路、イーストエリア内の核となる道路として、
回遊性の向上を図ってきた。
今後は、長年進められている環境浄化の取組みを
着実に進めるとともに、居住環境の改善、エリアの活
性化等を目指し、市有地の利活用方策の検討を引き
続き進める。

駅周辺の公共施設については、吉祥寺地区に
散在する市有地を有効活用し、長期的な視点
で適正な配置について検討を進める。特に、武
蔵野公会堂は築50年になろうとしており、施設
の老朽化が進んでいる。商業エリアと井の頭
公園の間の動線上に位置しており、同地の利
活用はまりづくりのうえでも大きな要素となる。
これらのことを念頭に、公会堂敷地の利活用に
ついて検討を進める。

公会堂のあり方や利活
用の検討

平成25年3月に作成・公表した「武蔵野市公共施設
再編に関する基本的な考え方」に基づき、公会堂に
ついては、吉祥寺駅南口の再開発などの課題も踏ま
えて駅周辺全体を面としてとらえた公共施設の配置
を、引き続き都市整備部と連携しながら検討を進め
ている。

パークエリア内の武蔵野公会堂は老朽化が進んで
いるが、公会堂敷地の利活用はまちづくりのうえで
大きな要素となることから、駅周辺街区を含めた利
活用について検討を進める。

パークエリア内の武蔵野公会堂は老朽化が進んで
いるが、公会堂敷地の利活用はまちづくりのうえで
大きな要素となることから、駅周辺街区を含めた利
活用について検討を進める。

緑豊かな駅前広場を中心とした商業・業務地と良質
な住宅街が近接する三鷹駅北口地区の目指すべき
まちづくりの方向性について、地域住民や商業者な
どの意見を踏まえ、玉川上水の水や緑などの地域資
源の活用を含めて「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮
称）」を策定する。ビジョン策定後は、位置付けられた
方向性の実現に向けて、地域住民や商業者などと
の協働のもと事業を推進していく。

緑豊かな駅前広場を中心とした商業・業務地と良質
な住宅街が近接する三鷹駅北口地区の目指すべき
まちづくりの方向性について、地域住民や商業者な
どの意見を踏まえ、玉川上水の水や緑などの地域資
源の活用を含めて「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮
称）」を策定する。ビジョン策定後は、位置付けられた
方向性の実現に向けて、地域住民や商業者などと
の協働のもと事業を推進していく。

三鷹駅北口周辺駐輪場
の整備推進及び運営形
態の改善

■駐輪場整備（三鷹駅周辺）
　目標7,300台　収容7,298台　100％（平成26年6月
時点）
≪参考≫駐輪場の再整備実績
　平成24年度
中町第１自転車駐車場（H24.4)　（自転車：定期1,514
台）、中町第２自転車駐車場（H24.4)　（自転車：一時
1,775台）、中町バイク駐車場（H24.4)　　（原付：定期
40台、一時43台）、中央大通り自転車駐車場
（H24.11）　（自転車：一時1,086台）
　平成25年度
三鷹駅北口自転車駐車場（H25.4ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ）、
三鷹駅北口自転車駐車場（一時利用200台拡充）
【課題】
借地による大規模な駐輪場を抱えており、安定的な
駐輪場の運営が困難である。
■運営形態の改善
・入庫から2時間以内を無料とする短時間無料制度
を導入した。現在５箇所に導入している。
・総合満空表示盤を３箇所に導入した。

②
土
地
利
用

吉祥寺グランドデザインに基づきゾーンごとの
課題に応じたまちづくりを推進するとともに、全
体の回遊性を向上させることで、活性化及びブ
ランド力の維持・向上を図る。

進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェクトに基づき
エリアごとの特性に応じたまちづくりを推進するととも
に、全体の回遊性を向上させることで、まちの活性化
及びブランド力の維持・向上を図る。
イーストエリアについては、これまでの環境浄化の取
り組みやまちのにぎわい創出を踏まえ、暫定自転車
駐車場として使用している市有地の新たな土地利用
の検討、整備を進め、エリア全体の活性化を図って
いく。
セントラルエリアやパークロード沿道をはじめとする
建築物の老朽化が進んだエリアについては、建物更
新を促進するための方策を検討する。

三鷹駅前の低・未利用地であった一部の街区が民間の開発によって高度利用されたものの、全体的には道路拡幅事業等が完
了していないことから、土地の高度利用が図られていない状況にある。そこで、三鷹駅北口まちづくり構想を策定することで、散
在する低・未利用地を適切な土地利用へ誘導し、駅周辺にふさわしい街並みへつなげるとともに、交通体系のあり方について
検討し、補助幹線道路等の整備を進める。また、玉川上水等の緑と水を活かしたまちづくりを進める。

（
2

）
中
央
地
区

(2)中央地区
三鷹駅前の低・未利用地であった一部の街区が民
間の開発によって高度利用されたものの、全体的に
は道路拡幅事業などが完了しておらず、未だ土地の
高度利用が図られていない状況にある。また、駅周
辺には中町第１・第２自転車駐車場をはじめ、低・未
利用地である市有地、民有地が存在する。そこで、
今後策定予定の「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮
称）」を踏まえ、その実現に向け、散在する低・未利
用地を適切な土地利用へ誘導し、土地所有者や事
業者、商業者等との連携・協力により駅周辺にふさ
わしい街並みへつなげる。また、補助幹線道路など
の整備を進めながら、交通体系のあり方について検
討を進めていく。
東京都景観計画景観軸に位置付けられている駅周
辺の玉川上水等の緑と水を活かし、景観に配慮した
まちづくりを進める。

進化するまち「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェクトに基づき
エリアごとの特性に応じたまちづくりを推進するととも
に、全体の回遊性を向上させることで、まちの活性化
及びブランド力の維持・向上を図る。
　イーストエリアについては、これまでの環境浄化の
取り組みやまちのにぎわい創出を踏まえ、暫定自転
車駐車場として使用している市有地の新たな利活用
の検討を進め、整備を行う。
セントラルエリアやパークロード沿道をはじめとする
建築物の老朽化が進んだエリアについては、建物更
新を促進するための方策を検討する。
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北口補助幹線道路整備
の推進

地権者の生活再建等に合わせ、用地買収を進めて
いる。市道第293号線(新設道路部)の用地買収が、
平成25年度に完了したことから、平成26年度に電線
共同設置、平成27年度に連系引込管設置、道路整
備を行い、平成28年度に道路の早期交通開放を行
う。
【今後の予定】
平成27年度：連系引込管設置、道路整備
西側の拡幅区間である市道第129号線については、
引き続き用地交渉を進めていく。

かたらいの道の整備

地権者の生活再建等に合わせ、用地買収を進めて
いる。残りの区間（三鷹駅側の約50ｍ）に未買収地
（私道外１箇所）があるが、歩行者環境及び車両交
通上支障がないことから、平成27年度に道路整備を
行う。未買収地については、引き続き用地交渉を進
めていく。
【今後の予定】
平成27年度：道路工事

②
土
地
利
用 道路事業等の都市基盤整備を推進するととも

に、駅前地区にふさわしい土地利用を推進し、
活気があり魅力的な街並み形成を促進する。
市が保有する低・未利用地については、民間
活力の導入を含めた有効活用等について検討
を進める。

三鷹駅北口まちづくり構
想の策定

散在する低・未利用地を適切な土地利用へ誘導し、
駅周辺にふさわしい街並みへつなげるとともに、交
通体系のあり方について検討し、補助幹線道路等の
整備を進め、玉川上水等の緑と水を活かしたまちづ
くりを進める。
策定の準備段階として、平成24年3月庁内会議にお
いて、まちづくりイメージのまとめを行い、平成25年3
月「三鷹駅北口のまちづくりを考える意見交換会」を
開催し、出席した住民、商工業者等から出されたま
ちづくりにおける課題や将来イメージなどを意見集と
してまとめた。
今後は、構想策定に向け具体的な検討を進める。

駅周辺の土地利用については、駅前地区にふさわし
く、活気があり魅力的な街並み形成に向けた方策を
検討し、地域住民や土地所有者、事業者、商業者な
どと連携・協力してまちづくりを推進していく。低・未
利用の市有地については、「三鷹駅北口街づくりビ
ジョン（仮称）」を踏まえ、有効活用を検討していく。

駅周辺の土地利用については、駅前地区にふさわし
く、活気があり魅力的な街並み形成に向けた方策を
検討し、地域住民や土地所有者、事業者、商業者な
どと連携・協力してまちづくりを推進していく。低・未
利用の市有地については、「三鷹駅北口街づくりビ
ジョン（仮称）」を踏まえ、有効活用を検討していく。

駅前広場は暫定整備によって交通動線の交錯など
が改善されているが、補助幹線道路の完成を見据え
た駅周辺の交通体系のあり方について検討を進め
ていく。

三鷹駅北口では、計画されている補助幹線道
路の進捗を図るとともに、その完了にあわせて
駅周辺全体の交通体系の見直しを行う。また、
タクシーの待機方法を検討するなど、より良い
交通環境を整えるためのルール化を進める。

(2)中央地区
三鷹駅前の低・未利用地であった一部の街区が民
間の開発によって高度利用されたものの、全体的に
は道路拡幅事業などが完了しておらず、未だ土地の
高度利用が図られていない状況にある。また、駅周
辺には中町第１・第２自転車駐車場をはじめ、低・未
利用地である市有地、民有地が存在する。そこで、
今後策定予定の「三鷹駅北口街づくりビジョン（仮
称）」を踏まえ、その実現に向け、散在する低・未利
用地を適切な土地利用へ誘導し、土地所有者や事
業者、商業者等との連携・協力により駅周辺にふさ
わしい街並みへつなげる。また、補助幹線道路など
の整備を進めながら、交通体系のあり方について検
討を進めていく。
東京都景観計画景観軸に位置付けられている駅周
辺の玉川上水等の緑と水を活かし、景観に配慮した
まちづくりを進める。

①
交
通
環
境
の
整
備

駅前広場は暫定整備によって交通動線の交錯など
が改善されているが、補助幹線道路の完成を見据え
た駅周辺の交通体系のあり方について検討を進め
ていく。
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鉄道連続立体交差事業が完了し、水と緑を活用した
「うるおい」、人々の「ふれあい」、まちの活性化「にぎ
わい」をコンセプトに、武蔵境らしい駅前空間の創出
に取り組んできた。北口駅前広場や駅周辺の道路な
どの都市基盤の整備が完了した後も、鉄道高架下
の利活用の促進や区画道路の整備、南北一体のま
ちづくりをさらに推進していく。

鉄道連続立体交差事業が完了し、水と緑を活用した
「うるおい」、人々の「ふれあい」、まちの活性化「にぎ
わい」をコンセプトに、武蔵境らしい駅前空間の創出
に取り組んできた。北口駅前広場や駅周辺の道路な
どの都市基盤の整備が完了した後も、鉄道高架下
の利活用の促進や区画道路の整備、南北一体のま
ちづくりをさらに推進していく。

武蔵境駅周辺駐輪場の
整備推進及び運営形態
の改善

■駐輪場整備（武蔵境駅周辺）
　目標10,400台　収容9,225台　88.7％（平成27年7月
時点）
≪参考≫駐輪場の再整備実績
平成24年度　武蔵境駅北口第３自転車駐車場
(H24.4)（自転車：定期116台）、武蔵境駅東自転車駐
車場(H24.4)（自転車：定期　自転車429台、原付36
台）
平成25年度　武蔵境駅西高架下自転車駐車場
（H25.4）（自転車：定期　自転車651台、原付31台）、
武蔵境駅西中央高架下自転車駐車場（H25.4)（自転
車：定期983台）、武蔵境駅みずき通り自転車駐車場
（H25.4)（自転車：自転車 定期400台、一時343台　原
付 定期10台、一時9台）、武蔵境駅南第２自転車駐
車場(H25.7)（自転車：一時985台）
平成26年度　武蔵境駅東高架下自転車駐車場
（H26.8～開設）（自転車：710台、原付24台）、武蔵境
駅五宿東自転車駐車場（H26.8～開設）（自転車：一
時 487台）
平成27年度　武蔵境駅北口第二駐輪場建替完了
（H27.7～供用開始）　自転車1,051台⇒1,604台（553
台増）
【課題】借地による大規模な駐輪場を抱えており、安
定的な駐輪場の運営が困難である。
■運営形態の改善
・入庫から2時間以内を無料とする短時間無料制度
を6箇所に導入した。（平成27年7月現在）
・北口周辺の4箇所に総合満空表示盤を導入した。

鉄道連続立体交差事業
及び側道整備事業

踏切廃止による交通渋滞の解消や安全性の向上、
街の一体化と地域の活性化を図るため、昭和55年
から事業に向けた調査を開始し、平成６年に都市計
画決定を行い、平成22年には、三鷹－立川間の全
区間の高架化が完了した。平成25年度には武蔵境
駅舎工事及び武蔵野市区間の側道整備が完了し、
鉄道連続立体交差事業が完了した。平成26年度
は、事業費の精算を行った。
平成27年度に駅前広場、駅前広場東側の市道第
261号線を整備する予定。

武蔵境駅舎周辺環境整
備事業
（北側駅舎連続施設）

武蔵境駅北口に、駅舎沿いに連続施設（アーケード）
を設置した。平成24年12月に工事の契約を締結し、
平成26年3月に完成した。

都道123号線拡幅整備事
業

東京都の「新みちづくり・まちづくりパートナー事業」
により道路の拡幅整備を行うと共に、電線類の地中
化整備を行う。電線共同溝の本体工事は完了してい
る。道路拡幅整備は平成27年度にスイング南側の
歩道設置及び歩道インターブロッキング舗装工事を
行い、平成27年度末に事業完了を予定している。

都市計画道路３・３・23号
線事業

武蔵境駅北口広場（約6,700㎡）を整備する。平成２６
年６月に現場着手し、平成27年度末の完了を目指
し、工事を進めている。

ＪＲ中央本線及び西武鉄道多摩川線連続立体
交差事業により高架化が完了し、南北一体の
まちづくりの実現に向け、駅前広場や都市計画
道路等の整備を進める。あわせて、ムーバス
の路線網について改めて検証するとともに、ま
ちの回遊性や利便性を向上させるために案内
機能を充実させ、まちのにぎわいを創出してい
く。

武蔵野プレイスの完成や鉄道連続立体交差事業の進捗により、南北一体のまちづくりが着実に進められている。駅周辺の道路
や駅前広場といった都市基盤整備を進めるとともに、地元各種団体による地域の交流や商店会の活性化等、今後も地域住民
を中心に多様な主体が連携し南北一体となったにぎわいづくりに取り組み、商業・産業等の発展を図る。

（
3

）
武
蔵
境
地
区 (3)武蔵境地区

鉄道連続立体交差事業が完成し、北口駅前広場や
駅周辺の道路などの都市基盤の整備が概ね最終段
階を迎えている。残された鉄道高架下の利活用につ
いては、鉄道事業者や地域との連携を図りながら取
り組みを推進するとともに、駅周辺の市有地や区画
道路の整備に取り組む。また、南北一体のまちづくり
をさらに推進するために、地元各種団体による地域
の交流や商店会の活性化等、今後も地域住民を中
心に多様な主体が連携した南北一体となったにぎわ
いづくりに取り組む。

①
交
通
環
境
の
整
備

北口駅前広場や周辺の幹線道路の整備は概ね完
了している。今後も駅周辺の区画道路の整備を着実
に進め、防災機能や利便性の向上を図る。

北口駅前広場や周辺の幹線道路の整備は概ね完
了している。今後も駅周辺の区画道路の整備を着実
に進め、防災機能や利便性の向上を図る。
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今後も、市民、商業者、関係団体など多くの関
係者が連携して、武蔵境らしい街並みの形成と
南北一体の新しいまちづくりを推進していく。ま
た、各地域商店街がにぎわいと活気に満ちる
よう、道路整備や休憩スペースの設置等によ
り、安心して買い物ができる空間づくりを進め
る。

武蔵境地区区画道路整
備事業

すきっぷ通り東側地域の狭あい道路を４ｍ～６ｍに
拡幅整備する（８路線)。平成26年度に市道第２６２、
２６３、２６６、２６８号線の道路用地の一部（約７５０
㎡）を買収した。２６８号線の用地買収は完了した。

鉄道連続立体交差事業により生まれた高架下の空
間の整備により、新たなにぎわいが創出されてい
る。残された鉄道高架下や隣接する市有地について
は、さらなる駅周辺のにぎわいや魅力的な空間の創
出に取り組んでいく。

鉄道連続立体交差事業により生まれた高架下の空
間の整備により、新たなにぎわいが創出されてい
る。残された鉄道高架下や隣接する市有地について
は、さらなる駅周辺のにぎわいや魅力的な空間の創
出に取り組んでいく。

市民の利便性を考慮し、武蔵境市政センターを
移転する。

武蔵境市政センターの移
転

武蔵境市政センターの移転については、中央線高架
化整備完成に合わせて移転が計画されているが、Ｊ
Ｒ側と交渉中のため時期等の詳細は未定である。

また、市民の利便性を考慮し、武蔵境市政センター
を移転する。

また、市民の利便性を考慮し、武蔵境市政センター
を移転する。

(3)武蔵境地区
鉄道連続立体交差事業が完成し、北口駅前広場や
駅周辺の道路などの都市基盤の整備が概ね最終段
階を迎えている。残された鉄道高架下の利活用につ
いては、鉄道事業者や地域との連携を図りながら取
り組みを推進するとともに、駅周辺の市有地や区画
道路の整備に取り組む。また、南北一体のまちづくり
をさらに推進するために、地元各種団体による地域
の交流や商店会の活性化等、今後も地域住民を中
心に多様な主体が連携した南北一体となったにぎわ
いづくりに取り組む。

　
②
土
地
利
用
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（
1

）
お
い
し
い
水

の
供
給 安全はもとより、おいしい水への市民ニーズも

高いものがある。そのため、貯水槽水道の建
物所有者には、衛生問題等も改善できる直結
給水の普及を図る。

直結給水方式の普及

直結給水（直圧・増圧）方式実施可能区域の拡大
や、貯水槽水道からの切替をＰＲし、直結給水を促
進することで、安全でおいしい水の安定供給を図る。
貯水槽水道の適正管理に向けて、積極的に指導・助
言・勧告の関与を行っている。また、貯水槽水道の
設置者に対し継続的に現況調査を行い利用者及び
設置者に情報提供し、直結給水の普及拡大を促進
する。

また、円滑で効率的な水運用のため「施設整備保全
計画」に基づき、経年劣化した浄水場及び水源施設
の維持・更新を行うとともに、直結給水方式の普及に
より、安全でおいしい水の安定供給を図る。

また、円滑で効率的な水運用のため「施設整備保全
計画」に基づき、経年劣化した浄水場及び水源施設
の維持・更新を行うとともに、直結給水方式の普及に
より、安全でおいしい水の安定供給を図る。

（
2

）
経
営
の

効
率
化

日割計算・口座振替割引制度の導入や電子マ
ネーでの支払サービス等の検討を行い利便性
の向上を図る。また、調定・収納事務の包括的
な委託を進める等、組織のスリム化を図り、経
営の効率化に努める。

経営の効率化

平成24年度から料金収納業務を、平成25年度から
料金調定業務を全て民間委託化した。平成26年度
からは車両管理及び一部帳票の発注を委託化し、
平成27年度からはサービスの向上及び業務の効率
化のため、武蔵野市水道お客様センターを開設し
た。

市民にとって最も重要なライフラインの一つで
ある水道水の安定供給を図るため、配水管の
新設や老朽管の更新等を行い、配水管路の耐
震化を推進する。

配水管網整備の推進

災害時にも安全でおいしい水の安定供給ができるよ
うに、配水管の新設や老朽管の更新などを行い、水
道管路の耐震化を推進する。平成26年度末の水道
管路の耐震化率は44.6％である。平成27年度以降
は、平成26年３月に策定した「配水補助管更新計
画」に基づき、耐震性の低い硬質塩化ビニル管を重
点的に整備する。これにより、年間約１％の耐震化
率向上を進める。

配水管については、「配水補助管更新計画」に基づ
き、耐震性の低いものから重点的に更新している。
今後も引き続き整備を進め、耐震化率の向上を図
る。

配水管については、「配水補助管更新計画」に基づ
き、耐震性の低いものから重点的に更新している。
今後も引き続き整備を進め、耐震化率の向上を図
る。

水源施設の維持・更新

安定的な取水量を確保するため、揚水量調査に基
づき経年劣化が認められた水源更生工事を行い、取
水量80％を確保する。平成26年度は２カ所の水源更
生工事を行った。また、26年度に水源27カ所に監視
装置を設置しセキュリティーの強化を図った。平成27
年度以降は、平成26年３月に策定した「施設整備保
全計画」に基づき効率的な施設の整備・更新を図
る。

浄水場施設の維持・更新

円滑で効率的な水運用を図るため、経年劣化した浄
水場施設を計画的に維持・更新する。
平成26年度までに老朽化したポンプ設備、電気設備
等の維持・更新を行った。平成27年度以降は、平成
26年３月に策定した「施設整備保全計画」に基づき
効率的な施設の整備・更新を図る。

水源施設での非常災害
用給水施設の整備

災害等における給水拠点及び取水量を確保するた
め、水源施設に自家発電装置を設置する。平成26年
度までに17箇所設置した。平成27年度以降は、適切
な維持管理に努める。
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災害や事故等で浄水場施設・管路施設などの
水道施設に被害を受けた場合を想定したバッ
クアップ機能が確立されておらず、発災時には
大規模な断水等が発生する恐れがある。都の
水道管とつながることにより、水道水の安定供
給は一層高まることになるため、都営水道との
一元化に向けた検討を進めていく。

財務諸表の検証

本部長ヒアリング提出資料
「既存事業における完了・縮小事業（平成28年～32
年度）」

水道部　事業番号１０　廃止として提出済み
昨年５月報告時　平成25年度実績◎　として提出

(2)都営一元化に向けた取り組み
本市の水道施設は、バックアップ機能が整備されて
おらず災害や事故で被害を受けた場合、大規模な断
水の恐れがある。バックアップ機能を強化するととも
に、将来にわたり水道水の安定供給を可能とするた
め、早期に都営水道との一元化を図る。

本市の水道施設は、バックアップ機能が十分に整備
されておらず災害や事故で被害を受けた場合、大規
模な断水の恐れがある。バックアップ機能を強化す
るとともに、将来にわたり水道水の安定供給を可能
とするため、早期に都営水道との一元化を図る。

本市の水道施設は、バックアップ機能が十分に整備
されておらず災害や事故で被害を受けた場合、大規
模な断水の恐れがある。バックアップ機能を強化す
るとともに、将来にわたり水道水の安定供給を可能
とするため、早期に都営水道との一元化を図る。

本市は多摩26市の中で、単独で水道事業を行って
いる３市しかない自治体の１つである。水道は日常
の市民生活と都市活動、災害時の「生命の水」として
最も重要なライフラインであり、常に安全で確実な事
業運営が求められている。
水道事業を開始してから既に60年が経過しており、
老朽化した施設は更新時期を迎えている。安全でお
いしい水の安定供給を行うため、浄水場施設や水源
施設の適正な維持管理や配水管網の更新、耐震性
の向上を引き続き計画的に進めていく。
　また、将来にわたって、平時のみならず災害時や
事故発生時においても水道水を安定して供給できる
よう、早期に都営水道との一元化を図る。

基本施策８　安全でおいしい水の安定供給

市単独の事業により安全でおいしい水の供給を行ってきている。水道は日常の市民生活と都市活動、災害時の「生命の水」とし
て最重要なライフラインであり、都市の状況変化や震災・事故等に対応した安全で確実な事業運営がなされなければならない。
そのため、老朽化している浄水場施設や水源施設の適正な維持管理や、老朽化した配水管網の整備、耐震化向上を計画的に
進めていく。また、貴重な自己水源である深井戸の維持・更新を計画的に進めていく。また、衛生面でも優れる直結給水方式の
普及に努める。
災害時や事故等においても水道水を安定供給するためには、都水道局との連絡管等のネットワークによるバックアップ機能を
確立する必要があり、都営水道との一元化に向けた検討を進めていく。

また、円滑で効率的な水運用のため「施設整備保全
計画」に基づき、経年劣化した浄水場及び水源施設
の維持・更新を行うとともに、直結給水方式の普及に
より、安全でおいしい水の安定供給を図る。（再掲）

また、経年劣化した深井戸等の水源施設や浄
水場施設のポンプ設備、電気設備、計装設
備、ろ過設備等を計画的に維持、更新するとと
もに、災害等による停電時でも水の供給を確
保できるよう、水源に自家発電装置を設置し非
常災害用給水施設として整備していく。
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(1)水の安定供給
配水管網の設備については、平成26 年３月に策定
した「配水補助管更新計画」に基づき、耐震性の低
いものから重点的に整備を進め耐震化率の向上を
図る。また、円滑で効率的な水運用のため、「施設整
備保全計画」に基づき経年劣化した水源・浄水場施
設の整備及び更新を図るとともに、安定的な取水量
を確保するため深井戸の更生工事を行い、安全でお
いしい水の安定供給を図る。

本市は多摩26市の中で、単独で水道事業を行って
いる３市しかない自治体の１つである。水道は日常
の市民生活と都市活動、災害時の「生命の水」として
最も重要なライフラインであり、常に安全で確実な事
業運営が求められている。
水道事業を開始してから既に60年が経過しており、
老朽化した施設は更新時期を迎えている。安全でお
いしい水の安定供給を行うため、浄水場施設や水源
施設の適正な維持管理や配水管網の更新、耐震性
の向上を引き続き計画的に進めていく。
　また、将来にわたって、平時のみならず災害時や
事故発生時においても水道水を安定して供給できる
よう、早期に都営水道との一元化を図る。

また、円滑で効率的な水運用のため「施設整備保全
計画」に基づき、経年劣化した浄水場・水源施設の
維持・更新を行うとともに、直結給水方式の普及によ
り、安全でおいしい水の安定供給を図る。（再掲）
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【行・財政分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容

第五期長期計画策定に資するため、平成22～23年
度に市が初めて実施した無作為抽出市民ワーク
ショップで培ったノウハウを、その後他部課が実施す
るワークショップに生かせるように、庁内共有してき
た。また、平成25年度に、公共施設再編について無
作為抽出市民アンケート調査を実施し、3,000人中
963人から回答を得て（32.1%）、公共施設再編に関す
る市民の声を聴くなどの取組みを行った。

環境啓発事業であるむさしの環境フェスタでは、平
成25年度から出展者全体で企画・運営する全体会
方式に変更し、市民等のイベント運営への参加を拡
大させた。

第五期長期計画策定に資するため、平成22～23年
度に市が初めて実施した無作為抽出市民ワーク
ショップで培ったノウハウを、その後他部課が実施す
るワークショップに生かせるように、庁内共有してき
た。また、平成26年度より開始した第五期長期計画・
調整計画の策定過程においても、多様で広範な市
民の参加を求め、公募市民会議や無作為抽出市民
ワークショップ等の手法を、策定段階に応じて実施し
ている。

これまで環境基本計画策定時に行っていた市民アン
ケートに加えて、無作為抽出（1,000名）＋公募市民
による市民ワークショップを平成26年10月に開催す
る予定。

様々な世代や性別などに
配慮した、市民公募等の
推進

無作為抽出市民ワークショップなどの手法を導入し、
これを改善していくことを通じて、利害関係者など特
定の市民だけに偏らない、様々な世代や性別、考え
方をもった多様な市民の参加を促進している。

また、市政への参加の最も基本的な手段であ
る選挙への参加を促し、投票率向上に努める。

積極的な投票参加の促
進

平成25年市長・市議会議員補欠選挙並びに平成27
年市議会議員選挙において、投票参加を呼びかけ
る「啓発ちらし」を作成し全戸へ配布した。選挙公報
の配布完了日を一日繰り上げるとともに、選挙公報・
立候補者一覧を市ホームページへ掲載する等、迅
速で丁寧な情報の周知・啓発に努めた。選管公式ツ
イッターによる投・開票等の情報発信を平成26年都
知事選挙から開始した。平成27年市議会議員選挙
において、西部期日前投票所を武蔵野プレイスに変
更し、利便性向上及び啓発促進を図った。その他、
新成人による投票立会い、学生アルバイトの投・開
票事務従事、新成人へ送付する選挙啓発カードの内
容・時期の見直し等、若年層の啓発に努めた。
今後引き続き、投票環境の向上に努めるとともに、
選挙権年齢引き下げに伴い、若年層の政治や選挙
への参加意識の醸成を図る啓発について検討・実施
していく。

また、民主主義の根幹となる選挙については、特に
若い世代の投票率が低い状況である。
今後の制度改正による選挙年齢の引き下げも視野
に入れ、児童生徒への啓発を進める。

民主主義の根幹となる選挙については、積極的な投
票参加を促すため、投票環境の向上に努めるととも
に、選挙権年齢の引き下げに伴い、児童生徒への主
権者教育を推進し、政治や選挙に対する意識の醸
成を図る。

民主主義の根幹となる選挙については、積極的な投
票参加を促すため、投票環境の向上に努めるととも
に、選挙権年齢の引き下げに伴い、児童生徒への主
権者教育を推進し、政治や選挙に対する意識の醸
成を図る。

(1) 市民参加のあり方の追究
市民自治の推進には、市政運営の基軸となる各種
計画の策定や事業実施への市民参加が不可欠であ
る。これまでも武蔵野市方式による長期計画の策定
をはじめ、市民の意見を的確に市政に反映していく
ため、多くの市民、関係者や関係団体等の参加がな
されてきた。「市民参加」の手法が形骸化することが
ないよう、意見を聴取するタイミングなどを工夫し、ま
た一部の市民の参加に留まらないよう配慮するな
ど、常に新しい時代の市民参加のあり方を追究す
る。

第五期長期計画に記載した基本的な考え方の１つ
である「市民自治の原則」は、地域について市民が
自ら考え行動し責任を負うことであり、市民参加はそ
の表れである。個人の価値観の多様化とともに公共
課題も複雑化する中、行政だけで市民ニーズや地域
ニーズに応えていくことは難しくなってきた。市と市
民、事業者などがそれぞれ責任を負うべき領域や補
い合う領域を明確にし、柔軟に連携と協働を推進す
ることで、公共課題解決に取り組んでいく。

第五期長期計画の記載内容

基本施策１　市政運営への市民参加と多様な主体間の柔軟な連携と協働の推進

本計画をはじめとして、多くの市民、関係者や関係団体等の参加により計画や方針が策定され、事業が実施されている。これからも市民
ニーズを的確に市政に反映していくため、市民参加の拡大を図っていく。時代とともに、社会や個人の価値観が変化しており、公共課題も
変質していることから、画一的な対応では解決できなくなってきている。一方、このような課題に対応する主体の多様化も進んでおり、公共
課題への取組み主体や手法を固定的に考えるのではなく、誰もが、様々な形態・体制等を介して、柔軟にアプローチしながら解決に取り組
んでいく必要がある。行政には、公共課題の解決に中心となって取り組むとともに、市民や他の主体への必要な支援を推進する責務があ
る。個々の市民、ＮＰＯなどの多様な団体、各種の事業者と行政が、お互いを尊重し、補い合いながら、柔軟に連携と協働をすることで公
共課題の解決に取り組んでいく。
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(1)市民参加のあり方の追究
市民ニーズを的確に市政に反映していくため、多くの
市民、関係者や関係団体等の参加により本市の多く
の計画が策定され、事業が実施されているが、「市
民参加」という形式が形骸化することがないよう、常
に新しい時代の市民参加のあり方を追究する。

参加を拡大するための機
会・場の設定

市政運営の基軸となっている各計画の策定や
事業実施への市民参加は、市民自治の推進に
不可欠である。そのため、市民のニーズや意
向を組み入れながら、参加の手法、形態、場面
等を検討し、市民参加の機会を拡大していく。

無作為抽出型ワーク
ショップなどの新たな手
法の活用

第五期長期計画に記載した基本的な考え方の１つ
である「市民自治の原則」は、地域について市民が
自ら考え行動し責任を負うことであり、市民参加はそ
の表れである。個人の価値観の多様化とともに公共
課題も複雑化する中、行政だけで市民ニーズや地域
ニーズに応えていくことは難しくなってきた。市と市
民、事業者などがそれぞれ責任を負うべき領域や補
い合う領域を明確にし、柔軟に連携と協働を推進す
ることで、公共課題解決に取り組んでいく。

(1) 市民参加のあり方の追究
市民自治の推進には、市政運営の基軸となる各種
計画の策定や事業実施への市民参加が不可欠であ
る。これまでも武蔵野市方式による長期計画の策定
をはじめ、市民の意見を的確に市政に反映していく
ため、多くの市民、関係者や関係団体等の参加がな
されてきた。「市民参加」の手法が形骸化することが
ないよう、意見を聴取するタイミングなどを工夫し、ま
た一部の市民の参加に留まらないよう配慮するな
ど、常に新しい時代の市民参加のあり方を追究す
る。
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【行・財政分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

「市の市民活動支援の拠点は武蔵野プレイスであ
る」ということを全市的な共有事項としつつ、市民活
動団体・ボランティア団体等の支援を行う関係機関
の連携をはかる。市民活動団体等との連携と協働に
おいては、職員の理解も不可欠であるため、職員向
けの啓発を行う。
平成24年度より、武蔵野プレイスの持つ4機能に関
連する部署と生涯学習振興事業団（武蔵野プレイ
ス）による連絡調整会議を定期的に実施している。ま
た、平成25年度より、市民活動団体・ボランティア団
体等の支援を担う、生涯学習振興事業団（武蔵野プ
レイス）・市民社会福祉協議会（ボランティアセンター
武蔵野）・市民活動推進課の3者による連絡調整会
議を実施している。なお、市民協働サロンは平成23
年7月の武蔵野プレイス開館に伴い、規模・役割を縮
小し、団体と市の協働のためのスペースとして残さ
れているが、実質的にはそのような利用はほとんど
確認できていない。職員に対する協働等の理解促進
事業は、平成24・25年度と研修を実施した。
今後も、関係機関の連携、職員への啓発、武蔵野プ
レイス等による団体同士の連携を促す事業等を行う
予定である。

武蔵野プレイスを指定管理している公益財団法人武
蔵野生涯学習振興事業団により、平成25年度市民
活動支援事業として、相互交流・理解促進事業5事
業、ニューズレター3回、市民活動フロア懇談会2回、
市民活動フロア運営協議会5回、平成26年度市民活
動支援事業として、団体相互交流事業3事業、ニュー
ズレター4回、市民活動フロア懇談会2回、市民活動
フロア運営協議会6回を実施した。

市民活動団体等に対する支援として、市内に事務所
を置くNPO法人に対して事業費補助金を交付してい
る（特定非営利活動法人補助金交付事業）。市の市
民活動支援の拠点は武蔵野プレイスであるが、市役
所西棟7階の市政資料コーナーに隣接する市民協働
サロンの「チラシラック」「掲示板」を情報発信の支援
のために提供するほか、自由な打ち合わせスペース
（3テーブル12席）を設けている。
特定非営利活動法人補助金交付事業は、1団体年1
回、上限20万円、予算総額220万円で実施している。
平成24年度は16団体、25年度は15団体、26年度は
14団体に交付した。
補助金交付の効果的な実施方法を検討する。

武蔵野プレイスを指定管理している公益財団法人武
蔵野生涯学習振興事業団により、平成25年度市民
活動支援事業として、NPOマネジメント事業７事業、
啓発事業3事業、平成26年度市民活動支援事業とし
て、市民活動マネジメント事業6事業、啓発事業3事
業、市民活動団体活動成果地域還元事業3事業を
実施した。

市民活動促進基本計画
の推進（再掲）

平成24年3月に策定した同計画（平成24～33年度）
の進捗管理を実施する。
平成24・25年度分の進捗状況について集計を行っ
た。
同計画記載のとおり、計画期間の中間で見直しを行
う。平成28年度に見直しを行い、平成29年度から改
定計とする予定。
なお、平成27年度には武蔵野市市民活動推進委員
会を新たに設置し、同計画の見直しと本市にふさわ
しい市民活動促進・支援のあり方を協議する。

(2) 連携と協働の推進
様々な事業主体による活動が盛んになることは、ま
ちの活性化や公共課題の解決につながる。市民活
動団体をはじめとする多様な事業主体間の連携及
び協働を促進するために、情報の共有化を図り、
ネットワークを構築する。
また、生涯学習支援機能や市民活動支援機能を有
する武蔵野プレイスは、多様な事業主体間の連携を
充実させていく核となり得る施設である。来館者やイ
ベント参加者が、参加する側から担い手側にも移行
していけるよう働きかけを行うとともに、多様な事業
主体間の連携が促進されるよう積極的な支援を行
う。

市民ボランティア、市民
活動団体、ＮＰＯの積極
的活動への支援

公共サービスは、市だけに限らず公益法人、
市民活動団体、ＮＰＯ、企業など多様な主体が
担っており、各主体が連携し、協働することが、
公共課題の解決につながる。柔軟な連携と協
働の輪を広げるため、協働のあるべき姿を再
確認し、共有したうえで、各主体間における
ネットワークを構築することが重要である。

柔軟なネットワークを構
築するための基盤整備

（
2

）
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携
と
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進

そのため、市民協働サロンや武蔵野プレイス
の活用等を通じて基盤整備を行い、それぞれ
の主体による積極的な活動への支援を行って
いく。

(2) 連携と協働の推進
様々な事業主体による活動が盛んになることは、ま
ちの活性化や公共課題の解決につながる。市民活
動団体をはじめとする多様な事業主体間の連携及
び協働を促進するために、情報の共有化を図り、
ネットワークを構築する。
また、生涯学習支援機能や市民活動支援機能を有
する武蔵野プレイスは、多様な事業主体間の連携を
充実させていく核となり得る施設である。来館者やイ
ベント参加者が、参加する側から担い手側にも移行
していけるよう働きかけを行うとともに、多様な事業
主体間の連携が促進されるよう積極的な支援を行
う。
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地方自治法の抜本改正に関する検討が進めら
れており、自治体の姿に変化が起こる可能性
もあるため、市の基本構造等を検討していく。

今後の自治体運営のあ
り方の共有と基本構造の
検討

市政運営に必要な制度や手続き等のルール化・体
系化の検討を進めている。

また、市民自治を原則とした市政運営を行って
いくために必要な制度や手続き等のルール化
を進めることで、自治体運営に関するルールの
体系を構築し、本市が目指す自治のあり方を
市民・市議会・行政で共有していく。

市政運営に必要な制度
や手続き等のルール化・
体系化

庁内に検討委員会及びワーキンググループを設置
し、自治体運営における市民、議会及び市長の役割
について検討を行った。
ワーキンググループによる検討結果や先進自治体
を視察した結果を報告書にまとめた。
今後は、条例の骨子案や条例制定における論点を
まとめ、議会とともに武蔵野市にふさわしい条例の
検討を進める。

自動交付機の利用拡大

自動交付機について積極的なＰＲを行い、利用率は
38.5％（平成25年度）となった。
今後も利用拡大に向けて引き続き検討を進めるとと
もに、近年導入が広まっているコンビニエンスストア
での証明書交付も含めて、社会保障・税番号制度の
動向も踏まえながら、今後の証明書交付サービスの
あり方の観点から調査・研究を進める。

ＩＣＴを利用したサービスの拡大

電子申請については、東京都と市区町村の共同運
営による電子申請サービスを利用し、健診やイベン
ト・講座の申込を中心に平成24年度18手続、1,545
件、平成25年度26手続、1,983件の申請を受けた。平
成26年度は新たに粗大ごみ回収申込を開始するな
どし、22手続、2,418件の申請を受けた。また、共同
運営の電子申請システムの入替が完了し、新システ
ムでの運用を開始した。
　個人番号カードを利用した証明書のコンビニ交付
について、28年度実施を見据え、検討を開始した。

休日開庁の拡大の検討

中央市政センターで実施している休日開庁の年間業
務取扱総件数については、平成22年度5,526件、23
年度4,603件、24年度5,505件、25年度6,680件と推移
している。
休日開庁の拡大の取組については、3、4月の繁忙
期や大型マンションの竣工など届出のニーズが予想
される時期に臨時開庁日を設けた。平成25年度につ
いては大型マンション竣工に合わせ、平成25年４月
７日（日）に武蔵境・中央市政センターにて、平成26
年３月30日（日）に中央市政センター・市民課にて実
施した。
休日開庁の拡大はコスト増になるため、利用状況の
推移を検証するとともに自動交付機の利用拡大やＩＣ
Ｔ化の進展などの動きに注視し、引き続き検討してい
く。

また、コンビニエンスストアやクレジットカードに
よる納付など、納税手段の多チャンネル化を図
り、市民の利便性を高める。

税金納付の多チャンネル
化の推進

平成20年度から実施している軽自動車税のコンビニ
エンスストア納付の税目拡大及びクレジットカードに
よる納付を平成24年度から実施し、納付の多チャン
ネル化を推進してきた。
今後については、より多くの金融機関で納付可能な
マルチペイメントネットワークによるPay-easy（ペイ
ジー）収納を具体的に検討する。システム再構築に
伴い、帳票がPay-easy仕様となり、関係課と導入計
画を立てＨ28年度内導入に向け準備を進めていく。

マルチペイメントネットワーク（多様な支払手段を可
能とする回路網）を活用したペイジー（Pay-easy）納
付を導入するなど、納税者の利便性を向上させる仕
組みを構築していく。

マルチペイメントネットワーク（多様な支払手段を可
能とする回路網）を活用したペイジー（Pay-easy）納
付を導入するなど、納税者の利便性を向上させる仕
組みを構築していく。

(3)行政サービスの提供機会の拡大
多様化する市民の要望に対応するため、コンビニエ
ンスストアでの各種証明書の発行など、市民の利便
性を高める方策を検討する。

　

社会経済状況の変化などにより、公共サービスは多
様化し、同時にその提供範囲は拡大している。行政
が直接行うサービスについては、行政の役割を見極
め、効率的で効果的に提供していく必要がある。

(3) 市政運営に関する基本的なルールの体系化
地方分権の推進により、地方自治体の判断と責任に
おいて、地域の実情に合った独自性のある市政運営
を展開することがより重要となっている。
市民自治を原則とした市政運営を行っていくために、
市民から信託された議会及び市長が果たす役割や
責務についての基本的な考え方を整理し、市民参加
の手法も体系的に整備していく必要がある。そのた
め、市民意識の醸成に努めるとともに、市議会とも協
議を進めながら、市政運営の基本原則と根幹となる
ルールについて、条例化を含めて検討する。

基本施策２　市民視点に立ったサービスの提供

社会環境の変化や個々の市民のライフスタイルの多様化などにより、公共サービスも多様化するとともに、その提供範囲は拡大している。
そのため、市民志向を基軸としながら効率的で効果的に行政サービスの提供を行っていく。今日、様々な主体により多様な公共サービス
が提供されており、公共サービスの量自体も増加しているが、市民にとっては各サービスの違いなども含めたサービスの全体像がつかみ
にくいことから、利用しにくい面がある。そのため庁内各部署間の連携とともに、公共サービスを提供している各主体との連携を強化してい
く。

(2)自治体運営のあり方
自治体運営の基本的なルールの体系化について
は、市民意識の醸成に努めるとともに、引き続き議
会との意見交換を進め、本市が目指す自治体運営
のあり方について、条例の果たす役割も含めて検討
する。
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必要な行政サービスの多くを市役所に出向くこ
となく受けられるよう、自動交付機などICT によ
るサービスの提供時間や範囲を拡大するととも
に、休日開庁の拡大を検討する。

(3) 市政運営に関する基本的なルールの体系化
地方分権の推進により、地方自治体の判断と責任に
おいて、地域の実情に合った独自性のある市政運営
を展開することがより重要となっている。
市民自治を原則とした市政運営を行っていくために、
市民から信託された議会及び市長が果たす役割や
責務についての基本的な考え方を整理し、市民参加
の手法も体系的に整備していく必要がある。そのた
め、市民意識の醸成に努めるとともに、市議会とも協
議を進めながら、市政運営の基本原則と根幹となる
ルールについて、条例化を含めて検討する。

社会経済状況の変化などにより、公共サービスは多
様化し、同時にその提供範囲は拡大している。行政
が直接行うサービスについては、行政の役割を見極
め、効率的で効果的に提供していく必要がある。

(3)行政サービスの提供機会の拡大
多様化する市民の要望に対応するため、コンビニエ
ンスストアでの各種証明書の発行など、市民の利便
性を高める方策を検討する。
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市政課題の解決のため組織を横断したプロジェクト
チームを編成して取組み、組織間の連携と連動が図
れるよう柔軟な組織運営を行っている。

各部署や各職員が持っている知識や知恵を全庁で
蓄積・共有するため、平成26年１月より、職員ポータ
ル内に「むさしの知恵袋」を試行設置した。今後、リ
スクマネジメントの視点も取り入れた全庁での情報・
知識・ノウハウなどの共有・継承の仕組みを構築して
いく。

市職員が担うべき業務についてさらに整理を進め、
外部化の対象とする事業や外部化の検討手順、留
意点等を示す外部化に関するガイドラインの策定に
ついて検討を進めている。

業務内容を精査し、全庁的に業務マニュアルを整備
していくことで、外部化の可能性を追求するとともに、
リスクマネジメント力の向上につなげる。
平成26年度に、災害時でも継続して実施する業務か
ら、業務マニュアル作成を開始した。

納税通知書、課税明細書の外部作成委託について
平成25年度のシステム提供会社の変更に併せて委
託化を研究してきた。平成26年度課税分より委託化
が完了した。

近隣自治体との事務や事業の統合も視野に入
れたサービスの提供のあり方についての検討
を進める。

近隣自治体との広域連
携の検討

近隣自治体と連携・協力して、主に図書館サービス
をテーマに自治体クラウドによる広域連携について
調査研究を行った。その結果、公共図書館業務は各
市の地域性が反映された領域であり、これらの地域
特性を踏まえ、ICTの側面から標準化できる範囲を
定めることが円滑な導入につながるものと考え、各
市の図書館業務に関する調査分析の結果、自治体
クラウド広域連携による電子書籍、電子資料アーカ
イブ市民サービスの可能性を探った。しかし、共同運
用の実現にあたっては、共同運用を実施する自治体
間で、費用負担配分など、共同で構築・運用を行っ
ていくための共通ルールが必要となるなど課題もあ
り、費用対効果も含めながら引き続き調査研究を進
める。

今後の公共施設の更新等を見据えて、市政センター
など周辺自治体と相互利用できる施設を拡大させ、
広域的な施設配置を検討する。

(2)近隣自治体との広域連携の検討
これまでも周辺自治体との防災協定や公共施設の
相互利用等を行っているが、今後の公共施設の建
替え等を見据えて、広域的に施設配置を考える必要
がある。窓口サービスの相互利用など、近隣自治体
も含めた地域全体で連携できる仕組みを検討する。

(2)近隣自治体との広域連携の検討
これまでも周辺自治体との防災協定や公共施設の
相互利用等を行っているが、今後の公共施設の建
替え等を見据えて、広域的に施設配置を考える必要
がある。窓口サービスの相互利用など、近隣自治体
も含めた地域全体で連携できる仕組みを検討する。

(1)効率的・効果的なサービスの提供
様々な主体により多様な公共サービスが提供されて
いるが、行政だけでなく、それぞれの主体の役割を
明確にし、近隣自治体も含めた地域全体において、
効率的・効果的に必要なサービスを提供できる仕組
みを構築する。

(1)効率的、効果的な公共サービスの提供
様々な主体により多様な公共サービスが提供されて
いる中、行政に求められる役割は、地域社会の活力
が最大限に発揮されるよう、それぞれのサービスの
担い手や受け手を支えるとともに、各主体をつなぎ、
その活動を支援することである。

本市がやるべきことを見極めながら、業務の標準化
や外部化等により行政組織のスリム化に取り組みつ
つ、社会全体での公共サービスの量的拡大と質的
向上を図る。また、事業実施後は、その効果を検証
し、必要に応じて事業の見直しを行うなど効率的・効
果的に必要なサービスを提供できる取り組みを推進
する。

また、業務遂行能力を組織内部に蓄積していくことに
留意しつつ、効率的・効果的なサービス提供の実現
のため、業務の外部化を進めていく。

（
2

）
効
率
的
・
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果
的
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政
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供

市民が必要とする行政サービスを確実に提供
していくため、組織間の連携と連動を図ってい
く。

また、質の維持向上に留意しながら効率的に
サービスを提供できるよう業務の内容を精査す
るとともに、外部化についても検討を進める。

業務の外部化に関する
検討

分野を越えた行政サービ
スの連携・連動

(1)効率的、効果的な公共サービスの提供
様々な主体により多様な公共サービスが提供されて
いる中、行政に求められる役割は、地域社会の活力
が最大限に発揮されるよう、それぞれのサービスの
担い手や受け手を支えるとともに、各主体をつなぎ、
その活動を支援することである。

本市がやるべきことを見極めながら、業務の標準化
や外部化等により行政組織のスリム化に取り組みつ
つ、社会全体での公共サービスの量的拡大と質的
向上を図る。また、事業実施後は、その効果を検証
し、必要に応じて事業の見直しを行うなど効率的・効
果的に必要なサービスを提供できる取り組みを推進
する。
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分野を越えた行政サービ
スの連携・連動（再掲）

各部署や各職員が持っている知識や知恵を全庁で
蓄積・共有するため、平成26年１月より、職員ポータ
ル内に「むさしの知恵袋」を試行設置した。今後、リ
スクマネジメントの視点も取り入れた全庁での情報・
知識・ノウハウなどの共有・継承の仕組みを構築して
いく。

これまで紙等で情報共有していた情報についても、
武蔵野市個人情報保護条例等に基づき、可能な限
りデータによる情報連携を行うとともに、個人情報の
保護には最大限配慮した形で住民情報系システム
の再構築を行った。特にＤＶ情報等のセンシティブ情
報について、従来の紙媒体での連携から、より安全
なデータ連携に切り替えを行うとともに、基幹系シス
テムと連携する他の業務システムに対しても新しく連
携を開始し、個人情報保護のための庁内情報共有
を進めた。これまで、市民から課税証明の提供を受
けていた業務についても、データ連携により税情報
をオンラインで参照できるようになり、市民サービス
の向上につながった。情報にアクセスする権限につ
いては、参照を可能とする根拠に基づき厳密に設定
し、必要以上の情報参照を行うことができないシステ
ムを構築した。再構築後２年目となる住民情報系シ
ステムは、紙等の情報を新たにデータ連携すること
で、業務が効率化されるとともに、紙の紛失や情報
流出のリスクが減少した。また、住民情報系システム
を利用する全職員を対象にセキュリティ研修を行い、
個人情報保護と情報セキュリティについて正しい知
識を持って運用していくよう啓発した。また、本格実
施している住民情報システムに関するアクセスログ
のセルフチェックや個人情報保護取扱スタンダードセ
ルフチェックについては、引き続き２７年度も行ってい
る。さらに、マイナンバー制度を見据えて、マイナン
バーを利用する全事務の特定個人情報保護評価を
行うとともに、「特定個人情報保護条例（仮称）」の制
定、マイナンバー取扱規程（仮称）の策定、以上を踏
まえた全職員を対象とした説明会、実務者研修を通
じて、特定個人情報保護の徹底を図っていく。

災害時における施策が効果的に行われるよう個人
情報保護と災害弱者救済の両立が求められている
が、災害時対策法の改正により避難行動要支援者
の避難行動支援体制の検討を行い、新たに避難行
動要支援者名簿を作成することとなった。このため、
この中で個人情報保護についても検討を行う。

住民情報系システム再構築に伴い税関係証明の発
行業務でも取扱注意者（ＤＶ被害者等）情報を参照で
きるようになったが、地方税法等の規定等に照らせ
ば、申請の適格性を有する者に対して証明書の発行
を制限するためには改めて対象者本人の意思確認
が必要となる。このため、他課が取扱注意者情報を
新規登録する際に、証明書の発行制限に関する当
課への意思表示の必要性を当事者本人へ案内して
もらう仕組みづくりについて検討を行う。

(4) 社会保障・税番号制度への対応
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
は、個人情報の十分な安全性を確保し、法律に基づ
き制度実施を図る。なお、市独自の番号利用につい
ては、マイナンバー制度の安定化が図られた後、市
民サービス向上のための制度利用という観点で検討
していく。

適切な個人情報保護と
必要な情報の共有化の
検討

(2)社会保障・税番号制度への対応
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
は、法律に基づき制度実施を図る。
なお、市独自の番号利用については、個人情報の十
分な安全性を確保したうえで、市民サービス向上の
ための制度利用という観点で検討していく。

（
3

）
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本市では、様々なサービスをなるべく包括的に
行うことにも取り組んできたが、今日、各サービ
スに関する制度等は細分化・深化するととも
に、専門知識が求められている。そのため、公
共サービスの一覧性を高めるとともに、個人情
報保護に配慮しながら、各部署での情報の共
有化を検討する。あわせて、サービスを必要と
する人が、ライフステージごとに途切れることな
く必要な時に選択できるよう、公共サービスを
提供している各主体との連携も進めていく。

(4) 社会保障・税番号制度への対応
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
は、個人情報の十分な安全性を確保し、法律に基づ
き制度実施を図る。なお、市独自の番号利用につい
ては、マイナンバー制度の安定化が図られた後、市
民サービス向上のための制度利用という観点で検討
していく。
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市報のカラー化、市勢要覧の発行、季刊むさしのの
リニューアル、ホームページのアクセシビリティの向
上（災害時を含む）、ソーシャルメディアの活用、ケー
ブルテレビのデジタル対応、職員へのパブリシティ研
修など、各広報媒体の特徴を生かして幅広い市政情
報の提供を図ってきた。今後も、ホームページの検
索性の向上、民間の媒体との連携、時代に即した新
たなメディアへの対応などを進め、より分かりやすく
伝わりやすい市政情報の提供を行っていく。

市ホームページ上に市政資料のページをつくり、市
政資料コーナーへの行政計画や事業概要等の資料
の受入時に、各課のページで公開している資料につ
いては、市政資料のページとリンクさせ、市民がイン
ターネットにより市政資料に手軽にアクセスできるよ
うに努めてきた。
市ホームページ上での市政資料の公開について、さ
らに拡大できるよう検討を行う。

市報のカラー化、市勢要覧の発行、季刊むさしのの
リニューアル、ホームページのアクセシビリティの向
上（災害時を含む）、ソーシャルメディアの活用、ケー
ブルテレビのデジタル対応など、各広報媒体の特徴
を生かして幅広い市政情報の提供を図ってきた。今
後もホームページの掲載項目の検討・見直しや民間
の媒体との連携、時代に即した新たなメディアへの
対応などを進め、より分かりやすく伝わりやすい市政
情報の提供を行っていく。

環境啓発事業などの市政情報を総合的に提供する
ため、希望者に対して、市が主催・共催・後援する環
境啓発イベントの情報をメールにて周知する「むさし
の環境イベントメールマガジン」の配信を平成26年７
月から試行している。

予算や財務状況は市政運営の根幹をなすもの
であるため、市民にわかりやすい内容及び方
法による公表を進めていく。

市民にわかりやすい予算
の公表

毎年度の予算や財政状況について、市報やホーム
ページにて公表を行っている。
8月：前年度決算状況及び下半期財政状況
9～10月：年次財務報告書及び財政健全化法に定め
る健全化比率等
11～12月：当年度上半期財政事情
3月：翌年度予算

また、公正で、合理的かつ効率的な事務処理
を確保し、適正な市政の運営を図るとともに、
市民への説明責任を果たしていくために、監査
の独立性・専門性を高めるとともに、監査機能
を充実させる。

監査機能の充実・強化

全国都市監査委員会その他の団体等が実施する研
修等に積極的に参加し、監査委員及び事務局職員
の専門性の向上を図ってきた。
今後は、専門家（公認会計士、税理士等）とも連携し
た専門研修の実施を検討し、監査委員及び事務局
職員の専門性の一層の向上を図る。また、第31次地
方制度調査会が設置され、監査制度が調査審議の
対象となっていることから、その審議の状況を注視
し、今後予想される地方自治法の改正等に適切に対
応した監査機能の充実強化のための方策を検討す
る。

(1) 総合的な市政情報提供の推進
市民の生活様式が多様化し、市の発信する情報量
も増加する中、様々なニーズを持つ市民の求める市
政情報を整理し、提供していく必要がある。特に、災
害時等緊急時においては、速報性と公平性も配慮し
つつ、適切な情報提供を図る必要がある。
既存の情報提供手法も含め、インターネット環境や
情報伝達媒体の変化を見据え、多様な情報提供媒
体を活用するとともに、災害時等に備えた情報発信
体制も構築する。また、様々な情報を整理し、必要と
する層に求める情報を届ける仕組みづくりについて
検討を進め、市政情報を適時的確に発信する体制を
整える。

市民一人ひとりに必要な市政情報を迅速にわかりや
すく届けていくこと、市民ニーズを的確に把握し、真
摯に対応することは、市民と行政との相互理解を深
め、市政への信頼につながる。多様な広報媒体の活
用による情報発信を進めるとともに、市民やマスコミ
など外部の力も活用し、積極的かつ戦略的に広報活
動を推進していくとともに、様々な機会を捉えて広く
市民からの情報をつかんでいく。また、そのための体
制整備も行う。

(1) 総合的な市政情報提供の推進
市民の生活様式が多様化し、市の発信する情報量
も増加する中、様々なニーズを持つ市民の求める市
政情報を整理し、提供していく必要がある。特に、災
害時等緊急時においては、速報性と公平性も配慮し
つつ、適切な情報提供を図る必要がある。
既存の情報提供手法も含め、インターネット環境や
情報伝達媒体の変化を見据え、多様な情報提供媒
体を活用するとともに、災害時等に備えた情報発信
体制も構築する。また、様々な情報を整理し、必要と
する層に求める情報を届ける仕組みづくりについて
検討を進め、市政情報を適時的確に発信する体制を
整える。

市民と行政との相互理解と信頼関係を深め、様々な
形での市政参加を促進するために、多様な媒体の
特性を活用した広聴広報活動を展開する。
また、市民による新しい視点の提案がされるよう市
政情報を分析・活用しやすい形で提供する。

市民一人ひとりに必要な市政情報を迅速にわかりや
すく届けていくこと、市民ニーズを的確に把握し、真
摯に対応することは、市民と行政との相互理解を深
め、市政への信頼につながる。多様な広報媒体の活
用による情報発信を進めるとともに、市民やマスコミ
などの力により、積極的かつ戦略的な広報活動も推
進していく。また、市民とのコミュニケーションを活性
化し、様々な機会を捉えて地域の課題を把握し、市
民とともに解決していく。また、そのための体制整備
も行う。

総合的な市政情報提供
の推進

適切な情報を適切な時に市民に届けるとともに、市民の声に真摯に対応することが、市政への信頼を高めることにつながる。市政に関す
る様々な情報は、より手軽で迅速に入手することができる環境が整ってきた一方で、生活様式の多様化、地域コミュニケーションの希薄化
等により、情報が、地域内や市民の間で伝わりにくくなっており、有益な情報であっても市民に広く行きわたらないといった状況になってい
る。市政における透明性をさらに高めていくためにも、現在市が行っている情報公開・情報発信の方法を見直し、包括的、総合的に展開し
ていく必要がある。今後も、広聴機能を充実し、市民と行政のコミュニケーションを一層活発化させるとともに、広報活動と広聴活動との連
携を深めていく。

誰もが必要な情報を容易に入手できるよう、速
報性と公平性に配慮しながら、各広報媒体の
特徴を活かした市政情報の提供を行っていく。

情報公開・情報発信機能
の強化

（
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基本施策３　市民に届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり
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適切な行政サービスを実施するためには、市
民ニーズの的確な把握が最も重要である。そ
のため、市民意見への傾聴を重視し、対話の
機会の充実を図るとともに、相談窓口の連携を
推進する。

市民の様々な相談に的確かつ迅速に対応でき
る柔軟な仕組みとともに、市民と市が課題を共
有することで、共に協力しながら課題を解決し
ていく体制を構築していく。

市ホームページでの問い合わせフォームやよくある
質問ページ等を引き続き活用したほか、市民と市の
双方向のコミュニケーションが可能となるソーシャル
メディアでの情報発信を開始した。また、広報・広聴
部門の連携を進めるため、定例協議会を開催し情報
共有を図っている。

これまで、広報担当と広聴担当の情報共有を図るた
め、定期的に情報交換の場を設け、連携を図ってき
た。今後も引き続き、広報と広聴がそれぞれ一方通
行にならないように連携の推進を図っていく。

　「公共施設配置の基本的な方針」に基づき、
市民・市議会・行政が情報を共有しながら、公
共施設の適正な配置を推進する。

「公共施設配置の基本的
な方針」に基づく施設整
備（ＰＲＥ戦略の推進）

平成25年3月に作成・公表した「武蔵野市公共施設
再編に関する基本的な考え方」に対する幅広い市民
の意見を把握するため、無作為抽出によるアンケー
トを実施するとともに、シンポジウムを開催して市民
への周知を深め、有識者の意見等も参考にしながら
再編案の検討を進めてきた。
現在は、学校施設や地域コミュニティのあり方など、
各分野における考え方や課題整理と整合を図るとと
もに、引き続き市民の理解を得られるような取組を重
ねながら、都市インフラも含む『公共施設等総合管
理計画』として、策定を進めている。

一定の広さを持つ未利用地については、公共
施設の建替え用地として活用する。

公共施設建替え用地の
確保（旧中央図書館跡
地、市営西久保住宅跡
地）

今後建替えを控える公共施設を含む公共施設再編
案の検討において、二つの跡地を建替えの際に必
要となる重要な用地として確保しているところであ
る。

公共施設の総合的・計画
的整備（ファシリティマネ
ジメント）の推進

平成17年度より「武蔵野市公共施設保全整備の方
針」に基づき劣化保全整備を行ってきた。また、耐震
性能、安全性能、既存不適格整備等についても順次
実施している。今後も平成27年度に作成予定の「公
共施設等総合管理計画」や「武蔵野市公共施設再
編に関する基本的な考え方」に基づく施設整備に連
動して将来も使用していく施設については、引き続き
有効な整備を実施していく。

公共施設の中長期資産
管理計画の作成

平成25年、国により作成された「インフラ長寿命化基
本計画」に基づき、市町村に対してインフラ・建物を
対象とした「公共施設等総合管理計画」を作成するこ
とが要請された。これまで
建物のみを公共施設と捉えて資産管理計画を検討
してきたが、今後は平成27年度に作成予定の「公共
施設等総合管理計画」の中でインフラも含め全庁的
に作成していく。

(1)公共施設の再編
「公共施設再編に関する基本的な考え方」（平成25
年３月）に基づき、老朽化が進む公共施設の再編を
検討してきたが、これに上下水道や道路など都市基
盤も加え、市民生活を支える施設サービスを安定し
て提供していくための「質・量の見直し」等を含めた
「公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設の
統合や複合化、総量縮減、既存施設の有効活用な
どを推進する。

社会生活を支える学校や道路など公共施設等の更
新時期を迎え、膨大な費用負担が想定される中、計
画的な更新が必要となっている。そのため、これまで
積み立てた基金や市債の活用、将来的にも利活用
が難しい市有地の売却等による歳入の確保に努め、
持続可能な財政運営を図る。しかしながら、財政状
況が厳しくなることは避けられず、公共施設等の質と
量の全体最適化を図るため、総合的な計画を策定
する。

公共施設は、老朽化が進んできており、保全整備による耐用年数の延伸や、現有資産をできる限り有効に活用しながら、30 ～ 40 年先を
見据えた公共施設の配置を行うとともに、計画的な建替えを行っていく必要がある。このため、「公共施設配置の基本的な方針」（第４章－
３　本計画期間における基本課題「課題C」参照）に基づきながら再配置等を実施していく。一方、都市基盤のリニューアルも必要があり、こ
れらとともに、公共施設の配置や整備を推進していくためには、大規模な投資が必要になる。そのため、これまで備えてきた基金の活用
や、活用の見込めない市有地等の売却による歳入確保を図り、他の施策への影響を最小限にしていく。しかし、財政環境が厳しくなること
は不可避であり、「選択と集中」の観点から施策の最適化を図っていく必要がある。
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継続して利活用していく施設については、計画
的な保全、修繕を行っていく。その際は、「安
全」「福祉」「環境」などに配慮した施設整備を
行う。

(1) 総合的・計画的な公共施設等マネジメントの推進
将来にわたり健全な財政運営を維持するとともに、
安全で時代のニーズに合った公共施設等を整備・提
供していくために、公共施設等総合管理計画を策定
する。この計画で長寿命化や総量縮減、整備水準の
見直しなど公共施設等の全体のマネジメントに係る
「基本方針」、学校や道路など施設類型ごとの維持・
更新に関する考え方を定めた「類型別整備方針」及
び中長期的に期待される維持・更新費用の削減額を
「目標」として示し、個々の施設の維持・更新に取り
組む。

社会生活を支える学校や道路など公共施設等の更
新時期を迎え、膨大な費用負担が想定される中、計
画的な更新が必要となっている。そのため、これまで
積み立てた基金や市債の活用、将来的にも利活用
が難しい市有地の売却等による歳入の確保に努め、
持続可能な財政運営を図る。しかしながら、財政状
況が厳しくなることは避けられず、公共施設等の質と
量の全体最適化を図るため、総合的な計画を策定
する。

(1) 総合的・計画的な公共施設等マネジメントの推進
将来にわたり健全な財政運営を維持するとともに、
安全で時代のニーズに合った公共施設等を整備・提
供していくために、公共施設等総合管理計画を策定
する。この計画で長寿命化や総量縮減、整備水準の
見直しなど公共施設等の全体のマネジメントに係る
「基本方針」、学校や道路など施設類型ごとの維持・
更新に関する考え方を定めた「類型別整備方針」及
び中長期的に期待される維持・更新費用の削減額を
「目標」として示し、個々の施設の維持・更新に取り
組む。

(2) 積極的な情報発信と市民ニーズの把握
市政に関する情報は、様々な媒体を活用して発信し
ているが、市民による新しい視点の提案が活発に行
われるよう市政情報をわかりやすく、分析・活用しや
すい形で積極的に提供する。特に予算や財務状況
は市政運営の根幹をなすものであることから、新し
い地方公会計制度による財務諸表等を活用するな
ど、市民によりわかりやすい内容や方法で公表を行
う。
また、市民ニーズを的確に把握し、市政に反映させ
るため、タウンミーティングや市民意識調査など様々
な手段の充実を図る。市民意見や課題については、
市民と市が共有し、ともに協力しながら課題を解決し
ていく。

(2) 積極的な情報発信と市民ニーズの把握
市政に関する情報は、様々な媒体を活用して発信し
ているが、市民による新しい視点の提案が活発に行
われるよう市政情報をわかりやすく、分析・活用しや
すい形で積極的に提供する。特に予算や財務状況
は市政運営の根幹をなすものであることから、新し
い地方公会計制度による財務諸表等を活用するな
ど、市民によりわかりやすい内容や方法で公表を行
う。
また、市民ニーズを的確に把握し、市政に反映させ
るため、タウンミーティングや市政アンケートなど
様々な手段の充実を図るとともに、共有すべき市民
意見や課題については、市民と市が共有し、ともに
協力しながら課題を解決していく。

市民と行政との相互理解と信頼関係を深め、様々な
形での市政参加を促進するために、多様な媒体の
特性を活用した広聴広報活動を展開する。
また、市民による新しい視点の提案がされるよう市
政情報を分析・活用しやすい形で提供する。

広聴の機会と手段の充
実
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基本施策４　公共施設の再配置・市有財産の有効活用

市民と市のコミュニケーションをより活発にする
ため、広報と広聴がそれぞれ一方通行になら
ないよう、双方向の情報の流れを確立する。そ
のため、無作為抽出市民によるワークショップ
をはじめとする様々な手法を活用する。

適切な行政サービスを実施するためには、的確な市
民ニーズの把握が重要である。
これまで、市長への手紙や市民と市長のタウンミー
ティング、市政アンケートなど様々な手法を用いて市
民の意見を伺ってきた。特にタウンミーティングでは
年配の方から大学生まで幅広い年齢層の市民との
意見交換を実施してきた。
今後も引き続き、市民意見への傾聴を重視し、市民
との対話の窓口の充実をより一層図っていくととも
に、相談窓口の連携を推進していく。
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実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

施設利用者満足度調査
の実施

これまで公共施設については「利用者満足度」を基
に整備を推進している事例がなかったが、国土交通
省で公衆の利便性を図ることを目的として調査を始
めている。今後はこの動向を注視しつつ、「公共施設
の総合的・計画的整備の推進」の事業の一環とし
て、本市の施設にも取り入れられるか検討していく。

方向性が明確に示されていない未・低利用財産につ
いて、これまでのところ具体的な有効活用ができて
おらず、検討段階にある。

未利用地・低利用地の有効活用に関する方針にお
いて「売却」に分類された土地については、平成26年
度、27年度で境界確定を行い、売却及び有効活用
の方法については引き続き検討する。売却以外に分
類された物件については、暫定利用として、時間貸
駐車場等、臨時的な貸し付けを行った。

トップマネジメント及び各
マネジメントの強化

市長、副市長、教育長、各部長が出席する会議にお
いて、各部長による各部方針及び課題・目標のプレ
ゼンテーションを実施し、市役所経営者層全員でこ
れを共有するなど、組織マネジメントシステムを着実
に推進した。
また、市長をトップとする待機児童対策本部会議や
部長をトップとする市債権対策会議の設置など、課
題の大きさやその影響する範囲に応じて、部課を超
えた横断的なチームを組織し、解決に向け取組みを
推進してきた。
それと同時に、会議の生産性向上を図るための部課
横断的なチームを作り、既存会議の意義や効率性
の検証を進めているところである。

職員の経営能力の養成

平成24年２月策定の人材育成基本方針にて、職位
ごとに果たすべき役割を定めており、政策形成力や
組織管理力、政策判断力、政策実現力、構想力と
いった各職位に求められる能力を向上することに
よって総合的に市政を経営していく能力の養成を
図っている。

財政運営ガイドラインの作成など、中長期の視
点に立った計画的な財政運営を実施していく。

財政運営のガイドライン
の設定の検討と策定

財政運営ガイドラインと財政計画のあり方等につい
て検討を行った。
今後、公共施設等総合管理計画の財政見通しとの
整合を図りながら、平成27年度に策定する長期計画
調整計画の財政計画の中で示していく。

「行財政改革を推進する
ための基本方針」の改定
と推進

「第四次武蔵野市行財政改革を推進するための基
本方針及び武蔵野市行財政改革アクションプラン」
を平成24年度に策定し、これに基づき平成25年度よ
り各種取り組みを推進している。

武蔵野市補助金評価委員会報告書（平成21年３月）
に示された補助金の見直し方針に沿って評価を行
なっている。

(2)健全な財政運営の維持
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。一方、歳出においては個々の事
業・施策を総合的に考え、その有効性とサービス水
準を見直し、新たな事業を生み出す政策再編を進
め、資源配分の全体最適を図り、持続可能な財政運
営を進める。

(1)公共施設の再編
「公共施設再編に関する基本的な考え方」（平成25
年３月）に基づき、老朽化が進む公共施設の再編を
検討してきたが、これに上下水道や道路など都市基
盤も加え、市民生活を支える施設サービスを安定し
て提供していくための「質・量の見直し」等を含めた
「公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設の
統合や複合化、総量縮減、既存施設の有効活用な
どを推進する。

長期的視点に立てば、増加の一途が予測される社
会保障費や都市基盤・公共施設の更新を控え、時間
の経過とともに市の財政は厳しさを増していくことが
想定される。限られた財源の中から、現在の都市基
盤などの基本的サービスを維持しつつ、新しいニー
ズに応えるための財源を確保していくことが求めら
れる。こうした状況の中、持続可能な市政運営を実
現していくためには、社会の変化に柔軟に対応して
いく行財政運営を行っていくことが必要である。

新規事業を含む複数の事業を一つの政策パッケー
ジとしてとらえ、ビルドアンドスクラップによる政策効
果の最大化を図る政策再編を推進するとともに、「個
人に対する補助金」「団体に対する補助金」「扶助
費」などの現金給付事業の網羅的評価と評価に基づ
く見直しを進めている。
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未利用・低利用財産の有
効活用

公的不動産（ＰＲＥ）の活用を戦略的に行い、市
が所有する土地・建物を有効に活用しながら公
共施設の建替え等を進めるほか、利用計画の
定まっていない物件については、売却や貸付
などを行い、管理コストの節減に努めるととも
に歳入の増加を図る。

今後も、最小の経費で最大の効果を発揮す
る、効率的な市政運営を推進していく。そのた
め、民間経営の考え方や手法も取り入れなが
ら、財源確保、各種政策資源の有効活用、選
択と集中の徹底などを推進するとともに、的確
な経営判断や判断結果の迅速な具体化を推
進するため、経営力を高めていく。

(1) 総合的・計画的な公共施設等マネジメントの推進
将来にわたり健全な財政運営を維持するとともに、
安全で時代のニーズに合った公共施設等を整備・提
供していくために、公共施設等総合管理計画を策定
する。この計画で長寿命化や総量縮減、整備水準の
見直しなど公共施設等の全体のマネジメントに係る
「基本方針」、学校や道路など施設類型ごとの維持・
更新に関する考え方を定めた「類型別整備方針」及
び中長期的に期待される維持・更新費用の削減額を
「目標」として示し、個々の施設の維持・更新に取り
組む。

(2) 市有財産の有効活用
「未利用地・低利用地の有効活用に関する基本方
針」を基に、市有財産を有効に活用し、将来的にも利
活用が難しい市有地の売却や臨時的な貸付により、
管理コストの節減や歳入の増加を図る。
また、高齢者・障害者支援や子育て支援、健康・ス
ポーツ等における民間等による施設サービス提供が
期待できる分野において、市が保有する土地に民間
サービスを誘致するなどＰＰＰ(官民連携)も視野に入
れて活用の手法を検討し、市民サービスの拡充を図
る。

(1) これからの時代を乗り切るための経営力の強化
今後も社会環境や市民の意識、価値観などの変化
に対応しながら、適切な公共サービスを提供していく
ことが必要である。財源を確保し、人材も含めた様々
な政策資源を多面的に有効活用する。経営的視点
を持って的確な政策判断をし、迅速に具体化を進め
ながら施策の選択と集中を徹底していく。

(1) 総合的・計画的な公共施設等マネジメントの推進
将来にわたり健全な財政運営を維持するとともに、
安全で時代のニーズに合った公共施設等を整備・提
供していくために、公共施設等総合管理計画を策定
する。この計画で長寿命化や総量縮減、整備水準の
見直しなど公共施設等の全体のマネジメントに係る
「基本方針」、学校や道路など施設類型ごとの維持・
更新に関する考え方を定めた「類型別整備方針」及
び中長期的に期待される維持・更新費用の削減額を
「目標」として示し、個々の施設の維持・更新に取り
組む。

(2) 市有財産の有効活用
「未利用地・低利用地の有効活用に関する基本方
針」を基に、市有財産を有効に活用し、将来的にも利
活用が難しい市有地の売却や臨時的な貸付により、
管理コストの節減や歳入の増加を図る。
また、高齢者・障害者支援や子育て支援、健康・ス
ポーツ等における民間等による施設サービス提供が
期待できる分野において、市が保有する土地に民間
サービスを誘致するなどＰＰＰ(官民連携)も視野に入
れて活用の手法を検討し、市民サービスの拡充を図
る。

長期的視点に立てば、増加の一途が予測される社
会保障費や都市基盤・公共施設の更新を控え、時間
の経過とともに市の財政は厳しさを増していくことが
想定される。限られた財源の中から、現在の都市基
盤などの基本的サービスを維持しつつ、新しいニー
ズに応えるための財源を確保していくことが求めら
れる。こうした状況の中、持続可能な市政運営を実
現していくためには、社会の変化に柔軟に対応して
いく行財政運営を行っていくことが必要である。

(1) これからの時代を乗り切るための経営力の強化
今後も社会環境や市民の意識、価値観などの変化
に対応しながら、適切な公共サービスを提供していく
ことが必要である。財源を確保し、人材も含めた様々
な政策資源を多面的に有効活用する。経営的視点
を持って的確な政策判断をし、迅速に具体化を進め
ながら施策の選択と集中を徹底していく。

(2)健全な財政運営の維持
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。一方、歳出においては個々の事
業・施策を総合的に考え、その有効性とサービス水
準を見直し、新たな事業を生み出す政策再編を進
め、資源配分の全体最適を図り、持続可能な財政運
営を進める。

(2)市有財産の有効活用
「未利用地・低利用地の有効活用に関する基本方
針」（平成21 年５月）を基に、市有財産を有効に活用
し、売却や臨時的な貸付による管理コストの節減や
歳入の増加を図る。

(1)持続可能な財政運営
大型マンションの建設等により、短期的には納税義
務者の増等を要因とする歳入増の要素はあるもの
の、生産年齢人口は平成41 年をピークに減少に転
じることが推計されている。
少子高齢化に伴う扶助費の増加や老朽化する都市
基盤や公共施設の更新に係る費用の増大などが想
定され、財政運営の見通しは楽観視できない。
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、行政サービスにおける受益者負担の適
正化を図る。また、市公共施設やパンフレットなどに
広告を掲出して広告収入を拡大する。一方、歳出に
おいては経常経費抑制、事務事業・補助金の縮小・
廃止も含めた見直しを進めるとともに、それにより創
出された財源をより必要性と有効性が高いサービス
に振り向け、持続可能な財政運営を図る。

(

2

)

健
全
な
財
政
運
営
の
維
持

事務事業及び補助金等
の見直しの実施

また、新たな事業を行う際には、常にスクラッ
プ・アンド・ビルドの視点で既存事業の見直しを
行っていく。

また、「行財政改革を推進するための基本方
針」を見直すとともに、事務事業及び補助金の
見直し等を推進する。

基本施策５　社会の変化に対応していく行財政運営

世界や国内の経済状況の先行きは不透明であり、今後財政環境は一層厳しさを増していくことが予想されている。健全財政を維持しつつ
引き続き質の高い行政運営を行うとともに、経営感覚を重視しながら社会の変化に柔軟に対応するため、行財政改革を推進していく。
自然災害や新たな感染症の脅威、情報セキュリティに関するリスク等、市政運営には様々なリスクが想定される。危機の発生を防止する
ための日頃の取組みはもちろん、危機が発生した場合には、的確な行動とともに正確な情報の伝達が求められることから、リスク管理も
含めた組織マネジメント力を強化していく。
公共サービスの一部を担っている財政援助出資団体では、新公益法人制度への移行が進められている。一方、公共の概念は変化してお
り、設立目的や役割等を考慮しながら、整理・統廃合等を含めた将来のあり方について検討する必要がある。これらのことを踏まえなが
ら、自治体総体としての経営力を高めていく。
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新たな複式簿記会計の
導入の検討

総務省の研究会の検討状況を注視しつつ、当市の
資産台帳等の整備状況、新公会計システムの導入
費用や効果、利用方法等について検討を行う。

入札及び契約制度改革
の更なる推進

工事請負契約における総合評価方式を試行してい
る。平成26年度は3件の総合評価方式による入札を
行った。平成27年度も引き続き試行を継続する。
プロポーザル方式実施基準作成について、本市のこ
れまでの実施状況や他市のガイドライン等を参考に
平成27年度中に作成する。

また、入札・契約制度改革を継続し、透明性・公平性
の確保に留意しつつ、工事請負契約においては、技
術力と価格の双方を総合的に評価する総合評価方
式（市町村向け簡易型）を導入する。

また、入札・契約制度改革を継続し、透明性・公平性
の確保に留意しつつ、工事請負契約においては、技
術力と価格の双方を総合的に評価する総合評価方
式（市町村向け簡易型）を導入する。

ＩＣＴにより、業務の効率化が行われているが、
導入から維持及び管理、システムの改修や更
改を通した総額では、多額の費用を要するもの
もあるため、導入時点から精査し、経費の増大
を抑制していく。

情報システムのあり方の
検討

「武蔵野市情報システム調達ガイドライン」に基づ
き、住民情報系システムや内部統合情報システムの
再構築をはじめ、各課システムの導入・構築・運用等
にかかる経費の抑制と業務の標準化を支援した。さ
らに、サーバ仮想化技術による庁内仮想化基盤の
構築（住民情報系と内部統合系）を行い、住民情報
は介護保険・障害者福祉・保育の各システムを仮想
化基盤に統合した。平成26年度は、庁内ネットワー
ク統合（住民情報系と内部統合系）の実施や、住民
情報の仮想化基盤に健康情報システムと公営住宅
管理システムを統合し、内部統合の仮想化基盤にＧＩ
Ｓ、ＣＡＤ、人給・庶務事務システム等の統合などを
進めた。２７年度は、人給庶務事務システム、職員
ポータル、文書管理、生活保護の各システムが仮想
化基盤に搭載される予定である。

また、昨今自治体クラウドの導入を進める自治
体も出てきているが、その機能を十分に発揮す
るためには、他の自治体との事務の標準化等
について検討すべきである。このような観点も
踏まえながらＩＣＴ化による業務の効率化を推
進する。

自治体クラウド導入に関
する検討

本市では、免震構造である本庁舎西棟6階に可用性
の高いサーバールームを有していることから、クラウ
ドへの取組みにあたっては、仮想化基盤の活用を前
提とし、プライベート・クラウド方式（設置場所は本市
だが、システム資産を本市で保有せず事業者資産と
する方式）にてクラウド化に取組むこととする。
また、社会保障・税番号制度について各市町村が利
用する自治体中間サーバーのハードウェア整備につ
いて、地方公共団体情報システム機構が提供するプ
ラットフォームをクラウド利用することとした。

組織のリスク管理能力と
危機発生時の対応力の
強化

平成22年７月に設置した危機管理検討委員会にお
いて、全庁的なリスクマネジメント対策について検討
し、平成24年８月に同委員会報告書として、武蔵野
市のリスクマネジメントの現状及び対応の方針につ
いてまとめた。リスクに対する職員の知識・意識を向
上させるための取り組みとして、リスク事例（発生原
因・対策等）を継続して収集し、組織として整理・情報
共有・継承していく。

情報セキュリティ対策の
強化

市民の権利・利益を守り、行政の安定的・継続的な
運営のためには、市民の個人情報等の重要な情報
を様々な脅威から防御するとともに、日々の業務の
中で適正な管理をしていく必要がある。具体的には、
情報セキュリティポリシーの周知徹底と定期的な見
直し、情報セキュリティ内部監査の実施(全部署を3
年間で監査)、情報セキュリティ自己点検（全課対
象）、情報セキュリティ研修の実施を通じて実現して
いく。さらに平成26年度は、システム入替に伴う住民
情報系システムに特化したセキュリティ研修を悉皆
で行うとともに、個人情報取扱事務手順の見直し、
職員の危機管理意識の向上、アクセスログ監視、庁
外からの照会等への対応基準検討などの取り組み
を行い、全庁における個人情報保護体制の強化を
図った。平成27年度には、マイナンバー制度開始と
総務省のセキュリティポリシーガイドライン改定を踏
まえ、既存のポリシーの改定と、マイナンバーの取扱
を定めた「マイナンバー取扱規程（仮称）」の作成を
行う。また、インターネット経由の標的型攻撃に備
え、庁内システムデータの保存場所について、現状
把握と再点検を行い、可能なところから見直しを実施
した。今後、 現状のネットワーク環境における管理
運用の強化も実施していく。

(2)健全な財政運営の維持
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。一方、歳出においては個々の事
業・施策を総合的に考え、その有効性とサービス水
準を見直し、新たな事業を生み出す政策再編を進
め、資源配分の全体最適を図り、持続可能な財政運
営を進める。

各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。

(3)リスク管理能力・危機対応力の強化
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員のリスク管理に対する意識向上に努める。ま
た、危機発生時の対応力を強化するため、日頃より
リスク事例を共有するとともに、各種マニュアル等の
整備を行う。

各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。

(3)リスク管理能力・危機対応力の強化
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員のリスク管理に対する意識向上に努める。ま
た、危機発生時の対応力を強化するため、日頃より
リスク事例を共有するとともに、各種マニュアル等の
整備を行う。

(2)健全な財政運営の維持
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。一方、歳出においては個々の事
業・施策を総合的に考え、その有効性とサービス水
準を見直し、新たな事業を生み出す政策再編を進
め、資源配分の全体最適を図り、持続可能な財政運
営を進める。

(3)組織のリスク管理能力向上
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員の危機管理意識向上に努めるとともに、危機
発生時の対応力を強化するため、各種マニュアル等
の整備を行い、組織としてのリスク管理能力を向上
させる。

(2)ＩＣＴ化による業務の効率化
行政運営においては、ＩＣＴの利活用等により庁内の
事務をより効率化し、それぞれの業務において最適
な仕組みを確立することで、行政サービスのさらなる
充実を図る。

(1)持続可能な財政運営
大型マンションの建設等により、短期的には納税義
務者の増等を要因とする歳入増の要素はあるもの
の、生産年齢人口は平成41 年をピークに減少に転
じることが推計されている。
少子高齢化に伴う扶助費の増加や老朽化する都市
基盤や公共施設の更新に係る費用の増大などが想
定され、財政運営の見通しは楽観視できない。
歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、行政サービスにおける受益者負担の適
正化を図る。また、市公共施設やパンフレットなどに
広告を掲出して広告収入を拡大する。一方、歳出に
おいては経常経費抑制、事務事業・補助金の縮小・
廃止も含めた見直しを進めるとともに、それにより創
出された財源をより必要性と有効性が高いサービス
に振り向け、持続可能な財政運営を図る。

(

2

)

健
全
な
財
政
運
営
の
維
持

(

3

)

 
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
よ
る
業
務
の
効
率
化
の
推
進

業務上発生するあらゆるリスクを抽出、体系化
するとともに、事例を共有することで、組織全体
のリスク管理能力を高めていく。

入札・契約制度改革を継続するとともに、複式
簿記会計のシステム化などについても研究を
進める。

（
4

）
リ
ス
ク
管
理
能
力
・
危
機
対
応
力
の
強
化
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また、自然災害などに備えて策定している業務
継続計画（ＢＣＰ）を更新していくとともに、各種
の情報システムに関するＢＣＰ策定の取組みを
全庁的に行う。

平成24年２月に策定した業務継続計画（ＢＣＰ）震災
編＜素案＞を、平成25年４月に策定した地域防災計
画の下位計画とし、「震災対応型ＢＣＰ」として更新し
ていく。
毎年実施している組織概要調査に危機発生時の各
課における業務マネジメントの視点を取り入れ、各課
業務を危機管理の視点から把握し、継続的に業務
継続計画を見直す機会とする。

そして、ＢＣＰを有効に運用するためにＰＤＣＡ
サイクルに基づく業務継続マネジメント（ＢＣＭ）
を強化し、訓練や点検作業等を常に行ってい
く。

平成25年2月に策定したICT業務継続計画につい
て、平成26年3月に実施した教育訓練に基づいた課
題の洗い出しを行った。また、平成26年10月には住
民情報システム保守事業者との連携訓練を実施し
た。27年度は、運用手順書に記載している「継続的
な見直し作業」の一環として、定期的な訓練の実施
及び訓練に伴う改善点の洗い出し、手順書等の各書
類の修正作業を実施する。

行政サービスにおける受益と負担は、公平で
透明でなければならない。定期的に使用料・手
数料の見直しを行い、適正な受益者負担によ
る公平性の確保を図っていく。

適正な受益と負担の検
討

４年ごとに全面的な見直しを行っており、平成24年度
に見直しを行った。見直しにあたっては、受益者負担
の原則、公平性の確保、財政運営面からの適正収
入の確保並びに他の自治体との均衡などを考慮し
て、総合的に判断を行った。
使用料・負担金等は11件、手数料は２件、減免は８
件、あわせて21件の見直しを行った。

また、一方で行政サービスを活用した広告収
入の拡大も検討していく。

広告収入等の拡大に関
する検討

市施設における広告収入やその他広告を活用した
歳入増の確保策を検討する。

財政援助出資団体に対
する指導の強化

財政援助出資団体の指導監督手法の検討にあた
り、庁内検討委員会を設置した。
その中で、経営懇談会や副市長によるヒヤリング等
がより有効に活用され、ＰＤＣＡサイクルが十分機能
するよう改善案を検討した。
検討結果については報告書にまとめ、財政援助出
資団体や所管課に提示した。
今後は、より具体的な手法について検討する。

各団体における経営改
革等の支援

財政援助出資団体の経営改革等の推進に向け、専
門業者の支援も得て課題を整理し見直しの方向性
について検討を進めた。
財政援助出資団体の見直しを進める中で、指導監
督手法についても見直しを行い、報告書にまとめた。
今後は、より具体的な手法を検討する。

そのため、財政援助出資団体でも経営改革を
推進していくとともに、社会状況の変化も踏ま
え、整理・統廃合を含めたあり方の検討が必要
である。

統廃合を含めたあり方の
検討

財政援助出資団体の見直しにあたり、庁内検討委
員会において「財政援助出資団体の見直しに関する
基本方針」を制定した。
この基本方針に基づき、各財政援助出資団体が行う
全事業の棚卸しを行い、公益性、サービス水準、担
い手の観点から事業の必要性・妥当性について専
門業者のノウハウも活用し検証した。
事業の棚卸しの結果より、財政援助出資団体の統
廃合について検討を進め、具体的な見直し原案を作
成した。
今後は、第五期長期計画・調整計画の中で、見直し
を検討する。

また、民間等との競合関係を念頭に、指定管
理者制度のあり方についても検討していく。

指定管理者制度等にお
ける基本的方針の改定

指定管理者の指定替えを検討するにあたり、現行の
「指定管理者制度導入に係る基本方針」の改定を進
め、特に定型的な管理業務が主な公の施設につい
て指定管理者の公募を行った場合の効果や問題点
を検証した。
改定後の「基本方針」に沿って、現に指定管理者制
度を導入している公の施設ごとに、より効率的・効果
的な主体への指定管理者の指定替えを行う。

また、財政援助出資団体への指導監督や経営改革
等の支援、指定管理者制度のあり方については、引
き続き研究を続ける。

また、財政援助出資団体への指導監督や経営改革
等の支援、指定管理者制度のあり方については、引
き続き研究を続ける。

歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、行政サービスにおける受益者負担の適
正化を図る。(再掲)

(4)財政援助出資団体の統合と自立化
財政援助出資団体については、社会状況の変化に
対応し、より効率的・効果的なサービス提供を実現
するため、（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵
野市民社会福祉協議会の統合、（公財）武蔵野文化
事業団と（公財）武蔵野生涯学習振興事業団の統
合、（社福）武蔵野及び武蔵野交流センターの自立
化を目指す。

(3)リスク管理能力・危機対応力の強化
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員のリスク管理に対する意識向上に努める。ま
た、危機発生時の対応力を強化するため、日頃より
リスク事例を共有するとともに、各種マニュアル等の
整備を行う。

歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。(再掲)

(4)財政援助出資団体の統合と自立化
公共サービスの提供主体が多様化しており、これま
で財政援助出資団体が担うべき役割について検討
をしてきた。社会状況の変化に対応し、より効率的・
効果的なサービス提供を実現するため、（公財）武蔵
野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
及び（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯
学習振興事業団の統合の準備を進め、（社福）武蔵
野及び（有）武蔵野交流センターの自立化を目指す。

(3)リスク管理能力・危機対応力の強化
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員のリスク管理に対する意識向上に努める。ま
た、危機発生時の対応力を強化するため、日頃より
リスク事例を共有するとともに、各種マニュアル等の
整備を行う。

歳入においては、市税等の徴収率の向上、基金と市
債の活用、市有財産の有効活用、行政サービスにお
ける受益者負担の適正化を図るなど、より一層の歳
入確保に努める。(再掲)

(4)財政援助出資団体の統合と自立化
公共サービスの提供主体が多様化しており、これま
で財政援助出資団体が担うべき役割について検討
をしてきた。社会状況の変化に対応し、より効率的・
効果的なサービス提供を実現するため、（公財）武蔵
野市福祉公社と（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
及び（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯
学習振興事業団の統合の準備を進め、（社福）武蔵
野及び（有）武蔵野交流センターの自立化を目指す。
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(3)組織のリスク管理能力向上
市政運営において想定される様々なリスクを未然に
防ぐだけでなく、自然災害等のリスクに備え、日頃か
ら職員の危機管理意識向上に努めるとともに、危機
発生時の対応力を強化するため、各種マニュアル等
の整備を行い、組織としてのリスク管理能力を向上
させる。

危機発生時の業務継続
マネジメント（ＢＣＭ）強化
と業務継続計画（ＢＣＰ）
の更新
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今日、公共の概念は広がり、公共サービスの
提供主体は市民活動団体から企業まで多様化
していること等から、行政や財政援助出資団体
が担うべき役割を精査する時期がきている。

（
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化
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第五期長期計画・事業実施状況・討議要綱・調整計画案・答申一覧表 【行・財政分野】

実行計画事業 事業実施状況(H27.７月現在) 討議要綱の記載内容 調整計画案の記載内容 調整計画答申の記載内容第五期長期計画の記載内容

職員行動指針の定着

全庁周知し、所属の目標を定める際などに職員行動
指針に基づいて検討するよう促している。また、職員
証裏面と職員ポータルシステムのトップページといっ
た日常的に職員が目にするところに掲載することで、
常に職員行動指針に基づいた行動を意識をするよう
に呼びかけている。

仕事を通じた人材育成の
仕組みづくり

各部の業務改善・政策立案等に活かすために政策
研究制度を引き続き実施し、関係部署間で共有すべ
き課題についての専門家による講義や資格取得の
ための合同研修の実施について、10部30課193名の
旅費や負担金の支援を行った。平成26年度からは、
「チャレンジする組織風土への変革プロジェクト」を試
行で実施し、自発的な職員へと参加者の意識変革を
促すと共に、チャレンジを応援する職場風土の醸成
に向けて、コーチングの手法を活用した取組みを
行った。

業務改善提案制度を人事課所管の表彰制度と一体
化する形で、「よい仕事表彰」としてリニューアルし
た。（平成25年度以降は人事課）

よい仕事表彰制度開始から１年余が経つことを契機
に、制度に関する課題等の調査と見直しを検討し、
部長ヒアリングも行った。その結果①部長賞の選定
基準、②人事評価との差異、③部長賞選出の頻度
が主な課題として挙がり、この３点に基づき、制度の
目的（ねらい）を整理・明確化し、再度全庁に周知を
することで、より活発に制度が使用され、職員に浸透
していくことを目指した。

(1) 個の能力を活かし組織力を高める人事制度と人
材育成
より多くの市民の満足の向上には、それぞれの立
場、考えなどを尊重し、前例踏襲や既存制度の枠組
みにとらわれない適切な政策・施策をチームとして実
現していく力が求められる。

(1)チャレンジする組織風土の醸成
市の職員には、常に公共課題の本質を見極めなが
ら、新しい課題に対して誠実かつ果敢にチャレンジし
続ける、高い意欲と能力が求められている。先人た
ちの築いた市政の歴史と伝統を踏まえ、様々な仕組
みや資源等を最も効果的に活用して、新しい課題を
解決することができる地域経営感覚を身に付けてい
く。

多様化、複雑化する公共課題に適切に対応し、市民
満足度を向上させるためには、市職員の仕事を通じ
た満足度の向上が不可欠である。職員一人ひとりの
個の力を高めるとともに、チームとしてその能力を活
かせる組織・人事制度への変革及びチャレンジする
組織風土と公共的経営力の醸成を図る。
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日常業務を通じ、上司から部下へ、先輩から後
輩へと、技術・経験や仕事に対する姿勢・価値
観を伝えていくとともに、自ら意欲的に学習し、
自律して行動する人材を育成する。

基本施策６　チャレンジする組織風土の醸成と柔軟な組織運営

市を取り巻く社会環境は刻々と変化しており、これからも魅力あるまちであり続けるために、市の職員は常に公共課題の本質を見極めな
がら、新しい課題に対して誠実かつ果敢に取り組み続けなければならない。そのため、これまで培ってきた知識や技術を継承するととも
に、職員一人ひとりの能力の向上と、その能力を活かせる組織・人事制度の構築及び組織風土の醸成に取り組む。

常に社会の変化を感じ大局的な視点から業務
の目的を認識するとともに、経営感覚をもって
変革と創造にチャレンジする人材を育成する。

業務改善へ向けた提案・
工夫に対する奨励の仕
組みづくり

多様化、複雑化する公共課題に適切に対応し、市民
満足度を向上させるためには、市職員の仕事を通じ
た満足度の向上が不可欠である。職員一人ひとりの
個の力を高めるとともに、チームとしてその能力を活
かせる組織・人事制度への変革及びチャレンジする
組織風土と公共的経営力の醸成を図る。

(1) 個の能力を活かし組織力を高める人事制度と人
材育成
より多くの市民の満足の向上には、それぞれの立
場、考えなどを尊重し、前例踏襲や既存制度の枠組
みにとらわれない適切な政策・施策をチームとして実
現していく力が求められる。
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職員の主体性と自律を引
き出す人事配置のあり方
の検討

職務に関する高度かつ専門的な知識及び経験を有
する職員をエキスパート職員として認定するエキス
パート職員配置制度を開始した。26年４月１日施行
の要綱で福祉、税務、債権管理の３分野を専任分野
として定め、26年度は福祉、税務の各分野１名のエ
キスパートを認定し、障害者福祉課、資産税課に配
置した。今後は専任分野の拡大について検討する。

人事評価制度の改善

人事評価制度と査定昇給制度の納得性を高める仕
組みづくりに向けた取組みの前段として、現行の制
度が適切に運用され、機能しているかを検証するた
め、外部の専門機関による客観的評価（アセスメン
ト）を平成26年度に実施した。その一環として実施し
た職員アンケート及びヒアリングの調査結果も踏ま
え、課題及び改善提案について実施機関より報告を
受けた。その報告内容を基に、現行制度の運用上の
課題と見直しの方向性について検討した。平成27年
度に制度運用の見直しの内容を確定し、今後はこれ
に基づき順次見直しを図っていく。また、評価者の能
力向上を目的とした、「目標設定研修」と「面接研修」
を新たに実施した。

職務・職責に応じた給与
制度の改善

平成26年10月から都表に移行した（経過措置あり）。
都人事委員会勧告に基づき平成27年4月より給料表
を引き下げ、平成28年4月より地域手当を15%から
16%に引き上げることとした。また同勧告で課長補佐
職、係長職の統合が示され、給料表が６級制から５
級制となったため、今後、本市においても課長補佐、
係長のあり方を検討する。

職員一人ひとりの異なる属性、価値観や生活
状況を認め、個性を活かして最大限に能力を
発揮できる風土を醸成していく。

女性管理職登用など女
性の能力発揮の機会の
拡大

平成27年３月に策定した武蔵野市第二次特定事業
主行動計画の中で、女性職員のキャリア形成支援に
ついて記載した。女性職員のキャリア形成支援につ
いては、キャリア形成をイメージできるよう、女性管
理職や仕事と生活の調和をとりながらメリハリをつけ
て働いている女性職員のワークライフバランスの取
り方について、実用的なノウハウを共有する。また、
管理職になるにあたっての不安や課題を把握し、そ
れらを取り除く支援を行う。

柔軟かつ多様な働き方を
支援する制度の検討

平成26年度の特定事業主行動計画の改定の中で、
下記の事項についての検討及び取組みを行う予定
である。
職員が高い意欲を持って心身ともに充実した状態で
働き、十分に仕事の成果をあげられるようにしていく
ため、育児短時間勤務、時差出勤制度、フレックスタ
イム制度等、職員が仕事と生活のバランスを取りや
すい制度を検討する。
仕事と育児・介護にかかる時間の調整に苦労してい
る職員も少なくないことから、超過勤務縮減や休暇
の取得促進をはかり、働く者の多様性を考慮した仕
事の生産性向上への取組みを行う。

嘱託職員や臨時職員のマネジメントを適切に
実施していくため、事務支援や任用・服務に関
するガイドラインの策定を行う。

また、これらの任用事務の標準化・集約化を推
進したうえで、外部化を含めたあり方を検討す
る。

そのため、チャレンジが評価につながるような組織・
人事制度を実現し、また職員採用時から、評価と
フィードバックや研修、自己研鑚などを通じた体系的
人材育成を行っていく。

(2) 効率的・効果的に働くための仕事環境の整備
職場のコミュニケーションの活性化と職員一人ひとり
の強みが活かせる仕事環境を整備するため、従来
型の勤務スタイルにとらわれない、仕事の仕方を検
討する。
国全体の労働政策や民間の動向も踏まえ、長時間
労働は必ずしも大きな成果をもたらさないという観点
を持って、ワーク・ライフ・マネジメントを組織的に推
進していく。そのため、タイムマネジメント意識の向上
を通じ、多様な働き方、キャリア形成ができる環境を
整えていく。
各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。

(2)柔軟な組織運営
それぞれの職員の強みを活かし、働き方の多様化に
対応できる人事・組織運営を実現するために、すべ
ての職員の仕事と生活の両立を実現するワーク・ラ
イフ・マネジメント30を組織的に推進する。
そのための環境づくりの一つとして、ＩＣＴのさらなる
活用による会議や事務の効率化のほかフリーアドレ
スオフィス制31、フレックスタイム制の導入など、生
産性を上げる柔軟な働き方を推進する取り組みにつ
いて検討するとともに職員のタイムマネジメント意識
向上に努める。
各課の業務については、災害時や繁忙期の機動的
職員配置に備えて、手順の標準化、見える化を進
め、仕事の効率・生産性向上につなげていく。
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また、女性管理職の登用など男女共同参画を
推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推
進や柔軟な働き方についても検討する。
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行政需要や環境の変化に柔軟に対応し、
複雑な課題にもチャレンジする活力ある組
織であり続けるため、職員一人ひとりの強
みが活かせる人事制度を確立する。

そのため、チャレンジが評価につながるような組織・
人事制度を実現し、また職員採用時から、評価と
フィードバックや研修、自己研鑚などを通じた体系的
人材育成を行っていく。

(2) 効率良く働き成果をあげるための仕事環境の整
備
職場のコミュニケーションの活性化と職員一人ひとり
の強みが活かせる仕事環境を整備するため、従来
型の勤務スタイルにとらわれない、仕事の仕方を検
討する。
国全体の労働政策や民間の動向も踏まえ、長時間
労働は必ずしも大きな成果をもたらさないという観点
を持って、ワーク・ライフ・マネジメントを組織的に推
進していく。そのため、タイムマネジメント意識の向上
を通じ、多様な働き方、キャリア形成ができる環境を
整えていく。
各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。
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定年延長に対応した多様
な働き方を含む任用のあ
り方の検討

「地方公務員の雇用と年金の接続について」の国か
らの要請を受け、平成25年度にフルタイム勤務を含
めた再任用制度についての検討を行い、平成26年
度より、新たなフルタイムの再任用の実施、及び、年
金支給開始年齢に達する年度までの間は、基本的
に希望者を再任用する方針とした。今後も、平成28
年度を目途に国から新たな方針が示される見込みで
あり、動向を注視していく。

職員の心身の健康維持・
向上の推進

健康診断については平成24年度に項目を拡充。今
後も有所見者の減に向け、法改正等も踏まえながら
内容について検討・実施する。
平成25年度より新人に対する保健師面談を実施した
ほか２年目の職員に対してメンタルタフネス研修を実
施。新任係長向け研修も研修に参加しやすい環境を
整備した。今後も効果的な研修ができるよう、方法、
対象者等を研究していく。
平成26年度より産業カウンセラーを月２回に増やし、
より細かい対応がとれるようにした。
復職訓練に関しては、平成25年度より復職訓練期間
の延長を可能にしたほか、訓練に際して所属長と情
報共有する仕組みを構築した。今後とも効果的な訓
練方法等について検討する。

今後、地方自治をめぐる環境は大きく変わるこ
とも考えられ、市のあり方や、市役所での仕事
像についても明確にしながら、組織や機構の
見直し、職員定数の適正化等を推進する。ま
た、財政援助出資団体への職員派遣のあり方
等についても方向性を明確化する。

次期職員定数適正化計
画の策定

平成25年度から28年度までの４ヵ年で140人の職員
定数削減及び49人の職員数の純減を目標とする第
６次定数適正化計画を24年度に策定した。この定数
適正化については、より効果的・効率的な行政課題
解決に向けた体制づくりのため、定数削減とともに集
中的な職員配置を図った結果、平成24年度末に比
べ、平成26年４月１日現在で職員数は12人の純減と
なった。

あわせて、退職職員の計画的な再任用・再雇
用を推進するとともに、市民の雇用について、
組織のあり方の検討も含めて、今後も積極的
に取り組んでいく。

市民の雇用創出の推進

平成24年度は嘱託職員等の管理事務の集約や外
部化の検討をしたうえで、臨時・非常勤職員の役割
と任用事務に関するルールを整理した任用主管課
担当者向けのガイドラインを作成した。
平成25年度はガイドラインに関する庁内説明会を行
い、定めたマニュアル及びルール等の周知を行い、
関連する事務の一律化を図った。また、障害者雇用
においては知的障害者1名を嘱託職員として任用し
た。
平成26年度は従来の任用方法を続けながら、年齢
要件の見直しを検討し若年層の未就労者に対する
就労促進を図る。また、障害者の庁内実習とその後
の任用とをつなげる仕組みを検討し、さらなる市民の
雇用創出の充実を図る。

(3)今後の自治体のあり方の検討と職員定数の適正
化
多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応するた
め、組織や機構を見直し、増減を含めた適正な職員
定数の管理を行う。財政援助出資団体への職員派
遣のあり方については、団体の自立性やガバナンス
を高めるため、各団体の人員体制に配慮のうえ、人
的支援は必要最小限にする。

(2) 効率的・効果的に働くための仕事環境の整備
職場のコミュニケーションの活性化と職員一人ひとり
の強みが活かせる仕事環境を整備するため、従来
型の勤務スタイルにとらわれない、仕事の仕方を検
討する。
国全体の労働政策や民間の動向も踏まえ、長時間
労働は必ずしも大きな成果をもたらさないという観点
を持って、ワーク・ライフ・マネジメントを組織的に推
進していく。そのため、タイムマネジメント意識の向上
を通じ、多様な働き方、キャリア形成ができる環境を
整えていく。
各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。

(2)柔軟な組織運営
それぞれの職員の強みを活かし、働き方の多様化に
対応できる人事・組織運営を実現するために、すべ
ての職員の仕事と生活の両立を実現するワーク・ラ
イフ・マネジメント30を組織的に推進する。
そのための環境づくりの一つとして、ＩＣＴのさらなる
活用による会議や事務の効率化のほかフリーアドレ
スオフィス制31、フレックスタイム制の導入など、生
産性を上げる柔軟な働き方を推進する取り組みにつ
いて検討するとともに職員のタイムマネジメント意識
向上に努める。
各課の業務については、災害時や繁忙期の機動的
職員配置に備えて、手順の標準化、見える化を進
め、仕事の効率・生産性向上につなげていく。

(

4

）
今
後
の
自
治
体
の
あ
り
方
の
検
討
と
職
員
定
数
の
適

正
化

（
3

）
職
員
構
成
や
就
労
環
境
の
多
様
化
を
見
据
え
た
組
織
の
あ
り
方
の
検
討

(2) 効率良く働き成果をあげるための仕事環境の整
備
職場のコミュニケーションの活性化と職員一人ひとり
の強みが活かせる仕事環境を整備するため、従来
型の勤務スタイルにとらわれない、仕事の仕方を検
討する。
国全体の労働政策や民間の動向も踏まえ、長時間
労働は必ずしも大きな成果をもたらさないという観点
を持って、ワーク・ライフ・マネジメントを組織的に推
進していく。そのため、タイムマネジメント意識の向上
を通じ、多様な働き方、キャリア形成ができる環境を
整えていく。
各部門の業務については、市民の利便性の向上や
個人情報の保護に留意しつつ、ＩＣＴの利活用を推進
するとともに、職員が働きやすい仕事環境の整備に
ついて検討する。また、災害時や繁忙期の機動的職
員配置に備え、仕事の手順の標準化、見える化など
を進め、効率性や生産性の向上につなげていく。

(3)今後の自治体のあり方の検討と職員定数の適正
化
多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応するた
め、組織や機構を見直し、増減を含めた適正な職員
定数の管理を行う。財政援助出資団体への職員派
遣のあり方については、団体の自立性やガバナンス
を高めるため、各団体の人員体制に配慮のうえ、人
的支援は必要最小限にする。
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